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Ｊ Ｃ 宣言文

日本の青年会議所は

希望をも たら す変革の起点と し て

輝く 個性が調和する 未来を描き

社会の課題を解決する こ と で

持続可能な地域を創る こ と を誓う

われわれＪ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ は

社会的・ 国家的・ 国際的な責任を自覚し

志を同じ う する 者　 相集い　 力を合わせ

青年と し ての

英知と 勇気と 情熱をも って

明る い豊かな社会を築き 上げよ う 。

綱　 　 領

「 信仰は人生に意義と 目的を与え

　 人類の同胞愛は国家の主権を超越し

　 正し い経済の発展は

　 自由経済社会を通じ て最も よ く 達成さ れ政

　 治は人によ って左右さ れず法によ って運営

　 さ れる べき も のであり

　 人間の個性はこ の世の至宝であり

　 人類への奉仕が人生最善の仕事である 」

Ｊ Ｃ Ｉ 綱領

我々はかく 信じ る ：

T h e  Cr eed  of
J u n i or  Ch am b e r  I n te r n a t i on a l

T hat faith in God g ives m eaning  and

purpose to hum an li fe;

T hat the brotherhood of  m an

transcends the sovereignty  of  nations;

T hat econom ic justice can best be

w on by  f ree m en through free

enterpr ise;

T hat governm ent should be of  law s

rather than of  m en;

T hat earth’s g reat treasure lies in

hum an personality ; and

T hat serv ice to hum anity  is the best

w ork of  l i fe.

We Bel ieve:

若き 能動的市民の

ト ッ プ・ グロ ーバル・ ネッ ト ワ ーク になる こ と

Ｊ Ｃ Ｉ のヴィ ジョ ン（ 構想）

J CI  V I S I ON

"T o be the leading  g lobal netw ork

of  young  active citizens,"

青年が積極的な変革を創造し 開拓する ために、

能動的に活動でき る 機会を提供する 。

Ｊ Ｃ Ｉ のミ ッ ショ ン（ 使命）

J CI  M I S S I ON

T o prov ide developm ent opportunities

that em pow er young  people

to create positive change.
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はじ めに

　 佐賀青年会議所は１ ９ ５ ６ 年に創立さ れ、 本年で６ ５ 周年と いう 節目を迎えま す。

　 長き に亘り 今日ま で、 私たちが運動・ 活動を継続し て行える のは、 未来を見つめる

諸先輩の思いがあり 、 地域の皆様のご理解、 ご協力があったから こ そであり ま す。 私

たちは今ま で諸先輩が築き 上げら れた多く の功績と 、 地域の皆様に支えら れてき た事

に敬意と 感謝を表し 、 ７ ０ 周年ひいては１ ０ ０ 周年へと 繋がる 未来へ向けて、 こ の志

と 伝統や歴史を 継承し ながら 、「 時代の開拓者」 と なる べく 刻々と 変わる 社会情勢の

中、 その時代の変化に対応し 前向き に挑戦する 組織である こ と が必要であり ま す。 　

　 近年、 国内はも と よ り 、 世界では災害や感染症など の事態によ り 、 国民生活や働き

方など大き な転換期を迎えていま す。 さ ら にはキャ ッ シュ レ ス 決済やテレ ワ ーク ・ リ

モート ワ ーク などが格段に進み、 ラ イ フ ス タ イ ルや価値観も 大き く 変化し ており 、 ま

た人口密集地における 感染症等から のリ ス ク 回避、 コ ス ト 削減など の視点から 、 人や

企業の地方への移住や移転などの動き も 見ら れま す。 　

　 地方に有名企業が進出し てく れば、 内需が拡大さ れ、 その地域の発展する き っかけ

になる かも し れま せん。「 人口減少」「 少子高齢化」 など 地方が抱える 問題は多く あり

ま すが、地方の責任と 役割を見つめ直し 、安全・ 安心に暮ら せる 未来を描き 、ネガティ

ブにその未来を待つのではなく 、 ポジティ ブな未来を描き 、 それを実現する 政策を掲

げ、 運動を展開する こ と が大切です。 　

　 先人の皆様が、 戦争や経済危機、 自然災害など困難を乗り 越え努力し てこ ら れたか

ら こ そ、 私たちが存在し ている のです。 明る い豊かな社会を実現する ために、 私たち

は再度リ ーダーと し て意識を高め、自身の成長を遂げ、志を同じ く する 仲間と と も に、

個人の「 修練」、 社会への「 奉仕」、 世界と の「 友情」 の三つの信条のも と 前向き な思

考を働かせ前進し て参り ま す。 　

一般社団法人佐賀青年会議所　 ２０２1年度 理事長所信

第66代   理事長

古川 健太郎
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６ ５ 周年記念式典について

　 本年９ 月１ ４ 日、 一般社団法人佐賀青年会議所は６ ５ 周年の節目を迎えま す。 　

　 １ ９ ５ ６ 年９ 月１ ４ 日、 七田久夫理事長を初めと する ４ ３ 名のメ ンバーから ス タ ー

ト し 、 創立以来多く の諸先輩の皆様が地域の為に献身的に運動・ 活動を展開し てこ ら

れた歴史があり ま す。 周年と いう 節目の年は、 唯一立ち止ま って過去を振り 返る 事が

でき る 年だと 考えま す。 諸先輩の皆様がど のよ う な想いで運動・ 活動さ れてこ ら れた

のか、 なぜこ の運動が現在も 続いている のか。 現在、 佐賀青年会議所メ ンバーの大多

数が入会歴３ 年未満です。 こ の周年と いう 機会に入会歴の浅いメ ンバーに諸先輩の皆

様の想いを共有さ せて頂き ま す。 創立以来の多く の功績に敬意を表し 、 今一度佐賀青

年会議所の歴史と 諸先輩の想いに触れて、 創始の精神が今に引き 継がれている こ と を

再確認し 、 志を同じ く 次代に引き 継ぎ、 ７ ０ 周年を見据えた運動・ 活動の指針を示し

ていき ま す。 　

ま ちづく り 事業について

　 今や人口減少時代のわが国。 ま だま だ一極集中であり 、 地方都市では街なかの空洞

化や山間部の過疎化が続いていま す。 　

　 本年は、 １ ９ ７ ２ 年に「 納涼さ がま つり 」 から 始ま った、「 佐賀城下栄の国ま つり 」

は記念すべき ５ ０ 回目を迎えま す。 佐賀青年会議所は立ち上げ当初から こ のま つり の

構築に関わってき ま し た。 その中でも 佐賀城下花火大会は諸先輩が幾多の困難な道を

切り 開き 多く の関係者の皆様のご協力のも と で開催さ せて頂いていま す。 本年は、 こ

のま つり を開催する にあたり 、 今一度、 行政や他団体、 関係機関と の連携を強化し 、

今の社会情勢に合ったま つり の在り 方を模索し 、 ５ ０ 年の節目である 佐賀城下花火大

会を盛大に開催でき る よ う 尽力し ま す。 　

　 今一度、 地域の資源を見つめ直し 、 観光振興を踏ま えたま ちづく り を考えていき ま

す。 地域の内側に目を向け、 その地域にど う やって人を呼び込むかと いう 点を模索す

る 事によ り 、 地域の魅力を再確認し 、 地域の外側にも 積極的に眼差し を向ける 必要が

あり ま す。 　

青少年・ 環境事業について

　 青少年事業は、 長年、 諸先輩が取り 組んでこ ら れ、 多く の子ど も たちと 触れ合い、

夢や希望を与えてこ ら れま し た。 昨年、 誰し も が予測し なかった新型コ ロ ナウ イ ルス

感染症の流行によ り 、 子ど も たちはも と よ り 、 私たち大人も 外出禁止、 活動自粛と い

う 異例の事態が起こ り ま し た。 ゆえに外で遊べない、 部活動や人が集ま って行う イ ベ

ント 等が軒並み中止と なってし ま いま し た。 成長著し い子ど も たちにと って目標を失

われたこ と によ り 、 ぽっかり と 空いた気持ちを埋める よ う な働き かけを模索し 、 未来

ある 子ど も たちに元気を与え、夢や希望を絶やさ ない心を育む事業を考えていき ま す。　

　 ま た、 佐賀市には市民総参加型の河川を愛する 習慣が根付いていま す。 こ れは諸先

輩の皆さ ま のご尽力によ る も のであり ま す。 佐賀に住み暮ら し 、 社会活動をさ せて頂

いている こ の地域に対し 、 環境美化を推進する こ と で少し でも 地域に対し ての恩返し

になればと 考えま す。 　
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国際・ 災害対策支援交流事業

　 佐賀青年会議所は１ ９ ８ ５ 年の正式調印以来、 社團法人台南市新營国際青年商會と

の交流も ３ ７ 年目を迎えま す。 志を同じ く する 者同士、 国境を超えた友情、 さ ら には

諸先輩の皆さ ま を含みま すと 世代をも 越えた交流がそこ にはあり ま す。 会員同士の交

流だけに留ま ら ず、 自国、 ひいては地域の発信、 経済や子ど も たちを巻き 込む交流な

ど 多種多様にわたって行って参り ま し た。 昨年は新型コ ロ ナ感染対策のため、 オンラ

イ ンでの調印式と いう 交流事業と なり ま し た。 従来の相互訪問形式と は違った形では

あり ま し たが、 今後はオンラ イ ンも 取り 入れ、 原型は崩さ ず、 新し い交流の形も 模索

し て参り ま す。 　

　 ま た、近年の異常気象に伴い、自然災害によ り 大変な思いをさ れている 方々がいら っ

し ゃいま す。 青年会議所と し て災害に対し ての対策や支援の在り 方など を模索し 、 少

し でも 市民の皆さ ま にお役立てでき る よ う な事を考え、 構築に向けて動き 出し ま す。

そう いった運動が世界に目を向けた時に一助になればと 考えま す。 　

会員の資質向上・ 新入会員の研修・ ビジネス 事業

　 本年で６ ５ 周年を迎える 佐賀青年会議所ですが、 会員数は減少し ており ま す。 こ れ

は佐賀青年会議所だけの問題ではなく 、 各地会員会議所でも 同様です。 昨年は、 西村

理事長のも と 、 多く の新入会員が入会し てく れま し た。 仮会員で入会し たメ ンバーが

新し く メ ンバーを呼び込んでく れる と いう 一面も あり ま し た。 こ のよ う な新し い風を

吹き 込んでく れる 事は長く 在籍し ている メ ンバーにも 刺激になった事でし ょ う 。 青年

会議所の魅力を語れる 、 そんな人財を一人でも 多く 残し ていき たい。 今や、 地域には

多く の青年団体、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人が活動し ていま す。 そんな中、 青年会議所でなければな

ら ない根拠を語れる 人財であって欲し いと 願いま す。 　

　 ま た、 昨年新し い取り 組みと し て、 他団体と 協働し デジタ ルツ ール（ アク ト コ イ ン）

を用いて、 ま ちなかを応援する 事業が行われま し た。 こ れは一過性ではなく 継続し て

体を成すも のであり ま す。 こ のよ う なツ ールを用いて仕組みを作り 、 佐賀の経済の起

爆剤になればと 考えま す。 　

　 新型コ ロ ナの影響で経済は打撃を受けており ま す。 青年会議所メ ンバーと し ても そ

う ですが、 いち経済人と し ても 地域を盛り 上げて、 社業も 発展さ せていかなければな

り ま せん。 困難な状況下でも 生き 抜く 力と いう も のを私たちから 発信し ていき ま す。

5



広報について 

　 現在、 世の中はス マート フ ォ ンの普及も あり 、 情報を待つのではなく 、 取り に行く

時代と なっていま す。 近年、 佐賀青年会議所でも ホームページやＳ Ｎ Ｓ 等を用いての

情報発信を行って参り ま し た。 市民の皆様に我々の活動を発信し 、 目に触れて頂く こ

と で得ら れる 理解も ある かも し れま せん。 良く も 悪く も 単年度制の組織体ではあり ま

すが、 私たちの運動は６ ５ 年間、 諸先輩の皆様から 脈々と 受け継がれてき ま し た。 こ

う いった運動をリ アルタ イ ムに発信し 続ける 事で、 さ ら に地域や市民の皆様を巻き 込

んだ大き なムーブメ ント を起こ せる のではないかと 期待をし ており ま す。 ま た、 地域

の皆様のお役に立てる よ う に、 何かあったら 青年会議所に相談し てみよ う と 思っても

ら える よ う な立ち位置で情報発信し ていき たいと 考えま す。

結びに

　「 祖国日本の復興」 を願う 、 熱い想いで青年会議所は設立さ れま し た。 先人たちの

熱い思いは、 時代は変われど 受け継がれており ま す。 青年会議所と し て、 いま 何がで

き る のか。 昨年、 第二次世界恐慌と も 言われる 時代が訪れ、 想いがあっても 動けない

辛さ があり ま し た。 わが国日本だけではなく 、 世界が変革を迎える 時であり ま す。 諸

先輩の皆様が常に時代の先駆者であったよ う に、 私たちも 力強く 闘い、 現在（ いま ）

を生き 抜き 次代へつないで参り ま す。
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[2021年度　 各室活動方針]
　 本年度は６ 室６ 委員会をも って構成する 。

総務室
産 諸会議の運営・ 設営（ 通年）

産 諸記録の整理（ 通年）

産 広報活動、 情報の発信 （ 通年）

産 総会の運営・ 設営（ １ 月・ ８ 月・ １ ０ 月）

産 京都会議参加者への支援（ １ 月）

産 献血活動の推進（ ４ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

６５ 周年室
産 ６ ５ 周年記念式典・ 祝賀会の企画・ 運営（ ９ 月）

産 ６ ５ 周年記念誌の企画・ 発刊（ ９ 月）

産 新年会の企画・ 運営（ １ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ６ 月・ ９ 月）

産 薩長土肥　 参加者への支援（ １ １ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

ま ちづく り 室
産 佐賀城下栄の国ま つり の企画・ 運営（ ８ 月）

産 シニア総会の参加者支援（ １ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ２ 月・ ７ 月）

産 九州地区野球大会の企画・ 運営（ ９ 月）

産 全国大会宇都宮大会参加者への支援（ １ ０ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

青少年・ 環境室
産 青少年事業の企画・  運営（ ７ 月）

産 河川清掃（ ４ 月・ １ ０ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ５ 月）

産 佐賀ブロ ッ ク 大会参加者への支援（ ６ 月）

産 卒業生を送る 会の企画・ 運営（ １ ２ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

国際・ 災害対策支援室
産 新營Ｊ Ｃ 受入れ・ 会務交流会議の企画・ 運営（ ９ 月）

産 裸ん行大川参加者への支援（ ２ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ３ 月）

産 Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ 台湾台中参加者への支援（ ６ 月）

産 Ｊ Ｃ Ｉ 世界会議（ 南アフリ カ／ヨ ハネス ブルク ） 参加者への支援（ １ １ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）

会員研修・ ビ ジネス 室
産 新入会員並びに会員研修の企画・ 運営（ 通年）

産 ビジネス 事業の企画・ 運営（ ７ 月）

産 厄入厄晴の企画・ 運営（ ２ 月）

産 例会の企画・ 運営（ ４ 月・ １ １ 月）

産 シニア交流事業の企画・ 運営（ ７ 月）

産 サマーコ ンフ ァ レ ンス 参加者への支援（ ７ 月）

産 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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総 務 室

総務委員長

髙 橋 　 佑 輔

室 　 長

松 並 　 陽 一
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総務委員会　 基本方針

総務室 総務委員会  

委員長 髙橋 佑輔 

　 一般社団法人佐賀青年会議所は、 時代の荒波と と も に長き に亘る 諸先輩の功績や信頼

をも って今年６ ５ 周年を迎え、 今ま さ に次世代に向けた新たな一歩を踏み出す好機を迎

えていま す。 設立当初から ある 総務委員会が、 よ り 良い社会の未来を見据え、 メ ンバー

同士が進むべき 方向性を共有し 、 誠実に各所と 有機的な連携を図り ながら 、 地域に根差

し た活動・ 運動を行う こ と ができ る 組織基盤を形成する こ と が必要です。

　 ま ずは、 明る い豊かな社会の実現に向けた各委員会の円滑な事業運営をし っかり と 補

佐する ために、 総務委員会が佐賀青年会議所の根幹を担う 委員会である こ と の責任と 自

覚を持つと 同時に職務運営方法を全員が習得する こ と で、 組織と し ての基盤と なる 委員

会を目指し ま す。 そし て、 佐賀青年会議所の方向性を決定する 最高意思決定機関である

総会や、　 理事会を筆頭と する 諸会議を円滑に運営する ために、会議５ 日前の議案提出・

２ 日前の会議アジェ ンダ配信と いった５ ・ ２ シス テムの導入と 委員会メ ンバー全員によ

る 議案精査を行い、 佐賀青年会議所全体の効率的な会議運営を牽引し ま す。 さ ら に、 次

年度の佐賀青年会議所運営への引継ぎのために、 総会及び理事会における 会議内容の正

確な議事録作成及び年間を通し た各種職務運営方法の体系化を行う こ と で、 総務委員会

の経験者有無に依存し ない委員会運営方法を確立致し ま す。 ま た、 佐賀青年会議所と し

ての活動目的や事業内容を効果的に発信する ために、 Ｉ ｎ ｓ ｔ ａ ｇ ｒ ａ ｍを始めと する

Ｓ Ｎ Ｓ やＨＰ などの時代に即し たツールを活用する こ と で、 地域の皆様から の理解を得

る と 共に新たな仲間を呼び込みま す。

　 我々佐賀青年会議所がこ れま で以上に地域社会にと って信頼のおける 不可欠な青年団

体と なる よ う 、 熱い闘志を胸に抱き 、 組織の要である 総務委員会が一丸と なり 基礎を貫

く 堅実な運営を通じ て、 現在（ いま ） を生き 抜き 次代へつないで参り ま す。

【 事業計画】

１ ． 諸会議の運営・ 設営（ 通年）

２ ． 諸記録の整理（ 通年）

３ ． 広報活動、 情報の発信　（ 通年）

４ ． 総会の運営・ 設営（ １ 月・ ８ 月・ １ ０ 月）

５ ． 京都会議参加者への支援（ １ 月）

６ ． 献血活動の推進（ ４ 月）

７ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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６ ５ 周 年 室

６ ５ 周年委員長

菱 岡 　 英 貴

室 　 長

船 津 　 貴 之
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６ ５ 周年委員会　 基本方針

６ ５ 周年室 ６ ５ 周年委員会  

委員長 菱岡 英貴 

　 一般社団法人佐賀青年会議所は、 １ ９ ５ ６ 年に七田久夫先輩をはじ めと する ４ ３ 名よ

り 始ま り 、 本年６ ５ 周年を迎えま す。 創立以来、 それぞれの時代に合った運動を展開し

地域社会に数多く の功績を残さ れてき た諸先輩に感謝する と と も に、 今ま で紡いでこ ら

れた想いや精神を我々メ ンバーはし っかり と 受け止め、 今後も 地域が発展する 活動を行

い次代へつないでいく こ と が必要です。 　

　 ま ずは、 長年に亘り ご協力頂いており ま す諸先輩・ 諸団体・ 他Ｌ ＯＭの方々に今後の

我々の指針を示すために、 こ れま での歴史を振り 返り ながら 感謝を伝える 周年式典を開

催する こ と で、 入会歴の浅いメ ンバーにも 諸先輩の功績を伝え理解を深め、 来賓の方々

と の信頼関係を構築し ま す。 そし て、 こ れから も 地域の皆様と のパート ナーシッ プを構

築する ために、 時代に沿った提言を発信する こ と で、 今後５ 年間のビジョ ンをメ ンバー

間で共有し 意識の醸成を高めま す。 さ ら に、 希薄と なっている 諸先輩や来賓の方々と の

関係をよ り 強固にし ていく ために、 交流を交えた祝賀会を企画・ 運営し 親睦を深める こ

と で、 今ま で紡いでこ ら れた伝統や奉仕活動を学び、 協力関係を構築し ま す。 ま た、 後

世の佐賀青年会議所メ ンバーが「 修練」「 奉仕」「 友情」 こ の三信条を胸に活動し ていく

ために、 記念誌に我々の想いと こ れま での活動の歴史を 残し 、 次の７ ０ 周年ひいては

１ ０ ０ 周年へと 繋がる 未来へ向けて、 こ の志と 伝統や歴史を継承し ながら 「 時代の開拓

者」 と なる べく 挑戦し 続けま す。 　

　 昨年は新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響によ り 我々の生活は大き く 変化し ま し た。

ニュ ーノ ーマル時代に沿った式典の中で、 ６ ５ 年の歴史を振り 返り 、 地域のリ ーダーと

し て色々な社会情勢に柔軟に対応し ながら 地域社会に貢献し 、 諸先輩や地域の方々と 共

に皆が手を取り あい唯一無二の佐賀を創造し 、 現在（ いま ） を生き 抜き 次代へつないで

参り ま す。

【 事業計画】

１ ． ６ ５ 周年記念式典・ 祝賀会の企画・ 運営（ ９ 月）

２ ． ６ ５ 周年記念誌の企画・ 発刊

３ ． 新年会の企画・ 運営（ １ 月）

４ ． 例会の企画・ 運営（ ６ 月・ ９ 月）

５ ． 薩長土肥　 参加者への支援（ １ １ 月）

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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ま ち づ く り 室

未来に繋がるまちづく り 委員長

久 保 　 隆 佳

室 　 長

光 吉 　 勝 助
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未来に繋がる ま ちづく り 委員会　 基本方針

ま ちづく り 室 未来に繋がる ま ちづく り 委員会  

委員長 久保 隆佳 

　 昨今、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響で、 こ の佐賀の地でも 各種ス ポーツを含むイ

ベント の開催も 中止や縮小さ れている 中、 行政では地域再生の一つと し てス ポーツ推進

計画が制定さ れており 、 ス ポーツを通じ た各分野と の連携・ 協働で地域活性化を図って

おり ま す。 ま た、 佐賀城下栄の国ま つり では、 年々温暖化によ る 熱中症対策や参加者へ

の安全確保を課題と さ れており ま す。 一般社団法人佐賀青年会議所と し て、 地域共生社

会を実現し 、 地域の課題解決に貢献する こ と が必要です。

　 ま ずは、 本年で５ ０ 回目を迎える 佐賀城下栄の国ま つり に多く の方々に参加し ていた

だく ために、 関係団体と 綿密に連携する こ と で、 節目の年にふさ わし い事業の構築に尽

力し ま す。 そし て、 コ ロ ナ禍や課題がある 中で佐賀城下栄の国ま つり を通し て未来への

明る い希望になる ために、 諸先輩が長き に亘り 受け継いでこ ら れたこ のま つり をこ れま

で以上に深く 想い出に残る 感動的なま つり へと 昇華さ せる こ と で、 市民の皆様の活力に

つなげま す。 さ ら に、 大人から 子ども ま で幅広い世代にス ポーツを通し てのま ちづく り

を知っても ら う ために、 佐賀城下栄の国ま つり の中でス ポーツを安心し て体験し ていた

だく 場を提供する こ と で、 地域の活性化につなげま す。 ま た、 佐賀市が推進し ている ス

ポーツ振興の課題を知っても ら う ために、 事業を通し て佐賀青年会議所メ ンバーが体験

し 学ぶこ と で、 ス ポーツに親し める 社会の実現につなげ地域の活性化の一助と し ま す。

そし て、 九州地区野球大会も 佐賀での開催が決ま り 、 佐賀の魅力を肌で感じ ても ら う た

めに、地域なら ではのおも てなし をする こ と で、記憶に残る 大会になる よ う 企画し ま す。

　 行政や他団体、 関係機関と の連携を強化し た運営に徹し 、 改めて佐賀の良さ を知って

いただく と と も に、 新し い生活様式の中で、 佐賀青年会議所メ ンバー一人ひと り が更に

一丸と なって活動を展開し 、 現在（ いま ） を生き 抜き 次代へつないで参り ま す。

【 事業計画】

１ ． 佐賀城下栄の国ま つり の企画・ 運営（ ８ 月）

２ ． シニア総会の参加者支援（ １ 月）

３ ． 例会の企画・ 運営（ ２ 月・ ７ 月）

４ ． 九州地区野球大会の企画・ 運営（ ９ 月）

５ ． 全国大会宇都宮大会参加者への支援（ １ ０ 月）

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）　
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青 少 年 ・ 環 境 室

青少年・ 環境委員長

畠 中 　 隆 嘉

室 　 長

西 村 　 誠 剛
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青少年・ 環境委員会　 基本方針

青少年・ 環境室 青少年・ 環境委員会  

委員長 畠中 隆嘉 

　 近年、 情報通信技術の急速な革新で社会構造が大き く 変化し ている 今、 ま た昨年の新

型コ ロ ナウ イ ルス 感染症流行の影響で地域社会でも 情勢が変わり 、 子ども 達が成長し て

いく 上で必要な心の学びや人と 人が直接コ ミ ュ ニケーショ ンを取る 機会が困難化し てお

り 様々な体験を感得する 機会が極めて少なく なっていま す。 子ども 達の心と 体が育ま れ

る 場を提供し 、 寛仁大度な人材に育て時代や環境が変わっても 、 人に優し く 思いやり の

心の大切さ を伝えていく こ と が必要です。 　

　 ま ずは、 一般社団法人佐賀青年会議所が一致団結をし て青少年育成事業に取り 組むた

めに、 現在の社会構造や大き く 変わった情勢、 子ども 達が置かれている 現状を知ってい

ただき 考える 場を設ける こ と で、関心を持っても ら いメ ンバーの意識の向上を図り ま す。

そし て、 子ども 達の純真な感性と コ ミ ュ ニケーショ ン能力を高める ために、 様々な世代

の人と ふれあい多様性のある 心を育み、 佐賀の次代の担い手と し て自己成長でき る 場を

提供する こ と で、 地域の魅力を感じ 愛着を持っても ら いま す。 さ ら に、 オンラ イ ンによ

る コ ミ ュ ニケーショ ンが日常化し 柔軟に対応でき る 能力が必要である こ と を認識する た

めに、 Ｉ Ｔ 教育を誰し も が十分に受けていない親世代の大人と Ｉ Ｔ 環境が身近にある 子

ども 達が共に学び、 Ｉ Ｔ を活用し た多様な体験活動を通し て、 人と 人がふれあう 温かさ

を感じ Ｉ Ｔ の良し 悪し を理解する こ と で、 社会性を高め時代や環境が変わっても 心の成

長ができ る 事業を構築し ま す。 ま た、 環境では地域に愛着を持って暮ら せる ために、 諸

先輩が続けてこ ら れた河川清掃を４ 月と １ ０ 月に実施する こ と で、 地域環境の美化、 大

切さ を継承し ま す。 そし て、 地域発展の為に第一線で活動をし 、 数々の功績を残し てこ

ら れた卒業生に感謝の気持ちを伝える ために、 精一杯の恭敬の心を込めて卒業生を送る

会を開催する こ と で、 更なる 友情を深めま す。

　 青少年事業を通し て未来ある 子ども 達が人と 人と の繋がり を大切にし 、 感性を育み、

大き な時代の変遷に打ち勝っていける よ う 闘志の心を持って力強く 闘い、 現在（ いま ）

を生き 抜き 次代へつないで参り ま す。

【 事業計画】

１ ． 青少年事業の企画・ 運営（ ７ 月）

２ ． 河川清掃（ ４ 月・ １ ０ 月）

３ ． 例会の企画・ 運営（ ５ 月）

４ ． 佐賀ブロ ッ ク 大会参加者への支援（ ６ 月）

５ ． 卒業生を送る 会の企画・ 運営（ １ ２ 月）

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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国 際 ・ 災 害 対 策 支 援 室

国際・ 災害対策委員長

舩 津 　 和 弥

室 　 長

片 岡 清 治 郎
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国際・ 災害対策委員会　 基本方針

国際・ 災害対策支援室 国際・ 災害対策委員会  

委員長 舩津 和弥 

　 昨今、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の拡大で、 人と 人と の密なコ ミ ュ ニケーショ ンが制

限さ れている 中、 国際交流事業において従来の形式を用いた交流を推し 進めて行き たい

反面、 見直さ れた手段である オンラ イ ンを使った交流も 視野に入れた取り 組みが必要で

す。 災害においては近年、 水害によ る 被害が多発し ている 現状があり 、 災害時の対応と

し て、 それぞれの機能や役割を今一度理解し 、 一般社団法人佐賀青年会議所だけでなく

他団体と 連携・ 協力し ていく 必要があり ま す。

　 ま ずは、 諸先輩方が１ ９ ８ ５ 年から 継続さ れてき た姉妹Ｊ Ｃ である 新營Ｊ Ｃ と の交流

が３ ７ 年目を迎え、 こ れま で以上の繋がり を強固なも のにする ために、 佐賀青年会議所

メ ンバー一同総力を挙げ、 新營Ｊ Ｃ メ ンバーと 佐賀の観光資源や伝統文化を体験する こ

と で、 よ り 良い関係性を創り 上げま す。 そし て、 新營Ｊ Ｃ と の交流事業を円滑に進める

ために、 オンラ イ ンを使用し 正確な意見交換をする こ と で、 こ れま で以上に密なコ ミ ュ

ニケーショ ンを図り ま す。 さ ら に、 新營Ｊ Ｃ と 佐賀青年会議所が災害に対し て互いに支

援し 合える 関係性を模索する ために、 合同で協議でき る 場を提供する こ と で、 災害時の

連携構築を図り ま す。 ま た、 被災地の情報や必要と さ れている 物資を迅速に供給する た

めに、 平常時に他団体と の連携を図り つつ知識や意識を向上さ せ相互理解を深め協働す

る こ と で、 行政だけでなく 佐賀青年会議所が率先し て他団体と 連携を取り あえる 関係性

を創り 、 災害時によ り 機能する 団体を目指し ま す。

　 国際交流を通じ 言葉の壁を越えておも てなし の心を体感し 、 災害に対し ても 団体の垣

根を越え限ら れた期間の中で他団体と の連携を深め、 人と 人と の出会いに感謝し 改めて

こ の地元佐賀の素晴ら し さ を実感し 、 個人の成長につなげる と と も に、 現在（ いま ） を

生き 抜き 次代へつないで参り ま す。

【 事業計画】

１ ． 新營Ｊ Ｃ 受入れ・ 会務交流会議の企画・ 運営（ ９ 月）

２ ． 裸ん行（ 大川） 参加者への支援（ ２ 月）

３ ． 例会の企画・ 運営（ ３ 月）

４ ． Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ （ 台湾／台中） 参加者への支援（ ６ 月）

５ ． Ｊ Ｃ Ｉ 世界会議（ 南アフリ カ／ヨ ハネス ブルク ） 参加者への支援（ １ １ 月）

６ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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会 員 研 修 ・ ビ ジ ネ ス 室

会員研修・ ビジネス委員長

松 尾 　 陽 介

室 　 長

岩 永 　 清 邦
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会員研修 ・ ビ ジネス 委員会　 基本方針

会員研修 ・ ビジネス 室 会員研修 ・ ビジネス 委員会  

委員長 松尾 陽介 

　 昨年から の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の拡大は、 一般社団法人佐賀青年会議所の活動

のみなら ず、 各メ ンバーの仕事や生活にも 様々な影響を及ぼし ていま す。 ニュ ーノ ーマ

ルと いわれる 生活様式の変化は、 今ま で緩やかだったテレワ ーク 、 新し いデジタ ルツー

ル等の活用を急速に発展さ せま し た。 こ のよ う な社会情勢の中、 佐賀青年会議所は人財

の確保のみなら ず、 メ ンバーの資質向上を目指し 、 他団体と 協働する こ と で、 時代の変

化に合わせた事業の形を創り 出す必要があり ま す。

　 ま ずは、 今後の佐賀青年会議所を担う 人財を確保し 、 会員拡大に繋げていく ために、

当委員会が候補者の情報を収集し 体制を整え、 メ ンバー一人一人が拡大意識をも って行

動でき る 組織づく り を行いま す。 そし て、 仮会員の参加意欲や絆を高める ために、 研修

においてコ ミ ュ ニケーショ ンの場を設けて、 仮会員同士の繋がり づく り をサポート する

こ と で、 正会員後も 積極的に活動に参加でき る 環境づく り を行いま す。 さ ら に、 新型コ

ロ ナウ イ ルス 感染症の状況下においても 会員同士の友情を育むために、 仮会員と 正会員

と の交流の場を設け、相互理解を促進し 、今後に繋がる 信頼関係を築き 上げま す。 ま た、

昨今の社会情勢の変化に対応し たビジネス に活用する ために、 時代に合ったセミ ナーや

講演を行い、 メ ンバーの青年経済人と し ての意識向上・ 資質向上と なる 機会を創出し ま

す。 そし て、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響下においても 、 地域活動を継続し 佐賀を

盛り 上げていく ために、 時代に即し たデジタ ルツール等を活用し 自分たちの事業でも 活

用する こ と で、 他団体に積極的に関わる こ と を模索し 新たな地域づく り を提案し ま す。

　 大き な転換期を迎えた今、 佐賀青年会議所だから こ そでき る 挑戦をし 、 魅力を高め、

時代に合わせた人財づく り を行う と と も に、 こ れま で以上に地域振興の取り 組みを継続

し 、 現在（ いま ） を生き 抜き 次代へつないで参り ま す。

【 事業計画】

１ ． 新入会員並びに会員研修の企画・ 運営（ 通年）

２ ． ビジネス 事業の企画・ 運営（ ７ 月）

３ ． 厄入厄晴の企画・ 運営（ ２ 月）

４ ． 例会の企画・ 運営（ ４ 月・ １ １ 月）

５ ． シニア交流事業の企画・ 運営（ ７ 月）

６ ． サマーコ ンファ レ ンス 参加者への支援（ ７ 月）

７ ． 会員拡大　 拡大目標　 委員会５ 名（ 通年）
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○収入の部 （単位：円）　　　

項　目 勘 定 科 目 単価 人員
2019年

補正後予算額
単価 人員

2020年
補正後予算額

単価 人員
2021年
予算額

摘　要

受取入会金 入会金 40,000 40 1,600,000 40,000 21 840,000 40,000 20 800,000 目標30名
受取会費 正会員会費 120,000 11,650,000 120,000 10,610,000 120,000 91 10,920,000

臨時会費 9,000 99 891,000 0
賛助会員会費(法人) 30,000 5 150,000 0
賛助会員会費(個人) 10,000 30 300,000 0

事業収益 登録費収益　参加料 0
登録費収益　出店料 10,000 7 70,000 0
広告料収益　協賛金 1,510,000 0 佐賀城下栄の国まつり協賛金

受取補助金 地方公共団体補助金 2,330,000 0 佐賀城下栄の国まつり補助金
支援事業助成金 205,000
教育事業助成金 100,000
佐賀県国際交流協会 100,000 0

雑収益 受取利息 1,000 1,000 1,000 定期利息
佐賀ブロック協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000
シニア・クラブ事務委託費 200,000 200,000 200,000
卒業生記念品代 10,000 23 230,000 10,000 15 150,000 10,000 12 120,000
ジュース自販機収入 120,000 120,000 120,000
シニア・クラブからの助成金 100,000
その他 35,000 35,000 35,000 ダイナースカード利用手数料・シニア・クラブからの交流費収入等

定期預金解約 減価償却積立預金繰入収入 1,000,000 0
周年事業積立預金繰入収入 0 500,000 周年事業積立金解約

20,427,000 12,401,000 12,836,000

2,570,892 2,806,717 4,280,521 前年度の流動資産から流動負債を差引いた金額

22,997,892 15,207,717 17,116,521

○支出の部

項　目 勘 定 科 目 単価 人員
2019年

補正後予算額
単価 人員

2020年
補正後予算額

単価 人員
2021年
予算額

摘　要

ＪＣＩ会費 1,690 180,830 1,621 162,812 1,573 91 143,143 10.5＄(単価　1,573　円)

日本ＪＣ基本金 60,000 60,000 60,000 51名からは、25名増すごとに15,000円を加算
日本ＪＣ付加金 5,000 535,000 5,000 505,000 5,000 91 455,000
国際協力資金 1,825 195,275 1,825 184,325 1,825 91 166,075
ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料 3,000 321,000 3,000 303,000 3,000 91 273,000
九地区運営負担金 4,000 428,000 4,000 404,000 4,000 91 364,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円

佐賀ブロックＬＯＭ負担金 30,000 30,000 30,000
佐賀ブロック会員負担金 3,500 374,500 3,500 353,500 3,500 91 318,500
出向費(日本ＪＣ) 20,000 8 160,000 20,000 4 80,000 20,000 4 80,000
出向費(九州地区) 0
佐賀ＪＣシニア・クラブ入会金 10,000 23 230,000 10,000 15 150,000 10,000 12 120,000

支払負担金　計 2,514,605 2,232,637 2,009,718
給料手当 1,550,000 1,550,000 1,680,000
福利厚生費 20,000 20,000 20,000 労働保険料等
通信運搬費 600,000 500,000 500,000 電話FAXネット利用料・郵送料・葉書・切手代

広報費 250,000 112,560 112,560 WEBサイト更新制作料
印刷製本費 1,550,000 1,550,000 1,550,000 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷備品

消耗品費 580,000 450,000 450,000 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代
光熱水料費 650,000 650,000 650,000 電気・ガス・水道・灯油代
支払手数料 80,000 80,000 80,000 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料

保険料 94,920 94,920 144,650 JC会館火災保険料
租税公課 35,000 35,000 35,000 理事登記変更代30,000円・収入印紙代

法人税 81,000 81,000 81,000 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円

事務費　計 5,490,920 5,123,480 5,303,210
雑費 100,000 100,000 100,000 新聞代・事務用品以外の消耗品
警備料 234,576 238,920 238,920 JC会館警備料

会館維持費 280,000 380,000 280,000 ゴミ収集代・会館WAX清掃代

雑費　計 614,576 718,920 618,920
会計顧問料 216,000 220,000 100,000

顧問料　計 216,000 220,000 100,000 会計顧問料

会場使用料 100,000 100,000 140,000 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料、Zoomライセンス費

会議費　計 100,000 100,000 140,000
土地賃借料 494,680 494,680 494,680 JC会館土地賃借料

リース料 470,000 470,000 550,000 コピー機、印刷機リース料・再リース料・保守契約料、PCリース料

賃借料　計 964,680 964,680 1,044,680
渉外費 250,000 150,000 250,000 御樽代・お土産代
慶弔費 120,000 120,000 120,000 結婚祝い・長子出産祝い・現役シニア佛花代・電報代
理事長活動費 250,000 150,000 250,000 寸志代等
褒賞費 40,000 40,000 40,000 個人褒賞・理事長特別褒賞・理事長経験者バッジ

諸会費 8,000 8,000 8,000 西神野自治会費6,000円・外部団体会費等

渉外費　計 668,000 468,000 668,000
総務委員会 0 0 0 総務委員会
郷土愛満ち溢れるまちづくり委員会 4,155,000 120,000 700,000 ６５周年委員会

人づくり委員会 296,000 114,000 300,000 未来に繋がるまちづくり委員会
国際委員会 1,946,000 453,800 300,000 青少年・環境委員会

ビジネス委員会 280,000 281,000 400,000 国際・災害対策支援委員会
広報委員会 152,000 80,000 150,000 会員研修・ビジネス委員会
地域コミュニティ構築委員会 510,500
次世代環境委員会 335,000

500,000 65周年事業推進費

事業費　計 7,674,500 1,048,800 2,350,000
佐賀ブロック大会登録料 3,000 94 282,000 0 3,000 91 273,000
九州地区大会 0 0 0
大会参加補助費 0 0 0 ASPAC・全国大会登録補助

登録料 8,000 8,000 8,000 京都会議登録料

研修費　小計 290,000 8,000 281,000

雑損失 2,110,000

雑損失　小計 2,110,000 0 0
定期預金開設 減価償却積立預金繰入支出 0 0

周年事業積立預金繰入支出 1,030,000 0 (残金4,111,593円)

21,673,281 10,884,517 12,515,528

-1,246,281 1,516,483 320,472

1,324,611 4,323,200 4,600,993

支払負担金

(一社）佐賀青年会議所２０２１年度収支予算書（案）

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ）

事務費

雑費

顧問料

会議費

賃借料

渉外費

会員拡大事業費

研修費

その他支出

当期支出合計（Ｃ）

総務
国際・ビジネス

人財づくり
青少年・環境

まちづくり

勘 定 科 目 単価 人員
2019年

補正後予算額
単価 人員

2020年
補正後予算額

単価 人員
2021年
予算額

40,000 40 1,600,000 40,000 21 840,000 40,000 20 800,000 目標30名

120,000 11,650,000 120,000 10,610,000 120,000 91 10,920,000
9,000 99 891,000 0

法人) 30,000 5 150,000 0
個人) 10,000 30 300,000 0

登録費収益　参加料 0
登録費収益　出店料 10,000 7 70,000 0
広告料収益　協賛金 1,510,000 0 佐賀城下栄の国まつり協賛金
地方公共団体補助金 2,330,000 0 佐賀城下栄の国まつり補助金
支援事業助成金 205,000
教育事業助成金 100,000
佐賀県国際交流協会 100,000 0

1,000 1,000 1,000 定期利息
協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000
事務委託費 200,000 200,000 200,000

卒業生記念品代 10,000 23 230,000 10,000 15 150,000 10,000 12 120,000
自販機収入 120,000 120,000 120,000

からの助成金 100,000
35,000 35,000 35,000 ダイナースカード利用手数料・シニ

減価償却積立預金繰入収入 1,000,000 0
周年事業積立預金繰入収入 0 500,000 周年事業積立金解約

20,427,000 12,401,000 12,836,000

2,570,892 2,806,717 4,280,521 前年度の流動資産から

22,997,892 15,207,717 17,116,521

勘 定 科 目 単価 人員
2019年

補正後予算額
単価 人員

2020年
補正後予算額

単価 人員
2021年
予算額

1,690 180,830 1,621 162,812 1,573 91 143,143 10.5＄(単価　1,573　円)

60,000 60,000 60,000 51名からは、25名増すごと

5,000 535,000 5,000 505,000 5,000 91 455,000
1,825 195,275 1,825 184,325 1,825 91 166,075

ｅ購読料 3,000 321,000 3,000 303,000 3,000 91 273,000
九地区運営負担金 4,000 428,000 4,000 404,000 4,000 91 364,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,

ＯＭ負担金 30,000 30,000 30,000
会員負担金 3,500 374,500 3,500 353,500 3,500 91 318,500

日本ＪＣ) 20,000 8 160,000 20,000 4 80,000 20,000 4 80,000
九州地区) 0

・クラブ入会金 10,000 23 230,000 10,000 15 150,000 10,000 12 120,000
支払負担金　計 2,514,605 2,232,637 2,009,718

1,550,000 1,550,000 1,680,000
20,000 20,000 20,000 労働保険料等

600,000 500,000 500,000 電話FAXネット利用料・郵送料・葉書・切手代

250,000 112,560 112,560 WEBサイト更新制作料

1,550,000 1,550,000 1,550,000 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷備品

580,000 450,000 450,000 事務用品・ネームプレート・JCバッ

650,000 650,000 650,000 電気・ガス・水道・灯油代

80,000 80,000 80,000 振替手数料・振込手数料・法人IN

94,920 94,920 144,650 JC会館火災保険料

35,000 35,000 35,000 理事登記変更代30,000円・収入印紙代

81,000 81,000 81,000 法人市民税60,000円・法人県民税21,

事務費　計 5,490,920 5,123,480 5,303,210

100,000 100,000 100,000 新聞代・事務用品以外の消耗品

234,576 238,920 238,920 JC会館警備料

280,000 380,000 280,000 ゴミ収集代・会館WAX清掃代

雑費　計 614,576 718,920 618,920

216,000 220,000 100,000
顧問料　計 216,000 220,000 100,000 会計顧問料

100,000 100,000 140,000 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料、

会議費　計 100,000 100,000 140,000

494,680 494,680 494,680 JC会館土地賃借料

470,000 470,000 550,000 コピー機、印刷機リース料・再リ

((一一社社））佐佐賀賀青青年年会会議議所所２２００２２１１年年度度収収支支予予算算書書（（案案））

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

2 0 2 1 年1 月1 日から2 0 2 1 年1 2 月3 1 日まで
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（ 一社）佐賀青年会議所　 2021年度 入会年度別一覧表

年　 度 人数 会　 　 　 　 　 員　 　 　 　 　 名

２００５年（ Ｈ １７） １ 名 松永　 公助

２００７年（ Ｈ １９） １ 名 川上　 大輔

２００８年（ Ｈ ２０） ２ 名 江崎　 正徳 渡邉　 雅夫

２００９年（ Ｈ ２１） １ 名 西村　 浩彰

２０１０年（ Ｈ ２２） ２ 名 音成　 信介 西村祐二郎

２０１１年（ Ｈ ２３） １ 名 原　 　 勇太

２０１２年（ Ｈ ２4） ５ 名 古賀　 酵治 福島　 雄平 船津　 貴之 星之内侑里 渡辺　 　 満

２０１３年（ Ｈ ２５） ２ 名 島内　 陽輔 山口　 寛彰

２０１4年（ Ｈ ２6） １ 名 井内　 政徳

２０１５年（ Ｈ ２７） ５ 名 韓　 　 冬梅 辻　 　 安隆 西村　 誠剛 畠中　 隆嘉 古川健太郎

２０１6年（ Ｈ ２８） １１名

赤川　 　 綾 片岡清治郎 木原　 典克 久保　 隆佳 小山　 智也

園田耕太郎 田中　 徳晃 西田満梨絵 松尾　 延寿 松尾　 陽介

溝口　 貴将

２０１７年（ Ｈ ２９） 6 名

鮎川　 真理 江口　 功一 古賀　 正大 陣内　 宏樹 舩津　 和弥

吉村　 　 篤

２０１８年（ Ｈ ３０） １２名

秋山翔太郎 飯田　 哲哉 井上　 貴文 岩永　 清邦 上野　 晃旗

勝田裕二朗 古賀　 久達 菱岡　 英貴 兵働　 将崇 水田　 和希

光吉　 勝助 森　 　 公照

２０１９年（ Ｒ 元） １２名

飯笹　 壽久 国友　 　 茜 久米　 雄大 黒田　 　 毅 古賀　 真介

関　 　 春光 髙橋　 佑輔 松並　 陽一 水町　 範広 宮原　 　 巧

横尾伸一郎 吉田　 匡佑

２０２０年（ Ｒ ２ ） ２6名

伊東あずさ 糸山　 　 税 今泉　 直人 江口　 裕武 江田　 尚人

大島　 推仙 蒲原　 伸矢 古賀　 修平 坂井　 輝孝 下村未咲紀

住岡　 真次 武田　 星弥 谷口　 明義 堤　 　 雄史 鶴田　 京平

鶴田　 　 翔 中澤　 行秀 原岡　 寿行 古川　 尚孝 水㟢　 隆志

宮原　 　 陵 百島　 涼平 柳原　 俊介 山田　 慎也 山本光一郎

横尾　 希未

２０２１年（ Ｒ ３ ） ４ 名 糸山　 晃輔 髙槗　 直弘 武冨時比古 毛利　 将也
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（ 一社）佐賀青年会議所　 2021年度 年齢別一覧表
年生 人数 会　 　 　 　 　 員　 　 　 　 　 名

S５6年 １4名

井上　 貴文 西村祐二郎 古賀　 正大 木原　 典克 古川健太郎 松永　 公助

１９８１.１.２０ １９８１.１.２０ １９８１.２.１９ １９８１.３.２３ １９８１.4.4 １９８１.５.２１

川上　 大輔 古賀　 真介 飯田　 哲哉 船津　 貴之 赤川　 　 綾 音成　 信介

１９８１.５.２２ １９８１.6.２３ １９８１.８.１０ １９８１.９.１５ １９８１.１１.５ １９８１.１２.１6

韓　 　 冬梅 江田　 尚人

１９８１.１２.２4 １９８１.１２.２９

S５７年 １５名

江崎　 正徳 原　 　 勇太 松尾　 陽介 光吉　 勝助 松並　 陽一 渡辺　 　 満

１９８２.１.３ １９８２.１.２８ １９８２.２.２6 １９８２.３.１５ １９８２.３.１７ １９８２.３.２０

鶴田　 　 翔 古賀　 酵治 陣内　 宏樹 黒田　 　 毅 髙橋　 佑輔 西村　 浩彰

１９８２.５.１２ １９８２.6.７ １９８２.７.１１ １９８２.８.１１ １９８２.８.１6 １９８２.８.１８

勝田裕二朗 久保　 隆佳 髙槗　 直弘

１９８２.９.３０ １９８２.１０.１4 １９８２.１１.１4

S５８年 １７名

古川　 尚孝 住岡　 真次 原岡　 寿行 横尾伸一郎 柳原　 俊介 糸山　 　 税

１９８３.１.２５ １９８３.２.２３ １９８３.4.５ １９８３.５.１５ １９８３.6.１３ １９８３.７.１８

岩永　 清邦 田中　 徳晃 鮎川　 真理 星之内侑里 兵働　 将崇 島内　 陽輔

１９８３.８.１０ １９８３.８.２９ １９８３.９.6 １９８３.９.９ １９８３.９.２０ １９８３. ９. ２７

井内　 政徳 関　 　 春光 畠中　 隆嘉 谷口　 明義 吉村　 　 篤

１９８３.１０.6 １９８３.１０.２０ １９８３.１０.２6 １９８３.１１.１２ １９８３.１２.２4

S５９年 １１名

松尾　 延寿 百島　 涼平 森　 　 公照 武冨時比古 渡邉　 雅夫 水㟢　 隆志

１９８4.１.１6 １９８4.4.５ １９８4.５.１２ １９８4.５.２２ １９８4.6.２７ １９８4.８.２

今泉　 直人 山口　 寛彰 蒲原　 伸矢 片岡清治郎 園田耕太郎

１９８4.９.２３ １９８4.１０.１ １９８4.１０.２０ １９８4.１１.５ １９８4.１２.２１

S6０年 6 名
大島　 推仙 堤　 　 雄史 福島　 雄平 飯笹　 壽久 西村　 誠剛 小山　 智也

１９８５.１.１３ １９８５.２.２３ １９８５.4.6 １９８５.4.１０ １９８５.８.１５ １９８５.８.２4

S6１年 ４ 名
秋山翔太郎 水町　 範広 久米　 雄大 吉田　 匡佑

１９８6.２.９ １９８6.５.２８ １９８6.７.１０ １９８6.１０.１３

S6２年 ２ 名
江口　 裕武 溝口　 貴将

１９８７.２.２５ １９８７.７.８

S6３年 ３ 名
舩津　 和弥 山田　 慎也 鶴田　 京平

１９８８.８.２ １９８８.９.２4 １９８８.１０.１１

H元年 6 名
古賀　 修平 宮原　 　 巧 西田満梨絵 中澤　 行秀 伊東あずさ 国友　 　 茜

１９８９.１.１4 １９８９.4.９ １９８９.５.２８ １９８９.6.２９ １９８９.７.７ １９８９.１１.３

H２ 年 ２ 名
辻　 　 安隆 宮原　 　 陵

１９９０.6.２５ １９９０.１０.１７

H３ 年 ３ 名
古賀　 久達 菱岡　 英貴 下村未咲紀

１９９１.８.２ １９９１.８.２１ １９９１.１１.１３

H４ 年 ２ 名
山本光一郎 水田　 和希

１９９２.３.２７ １９９２.１１.１０

H５ 年 ２ 名
坂井　 輝孝 毛利　 将也

１９９３.２.１4 １９９３.７.８

H6 年 ２ 名
江口　 功一 横尾　 希未

１９９4.１.１１ １９９4.4.２２

H８ 年 １ 名
上野　 晃旗

１９９6.１１.３

H１０年 １ 名
武田　 星弥

１９９８.３.２５

H１１年 １ 名
糸山　 晃輔

１９９９.6.２6
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定　 　 款（ 案）

第１ 章　 総　 　 則

（ 名称）

第１ 条　 　 本会は、 一般社団法人佐賀青年会

議所（ 英文名 Saga Junior Cham ber

Incorporated） と 称する 。

（ 事務所）

第２ 条　 　 本会は、 主たる 事務所を佐賀県佐賀

市に置く 。

（ 目的）

第３ 条　 　 本会は、 第５ 条に定める 事業を 実

施・ 展開する こ と によ り 、 国際青年

会議所及び公益社団法人日本青年会

議所と の連繫に基づいて、 地域社会

と 国家の発展を目指し 、 会員相互の

信頼のも と に会員の資質の向上と 指

導力の啓発に努めながら 、 国際理解

を深め世界の繁栄と 平和に寄与する

こ と を目的と する 。

（ 運営の原則）

第４ 条　 　 本会は、 特定の個人又は法人その他

団体の利益を目的と し て、 その事業

を行わない。

　 　 　 ２ 　 本会は、 こ れを特定の政党のために

利用し ない。

（ 事業）

第５ 条　 　 本会は、 その目的達成のため次の事

業を行う 。

　 　 　 　 ⑴　 児童又は青少年の健全な育成を目

的と する 事業

　 　 　 　 ⑵　 教育、 ス ポーツ等を通じ て国民の

心身の健全な発達に寄与する 事業

　 　 　 　 ⑶　 国際的相互理解の促進及び国際社

会への貢献を目的と する 事業

　 　 　 　 ⑷　 地球環境の保全又は自然環境の保

護を目的と する 事業

　 　 　 　 ⑸　 国政の健全な運営の確保に資する

事業

　 　 　 　 ⑹　 公正かつ自由な経済活動機会を保

護・ 促進し 、 その活性化によ る 国

民生活の安定向上を目的と する 事

業

　 　 　 　 ⑺　 その他本会の目的を達成する ため

に必要な事業

　 　 　 ２ 　 前項に定める ほか、 必要に応じ て次

の事業を行う 。

　 　 　 　 ⑴　 指導力啓発の知識及び教養の習得

と 向上並びに能力の開発を促進す

る 事業

　 　 　 　 ⑵　 国際青年会議所、 公益社団法人日

本青年会議所及び国内、 国外の青

年会議所並びにその他の諸団体と

連携し 、 相互の理解・ 親善を増進

する 事業

　 　 　 　 ⑶　 本会の目的を達成する ために必要

な事業

　 　 　 ３ 　 前２ 項の事業は佐賀県において行う

も のと する 。

第２ 章　 会　 　 員

（ 会員の種類）

第６ 条　 　 本会の会員は、 次の４ 種と し 、 正会

員をも って一般社団法人及び一般財

団法人に関する 法律（ 以下「 一般社

団・ 財団法人法」 と 言う 。 ） 上の社

員と する 。

　 　 　 　 ⑴　 正会員

　 　 　 　 ⑵　 特別会員

　 　 　 　 ⑶　 名誉会員

　 　 　 　 ⑷　 賛助会員

（ 正会員）

第７ 条　 　 正会員は、 佐賀市及びその周辺の地

域に住所又は勤務先を有する ２０歳以

上４０歳未満の品格ある 青年で、 理事

会において入会を承認さ れたも のを

いう 。 ただし 、 事業年度中に４０歳に

達し た場合は、 その事業年度の終了

の日ま では正会員と し ての資格を有

する 。

　 　 　 ２ 　 既に他の青年会議所の正会員である

者は、 本会の正会員と なる こ と はで

き ない。

（ 特別会員）

第８ 条　 　 特別会員は、 ４０歳に達し た日の属す

る 事業年度が終了する ま での間正会

員であった者をいう 。

（ 名誉会員）

第９ 条　 　 名誉会員は、 本会に功労があ る 者

で、 理事会で承認さ れた も のを い

う 。

（ 賛助会員）

第１ ０ 条　 賛助会員は、 本会の目的に賛同し 、

定款・ 諸規定
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その発展を助成し よ う と する 個人、

法人又は団体で、 理事会で承認さ れ

たも のをいう 。

（ 会員の権利）

第１ １ 条　 正会員は、 本定款に定める も ののほ

か、 本会の目的を達成する ために必

要な全ての事業に参加する 権利を平

等に享有する 。

　 　 　 ２ 　 特別会員、 名誉会員及び賛助会員の

権利について は、 総会の決議を 経

て、 別に定める 。

（ 会員の義務）

第１ ２ 条　 会員は、 定款その他の規則を 遵守

し 、 本会の目的達成に必要な行為を

行う 義務を負う 。

（ 入会）

第１ ３ 条　 正会員と なろう と する 者は、 正会員

２ 人以上の推薦書を添えて、 入会申

込書を理事長に提出し 、 理事会の承

認を得なければなら ない。

（ 会費等の納入義務）

第１ ４ 条　 正会員は、 入会に際し て入会金を納

入し なければなら ない。

　 　 　 ２ 　 正会員及び賛助会員は、 毎年、 会費

を納入し なければなら ない。

　 　 　 ３ 　 前２ 項の入会金及び会費の額並びに

そ の納入方法は、 総会の決議を 経

て、 別に定める 。

（ 休会）

第１ ５ 条　 正会員が、 やむを得ない事由によ り

長期間本会の活動に参加する こ と が

でき ないと き は、 理事会の承認を得

て 、 休会する こ と ができ る 。 た だ

し 、 休会中の会費は、 こ れを免除し

ない。

（ 会員資格の喪失）

第１ ６ 条　 会員は、 次の事由によ り その資格を

失う 。

　 　 　 　 ⑴　 退会し たと き 。

　 　 　 　 ⑵　 死亡又は失踪宣告を受けたと き 。

　 　 　 　 ⑶　 成年後見開始又は保佐開始の決定

を受けたと き 。

　 　 　 　 ⑷　 除名さ れたと き 。

　 　 　 　 ⑸　 会費を納入せず、 その未納入額が

会費の１２か月分に達し たと き 。

（ 退会）

第１ ７ 条　 会員が、 本会を退会し よ う と する と

き は、 同月ま での会費を 納入のう

え、 退会届を理事会に提出し なけれ

ばなら ない。

　 　 　 ２ 　 退会は理事会の承認を得なければな

ら ない。 ただし 、 やむを得ない事由

がある と き はこ の限り ではない。

（ 除名）

第１ ８ 条　 会員が次の各号のいずれかに該当す

る と き は、 総会において総正会員数

の４ 分の３ 以上の同意を得て、 その

会員を除名する こ と ができ る 。

　 　 　 　 ⑴　 本会の名誉を毀損する 行為をし た

と き 。

　 　 　 　 ⑵　 本会の目的遂行に反する 行為をし

たと き 。

　 　 　 　 ⑶　 本会の秩序を著し く 乱す行為をし

たと き 。

　 　 　 　 ⑷　 本会の活動に長時間参加し ないと

き 。

　 　 　 　 ⑸　 その他正会員と し て適当でないと

認めら れたと き 。

　 　 　 ２ 　 前項の規定によ り 会員を除名し よ う

と する と き は、 その会員にあら かじ

め通知する と と も に、 除名の決議を

行う 総会において、 弁明の機会を与

えなければなら ない。

（ 会費等の不返還）

第１ ９ 条　 退会し 、 又は除名さ れた会員が既に

納入し た会費、 入会金その他の金品

は、 いかなる 理由があっても こ れを

返還し ない。

第３ 章　 役　 員　 等

（ 種別及び選任）

第２ ０ 条　 本会に、 次の役員を置く 。

　 　 　 　 ⑴　 理事１５人以上６０人以内

　 　 　 　 ⑵　 監事２ 人以上５ 人以内

　 　 　 ２ 　 理事のう ち、 １ 人を理事長、 ２ 人以

上５ 人以内を副理事長、 １ 人を専務

理事、 ３ 人以上１０人以内を常任理事

と する 。

　 　 　 ３ 　 理事長をも って、 一般社団・ 財団法

人法上の代表理事と し 、 専務理事及

び常任理事をも って、 一般社団・ 一

般財団法人法第9１条第１ 項第２ 号の

理事（ 以下「 業務執行理事」 と い

う 。 ） と する 。

　 　 　 ４ 　 役員は、 正会員のう ちから 、 総会に

おいてこ れを選任する 。

　 　 　 ５ 　 監事は、 本会の理事又は職員を兼任
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する こ と ができ ない。

　 　 　 ６ 　 役員の選任方法については、 総会の

決議を経て別に定める 。

（ 職務）

第２ １ 条　 理事長は、 本会を代表し 業務を統括

する 。

　 　 　 ２ 　 副理事長は、 理事長を補佐する 。

　 　 　 ３ 　 専務理事は、 理事長及び副理事長を

補佐し て業務を処理し 、 事務局を統

括する 。

　 　 　 ４ 　 常任理事は、 理事長、 副理事長及び

専務理事を 補佐し て 業務を 分掌す

る 。

　 　 　 ５ 　 理事長、 副理事長、 専務理事及び常

任理事は、 理事会に提出する 議案の

調整を行う 。

　 　 　 ６ 　 理事は、 理事会を構成し 、 本定款の

定める と こ ろによ り 本会の業務の執

行を決定する 。

　 　 　 ７ 　 理事長、 専務理事及び常任理事は、

毎事業年度毎に４ か月を超える 間隔

で２ 回以上、 自己の職務執行の状況

を 理事会に報告し な け ればな ら な

い。

（ 監事の職務・ 権限）

第２ ２ 条　 監事は、 次に掲げる 職務を行う 。

　 　 　 　 ⑴　 理事の職務執行を監査し 、 監査報

告を作成する こ と 。

　 　 　 　 ⑵　 理事及び職員に対し て事業の報告

を求め、 又は本会議所の業務及び

財産の状況を調査する こ と 。

　 　 　 　 ⑶　 本会の業務並びに財産及び会計の

状況を監査する こ と 。

　 　 　 　 ⑷　 理事が不正の行為をし 、 若し く は

当該行為をする おそれがある と 認

める と き 、 又は法令若し く は定款

に違反する 事実若し く は著し く 不

当な事実がある と 認める と き は、

遅滞なく その旨を理事会に報告を

する こ と 。

　 　 　 　 ⑸　 理事会に出席し 、 必要がある と 認

める と き は意見を述べる こ と 。

　 　 　 　 ⑹　 総会に出席し 、 必要と 認める と き

は意見を述べる こ と 。

　 　 　 　 ⑺　 必要がある と 認める と き は、 理事

長に対し 理事会の招集を請求する

こ と 。

　 　 　 　 ⑻　 前号の規定によ る 請求があった日

から ５ 日以内に、 その請求があっ

た日から ２ 週間以内の日を理事会

の日と する 理事会の招集通知が発

せれない場合は、 その請求をし た

監事は、 理事会を招集する こ と 。

　 　 　 　 ⑼　 理事が総会に提出し よ う と する 議

案、 書類その他電磁的記録その他

の資料を調査する こ と 。 こ の場合

において、 法令若し く は定款に違

反し 、 又は著し く 不当な事項があ

る と 認める と き は、 その調査の結

果を総会にて報告する こ と 。

　 　 　 　 ⑽　 理事が本会の目的の範囲外の行為

その他法令若し く は定款に違反す

る 行為をし 、 又はこ れら の行為を

する おそれがある 場合において、

当該行為によ って本会に著し い損

害が生ずる おそれがある と き は、

当該理事に対し 、 当該行為をやめ

る こ と を請求する こ と 。

（ 任期）

第２ ３ 条　 理事の任期は、 選任さ れた翌年の１

月１ 日よ り 同年１２月３１日ま でと す

る 。 ただし 、 再任を妨げない。

　 　 　 ２ 　 補欠又は増員によ り 選任さ れた理事

の任期は、 選任さ れた年の１２月３１日

ま でと する 。

　 　 　 ３ 　 監事の任期は、 選任さ れた事業年度

の定時社員総会の翌日よ り その翌々

年度の定時社員総会の日ま でと す

る 。 ただし 、 再任を妨げない。

　 　 　 ４ 　 任期の満了前に退任し た監事の補欠

と し て選任さ れた監事の任期は、 退

任し た監事の任期が満了する 時ま で

と する 。

　 　 　 ５ 　 役員は、 辞任又は任期の満了によ り

退任し たこ と によ り 、 第２０条に定め

る 定数を欠く こ と と なる と き は、 辞

任又は任期の満了によ り 退任し た後

も 、 新たに選任さ れた者が就任する

ま では、 なお役員と し ての権利義務

を有する 。

（ 辞任及び解任）

第２ ４ 条　 役員は、 理事会の承認を得て辞任す

る こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　 役員は、 総会において解任する こ と

ができ る 。

　 　 　 ３ 　 監事を解任する 場合は、 総会員の議

決権の４ 分の３ 以上の多数によ る 決

議に基づいて 行わな け ればな ら な

27



い。

　 　 　 ４ 　 第１８条第２ 項の規定は、 前項の規定

によ り 役員を解任し よ う と する 場合

に準用する 。 こ の場合において、 第

１８条第２ 項中「 会員」 と ある のは｢

役員｣と 、 ｢除名｣と ある のは｢解任｣

と 読み替える も のと する 。

（ 直前理事長等）

第２ ５ 条　 本会に、 直前理事長、 顧問及び特別

顧問（ 以下、 「 直前理事長等」 と 言

う 。 ） を置く こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　 直前理事長は、 前年度の理事長がこ

れにあたり 、 理事長経験を生かし 、

業務について必要な助言をする 。

　 　 　 ３ 　 顧問及び特別顧問の選任に関し て

は、 第２０条４ 項の規定を準用する 。

　 　 　 ４ 　 顧問は、 理事長を補佐し 、 本会の運

営に関し て、 理事長の諮問に答え、

又は助言する こ と ができ る 。

　 　 　 ５ 　 特別顧問は、 理事長経験者でなけれ

ばなら ない。

　 　 　 ６ 　 特別顧問は、 理事長経験を生かし 、

本会の運営に関し て、 理事長の諮問

に答え 、 又は助言する こ と ができ

る 。

　 　 　 ７ 　 直前理事長等の任期は、 第２３条第１

項の規定を 準用し 、 辞任及び解任

は、 第２４条の規定を準用する 。

第４ 章　 会　 　 議

（ 種別）

第２ ６ 条　 本会の会議は、 総会及び理事会と

し 、 総会は、 通常総会及び臨時総会

の２ 種と する 。

（ 構成等）

第２ ７ 条　 総会は、 全ての正会員をも って構成

する 。

　 　 　 ２ 　 理事会は、 全ての理事をも って構成

する 。

　 　 　 ３ 　 直前理事長、 顧問及び特別顧問は、

理事会に出席し 、 意見を述べる こ と

ができ る 。

　 　 　 ４ 　 監事は、 理事会に出席し 、 必要があ

る と 認めら れる と き は意見を述べな

ければなら ない。

（ 総会の権能）

第２ ８ 条　 総会は、 一般社団・ 財団法人法に規

定する 事項及び本定款に別に定める

も ののほか、 次の各号に掲げる 事項

を決議する 。

　 　 　 　 ⑴　 役員の選任及び解任

　 　 　 　 ⑵　 定款の変更

　 　 　 　 ⑶　 事業計画又は収支予算の決定及び

変更

　 　 　 　 ⑷　 事業報告及び会計報告の承認

　 　 　 　 ⑸　 会員の除名

　 　 　 　 ⑹　 次の規則の制定、 変更及び廃止

　 　 　 　 　 ①　 役員選任の方法に関する 規程

　 　 　 　 　 ②　 会員資格に関する 規程

　 　 　 　 　 ③　 会費及び入会金に関する 規則

　 　 　 　 ⑺　 本会の解散

　 　 　 　 ⑻　 解散の場合の会費の徴収、 清算人

の選任及び残余財産の処分方法の

決定

　 　 　 　 ⑼　 理事会において総会に付議し た事

項

　 　 　 　 ⑽　 前各号に定める ほか、 法令に規定

する 事項及び本会の運営に関する

重要な事項

（ 理事会の権能）

第２ ９ 条　 理事会は、 本定款に定める も ののほ

か、 次に掲げる 事項を決議する 。

　 　 　 　 ⑴　 総会の決議し た事項の執行に関す

る 事項

　 　 　 　 ⑵　 総会の日時、 開催場所及び総会に

付議すべき 事項の決定

　 　 　 　 ⑶　 前条に定める 以外の規則の制定変

更及び廃止

　 　 　 　 ⑷　 その他総会の決議を要し ない業務

の執行に関する 事項

　 　 　 　 ⑸　 理事の職務執行の監督

　 　 　 　 ⑹　 代表理事及び業務執行理事の選定

及び解職

　 　 　 ２ 　 理事会は次に掲げる 事項その他重要

な業務執行の決定を理事に委任する

こ と はでき ない。

　 　 　 　 ⑴　 重要な財産の処分及び譲受け

　 　 　 　 ⑵　 多額の借財

　 　 　 　 ⑶　 重要な職員の選任及び解任

　 　 　 　 ⑷　 従たる 事務所その他重要な組織の

設置、 変更及び廃止

　 　 　 　 ⑸　 理事の職務の執行が法令及び定款

に適合する こ と を確保する ための

体制その他本会の業務の適正を確

保する ために必要な法令で定める

体制の整備
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（ 開催）

第３ ０ 条　 通常総会は、 毎年１ 月、 ８ 月及び１０

月に開催する も のと し 、 １ 月に開催

さ れる 通常総会をも って一般社団・

財団法人法上の定時社員総会と す

る 。

　 　 　 ２ 　 臨時総会は、 次に掲げる 場合に開催

する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑵　 理事会が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑶　 ５ 分の１ 以上の正会員から 、 会議

の目的たる 事項及び招集の理由を

記載し た書面によ り 開催の請求が

理事会にあったと き 。

　 　 　 ３ 　 理事会は定例理事会及び臨時理事会

の２ 種と し 、 定例理事会は、 毎月開

催する 。

　 　 　 ４ 　 臨時理事会は、 次の各号の１ つに該

当する 場合に開催する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長が必要と 認めたと き 。

　 　 　 　 ⑵　 理事から 、 理事長に対し て会議の

目的を示し て開催の請求があった

と き 。

　 　 　 　 ⑶　 第２２条第７ 号の規定によ り 監事か

ら 理事長に対し て 招集の請求が

あったと き 。

（ 総会の招集）

第３ １ 条　 総会は、 前条第２ 項第３ 号の場合を

除いて、 理事会の決議に基づき 理事

長が招集する 。

　 　 　 ２ 　 理事長は、 前条第２ 項第３ 号の請求

があった場合には、 請求があった日

から ３０日以内の日を社員総会の日と

する 臨時総会を招集し なければなら

ない。

　 　 　 ３ 　 総会を招集する 場合には、 会議の目

的たる 事項、 その内容、 日時及び場

所を示し た書面によ り 、 開催日の２

週間前ま でに、 正会員に通知し なけ

ればなら ない。

（ 理事会の招集）

第３ ２ 条　 理事会は、 理事長が招集する 。

　 　 　 ２ 　 理事長は、 第３０条第４ 項第２ 号及び

第３ 号に該当する 場合には、 請求の

あった日から ５ 日以内に、 請求日か

ら ２ 週間以内の日を期日と する 臨時

理事会を招集し なければなら ない。

　 　 　 ３ 　 第３０条第４ 項第２ 号の請求があった

日から ５ 日以内に、 その日から ２ 週

間以内の日を開催日と する 理事会の

招集通知が発せら れない場合には、

その請求をし た理事が臨時理事会を

招集する こ と ができ る 。

　 　 　 ４ 　 第３０条第４ 項第３ 号の請求があった

日から ５ 日以内に、 その日から ２ 週

間以内の日を開催日と する 理事会の

招集通知が発せら れない場合には、

その請求をし た監事が臨時理事会を

招集する こ と ができ る 。

　 　 　 ５ 　 理事会を招集する 者は、 理事会の日

の１ 週間前ま でに各理事、 各監事及

び直前理事長等に対し 通知を発し な

ければなら ない。

　 　 　 ６ 　 前項の規定にかかわら ず、 理事会

は、 理事、 監事及び直前理事長等の

全員の同意がある と き は、 招集の手

続を経る こ と なく 開催する こ と がで

き る 。

（ 議長）

第３ ３ 条　 総会及び理事会の議長は、 理事長又

は理事長の指名し た者がこ れにあた

る 。 ただし 、 第３０条第２ 項第３ 号の

規定に基づき 臨時総会を開催し た場

合は、 出席正会員の内から こ れを選

任する 。

（ 定足数）

第３ ４ 条　 総会は、 正会員（ 休会中の会員を除

く 。 ） の２ 分の１ 以上の出席をも っ

て成立する 。

　 　 　 ２ 　 理事会は、 理事の３ 分の２ 以上の出

席をも って成立する 。

（ 議決）

第３ ５ 条　 総会の議事は、 一般社団・ 財団法人

法第４9条第２ 項及び本定款に別に定

める も のを除き 、 出席正会員の過半

数の同意をも って決議する 。

　 　 　 ２ 　 理事会の議事は、 出席理事のう ち、

議決に加わる こ と のでき る 理事の過

半数の同意をも って決議する 。

　 　 　 ３ 　 前項の決議については、 特別の利害

関係を有する 理事は議決に加わる こ

と ができ ない。

（ 総会における 書面表決等）

第３ ６ 条　 やむを得ない理由によ り 総会に出席

でき ない正会員は、 あら かじ め通知

さ れた事項について書面をも って議

決権を行使し 、 又はほかの正会員を
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代理と し て議決権の行使を委任する

こ と ができ る 。 こ の場合において、

第３４条、 第３５条及び第３７条第１ 項第

３ 号の規定の適用については、 その

正会員は総会に出席し たも のと みな

す。

（ 議事録）

第３ ７ 条　 会議の議事については、 次の事項の

ほか、 法令の規定によ る 事項を記載

し た議事録を作成し なければなら な

い。

　 　 　 　 ⑴　 会議の日時及び場所

　 　 　 　 ⑵　 総会にあっては正会員、 理事会に

あっては理事の現在数

　 　 　 　 ⑶　 総会にあってはその総会に出席し

た正会員数の数、 理事会にあって

は出席し た理事の数及び氏名（ 表

決委任者及び書面表決者の数を付

記する こ と 。 ）

　 　 　 　 ⑷　 議決事項

　 　 　 　 ⑸　 議事の経過の要領及びその結果

　 　 　 　 ⑹　 議事録署名人の選任に関する 事項

　 　 　 ２ 　 総会の議事録には、 議長及び出席し

た正会員のう ちから その会議におい

て選任さ れた議事録署名人２ 人以上

が署名捺印し 、 理事会の議事録に

は、 出席し た理事長及び監事が署名

捺印し なければなら ない。

第５ 章　 例　 会　 等

（ 例会）

第３ ８ 条　 本会は、 その目的達成に必要な事業

を調査し 、 研究し 、 又は実施する た

めに毎月１ 回以上例会を開催する 。

　 　 　 ２ 　 例会の運営については、 理事会の決

議によ り 定める 。

（ 室）

第３ ９ 条　 本会は、 本会の目的を達成する ため

に必要な事項を調査、 研究、 協議す

る ため、 室を置く 。

　 　 　 ２ 　 室に室長を置く 。

　 　 　 ３ 　 室長は、 常任理事のう ちから 、 理事

長が理事会の承認を得て委嘱する 。

（ 委員会）

第４ ０ 条　 本会は、 本会の目的達成に必要な事

項を調査、 研究、 審議し 、 又は実施

する ため室に委員会を置く こ と がで

き る 。

　 　 　 ２ 　 委員会に委員長を置く 。

　 　 　 ３ 　 委員長は、 理事のう ちから 、 理事長

が理事会の承認を得て委嘱する 。

　 　 　 ４ 　 委員は、 正会員のう ちから 、 委員長

が理事会の承認を得て任命する 。

　 　 　 ５ 　 正会員（ 理事長、 直前理事長、 副理

事長、 専務理事、 室長、 監事、 顧問

及び特別顧問を除く 。 ） は、 原則と

し て、 いずれかの委員会に所属し な

ければなら ない。

第６ 章　 資産、 会計、 事業計画等

（ 資産の構成）

第４ １ 条　 本会の資産は、 次の掲げる も のを

も って構成する 。

　 　 　 　 ⑴　 財産目録に記載さ れた財産

　 　 　 　 ⑵　 会費

　 　 　 　 ⑶　 入会金

　 　 　 　 ⑷　 寄附金及び補助金

　 　 　 　 ⑸　 事業に伴う 収入

　 　 　 　 ⑹　 資産から 生じ る 収入

　 　 　 　 ⑺　 その他の収入

（ 特定財産の維持及び処分）

第４ ２ 条　 第５ 条の事業を行う ため不可欠な別

表の特定財産については、 その適正

な 維持及び管理に努める も のと す

る 。

　 　 　 ２ 　 やむをえない理由によ り 特定財産の

全部若し く は一部を処分し 、 又は担

保に提供する には、 理事会におい

て、 議決に加わる こ と ができ る 理事

の３ 分の２ 以上の決議によ る 承認を

得なければなら ない。

　 　 　 ３ 　 特定財産の維持及び処分について必

要な事項は、 理事会の決議によ り 定

める 。

（ 資産の管理）

第４ ３ 条　 本会の財産は、 理事長が管理・ 運用

し 、 その方法は、 理事会の決議を経

て 、 理事長が別に定める も のと す

る 。

（ 事業年度）

第４ ４ 条　 本会の事業年度は、 毎年１ 月１ 日か

ら 同年１２月３１日ま でと する 。

（ 会計区分）

第４ ５ 条　 本会の会計は、 事業年度ごと に一般

会計、 特別会計及び基金会計の３ 種

に区分し て処理する 。
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　 　 　 ２ 　 一般会計は、 通常の事業遂行に関す

る 収支を経理する 。

　 　 　 ３ 　 特別会計は、 一般会計で処理する に

は不適当と 認めら れる 大規模又は特

殊の事業に関する 収支を事業別に経

理する 。

　 　 　 ４ 　 基金会計は、 基金に属する 財産の管

理運用を経理する 。

（ 事業計画及び予算）

第４ ６ 条　 本会の事業計画及び収支予算は、 事

業年度開始前ま でに理事長が作成

し 、 監事の調査を受けた上で、 理事

会の決議を経て総会の承認を得なけ

ればなら ない。

　 　 　 ２ 　 前項の規定にかかわら ず、 やむを得

ない理由によ り 収支予算が成立し な

いと き は、 理事会の決議に基づき 、

理事長は、 予算成立の日ま で前事業

年度の予算に準じ 、 収入及び支出を

する こ と ができ る 。

　 　 　 ３ 　 前項の規定によ る 収入及び支出は、

新たに成立し た予算に基づく 収入及

び支出と みなす。

　 　 　 ４ 　 理事長は、 第２ 項の規定によ り 収入

し 、 及び支出し たと き は、 その事業

年度開始の日から 9０日以内に総会の

承認を得なければなら ない。

　 　 　 ５ 　 理事長は、 第１ 項の事業計画又は予

算を変更し よ う と する と き は、 総会

の承認を得なければなら ない。

（ 事業報告及び会計報告）

第４ ７ 条　 理事長は、 当該事業年度終了後、 速

やかに、 当該年度にかかる 次の書類

を作成し 、 監事の監査を経て、 理事

会の承認を受けなければなら ない。

　 　 　 　 ⑴　 事業報告書

　 　 　 　 ⑵　 事業報告書の附属明細書

　 　 　 　 ⑶　 公益目的支出計画実施報告書

　 　 　 　 ⑷　 財産目録

　 　 　 　 ⑸　 貸借対照表

　 　 　 　 ⑹　 正味財産増減計算書

　 　 　 　 ⑺　 貸借対照表及び正味財産増減計算

書の附属明細書

　 　 　 ２ 　 監事は、 厳正なる 監査を行い、 意見

書を作成し 、 理事長に提出し なけれ

ばなら ない。

　 　 　 ３ 　 理事長は、 前項の意見書を添えて、

第１ 項第１ 号及び第３ 号から 第６ 号

に掲げる 書類を総会に提出し 、 第１

項第１ 号及び第３ 号の書類について

はその内容を報告し 、 第４ 号から 第

６ 号ま での書類についてはその承認

を求めなければなら ない。

　 　 　 ４ 　 第１ 項第３ 号の書類については毎事

業年度の経過後３ か月以内に行政庁

に提出し なければなら ない。

　 　 　 ５ 　 剰余金の分配は行わない。

　 　 　 ６ 　 理事長は、 総会の承認後、 直ちに、

法令の定める と こ ろによ り 本会の貸

借対照表を 公告し な け ればな ら な

い。

（ 資産の返還請求の禁止）

第４ ８ 条　 会員は、 そ の資格を 喪失する に際

し 、 本会の資産に対し 、 いかなる 請

求も する こ と ができ ない。

第７ 章　 管　 　 理

（ 定款等の備置き ）

第４ ９ 条　 理事長は、 定款その他の諸規則、 会

員名簿及び会員の異動に関する 書

類、 理事・ 監事の名簿、 認定・ 認可

等及び登記に関する 書類、 定款に定

める 総会及び理事会の議事に関する

書類、 財産目録、 役員の報酬規定、

事業計画及び収支予算書等、 事業報

告書及び計算書類等、 監査報告書及

びその他法令で定める 帳簿及び書類

を常に事務所に備え置かなければな

ら ない。

　 　 　 ２ 　 前項に規定する 帳簿及び書類の閲覧

については、 法令の定める と こ ろに

よ る と と も に、 第９ 章に定める 情報

公開規定によ る 。

　 　 　 ３ 　 第１ 項に規定する 帳簿及び書類を主

たる 事務所に５ 年間、 従たる 事務所

に３ 年間備え置く も のと する 。

（ 会員によ る 書類の閲覧）

第５ ０ 条　 会員は、 前条第１ 項の書類をいつで

も 閲覧する こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　 理事長は、 正当な理由なく し て閲覧

を拒むこ と ができ ない。

（ 事務局）

第５ １ 条　 本会の事務を処理する ため、 本会に

事務局を置く 。

　 　 　 ２ 　 事務局には、 事務局長その他の職員

を置く 。

　 　 　 ３ 　 事務局長及びその他の職員は、 理事
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会の決議を 経て 、 理事長が任免す

る 。

　 　 　 ４ 　 前各号のほか、 事務局に関し て必要

な事項は、 理事会の決議を経て、 理

事長が別に定める 。

第８ 章　 定款の変更及び解散

（ 定款の変更）

第５ ２ 条　 本定款は、 総会において総正会員の

３ 分の２ 以上の同意を得て変更する

こ と ができ る 。

（ 解散及び残余財産の処分）

第５ ３ 条　 本会は、 一般社団・ 財団法人法第

１４８条各号に規定する 事由に基づい

て解散する 。

　 　 　 ２ 　 総会の決議に基づいて解散する 場合

は、 総正会員の議決権数の４ 分の３

以上の同意を得なければなら ない。

　 　 　 ３ 　 本会が解散等によ り 清算する と き に

有する 残余財産は、 総会の決議によ

り 本会と 類似の事業を目的と する 他

の公益法人又は国若し く は地方公共

団体に寄附する 。

（ 清算人）

第５ ４ 条　 本会の解散に際し ては、 清算人を総

会において選任する 。

　 　 　 ２ 　 清算人は、 就任の日から ６ か月以内

に清算事務を処理し 、 総会の承認を

得なければなら ない。

（ 解散後の会費の徴収）

第５ ５ 条　 本会は、 解散後においても 清算完了

の日ま では、 総会の決議を経て、 そ

の債務を弁済する に必要な限度内の

会費を解散の日現在の会員よ り 徴収

する こ と ができ る 。

第９ 章　 情報公開及び個人情報の保護

（ 情報の公開）

第５ ７ 条　 本会は、 公正で開かれた活動を推進

する た め、 その活動状況、 運営内

容、 財務資料等を 積極的に公開す

る 。

（ 個人情報の保護）

第５ ８ 条　 本会は、 業務上知り 得た個人情報の

保護に万全を期する も のと する 。

（ 公告）

第５ ９ 条　 本会の公告は電子公告によ る 。

　 　 　 ２ 　 やむを得ない理由によ り 電子公告に

よ る こ と ができ ない場合は、 佐賀新

聞に掲載する 方法によ る 。

第１０章　 雑　 　 則

（ 規則等）

第６ ０ 条　 本定款に定める も ののほか、 本会の

運営に関し て必要な事項は、 理事会

の決議を 経て 、 理事長が別に定め

る 。

附　 　 則

１ 　 本定款の変更は、 一般社団法人及び一般財

団法人に関する 法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する 法律の施行に伴

う 関係法律の整備等に関する 法律第１２１条第

１ 項において読み替えて準用する 同法第１０６

条第１ 項に定める 公益法人の設立の登記の日

から 施行する 。

２ 　 一般社団法人及び一般財団法人に関する 法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する 法律の施行に伴う 関係法律の整備

等に関する 法律第１２１条第１ 項において読み

替えて準用する 同法第１０６条第１ 項に定める

特例民法法人の解散の登記及び公益社団法人

設立の登記を行ったと き は、 第４４条の規定に

かかわら ず、 登記の日の前日を事業年度の末

日と し 、 設立の登記の日を事業年度の開始日

と する 。

32



第１ 章　 総　 　 則

第１ 条　 　 本規定は一般社団法人佐賀青年会議

所会員の資格並びに入会希望者の取

扱い、 会費納入、 会員の失格につい

て定める 。

第２ 章　 入　 　 会

第２ 条　 　 推薦及びその資格

　 　 　 １ 　 正会員と し て入会を希望する 場合、

そ の推薦者は正会員２ 名であ る こ

と 。 但し 、 特別会員が推薦する 場合

は別途２ 名の正会員を必要と する 。

　 　 　 ２ 　 正会員と し て入会を希望する も のに

対し て推薦と なる 正会員（ 以下推薦

者と いう ） は次の条件をそなえてい

る こ と 。

　 　 　 　 ⑴　 一般社団法人佐賀青年会議所に２

年以上在籍し ている 事。

　 　 　 　 ⑵　 所定の会費を完納し ている 事。

　 　 　 　 ⑶　 過去１ 年間に推薦月から さ かの

ぼって例会（ 総会） 及び委員会に

関し て ６０％以上の出席であ る こ

と 。 但し 役員は理事会を含む。

第３ 条　 　 仮入会手続

　 　 　 １ 　 推薦者は所定の入会希望調書（ 別紙

書式） 及び推薦書（ 別紙書式） を事

務局に提出する こ と 。 なお入会希望

調書には入会希望者の写真２ 葉を添

付する こ と 。

第４ 条　 　 入会希望者の審査

　 　 　 １ 　 理事長は入会希望者の審査を総務委

員会に委任する 。

　 　 　 ２ 　 総務委員会は審議さ れる ２ 週間前ま

でに調書を受理し て入会希望者に対

し て、 下記につき 所定審査及び調査

を行う 。

　 　 　 　 ⑴　 定款第７ 条に定めら れた資格を有

する こ と 。

　 　 　 　 ⑵　 正常な事業に従事する 者である こ

と 。

　 　 　 　 ⑶　 健全な社会人と し ての良識と 教養

を有する こ と 。

　 　 　 　 ⑷　 本会議所の諸行事に参加する 意思

と 能力を有する こ と 。

　 　 　 　 ⑸　 会費その他の負担金を納入する 意

思と 能力を有する こ と 。

　 　 　 　 ⑹　 推薦者が本規定第２ 条の２ 項に合

致し ている こ と 。

　 　 　 　 ⑺　 前に他の青年会議所の会員であっ

た事実の有無。

　 　 　 　 ⑻　 他の団体への加入の有無及び加入

し ている 場合にはその役員等をし

た事がある か。 ま た、 現在し てい

る こ と の有無。

第５ 条　 　 仮入会許可の決定

　 　 　 １ 　 理事会は総務委員会から の上申に基

づき 報告及び意見を聴取し 、 出席理

事の３ 分の２ 以上の賛成によ って仮

入会の許可を決定する 。 但し 反対者

が２ 名以上でその反対理由が理事会

に於いて承認さ れた場合は入会出来

ない。

　 　 　 ２ 　 仮入会の審議さ れる 日は理事会日と

する 。

　 　 　 ３ 　 理事会が仮入会の許可を決定し た場

合は、 その旨を総務委員会に通知す

る と 共に、 事務局を通じ て推薦者及

び本人に通知する 。

第６ 条　 　 仮入会の期間及び義務

　 　 　 １ 　 仮入会の期間は３ ヶ 月以内と する 。

　 　 　 ２ 　 理事会に於いて仮入会を許可さ れた

も のは、 その期間中下記の事項を履

行する こ と 。

　 　 　 　 ⑴　 例会（ 総会） への出席

　 　 　 　 ⑵　 理事長の指定する 研修及び行事

　 　 　 　 ⑶　 佐賀青年会議所における 基礎知識

の研修

　 　 　 ３ 　 上記の事項を履行し た者に限り 正会

員と なる 資格を与える 。

　 　 　 ４ 　 理事会において仮入会を認めら れた

者に対し て定款第１４条に定める 会費

を請求する 。 但し 、 前項の費用を請

求の日よ り １ ヶ 月以内に納入し ない

場合は、 自動的に仮入会の許可は取

消さ れたも のと みなす。

第７ 条　 　 資格の取得及び入会の手続き

　 　 　 １ 　 総務委員長は仮入会員がその期間中

に正会員になる べき 条件を満たし た

か否かを出席カード 等によ り 審査し

理事会に上申する 。

　 　 　 ２ 　 理事会は総務委員長から の上申に

従って正式に入会の諾否について決

定する 。

　 　 　 ３ 　 正式に入会が認めら れた仮入会員が

資　 格　 規　 定
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正会員の資格を希望する 場合は別に

定めら れた書面によ り 理事長に届出

を行う と 共に速やかに入会金を納入

する 。

　 　 　 ４ 　 正式に入会が認めら れ上記の手続き

を終わった者に対し 新会員と し て全

会員に通告する 。

第８ 条　 　 推薦者の義務

　 　 　 　 　 推薦者は新入会員に対し て下記の責

任を負う 。 但し 責任期間は２ ケ年と

する 。

　 　 　 　 　 ⑴　 新入会員の各種会議、 会合への

出席

　 　 　 　 　 ⑵　 権利義務の遂行及び品行

　 　 　 　 　 ⑶　 入会金及び会費の納入

第３ 章　 入会金並びに会費

第９ 条　 　 会費の納入

　 　 　 １ 　 入会金、 会費は所定の納期に原則と

し て預金口座にて納入する も のと す

る 。

　 　 　 　 ⑴　 入会金　 正会員　 ４０,０００円

　 　 　 　 　 　 ただし 、 会員が卒業ある いは退会

し た後に同じ 企業、 団体から 、 １

年以内に入会する 同数以下の会員

の入会金は、 ２０,０００円と する 。

　 　 　 　 　 　 ま た、 特例と し て同じ 企業、 団体

から 後任と し て入会し 、 在籍期間

が重なる 場合も 適用する 。

　 　 　 　 　 　 上記いずれの場合も 、 同一銀行口

座を指定口座と する 場合に限る 。

　 　 　 　 ⑵　 会費　 正会員（ 年額） １２０,０００円

　 　 　 　 　 　 第１ 期（ １ 月～３ 月） ３０,０００円

　 　 　 　 　 　 １ 月２０日

　 　 　 　 　 　 第２ 期（ ４ 月～６ 月） ３０,０００円

　 　 　 　 　 　 ４ 月２０日

　 　 　 　 　 　 第３ 期（ ７ 月～９ 月） ３０,０００円

　 　 　 　 　 　 ７ 月２０日

　 　 　 　 　 　 第４ 期（ １０月～１２月） ３０,０００円

　 　 　 　 　 　 １０月２０日

　 　 　 　 　 　 賛助会員（ 年額）

　 　 　 　 　 　 法人１ 口　 ３０,０００円

　 　 　 　 　 　 個人１ 口　 １０,０００円

　 　 　 ２ 　 臨時会費は理事会に於いて定め、 そ

の都度徴収する 。

　 　 　 ３ 　 会費その他の徴収は総務委員会の責

任と する 。 但し 理事会の承認を経て

総務委員会はその責任においてその

徴収を第三者に代行さ せる こ と があ

る 。

　 　 　 ４ 　 各納期よ り ３ ヶ 月以上の会費滞納者

については、 総務委員会は理事会に

報告し なければなら ない。

第４ 章　 会員の失格

第１ ０ 条　 会員の除名手続

　 　 　 　 　 定款第１８条に定めら れた除名の手続

き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　 総会で除名を審議する 場合は、

当該会員に総会で弁明する 機会

を与える ため、 少なく と も １０日

以前に文書でその旨本人に通知

し なければなら ない。

　 　 　 　 　 　 　 こ の通知は直接本人に手渡すか

或は本人の住所宛配達証明便で

発送する 。

　 　 　 　 　 　 　 なお推薦者にも 同様と する 。

第１ １ 条　 退会の手続

　 　 　 　 　 定款第１７条に定めら れた退会の手続

き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　 退会を希望する 時は退会届を理

事長に提出する 。

　 　 　 　 　 ⑵　 理事会がこ れを 承認し た 時を

も って退会と する 。

　 　 　 　 　 ⑶　 退会会員はその期日ま での会費

を納入し なければなら ない。

　 　 　 　 　 　 　 但し 既納の会費は返還し ない。

　 　 　 　 　 ⑷　 退会し た 会員の氏名はJC機関

紙及び例会又は総会の席上で公

表する 。

第１ ２ 条　 会員資格喪失の手続き

　 　 　 １ 　 定款第１６条第５ 項に定めら れた会員

資格喪失の手続き は下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　 定款第１６条第５ 項に定めら れた

会費納入期限の３ か月前に達し

ても 会費の納入がない会員に対

し 、 当該会員の所属する 担当委

員長、 担当室長、 担当副理事長

は会費納入の催促をし なければ

なら ない。

　 　 　 　 　 ⑵　 前号の催促によ る 期限から ３ か

月を経過する も 、 本人の意思確

認をも って未納入会費を支払う

意思が無かったと き には、 総務

委員会よ り 会員資格喪失届を理

事長に提出し 、 理事会において
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こ れを承認し 理事会の決議によ

り 会員資格喪失と する 。

　 　 　 　 　 ⑶　 資格喪失と なった当該委員に対

し 会員資格喪失通知書を書面に

て送付する 。

　 　 　 ２ 　 会員資格喪失に伴う 権利及び義務は

下記によ る 。

　 　 　 　 　 ⑴　 会員が定款第１６条の規定によ り

その資格を喪失し たと き は、 以

後本会議所に対する 会員と し て

の権利を失い、 義務を免れる 。

ただし 、 未履行の義務は理事会

においてこ れを免除する 決議が

なさ れたと き を除き 、 こ れを免

れる こ と はでき ない。

　 　 　 　 　 ⑵　 本会議所は、 会員がその資格を

喪失し ても 、 既に納入し た入会

金、 会費及びその他の拠出金品

は、 こ れを返還し ない。

第１ ３ 条　 休会の手続き

　 　 　 １ 　 休会を希望する 会員は、 理由を附し

て休会願いを提出し なければなら な

い。

　 　 　 ２ 　 理事会は休会願いを審議し 休会を承

認し た 場合はその旨本人に通知す

る 。

　 　 　 ３ 　 休会中と いえど も 会費は納入し なけ

ればなら ない。

　 　 　 ４ 　 休会者には出席の義務を免除する 。

　 　 　 ５ 　 休会の事由が消滅し た場合は、 速や

かに届出る も のと する 。

第５ 章　 特別会員の資格

第１ ４ 条　 特別会員の資格

　 　 　 １ 　 制限年齢に達し た正会員は特に申出

ない限り 特別会員の資格を有する 。

　 　 　 ２ 　 特別会員は総会その他各種会合に出

席する こ と ができ る 。 但し 、 特別会

員は本会議所の役員と なる 事は出来

ない、 又評決権も 有し ない。

第６ 章　 賛助会員の資格

第１ ５ 条　 賛助会員の資格

　 　 　 １ 　 賛助会員は総会で意見を述べる こ と

ができ る 。 ただし 、 評決権はない。

又本会議所の役員になる こ と はでき

ない。

　 　 　 ２ 　 入会を希望する と き は、 所定の入会

申込書を提出する も のと する 。 その

後入会申込書に基づき 、 本会議所理

事会において入会の可否を決議する

も のと する 。

　 　 　 ３ 　 賛助会員の会員資格は入会初年度に

限り 入会月よ り １２月３１日ま でと し 、

翌年度よ り １ 月１ 日から １２月３１日の

１ ヶ 年と する 。 ただし 再入会を妨げ

ない。

　 　 　 ４ 　 賛助会員は有効期間終了日３ ヶ 月以

上前ま でに退会する 旨の申し 出に

よ って退会する こ と ができ る 。 申し

出がない場合は翌年も 会員資格を自

動更新する 。

　 　 　 ５ 　 賛助会員は入会と 同時に初年度分会

費を納入する も のと し 以後は毎年２

月末ま でに当該年度分を納付する 。

ただし 年度途中での退会に際し ての

会費の返却は行わない。

　 　 　 ６ 　 賛助会員は当該年度分の会費を所定

の期日ま でに納めない場合は、 当年

の資格を喪失する も のと する 。

　 　 　 ７ 　 会員は会員資格を第三者に譲渡でき

ない。

第７ 章　 雑　 　 則

第１ ６ 条　 細　 　 則

　 　 　 　 　 本規定に定める も のの外、 本会議所

の会員資格に関する 必要な事項は理

事会において決定する 。

第１ ７ 条　 附　 　 則

　 　 　 　 　 本規定は、 平成２７年９ 月１ 日から 施

行する 。

　 　 　 　 　 平成２７年９ 月１ 日改正

　 　 　 　 　 平成２9年１０月１ 日改正

第１ 章　 総　 　 則

第１ 条　 　 本会議所の運営についての細則は、

本規定の定める と こ ろによ る 。

第２ 章　 例会なら びに出席

第２ 条　 　 例会は原則と し て毎月１ 回１４日に行

う 。 ただし 、 他の事業や行事を考慮

運　 営　 規　 定
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に入れ出来る 限り 会員が出席し やす

い日に開催する こ と が望ま し い。

第３ 条　 　 出席に関する 事項

　 　 　 １ 　 会員は総会、 例会およ び委員会等の

会合に出席の義務を有する 。

　 　 　 ２ 　 国際青年会議所（ 世界、 アジア） 、

日本青年会議所、 九州地区、 佐賀ブ

ロ ッ ク の各大会に出席し た場合は、

本人の希望によ り 、 総会ま たは例会

に各１ 回出席し たも のと し て取り 扱

う 事ができ る 。

　 　 　 ３ 　 全ての会合において、 欠席、 遅刻、

早退する 場合は事前に届出なければ

なら ない。

　 　 　 ４ 　 公用出張によ り 第１ 号に定める 各会

合に出席でき ない時は、 別に定める

様式をも って届出をなし た場合に、

当該会合は出席し たも のと みなす。

公用出張の範囲は、 理事長が決定す

る 。

　 　 　 ５ 　 会員の会合に出席する 際はJCバッ

チを着用し なければなら ない。 ただ

し 、 ６ 月１ 日から ９ 月３０日の間に開

催さ れる 会合においてはク ールビズ

適用期間と し 、 襟付シャ ツ など 正装

着用を 原則と する 。（ 該当期間のJC

バッ チ着用は、 任意と する 。）

第３ 章　 室およ び委員会

第４ 条　 　 当該年度の理事長が理事会において

協議の上決定する 。 ま た、 各委員会

において、 小委員会ま たは分科会を

設置する こ と がある 。

第５ 条　 　 構　 　 成

　 　 　 １ 　 室およ び委員会は佐賀青年会議所正

会員によ り 構成する 。

　 　 　 ２ 　 各室およ び委員会には、 室長１ 名、

副室長２ 名以内、 委員長１ 名、 副委

員長２ 名以内、 運営幹事若干名を置

く こ と ができ る 。

第６ 条　 　 編成およ び所属

　 　 　 １ 　 室およ び委員会は前年度末ま でに、

理事会において編成する 。

　 　 　 ２ 　 委員会への所属

　 　 　 　 ⑴　 定めら れた委員会定数以内で行う 。

　 　 　 　 ⑵　 副委員長、 運営幹事は委員長が指

名する 。

　 　 　 　 ⑶　 事業の連携を考慮し 出向者の所属

希望を優先する 。

　 　 　 　 ⑷　 前年度総会、 例会およ び委員会の

出席率を考慮し 、 会員の所属希望

を優先する 。

　 　 　 　 ⑸　 同率の場合は、 残余在籍年数の少

ないも のを優先する 。

　 　 　 ３ 　 新入会員の配属は、 資格規定６ 条に

定める 出席を考慮し 正会員に準る 。

第７ 条　 　 正副室長、 正副委員長、 運営幹事の

任務

　 　 　 １ 　 室長の任務

　 　 　 　 　 室長は特別事業の遂行なら びに委員

会事業の遂行を円滑になら し める た

め、 分掌する 各委員会の長を指揮す

る 。

　 　 　 ２ 　 副室長の任務

　 　 　 　 ⑴　 室長を補佐し 、 室長事故ある と き

は代行する 。

　 　 　 　 ⑵　 室内委員会相互の連絡、 調整

　 　 　 　 ⑶　 室合同会議への出席動員およ び管

理

　 　 　 ３ 　 委員長の任務

　 　 　 　 ⑴　 委員長は委員会を総括し 、 その運

営に当たる 。

　 　 　 　 ⑵　 委員長は委員会を 招集し 、 主管

る 。

　 　 　 　 ⑶　 委員長は委員会決定事項を理事会

に答申提案する 。

　 　 　 ４ 　 副委員長の任務

　 　 　 　 ⑴　 委員長を補佐し 、 委員長事故ある

と き は、 代行する 。

　 　 　 　 ⑵　 小委員会ま たは分科会を総括し そ

の運営に当たる 。

　 　 　 　 ⑶　 事業計画の具体化のために相当職

務を掌握し 会務を遂行する 。

　 　 　 　 ⑷　 委員会開催のための資料等、 事前

準備を行う 。

　 　 　 ５ 　 運営幹事の任務

　 　 　 　 ⑴　 委員長、 副委員長を補佐する 。

　 　 　 　 ⑵　 委員相互間の連絡調整を行う 。

　 　 　 　 ⑶　 例会、 総会、 委員会への出席要請

を行う 。

　 　 　 　 ⑷　 委員会名簿、 議事録、 帳簿の保管

およ び管理を行う 。

第８ 条　 　 運　 　 営

　 　 　 １ 　 各室は、 所属する 各委員の事業を調

整し 指導する 。

　 　 　 ２ 　 各委員会は、 それぞれの分掌につ
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き 、 企画、 研究、 審議する 。

　 　 　 ３ 　 各委員会で、 企画、 研究、 審議さ れ

た事業は、 理事会にはかり その実施

を決定する 。

　 　 　 ４ 　 実施決定の事業は、 担当委員会が中

心と なってその実施にあたり 、 全会

員の協力のも と に推進する 。

　 　 　 ５ 　 各委員会は、 毎月一回定例会合をも

ち、 必要に応じ て随時開催する 。

　 　 　 ６ 　 各委員会は、 定例会合の議事録を作

成し 会合後一週間以内に事務局に提

出する 。

　 　 　 ７ 　 各委員会は、 前年度末迄に当該年度

の事業計画案を理事会に提出する 。

　 　 　 ８ 　 各委員会は、 遅く と も 事業実施の前

月の理事会に、 別に定める 様式を

も って事業計画予算書を提出し 、 そ

の実施を決定する 。

　 　 　 ９ 　 各委員会は、 事業終了後速やかに別

に定める 様式をも って事業報告決算

書を理事会に提出する 。

　 　 　 １０　 各委員会の事業内容、 決算内容の監

査について、 監事の要求ある と き は

何時でも 応じ なければなら ない。

第４ 章　 細　 　 則

附　 　 則

　 　 　 本規定は、 平成７ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 平成６ 年１０月２０日改正

第１ 章　 目　 　 　 的

第１ 条　 　 本規定は本会議所の運営を 円滑に

し 、 その目的達成を容易なら し める

為、 事務局、 会計、 経理、 慶弔、 旅

費等に関する 事項を規定する 。

第２ 章　 事　 務　 局

第２ 条　 　 事務局は事業年度毎に次の分類に従

い、 文書等を整理保存し なければな

ら ない。

　 　 　 　 　 ⑴　 本会議所の定款及び諸規定

　 　 　 　 　 ⑵　 総会、 例会及び理事会の議事録

　 　 　 　 　 ⑶　 本会議所内部に関する 書類

　 　 　 　 　 ⑷　 日本青年会議所及び他青年会議

所に関する 書類

　 　 　 　 　 ⑸　 事務局日誌

　 　 　 　 　 ⑹　 本会議所会報綴

　 　 　 　 　 ⑺　 日本青年会議所及び他青年会議

所会報綴

　 　 　 　 　 ⑻　 受信簿、 発信簿

　 　 　 　 　 ⑼　 会計諸帳簿

　 　 　 　 　 ⑽　 その他重要と 認めら れる 書類

第３ 条　 　 事務局は備品台帳を整備し 、 貸し 出

し 回数、 廃棄等の記録を行い備品を

完全に整備し なければなら ない。 廃

棄に当たっては理事会の承認を受け

なければなら ない。

第４ 条　 　 外部によ り 受信し た書類は、 正副理

事長及び各委員長が閲覧し 処理する

も のと する 。 用済後は速やかに事務

局に戻し 、 全て事務局に於いて保管

する も する 。

第５ 条　 　 総会、 例会及び理事会の議事録は毎

回確実に作成し 、 必要に応じ て、 そ

れぞれ会員或は理事会に通知し なけ

ればなら ない。

第３ 章　 会計経理

第６ 条　 　 会計に用いる 帳簿は次のも のと す

る 。

　 　 　 ⑴　 帳　 簿　

　 　 　 　 　 金銭出納帳、 総勘定元帳、 会費徴収

簿

　 　 　 ⑵　 決算書類及び諸表

　 　 　 　 　 賃借対照表、 予算、 収支、 増減対照

表、 事業報告書、 財産目録、 未収金

明細書、 監査報告書、 未払金明細書

　 　 　 ⑶　 伝　 票

　 　 　 　 　 出入金伝票、 振替伝票

第７ 条　 　 会計帳票は次の区分に従い保存する

も のと する 。

　 　 　 ⑴　 決算書類　 永久保存

　 　 　 ⑵　 其の他の書類

　 　 　 　 　 次年度よ り 起算し て３ ヵ 年間保存

第４ 章　 慶　 　 弔

第８ 条　 　 会員及び家族の慶弔に関し ては次の

規定によ り 慶弔金（ 品） を贈る 。

　 　 　 ⑴　 会員の結婚　 １０,０００円又は相当品

庶　 務　 規　 定
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　 　 　 ⑵　 会員の死亡　 ５０,０００円又は花環

　 　 　 ⑶　 会員の傷病（ 原則と し て全治１ カ月

以上）

　 　 　 　 　 ５,０００円又は相当品

　 　 　 ⑷　 長子出生　 　 ５,０００円又は相当品

　 　 　 ⑸　 会員直系の父母、 子女の死亡

　 　 　 　 　 ２０,０００円又は花環

　 　 　 ⑹　 会員の配偶者の死亡

　 　 　 　 　 ２０,０００円又は花環

　 　 　 ⑺　 会員が天災、 火災、 その他の不慮の

災害によ る 住宅その他失し た場合に

は理事会にて決定する 。 但し 火急の

場合は正副理事長協議の上決定する 。

　 　 　 ⑻　 公務中（ JC活動中） 怪我、 死亡は

慶弔規定によ ら ず其の都度理事会を

開き こ れを定める 。

第９ 条　 　 前条に定めた慶弔金（ 品） を贈る に

ついては実務は総務委員会の所管と

し 、 該当事項発生し たと き は総務委

員会は理事長の承認を得て準備を行

う 。

第１ ０ 条　 該当事項発生し たと き は、 前項金品

贈呈のほか、 理事長の指名によ り 慶

弔、 見舞の訪問を行う 。

第１ １ 条　 慶弔金（ 品） を受納し たも のはこ れ

に対し 返礼し ないも のと する 。

第１ ２ 条　 特別会員の慶弔の場合は理事会の決

定によ る 。

第１ ３ 条　 こ の規定に定めないも のは、 その都

度理事会に於いて決定する 。

　 　 　 　 　 但し 緊急を要する 場合は、 正副理事

長に於いて決定し 理事会の事後承認

を受ける こ と も でき る 。

第５ 章　 旅　 　 費

第１ ４ 条　 理事長の命じ た事務局員の公務出張

に対し ては次の通り 旅費を支給する 。

　 　 　 ⑴　 目的地迄の往復旅費

　 　 　 ⑵　 宿泊費は実費

　 　 　 ⑶　 食事費

第１ ５ 条　 理事長の命じ た会員の公務出張に対

し て理事長の承認を経て前条に準じ

た旅費を支給する こ と ができ る 。

附　 　 則

　 　 　 本規定は、 平成３ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 昭和５０年１ 月１ 日制定

　 　 　 平成２ 年１０月２9日改正

第１ 章　 目　 　 的

第１ 条　 　 こ の規定は、 本会議所定款第２０条第

４ 項によ り 、 本会議所の次年度の役

員の選任の方法を定めたも のである 。

第２ 章　 選挙管理委員会

第２ 条　 　 理事長選考委員及び理事を選挙によ

り 選任する ため、 その選挙の管理及

び執行を行う 機関と し て選挙管理委

員会をおく 。 ただし 選挙管理委員は

第３ 章に定める 理事長選考委員と 兼

ねる こ と はでき ないも のと する 。

第３ 条　 　 選挙管理委員会は、 委員長１ 名、 委

員４ 名以内と し 、 当該理事長が理事

会の承認を得て指名によ り 選任する 。

第４ 条　 　 選挙管理委員会の委員長及び委員の

任期は、 当該年度の１０月総会ま でと

する 。

第５ 条　 　 委員長は、 選挙管理委員会を代表す

る 。

第３ 章　 理事長選考委員会

第６ 条　 　 次年度の理事長を選任する ため、 理

事長選考委員会をおく 。

第７ 条　 　 理事長選考委員会は、 ７ 名以内と す

る 。

　 　 　 ２ 　 選考委員会の構成は、 次のと おり と

する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長選考委員５ 名以内

　 　 　 　 ⑵　 正会員の理事長経験者の中から 、

当該理事長が指名し た１ 名

　 　 　 　 ⑶　 当該理事長

　 　 　 　 ⑷　 委員長を当該年度理事長、 副委員

長を理事長経験者と する

第８ 条　 　 理事長選考委員は、 ６ 月の例会にお

いて無記名投票によ って選出する 。

ただし 、 ６ 月例会に出席でき ない者

は、 期日前投票する こ と ができ る 。

　 　 　 ２ 　 同得票の場合には、 生年月日の早い

も のを上位と する 。

第９ 条　 　 理事長選考委員の被選挙資格につい

役員選任の方法に関する 規定
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ては、 次の各号の要件をすべて満た

さ なければなら ない。

　 　 　 　 ⑴　 本会議所の正会員と し て４ 年以上

在籍する 者

　 　 　 　 ⑵　 本会議所役員と し て２ 年以上の経

験を有する 者

　 　 　 　 ⑶　 本会議所常任理事の経験を有する

者

　 　 　 　 ⑷　 本会議所理事長経験を有し ない者

　 　 　 　 ⑸　 次年度において正会員の資格を有

する 者

　 　 　 　 ⑹　 前年度における 例総会出席率７５％

以上を満たし ている 者

第１ ０ 条　 理事長選考委員会は、 次年度の理事

長候補者１ 名（ 以下「 理事長候補者」

と いう 。） を 選任し 、 推薦書を 作成

し 、 氏名を８ 月ま でに開催さ れる 理

事会に報告する 。

　 　 　 ２ 　 理事長選考委員会が行う 理事長選考

の方法は以下の通り と する 。

　 　 　 　 ⑴　 理事長選考委員会委員長は、 選挙

によ って選出さ れた理事長選考委

員に対し 、 次年度理事長の立候補

の意志を確認し 、 立候補を希望す

る 者（ 以下、「 立候補者」 と いう 。）

は、 選挙結果発表後、 ７ 日以内に

立候補届、 経歴書及び次年度理事

長所信を 提出し な け ればな ら な

い。 ただし 、 立候補者がいなかっ

た場合は、 理事長選考委員によ る

協議を行い、 次年度理事長を決定

する 。

　 　 　 　 ⑵　 立候補者が１ 名の場合は、 立候補

者を除く 選考委員の投票によ り 信

任を決定する 。 投票の結果、 信任

が過半数を占めなかった場合は、

第１ 号ただし 書き の規定によ る も

のと する 。

　 　 　 　 ⑶　 立候補者が複数の場合は、 立候補

者を除く 選考委員の協議を行い、

次年度理事長候補者を選出する 。

ただし 、 協議が不調に終わった場

合は、 理事長選考委員全員の投票

によ り 次年度理事長候補者を選出

する こ と と し 、 投票の結果、 過半

数を占めた候補者を次年度理事長

候補者と し 、 過半数を占める 候補

者がなかった場合は、 第１ 号ただ

し 書き の規定によ る も のと する 。

　 　 　 　 ⑷　 上記、 第２ 号、 第３ 号に規定する

理事長選考委員によ る 選挙に関し

ては、 公正を期する ため、 選挙管

理委員会があたり 、 得票数は公表

し ない。

第４ 章　 理事選挙

第１ １ 条　 次年度の理事（ 理事長候補者を 除

く 。 ） のう ち当該年度の５ 月末現在

の正会員数の５ ％以上１０％未満の理

事を、 正会員の直接選挙によ り 選任

する 。 ただし 、 定数は理事長候補者

が決定する 。

第１ ２ 条　 選挙の行われる 当該年度の５ 月末現

在の正会員は、 理事の被選挙権を有

する 。 ただし 、 次の各号に掲げる も

のは除く 。

　 　 　 　 ⑴　 前年度及び当該年度において、 本

会議所の役員の地位にある 者

　 　 　 　 ⑵　 理事長候補者

　 　 　 　 ⑶　 次年度において正会員の資格のな

い者

　 　 　 　 ⑷　 前年度及び当該年度入会の者

　 　 　 　 ⑸　 前年度における 例総会出席率５０％

以下の者

第１ ３ 条　 理事選任選挙の投票は無記名の連記

制と する 。

第１ ４ 条　 同得票の場合には、 生年月日の早い

も のを上位と する 。

第１ ５ 条　 選挙管理委員会は、 当選者が確定し

たと き は、 理事長候補者及び当選者

へその旨を通知し 、 当該当選者の受

諾を得た後にその氏名を理事会に通

知する 。

第５ 章　 理事、 副理事長及び専務理
　 　 　 　 事の指名

第１ ６ 条　 理事長候補者は、 前章に定める 理事

選挙によ り 選任さ れた理事の他、 当

該年度の５ 月末現在における 正会員

の中から 理事を指名する こ と ができ

る 。

第１ ７ 条　 理事長候補者は、 次年度の副理事長

及び専務理事を指名し 、 その氏名を

８ 月開催の理事会に通知する 。
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第６ 章　 その他

第１ ８ 条　 本規定の定めにも と づき 、 次年度の

役員は、 ８ 月及び１０月に行われる 総

会において選任する も のと する 。

第１ ９ 条　 選挙管理委員長は開票結果およ び投

票済みの投票用紙を当該年末ま で厳

重に保管する 。

第２ ０ 条　 理事長選考委員選挙及び理事選挙の

結果に異議のある も のは正会員の２

名以上の同意を得て、 書面にて異議

の理由を付記し 、 選挙管理委員長ま

たは理事長に対し 異議を申し 立てる

こ と ができ る 。

　 　 　 　 　 なお異議申し 立てができ る 期間は選

挙結果発表後７ 日以内と する 。 ま た

こ の期間内に理事長候補者及び理事

の確定を行ってはなら ない。

第２ １ 条　 次年度理事長候補者及び理事の選任

に関し 本規定に定めのない事項は、

選挙管理委員会が別に定める 。 それ

以外の事項については理事会が定め

る 。

第１ 条　 　 目　 的

　 　 　 　 　 本会議所はJC信条であ る 修練、 奉

仕、 友情の実践活動の昂揚をはかり

且つJC活動に貢献し て 名誉を たた

える ため褒賞を行う 。

第２ 条　 　 推　 薦

　 　 　 １ 　 本会議所総務委員会は褒賞推薦者の

提出期日を決定する 。

　 　 　 ２ 　 褒賞の推薦母体は次の通り と する 。

　 　 　 　 ⑴　 役員（ 理事を含めて全員）

　 　 　 　 ⑵　 委員会

第３ 条　 　 各推薦者は所定の期日ま でに推薦書

を総務委員会へ提出する 。

第４ 条　 　 褒賞の対象と なる 期間は当該事業年

度に於ける 功績について行う 。

　 　 　 　 　 但し 、 必要に応じ て、 それ以前の活

動も 考慮さ れる こ と がある 。

第５ 条　 　 総務委員会は提出さ れた書類を整備

検討の上、 意見を添えて褒賞委員会

へ提出する 。

第６ 条　 　 理事会は褒賞委員を若干名任命する 。

第７ 条　 　 理事会は褒賞委員会よ り 提出さ れた

書類を審査し 、 決定する 。

第８ 条　 　 褒賞の分類は次のと おり と する 。

　 　 　 　 ⑴　 会員個人褒賞（ 特別会員を含む）

　 　 　 　 ⑵　 委員会褒賞

　 　 　 　 ⑶　 特別褒賞

　 　 　 　 ⑷　 事務局員褒賞

第９ 条　 　 理事長は理事会の決定に従い例・ 総

会など に於いて具体的褒賞理由を説

明し て行う 。

附　 　 則

　 　 　 本規定は、 平成３ 年１ 月１ 日から 施行す

る 。

　 　 　 平成２ 年１０月２9日改正

褒賞委員会内規

Ⅰ　 個人褒賞

　 ⑴　 在籍一年以上で理事以外の会員

　 ⑵　 例・ 総会及び委員会への出席率がそれぞ

れ9０％以上の会員

　 ⑶　 他の会員に比べて特に顕著な活動が認め

ら れた会員

Ⅱ　 委員会褒賞

　 ⑴　 例・ 総会及び委員会の出席率がそれぞれ

平均８０％以上の委員会

　 ⑵　 他の委員会に比べて特に顕著な活動が認

めら れた委員会

Ⅲ　 特別褒賞

　 ⑴　 例・ 総会及び委員会への出席率がそれぞ

れ9０％以上の会員

　 ⑵　 他の会員に比べて特に顕著な活動が認め

ら れた会員

後　 援　 内　 規

後援名義依頼及び使用について

　 一般社団法人佐賀青年会議所に対する 外部諸

団体から の後援依頼については、 次の規定に

よ り 許可する も のと する 。

　 ⑴　 原則的に、 宗教的、 政治的及び営利的な

催し については後援し ない。 青年会議所

の理念に基づき 、 公共性を第一義に考慮

する 。

　 ⑵　 後援を 依頼する 団体は、 別紙様式によ

り 、 理事長宛に後援依頼書及び誓約書を

提出し なければなら ない。

　 ⑶　 提出さ れた書類によ り 、 理事会に於いて

前記第１ 項の原則に基づき 、 後援の諾否

褒　 賞　 規　 定
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を決定する 。

　 ⑷　 理事会の期日の都合によ り 前項の審議に

間に合わない時は、 正副理事長によ り 決

定し 、 後日、 理事会への承認を得る こ と

ができ る 。

委員会運営について

＜委員会運営の基本方針＞

　 １ ． 委員会運営の成功、 不成功は委員長、 副

委員長、 運営幹事の三役の協力いかんに

よ ってほぼき ま る 。 選ばれた委員と し て

の自覚を持ち、 副委員長と 運営幹事はそ

の責務を遂行し 、 全面的に委員長に協力

補佐する 。

　 ２ ． 貴重な時間を割いて集ま る 各委員のため

に周到な 準備と 十分な 配慮を 必要と す

る 。

　 ３ ． 副委員長、 運営幹事は委員会事業遂行の

ため、 犠牲を払う こ と を躊躇し てはなら

ない。 JCの本来のあり 方から 考えれば、

その都度英知を提供し なければ委員会事

業目的は達成でき ない。

　 ４ ． 事業遂行の必須条件は委員会、 役員会お

よ び役員と のち密な連絡、 協力である 。

文書連絡等は委員会と し て誠意をも って

対応する こ と 。

　 ５ ． 日本青年会議所会頭方針、 理事長方針、

事業計画書を熟読し 十分理解する 。

＜委員会開催について＞

　 １ ． 委員会は原則と し て毎月１ 回以上開催す

る 。

　 ２ ． 委員会は年間ス ケジュ ールによ ってこ れ

を開催する 。

　 ３ ． １ 月の合同委員会で第１ 回委員会を開催

する 。 こ の第１ 回目開催以前（ 年内） に

事業計画、 委員編成、 予算編成を終了し

ておく こ と 。

　 ４ ． 年内に顔合わせのため事前会合を開催す

る こ と が望ま し い。

　 ５ ． 委員会開催場所は年間ス ケ ジ ュ ールに

従って、 年契約をし ておく こ と が望ま し

い。 こ の会場確保は運営幹事があたる 。

　 ６ ． 委員会開催案内は、 運営幹事の責任のも

と に作成、 発送、 チェ ッ ク を行う こ と 。

＜資料・ 文書・ 印刷について＞

　 １ ． 委員会資料印刷発送、 議事録の印刷発送

は委員会独自で行う こ と 。 事務局は一切

おこ なわない。

　 ２ ． 委員会開催状は事務局よ り 発送する 日に

合わせて利用し て結構です。

　 ３ ． 委員会が発送する 文書には委員長名を必

ず記すこ と 。

　 ４ ． 委員会で発信し た印刷物、 資料は必ず事

務局専務理事宛１ 部送付する こ と 。

＜佐賀青年会議所委員と し ての自覚と 注意と 心得＞

　 １ ． 佐賀青年会議所委員ス タ ッ フ と し て、 事

業計画遂行には英知と 行動をも って参画

する 。

　 ２ ． 委員会決定の事業計画は各委員が責任と

自覚と 研究によ って完遂する 。

　 ３ ． 委員会から の通知、 資料、 文献には必ず

目を通し 、 保管し ておく こ と 。

　 ４ ． 委員会の出欠席の返事は必ず行う こ と 。

　 ５ ． 委員会議事録の作成およ び署名捺印の徹

底厳守。

　 ６ ． 各委員の委員会資料の期間ま での提出の

厳守。

　 ７ ． 佐賀青年会議所が行う 行事への積極的参

加。

　 ８ ． 委員会運営に大き な欠陥を生じ さ せた委

員、 出欠席の返信が連続２ 回以上なく 、

ま た欠席の連絡がない場合は、 所属副理

事長ある いは室長と の協議の上理事会の

承認を得て、 交替変更、 除名を行う 。

　 ９ ． 事務局担当者と の職務を越えた範囲での

依頼、 代行、 調査は行わない。

＜委員会遵守事項＞

　 １ ． 委員会開催５ 分前に集合し て着席する 。

　 ２ ． 委員会には必ずJCバッ チを つけて出席

する 。

　 ３ ． やむを得ず欠席ま たは遅刻する と き は、

必ず運営幹事に事前ま たは当日連絡をす

る 。

　 ４ ． 委員会出欠は必ず開催日５ 日前ま でに運

営幹事に到着する よ う に投函する 。

　 ５ ． 委員会の資料、 議事録はファ イ ルに整理

保管し 、 委員会に必ず持参する 。

　 ６ ． 理事会議案提出を行う 委員会は原則と し

て常任理事会の開催７ 日前に終了し てお

く 。

　 ７ ． 委員会はその職務範囲を越えて事務局員

運営資料編
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に代理、 代行、 請負を行わせない。

　 ８ ． 委員会議事録は委員会委員、 室長、 担当

副理事長及び理事長の配布以外に１ 部を

佐賀JC事務局総務に委員会終了後７ 日

以内に送付する こ と 。

委員長・ 副委員長・ 運営幹事の役割
について

＜委員長・ 副委員長・ 運営幹事の役割について＞

　 各委員会構成は、 委員長、 副委員長、 運営幹

事、 委員の４ 構成と する 。

　 なお、 こ の４ 構成の人数については理事会に

おいて それぞれ各委員会ご と に決定さ れてい

る 。 委員会編成についても 理事会において総枠

が決定さ れている 。

＜委員長およ び特別委員長＞

　 １ ． 委員長は委員会を代表し 会務を総括する 。

　 ２ ． 特に定める 場合以外、 委員会の議長と な

る 。

　 ３ ． 担当副理事長・ 室長を補佐する 。

　 ４ ． 理事会、 常任理事会に副理事長・ 室長を

通じ て議題を提出し 、 理事会に出席し 、

関係議題について意見をのべる こ と がで

き る 。

　 ５ ． 室会議、 拡大会務役員連絡会議に出席す

る 。

　 ６ ． 各種大会、 コ ン フ ァ レ ン ス 、 コ ン グ レ

ス 、 セミ ナー、 シンポジウ ムには積極的

に参加する 。

　 ７ ． 事業計画遂行のためのス ポンサーから の

協賛金、 寄付金など があった場合には事

前に事業計画書を提出し 、 理事会の決定

をえる 。 ま た、 事業終了後ただちに、 事

業決算書を提出し 、理事会で決定をえる 。

＜副委員長＞

　 １ ． 副委員長は委員長を補佐し 、 万一事故あ

る と き はその職務を代行する 。

　 ２ ． 事業計画の具体化のために、 相当職務を

掌握し 会務を遂行する 。

　 ３ ． 事業計画遂行のための資料、 文献、 印刷

物を運営幹事と 十分調整し 、 事前に準備

する 。

　 ４ ． 各事業計画の具体化に伴う 予算配分を十

分配慮し 、 チェ ッ ク する 。

　 ５ ． 委員長と と も に各種大会、 コ ンファ レ ン

ス 、 コ ングレ ス 、 セミ ナー、 シンポジウ

ムに積極的に参加する 。

＜運営幹事＞

　 １ ． 幹　 事

　 　 ⑴　 委員長・ 副委員長を補佐し 諸事を遂行

する 。

　 　 ⑵　 委員会の渉外担当を行う 。

　 　 ⑶　 委員長の指示に従い、 正副委員長・ 運

営幹事連絡会を召集し 設営する 。

　 　 ⑷　 委員会委員の行動およ び役割・ 性格を

把握する 。

　 　 ⑸　 委員会委員名簿の作成およ びその保管

をする 。

　 　 ⑹　 委員の冠婚葬祭に伴う 連絡を行う 。

　 　 ⑺　 事務局と の連絡をする 。

　 ２ ． 幹　 事（ 運営面）

　 　 ⑴　 委員会会場を確保する 。 （ 商工会館お

よ びその他会場）

　 　 ⑵　 委員会開催案内状を作成し 、 委員会委

員全員およ び担当副理事長・ 室長、 佐

賀JC事務局担当者に必ず発送する 。

（ 開催２ 週間前に行う こ と が望ま し い）

　 　 ⑶　 委員会出席・ 欠席のハガキのチェ ッ ク

と 記入およ び返信状の督促をする 。

　 　 ⑷　 委員会会議場の事前準備およ び設営を

する 。

　 　 ⑸　 委員長の指示に従い委員会次第を 作

成、 印刷する 。

　 　 ⑹　 委員会議事録をフ ォ ームに従って作成

する 。

　 　 ⑺　 委員会議事録は委員会開催後１ 週間以

内に必ず佐賀JC事務局総務（ １ 部）

へ発送する 。

　 　 ⑻　 委員会事業遂行に伴う 資料の作成およ

び印刷をする 。

　 　 ⑼　 各種セミ ナー参加のチェ ッ ク と 督促を

行う 。

　 　 ⑽　 委員会運営に伴う 諸事項を行う 。

　 　 ⑾　 委員会における 懇親会の設営を担当す

る 。

　 　 ⑿　 その他関係事項を行う 。

　 ３ ． 幹　 事（ 会計面）

　 　 ⑴　 佐賀JCから 年間の委員会事業費を 保

管・ 管理・ 記帳をする 。

　 　 ⑵　 委員会事業費の支払いをする 。 （ 印刷

所およ び関係会社の指定支払先に事業

終了後行う ）

　 　 ⑶　 委員会内部における 諸会議の支払いを

する 。

　 　 ⑷　 懇親会費の徴収およ び領収書の発行を

する 。
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　 　 ⑸　 委員会委員の冠婚葬祭費用の支払いを

する 。

　 　 ⑹　 委員会備品の調達およ び支払いをする 。

　 　 ⑺　 各会議費の食事代、 コ ーヒ ー代の支払

いをチェ ッ ク する 。

　 　 ⑻　 各種資料、 印刷費の請求書、 領収書の

保管、 管理をする 。

　 　 ⑼　 会計に伴う 諸事項をチェ ッ ク する 。

　 　 ⑽　 会計台帳の記帳をし 、 証憑書類と と も

に総務委員長に提出する 。（ 年末回収）

　 　 ⑾　 各幹事と の密なる 連絡をし 、 委員会運

営の円滑化をはかる 。

　 　 ⑿　 委員会取引銀行の開設をする 。

委員会の開き 方について

１ ． 招　 集

　 １ 　 開催日時・ 場所は、 召集権者（ 委員長及

び委員会） が決定する 。

　 ２ 　 会議は、議事日程を示し て召集する こ と 。

　 ＜例えば＞

　 ①開催日時　 ②場所・ T EL　 ③議題： 議事

日程　 ④登録料の有無　 ⑤宿泊の有無

　 ＜議事日程＞

１．開会宣言　 ２．JC宣言文朗読なら びに綱領

唱和　 ３．議長選任　 ４．出席者確認　 ５．資料お

よ び議題の確認　 ６．議事録作成人指名　 ７．議

事録署名人指名　 ８．前回議事録承認　 9．委員

長挨拶　 １０．佐賀JC理事会報告　 １１．副委員

長・ 幹事報告　 １２．①審議事項　 ②報告事項

１３．次回開催日時・ 場所の確認　 １４．委員会講

評　 １５．閉会宣言

　 ⑴　 召集通知は、 委員会構成員のほか、 佐賀

JC事務局およ び関係者にも 発送する こ

と 。

　 ⑵　 議題と 資料の提出を督促する 。

　 ⑶　 当日議題の提出は避ける よ う 指導する こ

と が望ま し い。

　 ⑷　 資料の提出のない議案の審議は、 時間を

浪費する こ と が多いから 、 必ず資料を提

出する よ う に指導する こ と 。

２ ． 議題の提出

　 １ 　 会場の開催期日一週間以前に、 議題を提

出する よ う にする 。

　 ２ 　 議題は、 必ず、 必要部数の資料を添えて

提出する よ う にする 。

　 ３ 　 議題の提出に際し ては、 「 審議事項」 と

｢協議事項」 の区別を明確にする 。

　 ４ 　 ｢審議事項」 は、 「 ○○企画案承認の件｣

のよ う に、 具体的な提案と し て提出し 、

その承認を求める よ う にする こ と 。

　 ５ 　 ｢審議事項」と し て 上げる 前に、「 協議事

項」と し て 提出し 、意見を 交換し あ っ て

から 提案を 再構成し 、次回に「 審議事項」

と し て上程する よ う な配慮をする こ と 。

３ ． 議事日程の作成

　 １ 　 議事日程の作成は、 議長の権限である 。

　 ２ 　 議長は、 議事日程の作成に際し ては、 重

要案件や時間をかけて審議を尽く し たい

案件を優先的に配列する こ と 。

　 ３ 　 前回の会議で「 特別議事」 に指定さ れた

議案は、冒頭に審議する こ と を要する が、

「 委員会付託」「 棚上げ」「 継続審議」 など

の議案については、 議長は適宜に配列で

き る 。

４ ． 会議進行上の注意

　 １ 　 議　 長

　 　 ⑴　 議長は、 議事整理権を適切に行使し 、

予定時間内に、 全議事が終了する よ う

に努めなければなら ない。

　 　 ⑵　 定足数に満たないと き でも 定刻に開会

し 、 直ちに暫時休憩する よ う に運営す

る 。

　 　 ⑶　 議案の審議にはいる と き は、 議長は議

題を読みあげてから 、 提案説明を求め

る こ と 。

　 　 ⑷　 議長は、 全員に均等の発言の機会を与

える よ う に努めなければなら ない。

　 　 ⑸　 議長は、 議事進行に徹する こ と 。

　 　 ⑹　 議長は、 委員の発言が本題を離れて、

横道にそれだし たと き は、 直ちに注意

を与える こ と 。

　 　 ⑺　 議長は、 発言時間を制限し たり 、 要旨

を書面で提出さ せる など、 議事進行に

有益な措置を講ずる こ と 。

　 　 ⑻　 議長は、 提案説明が済んだら 、 先に質

問のみ発言を許すこ と が望ま し い。

　 　 ⑼　 ｢質問」 か「 意見」 かはっ き り し ない

も のについては、 発言者にどちら であ

る かをたずね、 「 意見」 だったら 、 あ

と で意見を発表する 機会を約し て、 発
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言を中断さ せる こ と 。

　 　 ⑽　 ｢質問」 時間中に「 意見」 が出てき た

ら 、 「 質問」 の形に直すよ う に指示す

る こ と 。

　 　 ⑾　 ｢質問」 が出尽く し たら「 意見」 を聞く 。

　 　 ⑿　 いろんな意見が出て、 議論がま と ま ら

ないと き は、 議長は「 どなたかま と め

てく ださ い」 と 催促する なり 、 誰かを

指名する なり し て、 「 動議」 を出さ せ

議事の進行を図る こ と 。

　 　 ⒀　 議長は、 適切な時期に討論を打ち切り

採決する こ と 。

　 　 ⒁　 採決に際し ては、 議題を読み上げる こ

と 。 ま た、 案件に応じ て適宜の採決方

法によ り 、 挙手によ る 場合は、 賛成・

反対のほか「 白票」 も 確認する こ と 。

　 ２ 　 構　 成　 員

　 　 ⑴　 構成員は、 会議の目的を理解し 、 自分

の資格と 役割を認識し て、 会議に参加

する 。

　 　 ⑵　 構成員は、 協力し て、 建設的な会議を

創造する 。

　 　 ⑶　 構成員は、 事前に議案と 資料を 熟読

し 、 研究し ておく こ と 。

　 　 ⑷　 発言する と き は、 議長の許可を得る こ

と 。

　 　 ⑸　 発言は議案の趣旨にそって、 簡潔・ 明

瞭に行う 。

　 　 ⑹　 ｢質問」 と 「 意見」 と 「 動議」 の区別

をハッ キリ さ せる 。

　 　 ⑺　 ｢動議」 がセカ ン ド さ れる と 、 取り 下

げになる ためには採決を要する から 、

動議は慎重に提出する こ と 。

　 　 ⑻　 構成員にも 、 事態の推移に対する 的確

な判断力が望ま れる 。

　 　 ⑼　 議事進行が雑談に陥ったり 、 紛糾し て

いる と き は、 「 議事進行」 や「 暫時休

憩」 に動議を利用する 事。

　 ３ 　 オブザーバー

　 　 ⑴　 オブザーバーは、 その出席・ 傍聴・ 発

言など、すべての議長の許可を要する 。

　 　 ⑵　 発言については、 許さ れた範囲内で、

簡潔・ 明瞭に行う こ と 。

委員会議事録作成について

１ ． 議事録作成人

　 １ 　 体調を整えておく こ と 。

　 ２ 　 サブ・ セク レ タ リ ーと 打合せをし ておく

こ と 。

　 ３ 　 議事法テキス ト ま たは動議リ ス ト に目を

と おし ておく こ と 。

　 ４ 　 前回議事録を通読し ておく こ と 。

　 ５ 　 議事日程およ び会議資料を通読し ておく

こ と 。

　 ６ 　 録音テープに頼ら ずメ モをと る こ と 。

　 ７ 　 会議出席者の席と 名前を 書いた図面。

（と こ ろ ど こ ろ 名前を 入れただけでも 、

役に立つ）

　 ８ 　 発言中の不明なと こ ろは、 すぐ に発言者

に対し て、 その箇所ま たは発言要旨の教

示を乞う こ と （ サブ・ セレ ク タ リ ーに行

動し ても ら う と よ い）。

２ ． 作成通数

　 内　 訳　 １ ． 佐賀JC事務局用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ２ ． 署名人用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ３ ． 議長用（ １ 部）

　 　 　 　 　 ４ ． 委員会委員用（ 委員部数）

　 　 　 　 　 ５ ． 室長およ び担当副理事長用（ 各

１ 部）

３ ． 作成期限

　 一週間以内と する 。

　 次回開催日ま で余裕のないと き は、 ３ ～４ 日

で作成し なければなら ないので、 サブ・ セク

レ タ リ ーと 適宜に二分し て、 分担する こ と が

よ い場合がある 。

４ ． 作成の要領

　 １ 　 簡潔を旨と する こ と 。

　 ２ 　 決し て録音テープに頼ら ないこ と 。 委員

会要求さ れている のは、「 議事録」 であっ

て、「 速記録」 ではない。 会議の経過と 結

果の容量を記録すれば足り る も のである 。

　 ３ 　 と はいう も のの、 １ 回だけの発言の機会

し かな かっ た人について は、 でき る だ

け、 議事録の記載にと ど める よ う に、 配

慮し たい。

　 ４ 　 記録をと る に際し て、 議案によ っては、

資料に直接書き 込むほう がよ い場合も あ

る 。

　 ５ 　 議事日程と 資料を参照し ながら 、 記録を

読み返し 、 次の諸事項につき 、 必要な訂
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正加除をする こ と （ 青字の使用がよ い）

　 　 ⑴　 議題の通し 番号

　 　 ⑵　 資料番号

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 提案説明の小見出し

　 　 ⑸　 補足説明の小見出し

　 　 ⑹　 特別意見・ 質疑応答・ 討論の小見だし

　 　 ⑺　 発言者の役職の表示の整理

　 　 ⑻　 字句の修正・ 補完

　 　 ⑼　 重複発言の取捨（ 上記３ を配慮する ）

　 　 ⑽　 議長の発言は、 収録し ない方針を貫く

こ と

　 　 ⑾　 文章の要約に際し ては、 発言の趣旨を

損なわないよ う 注意する こ と

　 　 ⑿　 必要な場合は文章を補う こ と

　 　 ⒀　 不穏当な発言や不適当な表現と 思われ

る も のについては、 念のため発言者に

照会する こ と

　 　 ⒁　 「 質問」 と 「 意見」 を区別する こ と

　 　 ⒂　 可能なかぎり 「 質疑応答」 と 「 討論」

に整理し て、 配列し なおすこ と

　 　 ⒃　 提出さ れた動議については、 何の動議

か、 小見出し を使う こ と

　 　 ⒄　 カッ コ や補助記号を整合さ せる こ

　 ６ 　 再度読み直し ながら 、 大胆な削除を加え

る こ と 。

　 ７ 　 ていねいに清書する こ と 。

　 ８ 　 用紙は、 字数を数えやすく する ためマス

目の用紙を使用する こ と 。

　

５ ． 作成上の注意

　 １ 　 会議の名称は、 略記せず、 正式に記載す

る こ と 。

　 ２ 　 日時・ 場所・ 出席者を記載。

　 　 　 ・ 出席者名は、役職ごと に、姓のみで可。

　 　 　 ・ 会議構成員と オブザーバーは分けて書

く こ と 。

　 　 　 ・ 欠席者名は書かなく てよ い。

　 ３ 　 開会宣言者と 時刻を表示する 。

　 ４ 　 議長就任を明記する 。

　 　 　 ・ 選出方法ま たは就任根拠規定を示すこ

と 。

　 ５ 　 議事録作成人・ 署名人（ 誰が誰を）

　 ６ 　 前回議事録の承認（ 方法と 結果）

　 ７ 　 資料の確認

　 　 　 ・ 担当者は明記する こ と 。

　 　 　 ・ 資料は、 当日配布資料を含めて、 議事

日程の順にし たがい、 通し 番号を付し

て、 列記する こ と 。

　 　 　 ・ 資料の訂正箇所は、 議題ごと に掲げる

こ と 。

　 ８ 　 議題の確認

　 　 　 ・ 担当者を記載する こ と 。

　 　 　 ・ 議題の訂正をし たと き は、 訂正後の議

題を掲げれば足り る 。

　 ９ 　 新議題を採択し たと き は、 議題を掲げ提

出者と 採択し た旨を記載する こ と 。

　 １０　 議事日程の変更は、 変更後の日程を掲げ

れば足り る 。

　 １１　 理事長や議長の挨拶は、 特に必要な部分

のみでよ い。

　 １２　 審議内容

　 　 ⑴　 議題を全文掲げる こ と 。

　 　 ⑵　 資料およ び訂正箇所の表示

　 　 ⑶　 提案説明者の表示。 説明内容は、 資料

に提案趣旨が記載さ れている と き は、

省略する こ と 。

　 　 ⑷　 補足説明についても 同様。

　 　 ⑸　 発言者の役職は、 初回時のみ表示すれ

ば足り る 。

　 　 ⑹　「 質疑応答」 と「 討論」 に大別する こ と 。

　 　 ⑺　 外部講師の意見については、 別項扱い

と する こ と 。

　 　 ⑻　 議事録上の配列は、 提案説明・ 意見・

質疑応答・ 討論・ 採決の順にする こ と 。

　 　 ⑼　 ｢動議の提出」 は、 その旨小見出し を

使う と わかり やすい。

　 　 ⑽　 セカンド の有無を明記する （ セカンド

者名は不要）

　 　 ⑾　 議長職権によ る 議事進行については、

特に必要なも ののみ記載すれば足り る 。

　 　 ⑿　 採決は、 何について、 どのよ う な方法

でし たか、 明記する 。

　 　 ⒀　 賛成、 反対、 白票数を明記する 。

　 　 ⒁　 案件によ っては、 可決さ れた原案ま た

は修正動議の要旨を摘記する こ と 。

　 　 （参考例）

　 　 　 議長は、 議案を整理し て議場にはかり 、

挙手によ っ て 採決の結果、 賛成×、 反対

×、 白票×で、 次の通り 承認可決し た

　 　 　 　 １ ） 　 原案通り 承認

　 　 　 　 ２ ） 　 一部修正し 承認

　 １３　 ｢協議事項」 は採決を 要し ない。 提案者

と 協議の概要を摘記すれば足り る 。

　 １４　 報告事項、 請票、 所見等についても 、 簡

潔にま と める こ と 。

　 １５　 閉会宣言者と 閉会時刻を明記する 。
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　 １６　 最後に、 日付と 会議の名称を表示し て、

関係者署名捺印のこ と 。

議事録作成に関する 諸注意事項

１ ． はじ めに

　 会議のある と こ ろに記録あり と いう 言葉があ

る 。 と こ ろがこ の記録と いう も のが、 いかに重

要な意義をも っている か観念的にはわかってい

る よ う でいて、 案外理解さ れていないよ う であ

る 。

　 JCのよ う に先進的な 団体においてすら 、 そ

の取扱いは残念ながら かなり 無神経で粗雑だと

いっても 過言ではない。

　 記録－それには様々の形があ る が、 こ こ で

は、 表題の議事録について考えてみたい。

　 日本JC会務担当各委員会の議事録を 一通り

集めてみる と 、 様式、 内容、 方法など 、 全く 千

差万別で驚く ばかり である 。 例えば、 総務室各

委員会の議事録が異なる のは仕方のないこ と で

ある 、 だが、 それはあく ま で審議事項・ 報告事

項・ 討議事項など の表現の方法や内容が異なる

と いう 程度にと ど める べき であって、 その他に

ついては、 統一見解の合意点が求めら れる べき

であろう 。

　 同一委員会においても 、 回数が進むと 議事録

に変化が生ずる のは、 第１ 回委員会で議事録作

成人に指名さ れた委員が書いた議事録がベース

と なり 、 第２ 回目以降はそれが踏襲さ れ、 その

年度が終わる ま で続けら れる ためかと 考えら れ

る 。 と すれば、 第１ 回委員会の議事録は、 かな

り 重要であり 、 それは指導すべき 正副委員長・

幹事の責任も 当然大き いと いわなければなら な

い。

２ ． 議事録の本質

　 １ 　 議事録と は会議の記録である 。 即ち、 会

議の経過及び結果を書き し る し た「 事実の

記録」 でなければなら ない。 さ ら にいう な

ら ば、 事実の記録と は、 会議における 事実

の“解説”であっ てはなら ないし 、 “意見”と

も 違う 。 事実があって、 それを正確に記録

し た事実そのも のを指す。

　 　 　 要する に事実に即さ ない要素が少し でも

加われば、 それはも はや議事録ではなく な

る と いう こ と を意味する 。

　 　 　 従って、 あく ま でも 絶対中立、 客観的で

なければなら ない。

　 ２ 　 議事録には、 会議における 実際のてんま

つが、 そのま ま 表現さ れる こ と が望ま し

い。 詳細に記述さ れれば、 いく ら 長く なっ

ても よ いと いう も のではない。 新聞の全頁

を一字のがさ ず読むと ５ 時間かかる そう で

ある が、 そんな代物、 記録であっても 議事

録と はいい難い。

　 　 　 会議自体には各々存在目的があり 、 それ

に応じ て、 会議に記録にも 記載すべき 事柄

がおのずから 違ってく る のは当然である 。

結果が重要である こ と は勿論だが、 経過そ

のも のに重要性のある 場合も ある 。 他日の

証拠や責任に重点のおかれたこ と も あり う

る 。

　 　 　 従って一定の事柄が、 一定の枠内に必ず

し も 記載さ れなければなら ないと いう わけ

のも のでも ない。 だが、 通り 一片のメ モで

は困る 。 誰が読んでも 理解でき る よ う に、

一定のルールにし たがって、 事実の記録が

要領よ く 筆記さ れたも のである べき である 。

　 ３ 　 通常、 会議の記録と さ れて いる も のに

は、 次の三つがある 。 こ れを混同し ないよ

う に留意さ れたい。

　 　 ・ 速記録…速記し た記録、 つま り 会議の経

過を逐一発言さ れたと おり に記録し たも

の（ 例： 裁判所）

　 　 ・ 議事録…議事の経過なり 結果を要領よ く

記載し たも の

　 　 ・ 会議録…速記録と 議事録的記載事項の合

体（ 例： 国会）

議事録作成ルール

　 １ 　 ロ バート 議事法の精神にのっと り 、 下記

の４ つの権利を満たす内容を持つべき であ

る 。

　 　 ⑴　 多数者の権利（ 過半数の賛成）

　 　 ⑵　 少数者の権利（ 少数意見の尊重）

　 　 ⑶　 個人の権利（ プラ イ バシーの権利擁護）

　 　 ⑷　 不在者の権利（ 欠席者にも 議事録を送

付）

　 ２ 　 そのためには、 会議の４ Ｗ１ Ｈは必ず記

載さ れなければなら ない。

　 　 ⑴　 When（ 開催年月日）

　 　 ⑵　 Where（ 場所）

　 　 ⑶　 Who（ 出欠者名）

　 　 ⑷　 What（ 会議に付し た議件）

　 　 ⑸　 How （ 審議の経過と 結果）

　 ３ 　 １9７０年度日本JC会員開発委員会で発表

し た「 議事録記載事項」 にも 次のよ う に書

かれている 。
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　 　 ⑴　 会議の種類と 名称

　 　 ⑵　 日時と 場所

　 　 ⑶　 議長によ る 議事録作成人およ び署名人

の指名

　 　 ⑷　 定足数

　 　 ⑸　 議事日程

　 　 ⑹　 前回議事録の承認

　 　 ⑺　 報告事項の要点

　 　 ⑻　 質疑応答の内容の要点

　 　 ⑼　 すべての議題と 動議、 その決定およ び

提案者の氏名並びに議事経過

　 　 ⑽　 採決の方法と 結果（ 投票については票

数）

　 　 ⑾　 閉会の時刻

　 　 ⑿　 その他議長が会議において必要と 認め

た事項

　 ４ 　 議事録作成人は、 会議の日よ り 少なく と

も 一週間以内に議事録を作成し 、 自ら 署名

捺印の上、 議長、 議事録署名人の署名捺印

を得たい。

　 　 　 そし てその会議の出席義務者全員に、 出

欠にかかわら ず、その写し を配布する こ と 。

議事録の標準フ ォ ーム

　 会議の名称は、 いつ、 誰が見ても 容易に、 す

ぐ 判断でき る よ う 、 略記する こ と なく 、 正式な

名称を書く べき である 。

　 　 公益社団法人　 日本青年会議所

○○○○年度　 第○回　 ○○○委員会議事録

Ⅰ⑴　 開催年月日（ ○曜日） ○○： ○○～○

○： ○○

　 ⑵　 場　 所

　 　 　 地方会議の標準規則は、「 場所」 は記載

事項に入っていない。国では国会議事堂、

県や市では県庁や市役所の各々定めら れ

た会議場がある ためである 。 そたがって

JCの如く 、 し ばし ば会場を かえ て行う

会議では明記する ほう が望ま し い。

　 ⑶　 出席者名

　 ⑷　 欠席者名

　 　 　 欠席者の記入し ている 議事録が時折みら

れる が、 こ れは罰則のよ う であま り 感心

し ない。 むし ろ責任の所在を明ら かにす

る には、 出席者名を書く べき である 。 ま

た、 遅刻、 早退は明記する 必要がない。

こ れは慣例になっている 。 つま り 、 出席

者数と 表決参加者は必ずし も 一致し なく

ても よ いと いう こ と である 。 こ れは、 表

決の際、 所要で席をはずし た者も 、 会議

の決定には責任を担わなければなら ない

と いう こ と と 同義である 。

　 以上⑴～⑵ま では、 本でいえば目次であり 、

次のⅡ以下と は区別さ れなければなら ない。

Ⅱ⑴　 開会…開会時刻

　 　 　 ⑴～⑹ま での順序は、 会議にし たがって

記入すべき であり 、 こ れが会議の開催順

序そのも のではない。

　 　 　 ○○○○幹事の司会によ り 開会

　 ⑵　 JC宣言文朗読並びに署名人の指名

　 ⑶　 議長就任

　 ⑷　 議事録作成人並びに署名人の指名

　 　 　 ○○○○委員長よ り 下記の如く 指名

　 　 　 議事録作成人○○○○委員

　 　 　 議事録作成人○○○○委員

　 ⑸　 定足数の確認（ 出欠点呼）

　 　 　 出欠者名を 列記し て あ る 議事録があ る

が、 こ れはあく ま でも 定足数の確認であ

り 、 本会議が成立する こ と を報告する 項

目でなければなら ない。

　 ⑹　 議事日程並びに配布資料の確認

　 　 　 正し い会議を運営する ためには、 審議事

項の項目に「 その他」 と いう 項目は設け

る べき ではない。 ま た、 議事日程は未審

議になる かも し れない議件の記録の意味

も あり 、 たと え当日変更があっても 、 最

初に通知さ れたも のを議事録に書き 残し

ておく べき である 。

　 ⑺　 前回議事録の承認

　 ⑻　 委員長挨拶

Ⅲ　 報告事項

　 ⑴　 委員長報告

　 ⑵　 副委員長報告

　 ⑶　 幹事報告

　 ⑷　 その他

Ⅳ　 審議事項

　 審議事項と は、 結論を出し た後、 実行さ れな

ければなら ないも のであり 、 協議事項や討議事

項は方向性を 見出すためのも のであ る 。 し た

がって、 審議・ 協議・ 討議は当然区別さ れる べ

き である 。

　 ○○○○委員長こ れよ り 議長と なり 、 各議案

を審議

　 ⑴　 第１ 号議案「 A 」

　 　 　 ・ 提案者名

　 　 　 ・ 提案趣旨

　 　 　 ・ セカンド の有無

　 　 　 ・ 審議経過
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　 　 　 審議経過はその会議が議事法に従って行

われれば書き やすい。

　 　 ａ 　 提案者およ び提案説明

　 　 ｂ 　 セカンド の有無→セカンド し た者の名

前は記入の要なし 。 審議する 必要があ

る と 思ってセカンド し ても 採決の際は

必ずし も 賛成する と は限ら ないから で

ある 。

　 　 ｃ 　 質問を全部受けてし ま う 。

　 　 ｄ 　 賛成ま たは反対意見を全部出さ せる 。

　 　 ｅ 　 採決→決定

　 　 　 意見の種類は次のと おり である 。

　 　 　 ・ 賛　 　 成

　 　 　 ・ 反　 　 対

　 　 　 ・ 条件付賛成（ 修正、 再修正）

　 　 　 ・ 保　 　 留

　 　 　 ・ 議決ある いは決定事項

　 ⑵　 第２ 号議案「 B」

　 ⑶　 第３ 号議案「 C」

　 　 　 項目を設ける 必要があれば、 協議事項ま

たは討議事項をつく る 。

Ⅴ　 次回開催日の決定

Ⅵ　 閉会…閉会時刻

　 議　 　 　 　 長　 署名　 捺印

　 議事録作成人　 署名　 捺印

　 議事録署名人　 署名　 捺印

　 議長－委員長と は限ら ない。 副委員長や他の

委員が議長を務める ケース も あり 得る 。 議長－

委員長であれば問題はないが、 そう でない場合

は、 次の点だけは留意する べき である 。

　 すなわち、 議事録と は、 その会議全体に容認

し たも のである 故、 その権限と 責任の究極の帰

する と こ ろは会議全体であり 、 具体的には、 そ

の代表者である 議長である 。

　 実際には議事録を作成する のは議事録作成人

ま たは委員会セク レ タ リ ーであっても 、 それは

議長の監督の下に行う のである から 、 つま る と

こ ろ、 議長が議事録作成の最高責任者である 。

　 以上の点から 考える と 、次の処理が望ま し い。

ａ 　 議長－委員長の場合

　 議長○○○○　 と する 。

ｂ 　 議長－委員長でない場合

　 委員長が議長、 議事録及び署名人を指名する

こ と を条件と し て連名にする 。

　 　 委員長　 ○○○○

　 　 議　 長　 ○○○○

　 　 議事録作成人○○○○

　 　 議事録署名人○○○○

　 議事録署名人が何ら かの理由で署名捺印を拒

否し た場合でも 、 議長の署名捺印さ えあれば、

付箋をつけてその旨記載し ておけば、 正式な議

事録と し て次回委員会へ提出可能である 。

行政裁判所判決でも 次の如く である 。

　 ｢町村会、 議事録ハ、 外ヘ署名ヲ 欠イ テモ、

コ レ ガ為ニ、 議事録タ ルノ 効力ナシト イ フヲ 得

ズ…」

　 １9７１年１２月１４日、 日本JC総務委員会（ 予定

者会議） の席上次の項目を 専務理事通達と し

て、 日本JC統一見解で発表さ れた。

　 ⑴　 議長の署名・ 捺印を必ず必要と する 。

　 ⑵　「 議事録作成人」 と いう 表現を統一する 。

　 ⑶　「 議事録署名人」 と いう 表現を統一する 。

議事録作成について

１ ． 作成者

　 １ 　 体調を整えておく こ と 。

　 ２ 　 サブ・ セク レ タ リ ーと 打合せをし ておく

こ と 。

　 ３ 　 議事法テキス ト ま たは動議リ ス ト に目を

と おし ておく こ と 。

　 ４ 　 前回議事録通読し ておく こ と 。

　 ５ 　 議事日程およ び会議資料を通読し ておく

こ と 。

　 ６ 　 録音テープに頼ら ずメ モをと る こ と 。

　 ７ 　 会議出席者の席と 名前を 書いた画面。

（と こ ろ ど こ ろ 名前を 入れただけでも 、

役に立つ）。

　 ８ 　 発言中の不明なと こ ろは、 すぐ に発言者

に対し て、 その箇所ま たは発言要旨の教

示を乞う こ と （ サブ・ セク レ タ リ ーに行

動し て貰う と よ い。）

２ ． 作成通数

　 ４ 通（ 内訳）

　 　 １ ． 事務局保存（ 印刷用正本） 用

　 　 ２ ． 署名人用

　 　 ３ ． 議長用

　 　 ４ ． 作成人控

　（ 注）専務理事に送ったほう がよ い場合も ある 。

３ ． 作成期間

　 一週間以内と する 。

　 次回開催日ま で余裕のないと き は、 ３ ～４ 日

で作成し なければなら ないので、 サブ・ セク

レ タ リ ーと 適宜に二分し て、 分担する こ と が

よ い場合がある 。
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４ ． 作成要領

　 １ 　 簡潔を旨と する こ と 。

　 ２ 　 決し て録音テープに頼ら ないこ と 。 委員

会要求さ れている のは、「 議事録」 であっ

て 、「 速記録」 ではない。 会議の経過と

結果の容量を記録すれば足り る のである 。

　 ３ 　 と はいう も のの、 １ 回だけの発言の機会

し かな かっ た人について は、 でき る だ

け、 議事録の記載にと ど める よ う 、 配慮

し たい。

　 ４ 　 記録をと る に際し て、 議案によ っては、

資料に直接書き 込むほう がよ い場合も あ

る 。

　 ５ 　 議事日程と 資料を参照し ながら 、 記録を

読み返し 、 次の諸事項につき 、 必要な訂

正加除をする こ と （ 青字の使用がよ い）

　 　 ⑴　 議題の通し 番号

　 　 ⑵　 資料番号

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 提案説明の小見出し

　 　 ⑸　 補足説明の小見出し

　 　 ⑹　 特別意見・ 質疑応答・ 討論の小見出し

　 　 ⑺　 発言者の役職の表示の整理

　 　 ⑻　 字句の修正・ 補完

　 　 ⑼　 重複発言の取捨（ 上記３ を配慮する ）

　 　 ⑽　 議長の発言は、 収録し ない方針を貫く

こ と

　 　 ⑾　 文章の要約に際し ては、 発言の趣旨を

損なわないよ う 注意する こ と

　 　 ⑿　 必要な場合は文章を補う こ と

　 　 ⒀　 不穏当な発言や不適当な表現と 思われ

る も のについては、 念のため発言者に

照会する こ と

　 　 ⒁　 ｢質問」 と 「 意見」 を区別する こ と

　 　 ⒂　 可能なかぎり 「 質疑応答」 と 「 討論」

に整理し て、 配列し なおすこ と

　 　 ⒃　 提出さ れた動議については、 何の動議

か、 小見出し を使う こ と

　 　 ⒄　 カッ コ や補助記号を整合さ せる こ と

　 ６ 　 再度読み直し ながら 、 大胆な削除を加え

る こ と 。

　 ７ 　 ていねいに清書する こ と 。

　 ８ 　 用紙は、 字数を数えやすく する ためマス

目の用紙を使用する こ と 。

５ ． 作成上の注意

　 １ 　 会議の名称は、 略記せず、 正式に記載す

る こ と 。

　 ２ 　 日時・ 場所・ 出席者を記載。

　 　 　 ・ 出席者名は、役職ごと に、姓のみで可。

　 　 　 ・ 会議構成員と オブザーバーは分けて書

く こ と 。

　 　 　 ・ 欠席者名は書かなく てよ い。

　 ３ 　 開会宣言者と 時刻を表示する 。

　 ４ 　 議長就任を明記する 。

　 　 　 ・ 選出方法ま たは就任根拠規定を示すこ

と が望ま し い。

　 ５ 　 議事録作成人・ 署名人（ 誰が誰を）

　 ６ 　 前回の議事録の承認（ 方法と 結果）

　 ７ 　 資料の確認

　 　 　 ・ 担当者を明記する こ と が望ま し い。

　 　 　 ・ 資料は、 当日配布資料を含めて、 議事

日程の順にし たがい、 通し 番号を付し

て、 列記する こ と が望ま し い。

　 ８ 　 議題の確認

　 　 　 ・ 担当者を記載する こ と が望ま し い。

　 　 　 ・ 議題の訂正後の議題を掲げれば足り る 。

　 ９ 　 新議題を採択し たと き は、 議題を掲げ、

提出者と 採択し た旨を記載する こ と が望

ま し い。

　 １０　 議事日程の変更は、 変更後の日程をかか

げれば足り る 。

　 １１　 会頭や議長の挨拶は、 特に必要な部分の

みでよ い。

　 １２　 審議事項

　 　 ⑴　 議題を全文掲げる こ と 。

　 　 ⑵　 資料およ び訂正箇所の表示。

　 　 ⑶　 提案説明者の表示。 説明内容は、 資料

に提案趣旨が記載さ れている と き は、

省略する こ と が望ま し い。

　 　 ⑷　 補足説明についても 同様。

　 　 ⑸　 発言者の役職は、 初出時のみ表示すれ

ば足り る 。

　 　 ⑹　 ｢動議の提出」 は、 その旨小見出し を

使う と 分かり やすい。

　 　 ⑺　 セカンド の有無を明記する 。 （ セカン

ド 署名は不要）

　 　 ⑻　 議長職権によ る 議事進行については、

特に必要な も ののみ記載すれば足り

る 。

　 　 ⑼　 採決は、 何について、 どのよ う な方法

でし たか、 明記する 。

　 　 ⑽　 賛成、 反対、 白票の票数を明記する 。

　 　 ⑾　 案件によ っては、 可決さ れた原案ま た

は修正動議の要旨を摘記する こ と 。

　 （参考例）

　 　 議長は、 原案を整理し て議場にはかり 、 挙

手によ って採決の結果、 賛成×、 反対×、
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白票×で、 次の通り 承認可決し た。

　 　 　 　 １ ） 　 …

　 　 　 　 ２ ） 　 …

　 １３　 ｢協議事項」 は採決を 要し ない。 提案者

と 協議の概要を摘記すれば足り る 。

　 １４　 報告事項、 監事所見等についても 、 簡潔

にま と める こ と 。

　 １５　 閉会宣言者と 閉会時刻を明記する 。

　 １６　 最後に、 日付と 会議の名称を表示し て、

関係者署名捺印のこ と 。

　 （参考例）

　 　 年月日

　 　 ○○青年会議所６ 月定例理事会

　 　 議長・ 理事　 　 ○○○○

　 　 議事録作成人　 ○○○○

　 　 議事録署名人　 ○○○○

　 　 　 　 同　 　 　 　 ○○○○

　 １７　 清書し 終わったら 、 読み返すこ と 。

　 １８　 発言者に出欠マーク がついている か、 出

欠簿を点検する こ と 。

　 １9　 事務局送付分については、 次のと おり ゴ

シッ ク 活字使用の指示をする こ と 。

　 　 ⑴　 議事次第

　 　 ⑵　 議　 　 題

　 　 ⑶　 資料の訂正箇所

　 　 ⑷　 ｢質疑応答」 「 討論」 の小見出し

　 　 ⑸　 ｢発言者名」

　 　 ⑹　 修正動議

　 　 ⑺　 採決、 およ びその結果

会館管理・ 運営規定

第１ 条　 　 こ の規定は一般社団法人佐賀青年会

議所会館の使用について規定する 。

第２ 条　 　 こ の会館は会館建設の趣旨にのっと

り 、 ま た青年会議所運動の目的を推

進する 場と し て会館を効果的に使用

する こ と を目的と する 。

第３ 条　 　 こ の会館は前条の目的を達成する 為

に会員及び非会員の広く 貸し 出す。

第４ 条　 　 会館を使用する 者は所定の書式によ

り 理事長に申し 込むも のと する 。

第５ 条　 　 会館の使用は原則と し て申し 込み順

によ り 許可する 。 会館使用の申し 込

みが重複競合し た場合には次の順序

によ り 許可する 。

　 　 　 ⑴　 佐賀青年会議所公式ス ケジュ ールに

よ る 諸会議及び委員会

　 　 　 ⑵　 佐賀青年会議所・ 地区協議会・ ブ

ロ ッ ク 協議会が主催する 会議

　 　 　 ⑶　 会員（ 特別会員を含む）を伴う 諸会議

　 　 　 ⑷　 非会員によ る 諸会議

第６ 条　 　 会館及びその他の使用料金について

は下記の通り と する 。

　 　 　 　 　 会　 員１ 時間につき 　 ５００円

　 　 　 　 　 非会員１ 時間につき 　 １,０００円

　 　 　 　 　 空調設備使用料金１ 時間につき

　 　 　 　 　 ５００円

　 　 　 　 　 会館使用料金について理事長が必要

と 認めた使用に関し ては割引き ある

いは、こ れを免除する こ と ができ る 。

第７ 条　 　 こ の会館の開館時間は下記の通り と

する 。

　 　 　 　 　 月曜日～金曜日（ 午前９ 時～午後時）

　 　 　 　 　 土・ 日曜日・ 祝日は原則と し て開館

し ない。

第８ 条　 　 会館の使用時間については原則と し

て開館時間内と し 理事長の許可を得

た場合はこ の限り ではない。

第９ 条　 　 こ の会館を使用する 者は次の事項を

遵守し なければなら ない。

　 　 　 ⑴　 危険物を持ち込ま ない事。

　 　 　 ⑵　 施設・ 設備・ 備品等を破損又は亡失

し た時は修理、 ま たは弁償する 事。

　 　 　 ⑶　 準備・ 後片付けはすべて使用者で行

う 事。

　 　 　 ⑷　 火の用心には特に注意をする 事。

　 　 　 ⑸　 使用責任者は会議終了後施錠を確認

し て退館する 事。

　 　 　 ⑹　 その他管理者の注意する 事項。

第１ ０ 条　 会館内駐車場での利用者の物品、 車

両その他の盗難、 車両破損等の被害

については利用者の責任と し 、 当会

議所は一切の責任を負わないも のと

する 。

第１ １ 条　 理事長が次の各号に該当する 場合に

会館の使用許可を取り 消すこ と がで

き る 。

　 　 　 ⑴　 一般社団法人佐賀青年会議所の運営

に支障をき たすと 判断し た時。

　 　 　 ⑵　 保安上の危険がある と 判断し た時。

　 　 　 ⑶　 使用目的ま たは条件に違反し て会館

を使用する と 判断し た時。

第１ ２ 条　 理事長はこ の規定の実施のため必要

な諸規則を理事会を経て定める こ と

ができ る 。

第１ ３ 条　 こ の規則は昭和６１年１ 月２３日よ り 実

施する 。
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第１ ４ 条　 こ の規則は平成１１年１ 月１ 日よ り 実

施する 。

減価償却積立金規則

第１ 条（ 目的）

　 　 こ の規定は、 本会議所に設置さ れている 減

価償却積立金について、 その目的及び管理等

の方法を定める も のである 。

第２ 条（ 積立金の目的）

　 　 減価償却積立金（ 以下、「 当積立金」 と 言

う 。） は、 佐賀青年会議所会館が、 建築後５０

年程度にて建替えを要する こ と から 、 その建

替え費用と する ために金銭を積み立てる も の

である 。

第３ 条（ 積立金の使用目的）

　 １ 　 当積立金は、 佐賀青年会議所会館の建替

え・ 新築費用以外の目的に使用する こ と は

でき ない。

　 ２ 　 前項の規定に関わら ず、 佐賀青年会議所

会館の維持・ 管理及び改修に必要な場合及

び本会議所の運営上必要である と 理事会が

認める 場合に限り 、 当積立金を使用する こ

と ができ る 。

第４ 条（ 管理方法）

　 １ 　 当積立金は、 当会議所の一般会計から 分

離・ 独立し て管理する も のと する 。

　 ２ 　 当積立金の管理方法を 変更する 場合に

は、 理事会の議決を経る こ と を要する 。

第５ 条（ 積立金の使用）

　 　 当積立金を使用する 場合には、 その使用目

的及び使用金額について総会に諮り 、 その承

認を得る こ と を要する 。 但し 、 緊急の場合、

理事会の承認を以て使用する こ と ができ る 。

尚、 こ の場合速やかに総会での承認を得る も

のと する 。

第６ 条（ 積立金への繰入）

　 　 当会議所は、 総会の決議をも って、 当会議

所の毎年の支出額よ り 、 一定金額を当積立金

に繰り 入れる こ と ができ る 。

第７ 条（ 規則の変更）

　 　 本規則を変更する 場合、 理事会に諮り 、 そ

の承認を得る こ と を要する 。

第８ 条（ 細則）

　 　 当積立金に関し 本規則に定めのな い事項

は、 理事会が別に協議し て決する 。

第９ 条（ 附則）

　 　 当規則は、平成２２年１２月６ 日よ り 施行する 。

周年事業積立金規則

第１ 条（ 目的）

　 　 本会議所に、 周年事業積立金を置く 。

第２ 条（ 積立金の目的）

　 　 周年事業積立金は、 当会議所が設立年度よ

り 起算し て５ 年又は１０年ごと に記念事業を行

う にあたり 、 当会議所が目的と する 公益事業

を行う ための費用と する ために、 金銭を積み

立てる も のである 。

第３ 条（ 積立金の使用目的）

　 　 当積立金は、 当会議所が設立年度よ り 起算

し て５ 年又は１０年ごと に開催する 記念事業の

ための費用と し てのみ使用する こ と ができ る 。

第４ 条（ 管理方法）

　 １ 　 当積立金は、 当会議所の一般会計から 分

離・ 独立し て管理する も のと する 。

　 ２ 　 当積立金の管理方法を 変更する 場合に

は、 理事会の議決を経る こ と を要する 。

第５ 条（ 積立金の使用）

　 　 当積立金を使用する 場合には、 その使用目

的及び使用金額について総会に諮り 、 その承

認を得る こ と を要する 。

第６ 条（ 積立金への繰入）

　 　 当会議所は、 総会の決議をも って、 当会議

所の毎年の支出額よ り 、 一定金額を当積立金

に繰り 入れる こ と ができ る 。

第７ 条（ 事業計画の策定）

　 　 本会議所は、 記念事業終了後遅滞なく 、 次

回の記念事業のための計画を立案し なければ

なら ない。

第８ 条（ 規則の変更）

　 　 本規則を変更する 場合、 理事会に諮り 、 そ

の承認を得る こ と を要する 。

第９ 条（ 細則）

　 　 当積立金に関し 本規則に定めのな い事項

は、 理事会が別に協議し て決する 。

第１０条（ 附則）

　 　 当規則は、平成２２年１２月６ 日よ り 施行する 。
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( 単位 : 円 )

金　　額

1,080,000

10,670,000

地方公共団体補助金
205,000

100,000

416
579,707

12,635,123

1,016,064
1,016,064

1,555,675
11,212

128,084
496,564
507,150
112,560
504,307

1,378,228
8,000

598,775
909,904
94,920

220,000
30,000

286,367
2,092,761

67,970
717,885

9,720,362
10,736,426
1,898,697

0
1,898,697

0

851,000
851,000

△ 851,000
1,047,697

81,000
966,697

16,257,610
17,224,307

0
0
0

17,224,307

正　味　財　産　増　減　計　算　書

科    目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 (1)　受取入会金
受取入会金

 (2)　受取会費

臨時会費
賛助会員会費

 (3)　事業収益

受取寄付金
 (6)　雑収益

受取利息
雑収益

（Ａ）経常収益合計

登録費収益
広告料収益

 (4)　受取補助金等
栄の国まつり事業

 (5)　受取寄付金
国際交流事業
支援事業

 (1)　事業費
委員会事業費

事業費合計
 (2)　管理費

給料手当
福利厚生費
会議費
通信運搬費
減価償却費
広報費
消耗品費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
賃借料
保険料
顧問料
租税公課
渉外費
支払負担金
支払手数料
雑費

管理費合計
（Ｂ）経常費用合計

　　　　　　経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

評価損益等調整前当期経常増減額 （Ａ）－（Ｂ）
評価損益等計
当期経常増減額

経常外収益合計

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

正会員会費

雑損失

Ⅲ　正味財産期末残高

　　　　　令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで

     １．経常増減の部

     ２．経常外増減の部

           ① 経常収益

           ② 経常費用

           ① 経常外収益

           ② 経常外費用

( 単位 : 円 )

金　　額

1,080,000

10,670,000

地方公共団体補助金
205,000

100,000

416
579,707

12,635,123

1,016,064
1,016,064

1,555,675
11,212

128,084
496,564
507,150
112,560
504,307

1,378,228
8,000

598,775
909,904
94,920

220,000
30,000

286,367
2,092,761

67,970
717,885

9,720,362
10,736,426
1,898,697

0
1,898,697

0

851,000
851,000

△ 851,000
1,047,697

81,000
966,697

16,257,610
17,224,307

0

正正　　味味　　財財　　産産　　増増　　減減　　計計　　算算　　書書

科    目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 (1)　受取入会金
受取入会金

 (2)　受取会費

臨時会費
賛助会員会費

 (3)　事業収益

受取寄付金
 (6)　雑収益

受取利息
雑収益

（Ａ）経常収益合計

登録費収益
広告料収益

 (4)　受取補助金等
栄の国まつり事業

 (5)　受取寄付金
国際交流事業
支援事業

 (1)　事業費
委員会事業費

事業費合計
 (2)　管理費

給料手当
福利厚生費
会議費
通信運搬費
減価償却費
広報費
消耗品費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
賃借料
保険料
顧問料
租税公課
渉外費
支払負担金
支払手数料
雑費

管理費合計
（Ｂ）経常費用合計

　　　　　　経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

評価損益等調整前当期経常増減額 （Ａ）－（Ｂ）
評価損益等計
当期経常増減額

経常外収益合計

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

正会員会費

雑損失

　　　　　令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで

     １．経常増減の部

     ２．経常外増減の部

           ① 経常収益

           ② 経常費用

           ① 経常外収益

           ② 経常外費用
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( 単位 : 円 )

科       目

Ⅰ資　産　の　部

         ①流 動 資 産

         現　金                                134,391

         預　金                            2,811,130

         未収会費                            1,090,000

         未収金                              245,000

流動資産合計 4,280,521 4,280,521

        ② 固 定 資 産 

　   　 (1)特定資産

　　 　　周年事業積立預金                    500,000

　　 　　減価償却積立預金                    5,250,836

特定資産合計 5,750,836

　   　 (2)有形固定資産

　　　 　建物                                24,500,000

　　　 　減価償却累計額  △                  17,452,650

有形固定資産合計 7,047,350

　　    (3)無形固定資産

　 　　　電話加入権                          145,600

無形固定資産合計 145,600

固定資産合計 12,943,786

資産の部合計 17,224,307

Ⅱ　負　債　の　部

         ①流 動 負 債                 

         未払金                              0

流動負債合計 0

         ②固 定 負 債                 

0

固定負債合計 0 0

負債の部合計 0

Ⅲ　正 味 財 産 の 部

         ①指定正味財産         

         ②一般正味財産 17,224,307

正味財産の部合計 17,224,307

負債及び正味財産合計 17,224,307

金       額

                 令和２年１２月３１日現在

貸　借　対　照　表
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○収入の部 （単位：円）　　　

項　目 勘 定 科 目 単価 人員
2020年

当初予算額
2020年

補正後予算額
決算額 差  異 摘　要

受取入会金 入会金 40,000 20 800,000 840,000 1,080,000 240,000 40,000円×27名

受取会費 正会員会費 120,000 80 9,600,000 10,610,000 10,670,000 60,000 新入会員27名 (第3期会費免除26名 78万)

臨時会費 0 0 0
賛助会員会費(法人) 0 0 0
賛助会員会費(個人) 0 0 0

事業収益 登録費収益(出店料) 0 0 0
広告料収益 0 0 0 佐賀城下栄の国まつり中止

受取補助金 地域活性化事業 0 0 0 佐賀城下栄の国まつり中止

支援事業 0 205,000 205,000 0 布マスク製作費補助(日本JCより)

国際交流事業 0 0 0 佐賀県国際交流協会より

受取寄付金 新型コロナ対策 0 100,000 100,000 0 佐賀青年会議所シニア・クラブより

雑収益 受取利息 1,000 1,000 416 -584 定期利息

佐賀ブロック協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000 0 佐賀ブロック協議会より

シニア・クラブ事務委託費 200,000 200,000 200,000 0 佐賀青年会議所シニア・クラブより

卒業生記念品代 10,000 14 140,000 150,000 150,000 0 15名

ジュース自販機収入 120,000 120,000 41,226 -78,774
その他 35,000 35,000 48,481 13,481 カード利用手数料

その他 0 0 0 雑損失で計上していた未収会費回収分

定期預金解約 減価償却積立預金繰入収入 0 0 0
周年事業積立預金繰入収入 0 0 0

11,036,000 12,401,000 12,635,123 -234,123

2,806,717 2,806,717 2,806,717 前期の流動資産から流動負債を差引いた額

13,842,717 15,207,717 15,441,840 -234,123

○支出の部

項　目 勘 定 科 目 単価 人員
2020年

当初予算額
2020年

補正後予算額
決算額 差  異 摘　要

ＪＣＩ会費 1,612 80 128,960 162,812 166,036 -3,224 10.5＄(単価1,612円)

日本ＪＣ基本金 0 60,000 60,000 75,000 -15,000
日本ＪＣ付加金 5,000 80 400,000 505,000 485,000 20,000
国際協力資金 1,825 80 146,000 184,325 187,975 -3,650
ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料 3,000 80 240,000 303,000 268,250 34,750
九地区運営負担金 4,000 80 320,000 404,000 342,000 62,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円

佐賀ブロックＬＯＭ負担金 0 30,000 30,000 0
佐賀ブロック会員負担金 3,500 80 280,000 353,500 318,500 35,000
出向費(日本ＪＣ) 20,000 8 160,000 80,000 80,000 0 4名

出向費(九州地区) 0 0 0 0
佐賀ＪＣシニア・クラブ入会金 10,000 14 140,000 150,000 140,000 10,000 14名　1名減

支払負担金　計 1,874,960 2,232,637 2,092,761 139,876

給料手当 1,550,000 1,550,000 1,555,675 -5,675
福利厚生費 20,000 20,000 11,212 8,788 労働保険料等

通信運搬費 500,000 500,000 496,564 3,436 電話FAXネッ利用料・郵送料・葉書切手代・郵送関係費

広報費 250,000 112,560 112,560 0 WEBサイト更新制作料

印刷製本費 1,550,000 1,550,000 1,378,228 171,772 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷関係備品

消耗品費 450,000 450,000 504,307 -54,307 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代等

光熱水料費 650,000 650,000 598,775 51,225 電気・ガス・灯油・水道代

支払手数料 80,000 80,000 67,970 12,030 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料

保険料 94,920 94,920 94,920 0 JC会館火災保険料

租税公課 35,000 35,000 30,000 5,000 理事登記簿変更代・収入印紙代

法人税 81,000 81,000 81,000 0 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円

事務費　計 5,260,920 5,123,480 4,931,211 192,269

雑費 100,000 100,000 99,666 334 新聞代・事務用品以外の備品

警備料 234,576 238,920 238,920 0 JC会館警備料

会館維持費 280,000 380,000 379,299 701 ゴミ収集代・会館WAX清掃代・修繕費等

雑費　計 614,576 718,920 717,885 1,035

会計顧問料 220,000 220,000 220,000 0 会計顧問料

顧問料　計 220,000 220,000 220,000 0

会場使用料 100,000 100,000 128,084 -28,084 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料・ZOOMライセンス費用

会議費　計 100,000 100,000 128,084 -28,084

土地賃借料 494,680 494,680 494,680 0 JC会館土地賃借料

リース料 470,000 470,000 415,224 54,776 JC会館備品リース料・再リース料

賃借料　計 964,680 964,680 909,904 54,776

渉外費 250,000 150,000 104,027 45,973 御樽代・お土産代

慶弔費 120,000 120,000 58,500 61,500 結婚出産祝い・佛花代・電報代

理事長活動費 250,000 150,000 77,960 72,040 寸志・理事長経験者バッジ等

褒賞費 40,000 40,000 39,880 120 個人褒賞・理事長特別褒賞等

諸会費 8,000 8,000 6,000 2,000 西神野自治会会費・外部団体会費等

渉外費　計 668,000 468,000 286,367 181,633

総務委員会 0 0 0 0
国際･ビジネス委員会 300,000 120,000 114,780 5,220
人財づくり委員会 400,000 114,000 103,976 10,024
青少年・環境委員会 450,000 453,800 443,505 10,295
まちづくり委員会 100,000 281,000 275,063 5,937
会員拡大委員会 100,000 80,000 78,740 1,260

事業費　計 1,350,000 1,048,800 1,016,064 32,736

佐賀ブロック大会登録料 3,000 80 240,000 0 0 0 コロナによりWEB形式での開催の為

九州地区大会 0 0 0 0
大会参加補助費 0 0 0 0
登録料 8,000 8,000 8,000 0 京都会議登録料

研修費　小計 248,000 8,000 8,000 0
雑損失 0 0 851,000 -851,000 2019～2019年度未収会費

雑損失　小計 0 0 851,000 -851,000

定期預金開設 減価償却積立預金繰入支出 0 0 0 0
周年事業積立預金繰入支出 0 0 0 0

11,301,136 10,884,517 11,161,276 -276,759

-265,136 1,516,483 1,473,847 42,636

2,541,581 4,323,200 4,280,521 42,679 今期の流動資産から流動負債を差引いた額

支払負担金

次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ）

渉外費

事業費

研修費

当期支出合計（Ｃ）

賃借料

その他支出

(一社）佐賀青年会議所２０２０年度収支決算書（案）

令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

事務費

雑費

顧問料

会議費

（

勘 定 科 目 単価 人員
2020年

当初予算額
2020年

補正後予算額
決算額 差  異 摘　要

入会金 40,000 20 800,000 840,000 1,080,000 240,000 40,000円×27名

正会員会費 120,000 80 9,600,000 10,610,000 10,670,000 60,000 新入会員27名 (第3期会費免除26名 78万)

臨時会費 0 0 0
賛助会員会費(法人) 0 0 0
賛助会員会費(個人) 0 0 0
登録費収益(出店料) 0 0 0
広告料収益 0 0 0 佐賀城下栄の国まつり中止

地域活性化事業 0 0 0 佐賀城下栄の国まつり中止

支援事業 0 205,000 205,000 0 布マスク製作費補助(日本JCより)

国際交流事業 0 0 0 佐賀県国際交流協会より

新型コロナ対策 0 100,000 100,000 0 佐賀青年会議所シニア・クラブより

受取利息 1,000 1,000 416 -584 定期利息

佐賀ブロック協議会事務委託費 140,000 140,000 140,000 0 佐賀ブロック協議会より

シニア・クラブ事務委託費 200,000 200,000 200,000 0 佐賀青年会議所シニア・クラブより

卒業生記念品代 10,000 14 140,000 150,000 150,000 0 15名

ジュース自販機収入 120,000 120,000 41,226 -78,774
その他 35,000 35,000 48,481 13,481 カード利用手数料

その他 0 0 0 雑損失で計上していた未収会費回収分

減価償却積立預金繰入収入 0 0 0
周年事業積立預金繰入収入 0 0 0

11,036,000 12,401,000 12,635,123 -234,123

2,806,717 2,806,717 2,806,717 前期の流動資産から流動負債を差引いた額

13,842,717 15,207,717 15,441,840 -234,123

勘 定 科 目 単価 人員
2020年

当初予算額
2020年

補正後予算額
決算額 差  異 摘　要

ＪＣＩ会費 1,612 80 128,960 162,812 166,036 -3,224 10.5＄(単価1,612円)

日本ＪＣ基本金 0 60,000 60,000 75,000 -15,000
日本ＪＣ付加金 5,000 80 400,000 505,000 485,000 20,000
国際協力資金 1,825 80 146,000 184,325 187,975 -3,650
ＷｅＢｅｌｉｅｖｅ購読料 3,000 80 240,000 303,000 268,250 34,750
九地区運営負担金 4,000 80 320,000 404,000 342,000 62,000 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円

佐賀ブロックＬＯＭ負担金 0 30,000 30,000 0
佐賀ブロック会員負担金 3,500 80 280,000 353,500 318,500 35,000
出向費(日本ＪＣ) 20,000 8 160,000 80,000 80,000 0 4名

出向費(九州地区) 0 0 0 0
佐賀ＪＣシニア・クラブ入会金 10,000 14 140,000 150,000 140,000 10,000 14名　1名減

支払負担金　計 1,874,960 2,232,637 2,092,761 139,876

給料手当 1,550,000 1,550,000 1,555,675 -5,675
福利厚生費 20,000 20,000 11,212 8,788 労働保険料等

通信運搬費 500,000 500,000 496,564 3,436 電話FAXネッ利用料・郵送料・葉書切手代・郵送関係費

広報費 250,000 112,560 112,560 0 WEBサイト更新制作料

印刷製本費 1,550,000 1,550,000 1,378,228 171,772 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷関係備品

消耗品費 450,000 450,000 504,307 -54,307 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代等

光熱水料費 650,000 650,000 598,775 51,225 電気・ガス・灯油・水道代

支払手数料 80,000 80,000 67,970 12,030 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料

保険料 94,920 94,920 94,920 0 JC会館火災保険料

租税公課 35,000 35,000 30,000 5,000 理事登記簿変更代・収入印紙代

法人税 81,000 81,000 81,000 0 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円

事務費　計 5,260,920 5,123,480 4,931,211 192,269

雑費 100,000 100,000 99,666 334 新聞代・事務用品以外の備品

警備料 234,576 238,920 238,920 0 JC会館警備料

会館維持費 280,000 380,000 379,299 701 ゴミ収集代・会館WAX清掃代・修繕費等

雑費　計 614,576 718,920 717,885 1,035

会計顧問料 220,000 220,000 220,000 0 会計顧問料

顧問料　計 220,000 220,000 220,000 0

会場使用料 100,000 100,000 128,084 -28,084 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料・ZOOMライセンス費用

会議費　計 100,000 100,000 128,084 -28,084

土地賃借料 494,680 494,680 494,680 0 JC会館土地賃借料

リース料 470,000 470,000 415,224 54,776 JC会館備品リース料・再リース料

賃借料　計 964,680 964,680 909,904 54,776

渉外費 250,000 150,000 104,027 45,973 御樽代・お土産代

慶弔費 120,000 120,000 58,500 61,500 結婚出産祝い・佛花代・電報代

理事長活動費 250,000 150,000 77,960 72,040 寸志・理事長経験者バッジ等

褒賞費 40,000 40,000 39,880 120 個人褒賞・理事長特別褒賞等

諸会費 8,000 8,000 6,000 2,000 西神野自治会会費・外部団体会費等

渉外費　計 668,000 468,000 286,367 181,633

総務委員会 0 0 0 0
国際･ビジネス委員会 300,000 120,000 114,780 5,220
人財づくり委員会 400,000 114,000 103,976 10,024

((一一社社））佐佐賀賀青青年年会会議議所所２２００２２００年年度度収収支支決決算算書書（（案案））

令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで

当期収入合計（Ａ）

前期繰越収支差額

収入合計（Ｂ）
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金　額

80 名 9,600,000

80 名 9,600,000

正会員会費
増　加　額

正会員会費
減　少　額

1 2020/5/31 50,000 70,000

2 2020/7/31 70,000 50,000

3 2020/9/30 90,000 30,000

4 2020/10/31 100,000 20,000

5

6

310,000 170,000

9,430,000

0名 0

27名 1,080,000

7名 840,000

3名 330,000

4名 280,000

2名 120,000

3名 150,000

2名 80,000

6名 180,000

4名 40,000

31名 2,020,000

0 0

26名 780,000

10,670,000

27名 1,080,000

１０７名

９２名

１２月仮会員承認 　　会　費 (１２月) @10,000円

　　会　費 (８～１２月) @50,000円

１０月仮会員承認 　　会　費 (１０～１２月) @30,000円

※会費請求は正会員承認後の為、12月仮会員会費4名分(@10,000円)は本年度未収会費とし、入会金は次年度で請求します。

会費徴収額 合計  ①＋②＋③－④

会員総数　※うち卒業生１５名

次年度スタート会員数　※仮会員４名含む

　　会　費 (９～１２月) @40,000円

②新入会員からの会費 合計

③入会辞退者からの仮会員会費 合計

１月仮会員承認 　　会　費 (１～１２月) @120,000円

２月仮会員承認

※１２月仮会員承認者４名は次年度1月理事会にて正会員承認となります。

④新型コロナウイルス感染症の影響による会費免除(7～9月分)　合計

６月仮会員承認 　　会　費 (６～１２月) @70,000円

７月仮会員承認 　　会　費 (７～１２月) @60,000円

８月仮会員承認

増加額　計 減少額　計

９月仮会員承認

①現会員からの会費 合計

新
　
入
　
会
　
員

入会金　@20,000円 １年以内に同じ企業・団体からの入会者

入会金　@40,000円 新　規　入　会　者

松尾　玖美

木下　優太

　　会　費 (２～１２月) @110,000円

松下　星矢

小島　稔

入会金徴収額 合計
※12月仮会員承認者4名分は次年度で請求
※内1名は他LOMから移籍の為、免除となります

２０２０年度会費・入会金徴収内訳(案)　

項　　目 人　員

当 初 予 算

年 初 実 数

会
員
資
格
喪
失
者

退
　
会
　
者

退会日 氏　名
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公益社団法人日本青年会議所

九州地区協議会

佐賀ブロッ ク 協議会

関係資料編





公益社団法人日本青年会議所 ２０２１年度会頭所信 

野並 晃 

【【ははじじめめにに】】  

新型コロナウイルスを起因とするパンデミックは、人類のあらゆる尊厳を脅かし、世界

規模で社会的、経済的、そして政治的危機を引き起こしながら、依然として私たちの生活

に甚大な影響を与えている。 

青年会議所もまた、その活動に大きな影響を受け、日々、生命の安全と経済の再生とい

う難しい選択を突きつけられた。 

「昨日までの日常が失われ、混沌とした空気が蔓延し、誰もが不安になる時代」 

「今までの価値観が変容し、新しい時代を迎えざるを得ない時代」 

私は、こんな時代だからこそ、７０年前に制定された私たちの創始の精神を今一度、噛

みしめ、改めて青年会議所の本来の姿を明確にして、行動していくことが求められている

と信じている。 

 

「新日本の再建は我々青年の仕事である。更めて述べる迄もなく今日の日本の実情は極め

て苦難に満ちている。この苦難を打開してゆくため採るべき途は先ず国内経済の充実であ

り、国際経済との密接なる提携である」 

 

いつの世も、光は辺境から差し込み、時代が変革していくように。 

 

【【今今、、私私たたちちがが問問わわれれてていいるる】】  

 戦後の荒廃期において、祖国日本の再建は、私たちが成すべきことであるのだという圧

倒的な当事者意識の集積が青年会議所を創り、その意志は全国へと伝播された。様々な時

代を背景として、日本の青年の運動は設立から７０年にわたって今日まで連綿と流れ続け

ている。 

 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令という、私たちが未だ経験したことがな

い事態を前に、今まで当たり前に行ってきたことを強制的に止められるという経験をした。

多くのことが止められても、家族のため、地域のため、生業のためと考えたとき、自分た

ちが起こすべき行動は、「明日、世界が滅びるとしても、今日、君はリンゴの木を植える」

という言葉に当てはまるものであった。 

企業にとっては、継続は１つの命題である。特に我が国においては、江戸時代の商家が

暖簾を守ることを使命として、日々の商いに努めてきたと言われている。仕事に励み、利

潤を上げていくことは、生活の維持向上のためでもあったが、それにも増して営業の基盤

を固め、商いの永続性を確立していくことが主人たるものの使命と心得、その使命遂行の

責任を持つ故に、従業員に仕事を命じることも協力を要請することもできたということで

ある。 

公益社団法人　 日本青年会議所　 ２ ０ ２ １ 年度会頭所信

野並  晃 
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青年会議所にとって、継続とは手段である。拠り所とする価値観を踏み外すことなく、

一方で時代に即した形で変わり続けてきたからこそ、今日の青年会議所が存在するのだと

私は解釈をしている。だからこそ、未来へ歩みを進めるために不可欠となる、原点への回

帰という作業を確認することで、立脚点を明確にし、その立脚点を前提として、未来への

進化を図っていきたいと考えている。 

今までの中心が明日には周辺になり、価値観や文化をも覆しかねない。過去から容易に

導くことができない事態の出現が頻発する、 今という大きな揺らぎの中にあっては、過去

が未来を決定するのではなく、どのような未来を描くかによって、過去と現在がどのよう

な意味を持つのかが創られるという文脈において、私たちは根源的な時間を生きるのであ

る。今という時代に光明を見出すのは、私たちの「純粋な正義感と、目的完遂の確固たる

実行力」 に他ならず、「打開してゆくため採るべき途は国内経済の充実であり、国際経済

との密接なる提携」に他ならないのだ。 

 

【【危危機機ははどどんんななととききもも私私たたちちのの隣隣でで「「ほほんんととううににそそれれででいいいいののかか」」とと囁囁いいてていいるる】】  

 今日までに経験した、時には多くの命が奪われた災害から、かつて私たちはどれだけの

教訓を得ることができたのだろうか。危機に直面し、誰もがいつもの日常に戻ることを求

めて、結局は何も学ばず変化しないことを私は最も恐れている。 

 私たちが、この世の中で生活するということは、常に何かを学ぶ姿勢であり、「生きるこ

と」と、「生き残ること」の両義性こそが重要であって、ただひたすらに生き残ることだけ

を目指していたのでは、むしろ私たちの生活を破壊しかねない。生き残ることだけを目指

し、友人と親交することをやめ、危機を完全に排除しようと他者を差別することは、反対

に生活を破綻させることにつながる。それは私たちの生活を、生きるか、生き残るかとい

う二元論に押し込めてしまう議論の在り方そのものに問題があるからだ。そうだとすれば、

どちらにも偏らない生活への気遣いこそが、今を生きる私たちが危機と共生する時代の、

倫理の導きの糸となるのではないだろうか。 

私たちは、あらゆる事柄に倫理的に完全に無関心になることは決してできない。誰もが

不安と鬱屈を抱えている。それでも他者への想像力を働かせることが、自身を救い、そし

て人を救うのだ。倫理とは、異質という錯覚を「今のあなたは私だったかもしれない」と

いう事実に転換することである。 

危機から私たちが試されているのは、そこから学ぶ態度を持ち、変化する関係性の中か

ら生み出される矛盾を、二者択一で解決するのではなく、矛盾を内包したより高次のレベ

ルへ統合する思考を持てるかということである。世界は様々な矛盾で満ちており、その中

で何かを実現しようとすれば、二面性の壁にぶつかるのが現実の姿だ。この二面性を否定

せずに受け入れ、統合することによって、「どちらか」の二項対立を乗り越えて矛盾を克服

し、「どちらも」を実現する新たな価値の創造へと至るのである。 
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【【新新たたなな時時代代へへのの視視座座】】  

１８世紀イギリスに端を発した産業革命は、産業の効率化を推し進め、産業資本の成立

によって資本主義経済が完成した。その後、資本主義社会は展開され、都度修正を経なが

らも２１世紀を迎え、市場経済万能の様相を呈している。世界的な恐慌や危機を回避する

べく様々な網目が張られているものの、世界的な課題はより複雑化し、過去からの延長や

教訓では太刀打ちできないような病理を浮き彫りにしている。 

 経済の対象は言うまでもなく人間であり、人間を取り巻く社会である。経済とは、それ

自体が目的ではなく、人間としての目的や社会としての目的を達成するための手段だ。人

間としての幸福は、資本主義の金銭による計算では表せない。株主資本利益率や市場の効

率化のみを追求しても、経済の本来の目的を達成することはできない。私たちに問われて

いるのは、新たな手口を編み出すことではなく、本質的な目的に正対することに他ならな

い。 

人口減少・超高齢化に向けた流れが着実に進行し、財政にも課題を抱え、慢性的なデフ

レが続き、力強い経済成長をなかなか実現できず、地域社会が疲弊するという悪循環に陥

っている。今こそ、本質的な目的に正対し、物量を指標とするのではなく、質的な指標を

掲げて、新たな時代を生き抜いていくべきである。つまりは、クオリティ国家を目指すべ

きである。クオリティ国家を目指すためには、国を構成する地域が自立し、自ら積極的に

輝こうとする主体性が前提となる。 

企業においても、個々の企業が利潤最大化を通じて株主利益を追求することにより、結

果として社会全体の善や幸福が達成されるという思考は、現在、修正を迫られていること

に議論の余地はない。ビジネスの本質とは利益の最大化のために競合他社をしのぐことで

はなく、その企業に特有の価値観やビジョンに基づいた卓越性を求め続けることである。

卓越性を追求していくことは、携わるステークホルダーのみならず、社会に対する共通善

に貢献しようとする姿勢を同時に形成する。つまり、利益は価値の創造の結果であり、そ

れ自体が第一優先ではないのだといった価値観への共感の連鎖を紡いでいくことが、今日

に対峙すべき視座なのである。 

 

【【地地域域がが主主体体的的にに自自立立しし、、自自らら輝輝ここううととすするる姿姿勢勢をを訴訴求求ししたたいい】】  

 質的価値を追求する国家を目指す上で鍵となるのが、私たちが住み暮らす地域である。

量的なＮＯ．１を目指すためには、各地域がバラバラに産業発展の努力をするのではなく、

国家が主導して、全体としての効率を優先しなければならない。そのためには、権限や資

本を中央に集中させ、より錬成され統一された技法を各地域に水平展開して、強力に開発

を推し進めることが最も有効かつ効率的であった。 

実際、日本は、世界に誇る識字率の高さとも相まって、加工貿易立国として奇跡的とも

言える量的発展を成し遂げた。しかし、こうした時代が終わりを告げた今、過去の成功モ

デルから脱却しなければ未来はない。かつての成功モデルに則った、上からの地方創生は
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既に限界を迎えている。質的優位を達成するためには、統一された技法が全国で用いられ

ることよりも、多種多様なイノベーションが日々巻き起こることのほうがずっと重要であ

る。だから、新たな時代において、質的優位を達成するためには、かつて中央に集中した

権力や資本を地方に分散させ、日々イノベーションを産み出すための土壌を全国各地に創

り出す必要がある。そうした意味で地域こそが鍵となるのである。青年会議所においては、

各地域の会員会議所が全ての根源である。メンバーは必ず各地の会員会議所に所属し、そ

こでの地域活動が最初の青年会議所活動となる。全ての基本は地域である私たちだからこ

そできるイノベーションを産み出す手法があるはずだ。 

 また、単に土壌を創り出すだけではそこにイノベーションは産まれない。地域に生きる

青年経済人の責任として、まちづくりに向き合い、地域に根差し、そして向き合い続けて

いく私たちだからこそ、能動的な当事者として、自らの地域の成長戦略を可視化できるよ

うな、未来の補助線を描く責任があるのだ。新たな時代を肯定し、地域の生き方を再定義

する必要がある。かつて日本では、一村一品運動という地域の活性化策があった。１つの

村に１つの特産品を創り、日本全国に展開し、地域を盛り上げようというのである。また、

まちおこしの名の下に、祭やイベントを企画し、名所を掘り起こそうとした時代があった。

今の時代に創り出すのは特産品ではない。産み出すのは「モノではなく価値」である。実

際、全国に展開可能な特産品を産み出すことなど容易ではない。また、国民の多くが訪れ

る新たな名所などそうそう見つかるものでもない。 

 地域において新たな価値が産み出されたとき、それを全国に水平展開しようとする必要

はない。先にも述べたように、各地域において活動する私たちの手の届く範囲で質的に高

い価値が提供されていること、それは、その地域でしか提供できない価値だからである。

同じ成功モデルを全国展開しようという考え方は、多様性が基軸となる新たな時代にそぐ

わない。それは、ともすればモデルの「押しつけ」になり、かつての上からの地方創生の

同じ轍を踏むことにもなる。私たちは他地域の成功モデルを追い求めるのではなく、一人

ひとりが創造者であることを自覚する必要がある。そして、各地域でそれぞれのメンバー

が輝き、それぞれの地域にあった運動を展開することが、日本国内全体における青年会議

所の価値を高めることにつながる。 

多くの地域では人口減少への対応策についても、人口を闇雲に増加させるような政策で

はなく、経済、産業政策をもって新たな財を稼ぐ方法を検討し、乗り越えていくしかない。

人口過剰状況を前提とした過去の低生産性社会から脱却し、人口減少時代における低需要

でも、質の高さで人々を引き寄せる新たな需要を生まなければならない。また、人口に左

右されない高い生産力による稼ぐ力を確保するために、進行する超高齢化社会を受け入れ、

高齢者も高い生産性を持って活躍できる社会を実現しなくてはならない。 

 地域経済的観点からも、より持続性の高い企業やまちに投資が集まる時代が目の前に到

来している。たとえ小規模でも持続可能な地域を実現するビジネスモデルが資金を調達で

きる機会を提供し、持続可能性や取り組みを可視化し、世界基準での評価を得られること
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で、地域内のパイをお互いに奪い合うのではなく、ＥＳＧ投資をはじめとする、経済の水

源としての人・モノ・情報が世界から集まる自立した地域を創ることができる。このよう

に考えると、いわば人類の目標であり世界の目標であるＳＤＧｓについても、それが地域

の在り方という文脈で必ずしも水平展開される必要はないことに気付くだろう。実際、最

近の企業の統合報告書においては、各社においてどの項目に取り組んでいるかを丁寧に示

してアピールに余念がないが、その内容はどうしても横並びにならざるを得ない。しかし、

持続可能性という概念の達成に向けて、各地域が創造的努力をするのであれば、自然と各

地域に独自の指標が設定されるはずなのである。こうした１８番目のゴールのように、余

白の世界に価値を持つことがニューノーマルの中で求められており、その創出が今の社会

に対して提供することのできる価値となるのである。 

地域で輝く人財には、与えられる環境が重要である。その人財の価値観は、私たちの住

み暮らす地域の中でだけ提供される価値であっても良い。その価値が十分に質的に高く、

さらには人財が各地域で生み出され活躍すれば、各地域はそれぞれの色で輝き出す。スポ

ーツを通じた取り組みもその一部である。地域や分野に尖った人財が生まれる環境が整う

ことで、それぞれに彩のある質の高い地域が生まれ、社会により良い影響をもたらすので

ある。 

 リアルな活動が制限される中において、デジタル活用が様々な場面で必要性を増し、一

方でデジタルが強化されることで、リアルな活動においても新たな価値を創出する必要性

に迫られている。従来の仕組みを単にデジタルに置き換えるのではなく、体験の本質は何

かを追求し、体験することでその先に行けることが重要だ。デジタルにより、できなかっ

たことができるようになる。それぞれの仕事の価値を高める。仕事の仕組みが変化するこ

とで一人ひとりの価値を掴み、一人ひとりが納得し満足できる商品やサービスを作る。そ

れがニッチなものであっても、品質を高めていけば社会とも共有できる価値になる。そう

いう体験をビジネスにつなげていくことが、これからの企業に求められているのである。 

 

【【地地域域のの自自立立をを促促しし、、背背中中をを押押すすここととがが柔柔靭靭なな国国家家のの形形成成ににつつななががるる】】  

 地域に権力や資本を分散させたとしても、国家レベルの課題を地域に担わせることが妥

当でないことは言うまでもない。国防や巨大インフラの整備といった事業を、地域の手に

分散して担わせることはできない。そして、国家的課題に対する各戦略について、私たち

日本青年会議所は必ずしも専門的知見も経験も有していない。 

 しかし、国家とは地域の延長であり、地域に住み暮らす人々を抜きにして成り立つもの

ではない。したがって、地域に密着し、地域で新たな価値を提供する私たちが、国家的課

題を把握し、それを各地域において実践することは重要な意味を持つ。私たちが実践すべ

きは集積された権力や資本を運用するための戦略ではなく、多様性ある各地域でなし得る

地に足の付いたリアルな戦略である。そうした戦略を、国家的戦略の立案・遂行を担う人・

団体とパートナーシップを組み、これを継続することによって、よりリアルに実践してい
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くことこそが、新たな時代の日本青年会議所に課せられた担いである。 

経済についても、人口が減少局面に入り、行き詰まることの明白な社会保障費の激増に

対し、収益の確保は重要であるものの、量的観点からいたずらにＧＤＰの拡大を追いかけ

るべきではない。そうではなく、少ない費用でも質的に良好な生活を送れる環境を実現す

ることで解決を図るべきである。そのために鍵となるのは、海外を含めた優れた知見を呼

び込む環境の整備である。総務省がまとめた２０１９年の人口推計では、死亡数から出生

数を引いた日本人の自然減は４９万人で過去最高となった。一方で７５歳以上の人口は５

０万人超増えて総人口の１５％に迫り、超高齢化が加速する。一方で、外国人の入国者か

ら出国者を引いた社会増加は初めて２０万人を超えた。４年前と比べて倍の規模であり、

人口減が進む日本の人手不足を補う層として厚みを増している。出産・育児に関わる支援

を引き続き推し進めるとともに、ラグビーワールドカップにおける日本代表のように、も

ともと外国籍だった人を含めたワンチームを創り出すために、能力のある外国人を日本社

会に適応・融合させる実績を積む必要がある。こうして、海外も含めた優れた知見を呼び

込み、各地域においてこれを実践するために、賃金という量的な観点だけでなく、質的に

魅力的な雇用環境の整備を今すぐにでも始めるべきである。 

 優れた知見の確保という意味では、日本の将来を担う子供たちや若者に対する教育の質

的転換も重要である。インドはフォーチュン５００社（米フォーチュン誌が毎年発表する

上位５００社のリスト）に多くの副社長以上の役職者を提供している。人財育成という観

点において、世界の経営陣の中で活躍できる人財を大量に輩出しているのである。インド

の教育において力が入れられているのはＳＴＥＡＭ（サイエンス・テクノロジー・エンジ

ニアリング・アート・数学）教育と英語である。現在、日本の教育は日本の社会の中で生

き抜くことを前提とされているが、教育においても、日本にとどまることなく世界化して

いかなければならないという危機感を持たない限り、教育レベルの世界の中での相対的な

低下とともに、国民のレベルの低下にもつながる。答えがある時代の教育から、答えのな

い時代の教育への変化が必要なのである。また、メディアリテラシーに関しても、現実が

刻々と変化することを理解したうえで学び続ける必要がある。 

 これらの国家的取り組みは、かつてのような中央からの押しつけであってはならない。

地域がその実情に応じ、質的観点で自発的な、そしてその地域に限定した取り組みを実践

すべきなのである。そのためには国と地方の権限に関して、今一度その在り方を見直すべ

き必要性がある。私たちは各地域の目線からこうした研究を行い、質的な権限委譲を実現

させていく。現在の都道府県の立ち位置としては、機関委任事務は廃止されたものの、地

方における行政サービスを中心として、国から委託された範囲の中で行う機関としての役

割が未だ多く残っている。つまり、地方にはまだまだ制限された自治権しかないというの

が現状である。アメリカやドイツはそれぞれの州が三権を持ち、企業誘致をはじめとした

産業政策、すなわち地方の繁栄と雇用創出は州の権限で実施し、連邦政府は国籍や外交、

国防、金融政策に関することを決定するという役割分担がされている。中国も人事権は中
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央が押さえているが、経済政策に関しては市長に権限が与えられており、経済成長の目標

さえ達成していれば、開発原案は通るようにできている。結果、１００万人都市は１４０

以上にも増え、計画経済と言われながらも地方に権限を与え競わせたからこそ全体として

高い経済成長を達成できたと言える。国民幸福度が高く福祉国家、高生産性国家として名

高いデンマークでは、国家の権限は医療行政に集中しており、それ以外の各種政策は地方

の状況に合わせて各地方が高度な自治権を有している。 

 もちろん、主権国家がどのような統治制度を採るかは、歴史や国柄が大きく関わってく

るため、他国の制度をそのまま我が国へ水平展開しようとするのは愚の骨頂である。とは

いえ、常に今日が起点であるという意識で世界を見渡し、我が国を見直せば、憲法を聖域

と考える必要はまったくないことに容易に気付くのである。私たちは、質的価値を重視す

る国家の観点から、改めて主権者として統治の在り方を考えることが重要である。 

新型コロナウイルスの蔓延は国家に大きな被害をもたらしたが、一方で、病院や避難所

などの社会インフラの拡充と、これらへの投資の必要性を再認識するきっかけになった。

実際、当初は有症者を全て病院において対応するという方針で進んだものが、その後の情

勢からホテルを借り切るなどの施策も合わせることで、病床不足に陥ることを補った。避

難所生活においても今までの行動を変容することが必要とされるとともに、平時の想定が

予想以上の混乱をきたさないことにもつながる。地震や暴風雨のようにある程度地域が限

定されたものから、疾病のように国全体を覆いつくすものまで想定範囲が広がった中で、

地域におけるインフラ投資を推し進めるとともに、今までのパートナーとの連携を緊密に

したうえで、新たなパートナーとの連携を構築する必要性も認識されたのである。これま

での災害の調査から、友人、家族、近所の人々が、有事の際に最も重要な支援元であるこ

とが多いと分かっている。行政とコミュニティの非常時対応の役割を明確にするとともに、

地域社会の活動を通じて築かれる地域コミュニティに生まれる人間関係は、災害対応を超

えて地域の連携と信頼関係を高める取り組みとなる。 

 強靱な国土を創るための国防やインフラ整備について、国家的事象としてこれを自らと

無関係とし、乏しい情報と知見に基づいて空論を交わすことは容易いが無意味である。私

たちは量的観点から質的観点へとパラダイムシフトするとともに、国家的事象を自らと自

らの地域に落とし込んで課題を探り、解決する視点を持たねばならない。国家有事の際、

作戦に必要な物資、生活に必要な物資はどこでどのように不足するのか。地域にはどれほ

どの不便や混乱が生じるのか。食糧自給率や土地の管理に関する問題など、無論、専門家

によるシミュレートはされているものの、地域を知り地域を動かすことのできる私たちに

は、できる備えがあるはずであり、それが地に足の付いたリアルな国防である。 

 

【【世世界界がが内内側側へへのの志志向向をを強強めめるる中中ににああっってて、、民民間間レレベベルルににおおけけるるささららななるる連連携携をを求求めめたた

いい】】  

ウイルスのような目に見えない敵と対峙したとき、一時的にその敵に打ち勝つために、

63



 

人の往来を止めるということは合理的な判断である。だからといって、人・モノ・情報が

ボーダーレスで移動・流通するのが当たり前となった世界において、世界が恒久的に分断

されるということはあり得ないし、あってはならないのである。国家という基本的枠組み

は失われないものの、グローバル化した世界において、人類は相互理解と連携をこれから

も続けていくことになる。渡航に物理的な制限が生じることは、各国との相互理解と連携

の必要性を些かも失わせない。ウイルスとの対峙が長引く今だからこそ、ニューノーマル

な世界を先駆け、あらゆる方策と新技術を用い、他の国際組織と協働し、ときにはイノベ

ーションを産み出して、国際社会の一員としての役割を全うしていくべきなのである。 

地球上のいかなる国家も、自国のことのみに専念し、他国を蔑ろにしてはならないので

あって、我が国はこの理念を共有する国際社会において名誉ある地位を占めてきた。日本

を取り囲む海と空は世界中いかなる国・地域ともつながっており、近隣諸国という距離的

概念に囚われない国際戦略が必要とされている。中国とは常に次世代の関係構築を行って

おり、世界の平和を意識した関係の深化が求められている。その際に鍵となるのが、成熟

国家・課題先進国として世界をリードする我が国の立ち位置である。お互いが強みとする

ものを民間交流の視点で活かすことが重要である。 

ＪＣＩに対し、日本は世界に誇る会員数を提供し、そのプレゼンスを高めてきた。しか

し、会員数といった量的優位だけに依存してはならないことは繰り返すまでもない。まし

てやここ近年では、毎年拡大に成功している国家青年会議所や地域に対して、会員数にお

ける量的優位という観点において、日本が会員数トップでいられるのも時間の問題である。

しかし、ＪＣＩにおいて日本のプレゼンスが高いのは会員数による量的優位だけでは決し

てない。毎年展開している運動や事業の質、組織としての運営方法、さらには政府や地方

自治体との連携など、他国の国家青年会議所との違いは明確である。２０２１年度は、Ｊ

ＣＩ会頭を日本から輩出する特別な 1年であり、ＪＣＩとの協働をさらに強く推し進める

ことのできる年となることから、この機会を通じて世界で活躍するリーダーから多くの学

びを得ることが重要である。また、全世界から注目を浴びる年だからこそ、各国青年会議

所の模範となる運動を推し進めることで、ＪＣＩにおける日本のプレゼンスをさらに高め

ることができるチャンスの年でもある。ウイルスによって人の往来が難しくなった今、他

国との連携を図ることは難しくなったかのように思われるが、実際には技術的な発達によ

りオンラインを用いて世界とつながることは容易であり、そのことに気付いた各国青年会

議所では、今や会議やトレーニングのみならず諸大会においてもオンラインを使用して行

うことが主流になりつつある。コロナ禍だから国際交流は難しいのではなく、コロナ禍だ

からこそ、逆に世界との壁がなくなりつつあることを認識し、民間レベルにおけるさらな

る連携を推し進めていくことが大切である。 

私たちが各地域で成すべき価値の創出と質的向上は、世界という舞台においても成すべ

きことである。ＳＤＧｓの１７の目標はその際の有効な指標であり、世界各地での実践を

さらに加速させていかなければならない。ただし、ある地域で成した実践を、他地域へ、
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または世界へと波及させることを重視する必要性は低い。その地域の実情にあった、その

地域にのみ妥当する手法で十分であり、これを数多く実践するほうが重要なのである。日

本青年会議所においては、２０１９年にＳＤＧｓを運動の主軸に置き、各地会員会議所と

ともにＳＤＧｓ推進宣言を採択し、一丸となって推し進めてきた。このことは、世界の青

年会議所も注目しており、今やＪＣＩにおいても日本のＳＤＧｓの推進事例は注目を浴び

ている。今後は、コロナ対策とＳＤＧｓを絡めた運動をオンラインなどの技術を駆使して

展開することで、さらなるプレゼンスを高めていく必要がある。 

 このように、世界を１つのフィールドと捉えたとしてもなお、ロシア、そしてアジアと

の関係維持は戦略上重要である。距離的概念は別にしても、その歴史的関係の深さ、感情

的なつながりと対立は、今なお全ての日本人が向き合うべきアジェンダである。これまで

培ってきた両地域との関係を維持し、相互理解をより進めるべきである。今後、世界が置

かれる状況から明らかであるのは、これから確実に起こり得るリスクに備える適応ビジネ

スが、世界中で成長する分野であるということだ。世界的にも多くの課題を経験してきた

日本のそれぞれの地域が、自らの解決力を他のまちより先んじて高めることで、この適応

ビジネスを信頼される質の高い輸出産業に育てることが成長戦略の１つとなるのである。 

 ところで、このような国際事業に取り組む際、私たちに大きく立ちはだかるのが言語の

問題である。世界で最も広く使われている英語と我が国固有の言語である日本語とは、他

の言語に比べ、言語構造が最も離れているとの研究がある。すなわち、英語圏の人々にと

って日本語は最も身につけがたく、私たち日本人にとって英語は最も身につけがたい言語

なのである。ＪＣＩにおいては、日本語は主要言語の１つである。しかしながら、実際に

日本語を使用できるメンバーが他国にいるわけでもなく、コミュニケーションには英語が

必要不可欠である。一方で世界会議などの総会を見てもわかるように、他国の多くのメン

バーは英語を使用することができ、英語によって民間外交を推し進めている。日本語が主

要言語であるからと言って、いつまでもそのことに甘んじていては、日本が世界から取り

残されることになってしまう。どんなに素晴らしい運動を展開しても、どんなに画期的な

アイデアを持っていたとしても、それを共有する術がなければ、世界から共感を産むこと

は難しい。日本人は誰しも義務教育や高等教育において英語の勉強をしている。国内にお

いて英語を習ったことがないという日本人はほとんどいない。それにもかかわらず、英語

を使用できない、英語を扱うことに強い抵抗感を持っている日本人はあまりにも多い。日

本青年会議所の組織及び１０年後、２０年後の未来を見据え、他言語及び他文化理解に関

する国際教育の推進が急務である。 

 

【【新新たたなな自自己己生生成成をを繰繰りり返返すす能能動動的的存存在在でであありり続続けけたたいい】】  

組織の現状から組織の改革への決断を行った２０２０年度において、現状を悲観的に捉

えず、時代に即した組織へと改革できる絶好の機会であると受け止めようという観点が起

点となった。新型コロナウイルスの感染拡大に直面をして、あらゆることが、従来と同様
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の進め方ができないからこそ、未来にビジョンを定め、組織の本来的な目的を見失わずに、

どのような手段としての選択肢があるのかということに向き合う機会でもあった。 

 若者や女性活躍社会の実現を謳いながら、メンバーの平均在籍年数も増えず、女性メン

バーが極端に少ない現状について、根本的な原因分析を行い、数値目標ではなく質的な環

境整備を行うべきである。事業の魅力、人財の魅力が相まって会員拡大が果たせるのであ

る。新型コロナウイルスの蔓延によってメンバーが疲弊し、会員数を減少させている各地

会員会議所がある一方で、コロナ禍においても会員拡大や組織改革を推し進め、成功させ

ている各地会員会議所も少なくない。ピンチをチャンスとして捉え、前向きに活動を推し

進めていくことで、様々なアイデアが浮かび、組織を前進させることができるのである。

また、パートナーシップを持つ団体との連携を、個人間のつながりにとどめることなく、

組織の資産として蓄積することで会員拡大に活かす仕組みを構築する必要がある。 

 ２０２１年は日本青年会議所設立から７０年目という節目の年を迎える。この節目の年

に、先人たちが積み上げてきた７０年の歴史を振り返り、私たちが過去から積み重ねてき

たものを整理し、いつの時代にも常に振り返りができる環境を整備する必要がある。また、

経験を積み巨大化した組織とは、時に様々な不合理を生み出すこともある。調和と共生を

宗とする日本人の在り方も相まって、曖昧で情的、そして硬直した組織関係が弊害として

生じていることもまた直視せねばならない。日本青年会議所の組織の在り方は、これまで

多くの具体的な成果を挙げ、メンバーの人生をポジティブに変えてきたが、同時に生ずる

弊害が、疲弊し消耗するメンバーをも生んできたことは否めない。また、社会が高度なコ

ンプライアンスを要求するようになっているところ、曖昧で情的な組織は、社会が求める

だけの規律を維持できない危険が高まっている。コンプライアンスの確立と維持のために

チェック機能を強化することは当然であるが、そもそもメンバーが自律的且つ主体的に規

律を維持するような組織運営の在り方や、組織としての生き方に向き合うべきである。ま

た、不確実で複雑な時代に、様々な労力を費やす大義を踏み外すことのないように、メン

バー全員が、青年会議所の普遍的な理念と、時代に即したビジョンを腑に落とす必要があ

る。これまでは経験的理解と人的交流に重点をおいて継承されてきた日本青年会議所の理

念、ビジョン・ミッションを、入会して間もないメンバーでも共有し実践できるような方

策を進めなければならない。新型コロナウイルスの蔓延は、三信条をはじめとする日本青

年会議所の理念を、メンバー一人ひとりの中でアップデートする大きな機会となるはずで

ある。 

コロナ禍により集合型の事業の開催が難しくなる中で、巷ではオンライン研修など個々

の能力を向上させるニーズは高まりを見せている。私たちが持つ、個人能力開発に適して

いるＪＣＩ公式コースやＪＣＩ推奨コース、日本ＪＣ公認プログラムはさらなる受講しや

すい環境作りが必要である。また、経済情勢が不安定な中、青年会議所活動より仕事に集

中すべきであるという意見もある。学びの過程においては、インプットにとどまらずアウ

トプットを重ねることで、理解の強化やさらなる視点の獲得につながる。私たちはなぜ青
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年会議所活動に時間を費やすのかという問いに立ち戻った際に、青年会議所という仕組み

を通じて、自らの地域を、社会を、自身が守るべき者のためにより良く変えていくという

活動の本質的な大義を、一人ひとりが胸を張って語るべきである。 

 世界約８０か国のリーダーとの出会いは、個人と個人との関係性を強力に構築する。民

間外交の基盤となるものは、この個人と個人との関係性である。日本青年会議所がＪＣＩ

に加盟するまでの経緯や、国際アカデミーの歴史を学ぶことは、現在の世界情勢の中で日

本が果たすべき役割を明確にする。また、我が国が目指すべき質的国家への転換について、

今後経済発展を終え、日本と同じような課題に直面すると考えられる世界中の国に対して、

警告し教示し支援すべき道義上の義務を負うのである。 

 ブロックにおいては、会員拡大やアカデミー事業を重要視しているところが多い。しか

しながら、その事業の質が全て高いところで維持されているという訳でもない。日本の未

来のために活動する会員会議所のメンバーを、地域で育てる組織体制を創るとともに、今

後の会員候補となる世代を事業に巻き込む仕組みを構築することで、運動の発信と会員拡

大の両輪が回るようにする必要がある。私たちはこの青年会議所を、最高のリカレント教

育の場として開かれた存在にする必要がある。かつては「ＪＣしかない」と言われた時代

から、今は「ＪＣもある時代」とよく耳にする。今後リカレント教育を行う組織が増える

ことが予測される中で、青年会議所が実践を通じ、まちづくり、組織のリーダーとして、

家族を守るものとして、唯一無二の世界最高レベルの学びと気付きのリカレント教育の場

となる努力を行う組織であることが、社会に必要とされる組織となる条件である。 

私たちは、共通した志と目的を有した組織であるが、隣町の青年会議所が行っている事

業すら知らないことが多い。これまで、世界中、日本全国の各地会員会議所において、経

済、環境、地域再生、メンバー育成など様々な課題を解決するための事業がその地域のた

めに行われてきた。これらの蓄積が共有される横のつながりを強めることこそ、連絡調整

機関としての重要な役割であり、組織の生産性向上への必要な機能である。ある地域で既

に存在している事業が、違う地域でも引き継ぎをされることなく、同じように産みの苦し

みを経て産まれることは珍しくない。そして、ある地域では失敗に終わった過去の事業で

も、違う地域ではうまくいく事業もこの広い日本、世界では存在するはずである。これま

での財産である全ての事業の蓄積を、各地会員会議所が共有し、より有効で効率的な事業

運営を行うことが必要である。また、日本青年会議所は、「頼られる組織」でなければなら

ない。頼られるためには、信頼を得ることが必要となる。そして信頼を得るとは、共感を

得ることと同義である。日本青年会議所とつながったら楽しそうだ、何か良いことがあり

そうだといった期待感を感じられる事業を構築し、これらの共有から共感をさらに外部へ

と広げることを意識する必要がある。 

  

【【組組織織のの内内側側をを強強固固ににすするるここととでで、、ブブラランンドド価価値値をを高高めめるる】】  

 様々な組織が乱立する時代にあって、青年会議所は地域の課題を自ら発掘し、自らの手
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で解決策を模索し、政策の立案、実行までを行う組織である。青年会議所という組織だか

らこそ、社会の問題点に対して純粋な気持ちで、取り組むことができる。この組織の変え

てはならないことは、常に実現に向けた道筋を見定め、そのためのアクションを起こし続

けることである。 

 情報は相手に伝わった時、初めて発信となる。実質的な情報伝達ができていないのであ

れば、青年会議所運動は自己満足の世界でしかなくなり、標榜する変化を創ることはでき

ない。時代に即した情報媒体や効果的な発信手法を考え、他者を巻き込むことのできる広

報活動は、組織のブランディングにおいても重要である。 

 組織が管理する資産の中には、長期間の視点を持って考慮すべきものがあり、ＪＣ会館

もその 1 つである。２０２０年度に出される答申書の内容に沿って、今後のＪＣ会館の未

来におけるあるべき姿を描く議論を進める必要がある。 

 優れた組織と凡庸な組織との違いは、メンバーが要求された仕事以上のことを実行する

意欲があるかどうかと言われる。協調の前提は個人の確立であって、各自の主体的な行動

の総和が真の協調性を創出する。つまり、優れた組織に求められるものは、表層的な協調

性ではなく、自分が動かす覚悟に帰結するのである。コンプライアンスや財政の面におい

ても、社会の変化に合わせてルールをどのように解釈するかが求められている。 

 

【【交交わわるる関関係係性性をを重重視視しし、、地地域域にに光光をを当当ててたたいい】】  

 日本青年会議所は、国家的視点から青年会議所としての政策を展開するだけでなく、会

員会議所の連絡調整団体としての性格を有している。その主眼は単なる事務的な通知・通

達にあるのではなく、特に、日本青年会議所に出向して得られる経験をもって、各地会員

会議所を活性化させ、メンバーを変化させる契機とすることにある。メンバーに多くの出

向の機会を提供できるよう、環境の整備を進めていく。 

こうした青年会議所運動の実践において、極めて重要な役割を担うのは各地区・ブロッ

クである。独自の視点から地域の実情に応じた事業を展開する各地区・ブロックと、国家

的な視点を持って運動を水平展開したい日本青年会議所との間に、お互いの意図の齟齬が

生じてはいなかったか。国を構成する各々の地域が、自ら主体的に輝こうとすることで国

が輝く。日本青年会議所は、地域が実情に応じて、その地域に妥当する新たな価値を創出

することを後押ししていくべきである。 

 

【【おおわわりりにに】】  

 私が生まれ育ったまちは江戸時代末期、僅か１００戸ばかりの小さな漁村であった。今

の時代でその人口を評価すれば、消滅可能性都市に組み入れられるだろう。そのまちが人

口３７６万人を数えるまでに成長できた要因は、変化を積極的に受け入れ、過去の延長線

上の対策ではなく、柔軟かつしなやかにリスクに対応するレジリエンスがあったからであ

る。それまでの道のりにおいて、関東大震災や空襲により焼け野原となる経験をしながら
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も、そのたびに自分自身の力でこのまちを良くするという想いと、最後までやり切るとい

う本気の覚悟を持ってアクションを起こしてきた。 

 しなやかな再起力、復元力などの意味を持つレジリエンス。これは社会、組織、個人な

ど様々なレベルで必要なスキルとして注目されている。背景には、不確実性の高まりがあ

る。気候変動の深刻化やＡＩに象徴される破壊的な技術革新、グローバル化、先進国の高

齢化と新興国における人口爆発など、私たちは常に未曾有の変化に直面している。加えて、

自然災害や疾病、不安定な政治情勢、水不足など多くのリスクを抱えている。 

これまで数々の想定外の事態が発生し、大きな被害をもたらした。不確実性の高い将来

に備えるためには、過去の延長線上の対策ではなく、柔軟かつしなやかにリスクに対応す

るレジリエンスが重要なのである。ＳＤＧｓの中にも、「エンパワーメント」、「インクルー

ジョン」、「レジリエンス」の３つの言葉が繰り返し出てくる。これらを実現せずして、持

続可能性の向上は不可能という考え方が根底にある。 

レジリエンスを向上させるためには、格差と不平等を是正し、全ての人々に安心・安全

な生活基盤と質の高い教育機会が確保され（エンパワーメント）、政治・経済・教育・公共

など様々な分野で積極的に参加し活躍できる（インクルージョン）環境を整備することが

重要である。女性を含む社会を構成する全ての人々に公平な権利と機会が与えられ、活躍

できる土台があれば、ＳＤＧｓが目指す誰一人取り残さない社会が実現され、結果、多く

の人の英知が結集されることになり、レジリエンスと持続可能性が向上する。 

 正解のない時代だからこそ、個人としても、地域や国としても、真のレジリエンスが求

められている。困難や矛盾のある所には、必ず新たな発想の機会があり、それらを克服し

ようと向き合う所にイノベーションが生み出されるのだ。 

 

 あらゆるカウンターパートと手を携え共鳴を起こし、 

 様々な善意や価値の結節点となって新たな価値を共創し、 

 有機的な共感の連鎖の輪を幾重にも描こう。 
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公益社団法人日本青年会議所
２０２１年度　 基本資料

基本計画

（ 基本理念・ 基本方針）

　 　 基本理念

輝く 個が切り 拓く

真に持続可能な国

日本の創造

　 　 基本方針

　 　 　 　 １ ． 質的価値追求による自立し た地域の創造

　 　 　 　 ２ ． 地域の多様性が織り 成す柔靭な国家の確立

　 　 　 　 ３ ． ニュ ーノ ーマルの世界を先駆ける国際戦略の推進

　 　 　 　 ４ ． 未来ビジョ ンと 自己生成による能動的組織の進化

　 　 　 　 ５ ． 運営力向上と ブラ ンディ ングによる組織基盤の強化

公益社団法人日本青年会議所
２０２１年度　 スローガン

Id ea ＆ Actio n

光を放つ起点と なろ う ！
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公益社団法人日本青年会議所
２０２１年度　 基本資料

事業計画

［ １ ］ 日本青年会議所が主催し 、各地会員会議所またはJCIとともに連携して行う 運動・事業

　 　 　 　 　 １ ． 持続可能な地域の創造（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推進宣言）

　 　 　 　 　 ２ ． 選挙における各種公開討論会の実施

［ ２ ］  日本青年会議所が主催し 、 各地会員会議所またはJCIや各国青年会議所に対し て、

参加や参画など協力を依頼し て行う 事業

　 　 　 　 　 １ ． 京都会議 【 １ 月】

　 　 　 　 　 ２ ． サマーコ ンフ ァ レンス 【 ７ 月】

　 　 　 　 　 ３ ． 全国大会と ちぎ宇都宮大会 【 １０月】

　 　 　 　 　 ４ ． 国際アカ デミ ー

　 　 　 　 　 ５ ． TO YP大賞

　 　 　 　 　 ６ ． 褒賞

　 　 　 　 　 ７ ． 各種視察団・ 使節団の派遣

　 　 　 　 　 ８ ． 国際協力

［ ３ ］  JCIが主催し 、 日本青年会議所が連携し て行う 運動・ 事業

　 　 　 　 　 １ ． ＪＣＩ 　 ＡＳＰＡＣ （ 台湾／台中） 【 ６ 月】

　 　 　 　 　 ２ ． ＪＣＩ 　 世界会議（ 南アフ リ カ ／ヨ ハネスブルク ） 【 １１月】

　 　 　 　 　 ３ ． ＪＣＩ 　 Ａ ＷＡＲＤＳへの申請 【 ５ 月・ １０月】

　 　 　 　 　 ４ ． ＪＣＩ 　 Ｔ ＯＹＰへの申請 【 ５ 月】

［ ４ ］ 日本青年会議所が会頭所信に基づき 、 地区協議会と 連携する事業

　 　 　 　 　 １ ． Ｊ Ｃ カ ッ プＵ －１１　 少年少女サッ カ ー全国大会予選大会の実施

　 　 　 　 　 ２ ． 地域ネッ ト ワーク を 活用し た災害・ 疾病ネッ ト ワーク の構築

［ ５ ］ 日本青年会議所が会頭所信に基づき 、 ブロッ ク 協議会と 連携する事業

　 　 　 　 　 １ ． 日本青年会議所が指定する事業のう ち２ つ以上を 選択し て実施
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実

施
６

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

企
画

・
実

施
７

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

持
続

可
能

性
を

追
求

す
る

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
5

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

　
Ｔ

Ｏ
Ｙ

Ｐ
事

業
の

国
内

価
値

を
高

め
る

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
（
６

）
ス

ポ
ー

ツ
活

性
化

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1．
Ｊ

Ｃ
カ

ッ
プ

Ｕ
－

１
１

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

の
実

施
1

Ｊ
Ｃ

カ
ッ

プ
Ｕ

－
１

１
少

年
少

女
サ

ッ
カ

ー
予

選
大

会
の

実
施

ブ
ロ

連
地

区
連

２
月

～
８

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
Ｊ

Ｃ
カ

ッ
プ

Ｕ
－

１
１

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

の
実

施
９

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
Ｊ

Ｃ
カ

ッ
プ

Ｕ
－

１
１

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

の
開

催
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

策
定

通
年

関
係

団
体

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
１

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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2．
ス

ポ
ー

ツ
を

通
じ

て
輝

く
地

域
の

人
財

を
創

出
1

ス
ポ

ー
ツ

を
通

じ
た

地
域

の
新

た
な

価
値

を
創

出
す

る
事

業
の

企
画

・実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
ｅ
ス

ポ
ー

ツ
に

よ
る

新
た

な
枠

組
み

の
調

査
研

究
お

よ
び

eス
ポ

ー
ツ

大
会

の
実

施
通

年
・サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般
（
７

）
デ

ジ
タ

ル
推

進
委

員
会

【
新

設
】

1．
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
か

し
た

新
た

な
価

値
の

創
造

1
中

小
企

業
の

デ
ジ

タ
ル

活
用

に
よ

る
生

産
性

向
上

を
実

現
す

る
推

進
運

動
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

全
国

の
青

年
会

議
所

の
全

て
の

事
業

を
対

象
と

し
た

デ
ジ

タ
ル

化
の

促
進

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2．

地
域

に
お

け
る

次
世

代
の

デ
ジ

タ
ル

リ
テ

ラ
シ

ー
の

底
上

げ
1

デ
ジ

タ
ル

リ
テ

ラ
シ

ー
向

上
さ

せ
る

た
め

学
校

改
革

を
推

進
す

る
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体
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【
２

】
国

家
グ

ル
ー

プ
　

（
２

会
議

／
５

委
員

会
　

）

　
地

域
の

多
様

性
が

織
り

成
す

柔
靭

な
国

家
の

確
立

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
ク

オ
リ

テ
ィ

国
家

戦
略

会
議

【
名

称
変

更
】

1
．

質
的

に
良

好
な

生
活

を
送

れ
る

環
境

の
整

備
1

海
外

を
含

め
た

優
れ

た
知

見
を

呼
び

込
む

環
境

整
備

推
進

事
業

の
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

・
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

質
的

に
魅

力
的

な
雇

用
環

境
の

整
備

の
推

進
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

自
殺

者
抑

制
に

つ
な

が
る

環
境

の
整

備
に

関
す

る
事

業
の

実
施

ブ
ロ

連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2
．

グ
ル

ー
プ

運
動

の
効

果
を

高
め

る
業

務
1

有
識

者
・
各

団
体

と
の

協
議

・連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ

Ｃ
の

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

高
め

る
広

報
戦

略
の

実
践

通
年

メ
ン

バ
ー

3
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
作

成
及

び
グ

ル
ー

プ
の

取
り

纏
め

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
全

国
大

会
運

営
会

議
【
継

続
】

1
．

２
０

２
１

年
度

の
運

動
の

検
証

並
び

に
２

０
２

２
年

度
へ

の
継

承
 

1
第

７
０

回
全

国
大

会
と

ち
ぎ

宇
都

宮
大

会
の

実
施

全
国

大
会

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2
．

開
催

地
を

は
じ

め
と

す
る

全
国

の
地

域
の

発
展

1
第

７
０

回
全

国
大

会
主

管
Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
連

絡
・
調

整
通

年
主

管
Ｌ

Ｏ
Ｍ

3
．

持
続

可
能

な
全

国
大

会
の

方
針

の
研

究
と

検
証

1
第

７
１

回
大

会
主

管
Ｌ

Ｏ
Ｍ

に
関

す
る

調
査

・
連

絡
・
調

整
通

年
主

管
決

定
Ｌ

Ｏ
Ｍ

 
2

第
７

２
回

以
降

の
全

国
大

会
主

管
立

候
補

の
調

査
・
研

究
通

年
主

管
決

定
Ｌ

Ｏ
Ｍ

3
持

続
可

能
な

全
国

大
会

に
つ

い
て

の
調

査
・
研

究
・
協

議
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4
．

地
方

都
市

に
お

け
る

全
国

大
会

の
在

り
方

に
つ

い
て

の
研

究
調

査
1

地
方

都
市

で
も

開
催

で
き

る
全

国
大

会
に

つ
い

て
の

調
査

・
研

究
・
協

議
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
（
３

）
次

世
代

教
育

推
進

委
員

会
【
新

設
】

1
．

教
育

に
よ

る
優

れ
た

知
見

の
確

保
1

次
世

代
に

対
す

る
教

育
の

質
的

転
換

を
推

進
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
・
京

都
会

議
・
５

月
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・ブ

ロ
ッ

ク
・
一

般
・企

業

2
．

教
育

へ
の

国
家

予
算

の
確

保
1

教
育

に
対

す
る

国
家

予
算

を
増

額
す

る
た

め
の

推
進

運
動

の
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
省

庁

3
．

メ
デ

ィ
ア

リ
テ

ラ
シ

ー
の

向
上

1
受

信
者

の
メ

デ
ィ

ア
リ

テ
ラ

シ
ー

教
育

を
推

進
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

発
信

者
の

メ
デ

ィ
ア

リ
テ

ラ
シ

ー
教

育
を

推
進

す
る

事
業

の
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
メ

デ
ィ

ア
・
一

般

（
４

）
権

限
移

譲
促

進
委

員
会

【
新

設
】

1
．

地
方

自
治

体
に

お
け

る
高

度
な

自
治

権
の

確
保

1
地

方
行

政
へ

の
質

的
権

限
移

譲
の

実
現

を
推

進
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

日
本

の
地

域
に

即
し

た
権

限
移

譲
モ

デ
ル

の
策

定
に

関
す

る
調

査
・
研

究
ブ

ロ
連

サ
マ

コ
ン

メ
ン

バ
ー

・一
般

・関
係

諸
団

体

3
地

方
権

限
移

譲
に

関
す

る
憲

法
等

の
制

度
に

関
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・一

般
・関

係
諸

団
体

2
．

政
治

参
画

と
主

権
者

意
識

の
向

上
し

た
人

財
の

育
成

1
政

治
参

画
と

主
権

者
意

識
を

向
上

さ
せ

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

選
挙

に
お

け
る

各
種

討
論

会
の

実
施

・
支

援
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
（
５

）
国

土
強

靭
化

委
員

会
　

【
継

続
】

1
．

国
土

強
靭

化
の

た
め

の
社

会
的

イ
ン

フ
ラ

の
確

立
1

社
会

的
イ

ン
フ

ラ
確

立
推

進
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

2
．

国
土

強
靭

化
の

た
め

の
イ

ン
フ

ラ
投

資
の

促
進

1
地

域
の

実
情

に
即

し
た

イ
ン

フ
ラ

投
資

の
推

進
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

3
．

防
災

に
つ

な
が

る
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

強
化

1
有

事
に

備
え

た
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
強

化
に

関
す

る
事

業
の

実
施

ブ
ロ

連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

4
．

災
害

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

の
構

築
1

有
事

に
備

え
た

行
政

と
の

連
携

に
よ

る
社

会
的

イ
ン

フ
ラ

の
確

保
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

2
関

係
諸

団
体

と
の

連
携

に
よ

る
防

災
・
疾

病
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

地
区

連
ブ

ロ
連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
１

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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3
災

害
経

験
を

踏
ま

え
た

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

4
災

害
発

生
時

に
お

け
る

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

初
動

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

5
．

被
災

地
の

支
援

1
国

内
で

発
災

し
た

災
害

及
び

疾
病

に
対

す
る

支
援

地地
区区

連連
ブ

ロ
連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
関

係
省

庁

（
６

）
安

全
保

障
確

立
委

員
会

【
継

続
】

1
．

地
域

に
根

差
し

た
リ

ア
ル

な
国

防
の

確
立

1
地

域
の

視
点

に
基

づ
い

た
リ

ア
ル

な
国

防
、

イ
ン

フ
ラ

設
備

の
推

進
事

業
の

実
施

ブ
ロ

連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

地
域

の
視

点
に

基
づ

い
た

リ
ア

ル
な

食
料

自
給

率
や

土
地

の
管

理
に

関
す

る
調

査
・
研

究
・発

信
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2
．

国
土

と
国

民
生

活
を

守
る

防
衛

策
の

確
立

1
領

土
領

海
領

空
及

び
宇

宙
空

間
の

安
全

保
障

の
確

立
に

向
け

た
運

動
と

認
知

向
上

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3
．

サ
イ

バ
ー

空
間

に
お

け
る

安
全

保
障

の
確

立
1

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
脅

威
を

防
ぐ

た
め

の
運

動
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
（
７

）
総

活
躍

社
会

確
立

委
員

会
【
継

続
】

1
．

持
続

可
能

な
社

会
保

障
の

確
立

1
持

続
可

能
な

社
会

保
障

に
関

す
る

事
業

の
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・関
係

省
庁

2
．

子
供

を
産

み
育

て
や

す
い

社
会

の
実

現
1

子
供

を
産

み
育

て
や

す
い

社
会

を
推

進
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・関

係
省

庁

3
．

女
性

が
活

躍
で

き
る

社
会

の
実

現
1

ジ
ェ

ン
ダ

ー
・
ギ

ャ
ッ

プ
の

な
い

社
会

を
推

進
す

る
事

業
の

実
施

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
・関

係
省

庁
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【
３

】
国

際
グ

ル
ー

プ
　

（
１

会
議

／
６

委
員

会
）

　
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

の
世

界
を

先
駆

け
る

国
際

戦
略

の
推

進

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
国

際
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

開
発

会
議

【
名

称
変

更
】

1
．

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

強
化

に
向

け
た

国
際

取
引

の
活

性
化

1
日

本
企

業
の

国
際

取
引

に
お

け
る

脆
弱

性
の

調
査

・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

国
際

取
引

活
性

化
推

進
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
．

ニ
ュ

ー
ノ

ー
マ

ル
で

の
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
受

け
入

れ
1

ニ
ュ

ー
ノ

ー
マ

ル
で

の
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

の
調

査
・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
推

進
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
. 
関

係
団

体
と

の
連

携
1

Ｇ
２

０
Ｙ

Ｅ
Ａ

関
係

会
議

へ
の

参
加

・
対

応
・
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

4
．

グ
ル

ー
プ

運
動

の
効

果
を

高
め

る
業

務
1

有
識

者
・
各

団
体

と
の

協
議

・
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

2
Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

主
催

事
業

へ
の

協
力

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
3

Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

高
め

る
広

報
戦

略
の

実
践

通
年

メ
ン

バ
ー

（
２

）
日

中
協

働
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

未
来

志
向

の
日

中
協

働
関

係
の

構
築

1
世

界
を

リ
ー

ド
す

る
日

中
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
推

進
事

業
の

企
画

・実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2

中
華

全
国

青
年

聯
合

会
等

と
の

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

ビ
ジ

ネ
ス

受
け

入
れ

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

4
日

本
Ｊ
Ｃ

日
中

友
好

の
会

等
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
諸

団
体

2
．

国
内

で
協

働
機

会
の

創
出

1
国

内
華

僑
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

調
査

・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
国

内
華

僑
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
と

の
協

働
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

（
３

）
Ｊ
Ｃ

Ｉ関
係

委
員

会
【
継

続
】

1
．

Ｊ
Ｃ

Ｉメ
ン

バ
ー

と
し

て
成

長
の

機
会

創
出

1
Ｊ
Ｃ

Ｉが
行

う
事

業
の

推
進

・
連

携
・
情

報
発

信
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ
Ｃ

Ｉ 
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

 台
中

で
の

日
本

Ｊ
Ｃ

主
催

事
業

の
企

画
・
実

施
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
3

Ｊ
Ｃ

Ｉ 
Ｗ

ｏ
ｒｌ

ｄ
 Ｃ

ｏ
ｎ
ｇ
ｒｅ

ｓ
ｓ
 ヨ

ハ
ネ

ス
ブ

ル
グ

で
の

日
本

Ｊ
Ｃ

主
催

事
業

の
企

画
・
実

施
世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

4
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

国
際

会
議

議
事

法
の

調
査

・研
究

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
5

世
界

会
議

・
エ

リ
ア

会
議

で
質

の
高

い
時

間
を

共
有

で
き

る
事

業
の

企
画

・
実

施
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

・
世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

6
Ｊ
Ｃ

Ｉ役
員

、
指

名
委

員
、

歴
代

会
頭

及
び

役
員

と
の

意
見

交
換

会
や

勉
強

会
の

実
施

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
2
．

Ｊ
Ｃ

Ｉに
お

け
る

友
好

関
係

の
構

築
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ役
員

関
係

へ
の

対
応

・
協

力
・
支

援
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ
Ｃ

Ｉ諸
会

議
で

の
Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

役
員

対
応

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
3

海
外

メ
ン

バ
ー

と
の

交
流

推
進

事
業

の
企

画
・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
3

ア
ジ

ア
太

平
洋

地
域

以
外

の
海

外
Ｎ

Ｏ
Ｍ

へ
の

対
応

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
4

Ｊ
Ｃ

Ｉ関
連

事
業

と
の

連
携

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
・
一

般

（
４

）
国

際
シ

ナ
ジ

ー
創

出
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

強
化

に
向

け
た

国
際

的
な

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

活
用

1
海

外
の

自
然

災
害

や
疾

病
対

策
に

向
け

た
適

応
ビ

ジ
ネ

ス
の

調
査

・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

適
応

ビ
ジ

ネ
ス

と
国

際
的

な
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
活

用
推

進
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
１

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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2
．

持
続

的
な

国
際

協
力

の
推

進
1

Ｓ
Ｍ

ＩＬ
Ｅ

 Ｂ
Ｙ

 Ｗ
Ａ

Ｔ
Ｅ

Ｒ
事

業
の

企
画

・
実

施
・
検

証
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

・
一

般

2
国

際
的

な
疾

病
対

策
協

働
事

業
の

企
画

・
実

施
・検

証
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

・
一

般

3
．

姉
妹

Ｊ
Ｃ

締
結

支
援

1
各

地
青

年
会

議
所

と
海

外
青

年
会

議
所

の
姉

妹
Ｌ

Ｏ
Ｍ

締
結

支
援

通
年

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
4
．

関
係

諸
団

体
と

の
連

携
1

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
国

境
な

き
奉

仕
団

と
の

連
携

・
情

報
共

有
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
Ｊ
Ｃ

Ｉオ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
ホ

ー
プ

の
対

応
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

（
５

）
ア

ジ
ア

ア
ラ

イ
ア

ン
ス

構
築

委
員

会
【
継

続
】

1．
ニ
ュ
ー
ノ

ー
マ
ル
で
の
広
域
的
経
済
文
化
圏
の
構
築

1
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
の

協
働

環
境

推
進

事
業

の
企

画
・実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
日

本
と

ア
ジ

ア
太

平
洋

諸
国

の
平

和
を

担
う

人
財

育
成

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

ビ
ジ

ネ
ス

受
け

入
れ

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
諸

団
体

2．
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
に
お
け
る
Ｊ
Ｃ
運
動
の
推
進

1
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
の

国
家

青
年

会
議

所
と

の
意

見
交

換
会

・
勉

強
会

の
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
Ｊ
Ｃ

Ｉ 
Ａ

Ｐ
Ｄ

Ｃ
の

支
援

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
ア

ジ
ア

太
平

洋
地

域
の

国
家

青
年

会
議

所
へ

の
対

応
通

年
メ

ン
バ

ー
・
関

係
諸

団
体

3
．

国
内

で
の

協
働

機
会

の
創

出
1

国
内

ア
ジ

ア
太

平
洋

諸
国

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
調

査
・研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
国

内
ア

ジ
ア

太
平

洋
諸

国
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
と

の
協

働
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体

(６
)

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

人
財

委
員

会
【
新

設
】

1
．

地
域

と
国

際
社

会
を

結
び

つ
け

る
人

財
の

育
成

1
地

域
と

国
際

社
会

を
結

び
つ

け
る

人
財

育
成

手
法

の
調

査
・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

・
有

識
者

2
地

域
と

国
際

社
会

を
結

び
つ

け
る

人
財

育
成

推
進

事
業

の
企

画
・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般

3
Ｊ
Ｃ

Ｉ 
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

グ
ロ

ー
バ

ル
ユ

ー
ス

国
連

大
使

育
成

事
業

の
企

画
・
実

施
・
検

証
通

年
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
・
一

般

4
国

家
青

年
会

議
所

と
の

意
見

交
換

会
・
勉

強
会

の
実

施
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

2
．

多
文

化
理

解
の

促
進

1
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

国
際

的
マ

ナ
ー

の
調

査
・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

2
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

国
際

的
マ

ナ
ー

の
啓

蒙
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
．

多
言

語
理

解
の

促
進

1
他

言
語

で
の

効
果

的
な

メ
ッ

セ
ー

ジ
発

信
手

法
の

調
査

・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
有

識
者

2
他

言
語

で
の

効
果

的
な

メ
ッ

セ
ー

ジ
発

信
手

法
の

活
用

・
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

（
７

）
ユ

ー
ラ

シ
ア

共
創

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1
．

距
離

的
概

念
に

捕
ら

わ
れ

な
い

民
間

外
交

1
日

本
・
ロ

シ
ア

・
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

と
の

経
済

文
化

圏
の

構
築

推
進

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
日

本
・ロ

シ
ア

・
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

諸
国

と
の

国
際

取
引

活
性

化
事

業
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

3
ニ

ュ
ー

ノ
ー

マ
ル

で
の

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

ビ
ジ

ネ
ス

受
け

入
れ

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
.　

日
ロ

協
働

環
境

の
創

造
1

日
本

と
ロ

シ
ア

の
平

和
構

築
を

担
う

青
年

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
日

本
Ｊ
Ｃ

日
ロ

友
好

の
会

と
の

連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
団

体

3
．

国
内

で
の

協
働

環
境

の
創

出
1

国
内

ロ
シ

ア
人

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
調

査
・
研

究
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
諸

団
体

2
国

内
ロ

シ
ア

人
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
と

の
協

働
事

業
の

企
画

・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
・
関

係
諸

団
体
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【
４

】
組

織
グ

ル
ー

プ
　

（
２

会
議

／
５

委
員

会
）

　
未

来
ビ

ジ
ョ

ン
と

自
己

生
成

に
よ

る
能

動
的

組
織

の
進

化

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
組

織
戦

略
会

議
【
名

称
変

更
】

1
. 
時

代
に

即
し

た
組

織
へ

の
改

革
1

柔
軟

か
つ

開
放

的
な

組
織

改
革

の
推

進
ブブ

ロロ
連連

通
年

・
京

都
会

議
・
サ

マ
コ

ン
メ

ン
バ

ー
2

組
織

改
革

に
関

す
る

連
携

・
情

報
共

有
通

年
メ

ン
バ

ー
3

時
代

に
即

し
た

J
C

プ
ロ

ト
コ

ル
の

検
討

・
改

訂
・
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
4

「
２

０
２

０
年

代
協

議
会

モ
デ

ル
」
の

調
査

・
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
2
. 
若

者
や

女
性

活
躍

社
会

を
実

現
す

る
た

め
の

組
織

体
制

の
構

築
1

若
者

、
女

性
が

活
躍

で
き

る
質

的
な

環
境

整
備

の
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
2

学
生

、
若

年
層

社
会

人
向

け
事

業
の

企
画

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
3
．

グ
ル

ー
プ

の
運

動
の

効
果

を
高

め
る

業
務

1
有

識
者

・
各

団
体

と
の

協
議

・連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

・関
係

団
体

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ日

本
政

策
と

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
と

の
連

携
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

Ｊ
Ｃ

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
を

高
め

る
広

報
戦

略
の

実
践

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
4

ア
ニ

ュ
ア

ル
レ

ポ
ー

ト
の

作
成

及
び

グ
ル

ー
プ

の
取

り
纏

め
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
（
２

）
Ｊ
Ｃ

運
動

確
立

会
議

【
名

称
変

更
】

1
．

７
０

周
年

式
典

の
開

催
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

の
歴

史
の

調
査

・
研

究
・
集

約
～

１
０

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

７
０

周
年

記
念

式
典

の
広

報
～

１
０

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

７
０

周
年

記
念

式
典

の
実

施
全

国
大

会
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2
.．

中
長

期
ビ

ジ
ョ

ン
の

策
定

1
２

０
２

０
年

代
中

長
期

ビ
ジ

ョ
ン

の
理

解
・
浸

透
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

７
０

周
年

記
念

誌
「
明

日
へ

の
黎

明
」
発

行
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3
．

７
０

周
年

記
念

事
業

の
開

催
1

７
０

周
年

記
念

事
業

の
広

報
１

０
月

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2

７
０

周
年

記
念

事
業

の
実

施
～

１
０

月
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4
．

Ｊ
Ｃ

宣
言

文
、

ミ
ッ

シ
ョ

ン
ビ

ジ
ョ

ン
の

普
及

1
Ｊ

Ｃ
宣

言
文

の
理

解
・
浸

透
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2

Ｊ
Ｃ

の
理

念
、

ミ
ッ

シ
ョ

ン
、

ビ
ジ

ョ
ン

の
理

解
・
浸

透
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
3

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

相
談

窓
口

、
支

援
通

年
Ｌ

Ｏ
Ｍ

（
３

）
会

員
拡

大
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

会
員

拡
大

の
支

援
・
連

携
体

制
の

構
築

１
会

員
拡

大
を

推
進

す
る

資
産

の
集

約
・
蓄

積
・
承

継
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2
．

退
会

者
の

減
少

及
び

若
者

、
女

性
会

員
の

拡
大

1
退

会
者

の
減

少
、

若
者

、
女

性
会

員
拡

大
案

の
策

定
及

び
普

及
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

3
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
ブ

ロ
ッ

ク
へ

の
拡

大
支

援
1

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
へ

の
拡

大
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
2

Ｌ
Ｏ

Ｍ
へ

の
拡

大
支

援
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

3
Ｊ

Ｃ
Ｉ日

本
シ

ニ
ア

・
ク

ラ
ブ

と
の

連
絡

調
整

通
年

メ
ン

バ
ー

4
．

会
員

拡
大

に
資

す
る

新
た

な
制

度
の

検
討

1
Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
新

設
及

び
発

展
の

た
め

の
情

報
収

集
・
支

援
・
相

談
窓

口
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

（
４

）
Ｊ
Ｃ

プ
ロ

グ
ラ

ム
革

新
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

日
本

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

制
度

改
革

1
Ｊ

Ｃ
Ｉコ

ー
ス

及
び

日
本

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

制
度

運
用

の
調

査
・
検

討
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
１

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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2
日

本
Ｊ
Ｃ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
改

定
案

の
策

定
通

年
メ

ン
バ

ー
2
．

実
践

的
知

識
を

身
に

付
け

た
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

1
Ｊ

Ｃ
Ｉコ

ー
ス

及
び

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

導
入

推
進

・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
　

2
Ｊ

Ｃ
Ｉコ

ー
ス

及
び

Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ト
レ

ー
ナ

ー
の

育
成

通
年

メ
ン

バ
ー

3
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
会

員
拡

大
へ

の
貢

献
1

Ｌ
Ｏ

Ｍ
か

ら
の

依
頼

に
よ

る
各

種
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
窓

口
通

年
Ｌ

Ｏ
Ｍ

2
会

員
の

利
益

に
資

す
る

新
た

な
日

本
Ｊ
Ｃ

公
認

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

再
調

査
・
新

規
作

成
・
実

施
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

（
５

）
グ

ロ
ー

バ
ル

リ
ー

ダ
ー

育
成

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1
．

国
際

社
会

で
活

躍
で

き
る

人
財

の
育

成
1

日
本

の
魅

力
を

海
外

に
伝

え
地

域
と

世
界

を
結

ぶ
人

財
の

育
成

７
月

Ｊ
Ｃ

Ｉ・
メ

ン
バ

ー
2

国
際

ア
カ

デ
ミ

ー
の

企
画

・
運

営
７

月
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

3
ミ

ニ
国

際
ア

カ
デ

ミ
ー

の
開

催
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

・
世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

4
非

対
面

で
も

行
え

る
海

外
と

の
友

情
構

築
通

年
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

5
国

内
グ

ロ
ー

バ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
カ

ー
に

よ
る

啓
発

活
動

の
企

画
・実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
6

グ
ロ

ー
バ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

カ
ー

の
リ

ユ
ニ

オ
ン

の
企

画
・
開

催
世

界
会

議
Ｊ

Ｃ
Ｉ・

メ
ン

バ
ー

7
国

際
ア

カ
デ

ミ
ー

開
催

希
望

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

対
応

８
月

～
１

０
月

Ｌ
Ｏ

Ｍ
（
６

）
ア

カ
デ

ミ
ー

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1
．

地
域

で
活

躍
で

き
る

人
財

の
育

成
1

地
域

に
よ

り
よ

い
変

化
を

も
た

ら
し

組
織

を
最

大
化

す
る

リ
ー

ダ
ー

の
育

成
通

年
メ

ン
バ

ー
2

ブ
ロ

ッ
ク

ア
カ

デ
ミ

ー
事

業
の

支
援

・
推

進
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

3
Ｌ

Ｏ
Ｍ

ア
カ

デ
ミ

ー
事

業
の

情
報

収
集

・
推

進
・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
2
．

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

発
展

に
関

す
る

支
援

・
連

携
1

若
者

入
会

へ
の

ス
テ

ッ
プ

と
な

る
新

し
い

組
織

形
態

の
調

査
・
検

討
・
発

信
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

3
．

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
の

場
の

構
築

1
Ｊ

Ｃ
に

よ
る

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
の

形
に

つ
い

て
の

調
査

・
研

究
・
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
（
７

）
Ｌ

Ｏ
Ｍ

財
産

共
有

委
員

会
【
名

称
変

更
】

1
．

J
C

組
織

の
生

産
性

向
上

1
各

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

実
績

の
集

約
・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

整
理

・
蓄

積
通

年
メ

ン
バ

ー
2

各
Ｌ

Ｏ
Ｍ

の
実

績
の

活
用

方
法

の
構

築
・提

供
通

年
メ

ン
バ

ー
2
．

地
域

の
課

題
解

決
に

寄
与

し
た

事
業

と
人

財
の

褒
賞

1
褒

賞
事

業
の

募
集

・
選

考
会

実
施

通
年

・
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

褒
賞

事
業

の
企

画
・
運

営
・実

施
通

年
・
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

褒
賞

事
業

の
マ

ス
メ

デ
ィ

ア
連

携
・
対

応
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
団

体

3
．

包
括

的
な

支
援

体
制

の
構

築
1

提
携

企
業

・
ス

ポ
ン

サ
ー

企
業

と
の

企
画

提
案

・
実

施
・
相

談
窓

口
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
団

体

2
官

公
庁

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

団
体

と
の

企
画

提
案

・
実

施
・
相

談
窓

口
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
・
関

係
団

体
・
関

係
省

庁

4
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｄ

Ｓ
へ

の
申

請
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ　
Ａ

Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｄ

Ｓ
の

発
信

と
申

請
支

援
ブブ

ロロ
連連

通
年

・
Ａ

Ｓ
Ｐ

Ａ
Ｃ

・世
界

会
議

メ
ン

バ
ー

2
Ｊ

Ｃ
Ｉ　

Ａ
Ｗ

Ａ
Ｒ

Ｄ
Ｓ

申
請

へ
の

支
援

体
制

の
整

備
通

年
メ

ン
バ

ー
3

Ｌ
Ｏ

Ｍ
へ

の
情

報
発

信
・
対

応
通

年
メ

ン
バ

ー

79



【
５

】
総

務
グ

ル
ー

プ
　

（
４

会
議

／
３

委
員

会
）

ve
r.
25

　
運

営
力

向
上

と
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

に
よ

る
組

織
基

盤
の

強
化

会会
議議

・・
委委

員員
会会

名名
及及

びび
活活

動動
概概

要要
手手

段段
手手

法法
実実

施施
時時

期期
対対

象象
者者

（
１

）
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

戦
略

会
議

【
名

称
変

更
】

1
．

Ｊ
Ｃ

の
ブ

ラ
ン

ド
イ

メ
ー

ジ
を

向
上

さ
せ

る
広

報
業

務
1

効
果

的
な

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
戦

略
を

構
築

す
る

た
め

の
専

門
家

と
の

連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

・関
係

団
体

・
一

般

2
Ｊ

Ｃ
の

ブ
ラ

ン
ド

イ
メ

ー
ジ

を
高

め
る

外
部

メ
デ

ィ
ア

と
の

連
携

及
び

広
報

戦
略

の
検

討
・
実

施
・
検

証
ブブ

ロロ
連連

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
団

体
・
一

般

3
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

戦
略

会
議

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
団

体
・
一

般

4
各

種
メ

デ
ィ

ア
対

応
ブブ

ロロ
連連

通
年

Ｌ
Ｏ

Ｍ
5

各
会

議
・
委

員
会

の
広

報
活

動
の

支
援

・
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
6

機
関

紙
（
Ｗ

ｅ
Ｂ

ｅ
ｌｉ
ｅ
ｖ
ｅ
）
の

作
成

・
発

刊
・
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
2
．

グ
ル

ー
プ

の
運

動
の

効
果

を
高

め
る

業
務

1
Ｊ

Ｃ
ブ

ラ
ン

デ
ィ

ン
グ

を
高

め
る

広
報

戦
略

の
実

践
通

年
メ

ン
バ

ー
2

ア
ニ

ュ
ア

ル
レ

ポ
ー

ト
の

作
成

及
び

グ
ル

ー
プ

の
取

り
纏

め
通

年
メ

ン
バ

ー

（
２

）
財

務
運

営
会

議
【
継

続
】

1
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

の
財

務
基

盤
強

化
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

財
源

の
確

立
及

び
新

規
賛

助
企

業
の

拡
大

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
2

賛
助

企
業

と
の

連
携

及
び

ブ
ー

ス
の

設
営

・
対

応
・
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
3

収
益

部
門

の
再

検
証

・
管

理
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
4

会
議

・
委

員
会

の
諸

事
業

と
協

賛
企

業
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

を
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

の
財

産
の

管
理

運
営

及
び

運
用

1
青

年
会

議
所

会
館

の
管

理
・
運

用
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

中
長

期
財

政
ビ

ジ
ョ

ン
及

び
青

年
会

議
所

会
館

の
未

来
計

画
の

検
討

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
3

災
害

時
に

お
け

る
資

金
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
通

年
メ

ン
バ

ー
3
．

メ
ン

バ
ー

の
負

託
に

応
え

得
る

事
業

の
推

進
1

必
携

品
の

活
用

方
法

の
改

善
通

年
メ

ン
バ

ー
・
一

般
2

相
互

メ
リ

ッ
ト

の
あ

る
企

業
や

団
体

と
の

連
携

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
4
．

各
地

会
員

会
議

所
の

財
政

基
盤

強
化

支
援

1
Ｌ

ｅ
ｔ’

ｓ
　

ｄ
ｏ

　
iｔ
の

周
知

活
動

及
び

活
用

推
進

ブブ
ロロ

連連
通

年
メ

ン
バ

ー
2

各
地

会
員

会
議

所
の

財
政

基
盤

強
化

の
た

め
の

賛
助

企
業

の
紹

介
、

協
賛

金
の

獲
得

支
援

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

・
一

般
（
３

）
財

政
審

査
会

議
【
継

続
】

1
．

財
政

規
律

の
確

保
と

費
用

対
効

果
の

向
上

1
予

算
案

及
び

決
算

書
の

精
査

通
年

メ
ン

バ
ー

2
諸

事
業

の
予

算
及

び
決

算
の

審
査

通
年

メ
ン

バ
ー

　
3

会
議

・
委

員
会

会
計

の
指

導
・
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
4

各
協

議
会

事
業

の
予

算
・
決

算
審

査
及

び
月

次
決

算
の

指
導

通
年

各
協

議
会

5
監

事
・
内

部
会

計
監

査
人

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

・
調

整
通

年
メ

ン
バ

ー
6

諸
事

業
の

公
益

目
的

の
管

理
通

年
メ

ン
バ

ー
7

各
協

議
会

事
業

の
公

益
目

的
に

関
す

る
指

導
・
支

援
通

年
各

協
議

会
8

協
議

会
会

計
に

関
す

る
相

談
窓

口
通

年
各

協
議

会
2
．

運
営

面
で

の
進

展
に

寄
与

す
る

た
め

の
業

務
1

各
地

会
員

会
議

所
会

計
に

関
す

る
相

談
窓

口
通

年
Ｌ

Ｏ
Ｍ

公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

２
０

２
１

年
度

　
基

本
資

料
（
案

）
グ

ル
ー

プ
構

成
　

（
会

議
・
委

員
会

）
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（
４

）
規

則
審

査
会

議
【
継

続
】

1
．

公
益

社
団

法
人

と
し

て
精

度
の

高
い

運
営

1
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

基
づ

く
各

会
議

・
委

員
会

の
諸

事
業

及
び

議
案

の
管

理
体

制
の

充
実

に
よ

る
審

査
通

年
メ

ン
バ

ー
2

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

に
関

す
る

相
談

窓
口

通
年

メ
ン

バ
ー

3
個

人
情

報
の

管
理

力
強

化
に

よ
る

有
効

活
用

化
推

進
通

年
メ

ン
バ

ー
4

知
的

財
産

の
保

護
と

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

に
関

す
る

指
導

通
年

メ
ン

バ
ー

・
関

係
団

体

5
内

閣
府

へ
の

提
出

書
類

作
成

及
び

報
告

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

・関
係

省
庁

6
外

部
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

の
連

携
通

年
関

係
団

体
7

各
地

会
員

会
議

所
の

新
設

・
商

号
変

更
・
名

称
変

更
等

に
関

す
る

支
援

通
年

メ
ン

バ
ー

2
．

公
益

社
団

法
人

と
し

て
の

定
款

並
び

に
規

則
の

管
理

1
公

益
法

人
制

度
に

則
し

た
定

款
並

び
に

諸
規

則
及

び
諸

規
程

の
把

握
・
変

更
・
管

理
通

年
メ

ン
バ

ー
2

各
協

議
会

規
則

の
調

査
・支

援
に

関
す

る
相

談
窓

口
通

年
各

協
議

会
3
．

運
営

面
で

の
進

展
に

寄
与

す
る

た
め

の
業

務
1

各
地

会
員

会
議

所
規

則
・
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

関
す

る
相

談
窓

口
通

年
メ

ン
バ

ー
2

専
務

理
事

予
定

者
セ

ミ
ナ

ー
の

企
画

全
国

大
会

メ
ン

バ
ー

3
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

の
取

り
纏

め
及

び
作

成
１

０
月

～
１

２
月

メ
ン

バ
ー

（
５

）
組

織
価

値
浸

透
委

員
会

【
名

称
変

更
】

1
．

広
報

ツ
ー

ル
を

活
用

し
、

対
内

へ
向

け
た

組
織

価
値

発
信

業
務

1
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
と

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

活
用

し
た

対
内

情
報

展
開

通
年

メ
ン

バ
ー

2
Ｗ

ｅ
Ｂ

ｅ
ｌｉ
ｅ
ｖ
ｅ
Ｗ

Ｅ
Ｂ

の
閲

覧
促

進
と

、
対

内
情

報
の

活
用

を
促

進
通

年
メ

ン
バ

ー
3

メ
ー

ル
マ

ガ
ジ

ン
及

び
メ

ン
バ

ー
向

け
Ｓ

Ｎ
Ｓ

用
い

た
情

報
発

信
通

年
メ

ン
バ

ー
4

Ｊ
Ｃ

ア
プ

リ
利

用
促

進
へ

の
仕

掛
を

構
築

及
び

管
理

運
営

通
年

メ
ン

バ
ー

2
．

対
内

の
意

識
調

査
業

務
1

Ｊ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

を
活

用
し

た
対

内
意

識
調

査
及

び
検

証
通

年
メ

ン
バ

ー
2

あ
ら

た
な

手
法

を
用

い
た

対
内

意
識

調
査

方
法

の
検

討
及

び
実

施
通

年
メ

ン
バ

ー
3

協
議

会
・
各

地
会

員
会

議
所

と
の

情
報

受
発

信
に

よ
る

情
報

交
換

促
進

通
年

メ
ン

バ
ー

（
６

）
渉

外
委

員
会

【
継

続
】

1
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

の
運

動
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
の

業
務

1
各

会
議

・
委

員
会

・
協

議
会

と
の

連
絡

調
整

通
年

メ
ン

バ
ー

2
会

頭
並

び
に

役
員

の
国

際
会

議
並

び
に

諸
大

会
参

加
の

支
援

通
年

メ
ン

バ
ー

2
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

２
０

２
１

年
度

の
運

動
の

共
有

・
発

信
並

び
に

各
地

会
員

会
議

所
と

の
連

携
強

化
1

会
頭

並
び

に
役

員
の

各
地

訪
問

に
お

け
る

運
動

発
信

の
支

援
通

年
メ

ン
バ

ー
2

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

事
業

説
明

会
の

企
画

・
実

施
・
検

証
１

１
月

～
１

２
月

メ
ン

バ
ー

3
Ｊ

Ｃ
Ｉ日

本
役

員
各

地
会

員
会

議
所

訪
問

及
び

講
師

派
遣

の
対

応
通

年
メ

ン
バ

ー
（
７

）
総

務
委

員
会

【
継

続
】

1
．

総
会

・
理

事
会

等
諸

会
議

の
効

率
的

且
つ

的
確

な
運

営
1

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

の
総

会
及

び
諸

会
議

の
設

営
通

年
メ

ン
バ

ー
2

適
切

な
権

限
移

譲
を

行
っ

た
Ｊ

Ｃ
Ｉ日

本
の

諸
会

議
の

運
営

及
び

設
営

通
年

メ
ン

バ
ー

3
各

会
議

・
委

員
会

の
議

案
の

上
程

期
限

と
内

容
の

精
査

通
年

メ
ン

バ
ー

4
Ｊ

Ｃ
Ｉ日

本
議

案
上

程
シ

ス
テ

ム
の

普
及

通
年

メ
ン

バ
ー

5
統

一
基

本
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
内

容
精

査
と

改
訂

通
年

メ
ン

バ
ー

6
理

事
長

予
定

者
セ

ミ
ナ

ー
の

企
画

全
国

大
会

メ
ン

バ
ー

7
効

率
的

な
会

議
手

法
の

検
討

及
び

実
施

通
年

メ
ン

バ
ー

2
．

Ｊ
Ｃ

Ｉ日
本

２
０

２
１

年
度

の
運

動
の

共
有

・
発

信
1

京
都

会
議

の
開

催
京

都
会

議
メ

ン
バ

ー
・
一

般
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実施時期 対象者

（1）　サスティナブル九州実現委員会【名称変更】

通年・地区大会 メンバー・一般・関係団体

通年・地区大会 メンバー・一般・関係団体

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー・一般

通年・地区大会 メンバー・一般・関係団体

通年 メンバー・一般

通年 メンバー・関係団体

通年 メンバー・関係団体

通年・地区大会 メンバー・一般

地区大会 メンバー・一般

通年・地区大会 メンバー

通年・地区大会 主管ＬＯＭ

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 ブロック協議会・ＬＯＭ

通年 本会・ブロック協議会

通年 本会・ブロック協議会

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー・一般

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

通年 メンバー

1　　ＪＣのブランディング戦略の企画・運営・実施・

2　　地区協議会諸会議の設営及び運営

3　　地区内会員会議所会議の設営及び運営

4　　アジェンダシステムの管理運用

（3）　事務局

5　　内閣府提出書類の精査

1　　地区協議会の会員会議所会議及び諸会議の設営

2　　各会議・委員会・協議会との連絡調整

3　　会長の国際会議並びに書大会参加、各地方問の支援

2　　年間予算案及び決算書の作成・管理

3　　会議・委員会会計の指導・支援

4　　７ブロック協議会及びＬＯＭの財政規則審査に関する情報提供・支援

（2）　総務委員会

5　　本会　「財政審査会議」　との連携

6　　本会　「規則審査会議」　との連携

7　　内部監査への対応

8　　外部監査への対応

9　　コンプライアンスに基づく各会議・委員会の諸事業及び議案のＩＣＴを活用した審査

10　諸会議における会議資料マニュアルに即した事前精査

（1）　財政規則会議

１　　諸事業の予算及び決算の審査

3　　九州コンファレンス主管ＬＯＭとの連携調整

4　　ＬＯＭ新設及び発展のための情報収集・支援

5　　若者入会へのステップとなる新しい組織形態の調査・検討・発信

【4】運営グループ

5　　ＡＷＡＲＤＳ　ＫＹＵＳＨＵの検証・企画・実施

【3】組織グループ

（1）　九州コンファレンス運営委員会【継続】

1　　多角的な視点からインフラ整備の促進を推進する事業の企画・実施

2　　ＪＣカップＵ-１１少年少女サッカー全国大会予選大会の実施（地区連携）

3　　九州内外で発災した際の支援窓口設置・支援

4　　関係諸団体との連携による防災・疾病ネットワークの構築

（1）　九州インフラ価値向上委員会【名称変更】

1　　地域の特色を活用した新しい九州コンファレンス２０２１の企画・運営

2　　九州コンファレンス２０２１主管ＬＯＭ開催地に関する事業・企画の実施

公益社団法人　日本青年会議所　２０２１年度　基本資料
グループ構成　（九州地区）

　　　　　郷土愛と輝く個が織りなす

　　　　　真に持続可能な九州の創造

1　　地域循環型経済に資する地域通貨システムの調査・研究・提言

2　　持続可能な地域エネルギー政策の調査・研究・提言

3　　ＬＯＭで活用できる研修プログラムの運用・企画・実施

【1】経済グループ

グループ・会議・委員会・局名　及び　基本方針（４グループ１会議/４委員会/１局）　　事業計画

　　　　　九州地区担当常任理事　柴﨑　政俊

4　　国際大会や世界大会などのブロック協議会との連携による支援・協力

5　　ＡＳＰＡＣ並びに世界会議ジャパンナイトでのブース出展

6　　ＪＣＩ　ＡＷＡＲＤＳの発信と申請支援

【2】地域グループ
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直前会長

公益社団法人　日本青年会議所　九州地区協議会　２０２１年度　組織図

監
査
担
当
役
員

財政規則会議　議長

鍋山　健吾（福岡B　JCI福岡）

西嶋　聖　（福岡B　JCI福岡）

組織運営グループ　運営専務

江﨑　正徳　（佐賀B　JCI佐賀）

江藤　彰洋　（熊本B　JCI山鹿)

宮崎ブロック　担当副会長

村上　和弘　（宮崎B　JCI西都）

鹿児島ブロック　担当副会長

吉留　祐介　（鹿児島B　JCI新大隅）

組織グループ　担当副会長

曽我　公輔　（大分B　JCI大分）

福岡ブロック　担当副会長

総務委員会　委員長

米田　憲弘（熊本B　JCI玉名）

事務局　局長

土井　宏昭（熊本B　JCI八代）

サスティナブル九州実現委員会　委員長

村瀬　優介（福岡B　JCI糸島）

九州インフラ価値向上委員会　委員長

大石　祐介（福岡B　JCI八女）

九州コンファレンス運営委員会　委員長

重野　隆太（鹿児島B　JCI霧島）

平島　周　（福岡B　JCI八女）

佐賀ブロック　担当副会長

吉原　慎一郎　（佐賀B　JCI鳥栖)

長崎ブロック　担当副会長

大分ブロック　担当副会長

中根　竜　（大分B　JCI別府）

山本　祥平　（長崎B　JCI北松浦）

経済グループ　担当副会長

西本　健一郎　（熊本B　JCI熊本）

地域グループ　担当副会長

会
員
会
議
所
会
議

役
員
会
議

熊本ブロック　担当副会長

柴
﨑
　
政
俊

(

熊
本
B
　
J
C
I

八
代

)

江
口
　
尚
登

(

佐
賀
B
　
J
C
I

佐
賀

)

内
部
会
計
監
査
人

会

長

顧

問
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年
間

事
業

フ
レ

ー
ム

担
当

常
任

理
事

　
柴

﨑
　

政
俊

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

Ｊ
Ｃ

カ
ッ

プ
Ｕ

－
１

１
　

少
年

少
女

サ
ッ

カ
ー

全
国

大
会

予
選

大
会

の
実

施

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
し

た
災

害
・疾

病
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

地
域

通
貨

圏
構

築
に

関
す

る
事

業

多
角

的
な

視
点

か
ら

イ
ン

フ
ラ

構
築

を
推

進
す

る
事

業

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

推
進

す
る

事
業

ア
カ

デ
ミ

ー
メ

ン
バ

ー
と

の
交

流
事

業

全
国

大
会

開
催

検
証

報
告

引
継

政
策

提
案

・発
信

連
携

団
体

と
の

会
議

検
証

報
告

引
継

調
査

研
究

調
査

研
究

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整
企

画
立

案
本

会
・ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

と
の

調
整

本
会

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

整

連
携

団
体

と
の

会
議

企
画

立
案

連
携

団
体

と
の

会
議

発
信

実
施

地
区

・ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
で

の
予

選
大

会
の

実
施

11
月

12
月

1月

全 国 大 会 （ 北 海 道 札 幌 ）

世 界 会 議 （ 横 浜 ）

京 都 会 議 （ 京 都 ）

九
州

地
区

運
動

・事
業

名
9月

10
月

2月
3月

4月
5月

6月
12

月

Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ （ 台 湾 ・ 台 中 ）

8月
9月

10
月

11
月

全 国 大 会 （ と ち ぎ 宇 都 宮 ）

7月

世 界 会 議 （ 南 ア フ リ カ ・ ヨ ハ ネ ス ブ ル グ ）

サ マ コ ン （ 横 浜 ）

提
言

調
査

研
究

関
係

各
所

と
の

協
議

企
画

立
案

地
区

大
会

開
催

地
区

大
会

開
催

調
査

研
究

関
係

各
所

と
の

協
議

企
画

立
案

引
継

引
継

引
継

実
施

関
係

各
所

と
の

協
議

実
施

関
係

各
所

と
の

協
議

地
区

大
会

開
催

検
証

検
証

検
証

報
告

提
言

報
告

報
告

提
言

調
査

研
究

関
係

各
所

と
の

協
議

企
画

立
案

実
施

関
係

各
所

と
の

協
議

検
証

報
告

引
継

調
査

研
究

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調

企
画

立
案

実
施

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
と

の
連

絡
・調
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4 
 佐
賀
県
に
お
け
る
一
般
世
帯
総
数
推
移
は
２
０
１
０
年
の
約
２
９
万
４
千
世
帯
か
ら
２
０
３
５
年
の
約
２
７
万
世
帯
と
、
２
５

年
間
に
約
２
万
４
千
世
帯
が
減
少
し
、
全
国
平
均
よ
り
約
２
倍
の
減
少
率
と
な
り
ま
す
。
ま
た
増
加
率
で
は
、
２
０
１
０
年
か

ら
の
５
年
間
で
一
時
的
に
増
加
す
る
も
の
の
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
３
５
年
の
２
５
年
間
で
は
マ
イ
ナ
ス
１
０
．
１
％
と
推

測
さ
れ
、
長
期
的
に
は
人
口
と
と
も
に
世
帯
数
も
減
少
が
続
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
『
日
本
の
世
帯
数
の
将
来
推
計
（
都
道
府
県
別
推
計
）
』
（
２
０
１
４
年
４
月
推

計
）
」

KW
WS

Z
ZZ

LS
VV
J
RM
S
SS

SM
VH
WD
LM
K
SM
S

W
SD
JH
D
VS

【
年
齢
別
割
合
推
移
】

出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
２
０
１
３
年
推
計
／
年
齢
別
人
口
割
合
（
最
新
）
（
単
位
：
％
）

年
年

年
年

年
年

年
↓
年

全
国

〜
歳

−

〜
歳

−

歳
以

上

歳
以

上

東
京
都

〜
歳

−

〜
歳

−

歳
以

上

歳
以

上

佐
賀
県

〜
歳

−

〜
歳

−

3 
 

地
域
の
現
状

人
口
推
移

出
典

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
２
０
１
３
年

推
計

佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
人
口
は
２
０
１
０
年
の
約
８
５
万
人
か
ら
、
２
０
３
５
年
に
は
約
７
１
万
人
へ
と
推
移
し
、
２
５
年

間
で
お
よ
そ
１
４
万
人
減
少
（
減
少
率
１
９
．
０
％
）
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
て
、
全
国
平
均
（
１
４
．
２
％
）
よ
り
も
高
い

減
少
率
と
な
り
ま
す
。

「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
２
０
１
３
年

月
推
計
）
」

KW
WS

ZZ
ZL
SV
VJ
RM
S
SS

VK
LF
\R
VR
Q
MV
KL
F\
RV
RQ

J
DL
\R
BK
\R
J
DL
\R
DV
S

人
口
変
化
の
要
因

【
一
般
世
帯
数
】

出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
２
０
１
４
年
推
計
／
世
帯
数
推
移
（
最
新
）

（
単
位
：
世
帯
）

年
年

年
年

年
年

全
国

東
京
都

佐
賀
県

出
典
：
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
２
０
１
４
年
推
計
／
世
帯
数
増
加
率
（
最
新
）

（
単
位
：
％
）

年

↓

年

年

↓

年

年

↓

年

年

↓

年

年

↓

年

年

↓

年

全
国

−
−

−
−

東
京
都

−
−

佐
賀
県

−
−

−
−

−
−

年
年

年
年

年
年

全
国

東
京
都

佐
賀
県
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6 
 KW
WS
VU

HV
DV
JR
MS

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
状
況
と
地
域
を
示
す
数
的
指
標

出
典
：
佐
賀
県
県
民
経
済
計
算
／
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
推
移
（
最
新
）

（
名
目
・
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
単
位
：
億
円
）

年
年

年
年

年

九
州

名
目
*'

3

実
質
*'

3

*'
3
デ
フ
レ
ー
タ
ー

佐
賀
県

名
目
*'

3

実
質
*'

3

*'
3
デ
フ
レ
ー
タ
ー

「
佐
賀
県
県
民
経
済
計
算
」

KW
WS

Z
ZZ

SU
HI
VD
JD
OJ
MS
NL
M
L

LQ
GH
[K
WP
O

【
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
締
め
る
産
業
の
割
合
】

出
典
：
経
済
産
業
省
九
州
経
済
産
業
局
各
都
道
府
県
県
民
経
済
計
算
公
表
デ
ー
タ
集
計

単
位

時
点

九
州

佐
賀
県

人
口

万
人

年

（
九
州
＝

）
％

月
日

就
業
者
数

万
人

年

（
九
州
＝

）
％

（
第
１
次
産
業
）

％

（
第
２
次
産
業
）

％

（
第
３
次
産
業
）

％

県
内
総
生
産

兆
円

年

（
九
州
＝

）
％

（
第
１
次
産
業
）

％

（
第
２
次
産
業
）

％

（
第
３
次
産
業
）

％

5 
 

歳
以

上

歳
以

上

佐
賀
県
に
お
け
る
年
齢
別
割
合
推
移
は
、
２
０
１
０
年
か
ら
２
０
３
５
年
の
２
５
年
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
別
に
お
い
て
（
０

〜
１
４
歳
）
２
．
９
％
減
少
、
（
１
５
〜
６
４
歳
）
６
．
６
％
減
少
、
（
６
５
歳
以
上
）
９
．
５
％
増
加
、
（
７
５
歳
以
上
）

８
．
４
％
増
加
と
推
測
さ
れ
、
全
国
平
均
に
近
い
推
移
を
た
ど
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
６
５
歳
以
上
の
高
齢
人
口
割
合
は
２
０

１
０
年
に
総
人
口
の
４
人
に
１
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
２
０
３
５
年
に
は
総
人
口
の
３
人
に
１
人
に
達
し
ま
す
。

「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
２
０
１
３
年

月
推
計
）
」

KW
WS

ZZ
ZL
SV
VJ
RM
S
SS

VK
LF
\R
VR
Q
MV
KL
F\
RV
RQ

J
DL
\R
BK
\R
J
DL
\R
DV
S

【
人
口
の
自
然
増
減
】

出
典
：
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
／
都
道
府
県
別
合
計
特
殊
種
出
生
率
（
最
新
）

年
年

年
年

年
年

年
全
国

東
京
都

佐
賀
県

人
口
の
自
然
増
減
の
指
標
で
あ
る
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
１
９
８
０
年
か
ら
２
０
０
５
年
ま
で
減
少
を
続
け
、
佐
賀
県
に
お
い

て
は
２
０
０
５
年
に
１
．
４
８
と
最
低
値
を
記
録
し
ま
し
た
。
そ
の
後
２
０
０
６
年
に
は
増
加
に
転
じ
、
最
新
の
デ
ー
タ
で
あ

る
２
０
１
５
年
に
は
１
．
６
４
と
微
増
し
て
お
り
、
全
国
平
均
よ
り
高
く
都
道
府
県
別
で
上
位
の
合
計
特
殊
出
生
率
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
口
の
自
然
増
減
の
分
岐
点
で
あ
る
２
．
０
７
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、
今
後
も
自
然
減
の
傾
向

が
続
く
と
予
測
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
全
国
の
中
で
も
合
計
特
殊
出
生
率
が
上
位
で
あ
る
か
と
い
う
要
因
分
析
に
つ
い
て
は
、
明
確

な
根
拠
が
出
て
い
な
い
状
況
で
す
。
推
測
レ
ベ
ル
と
い
う
条
件
付
き
の
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
見
解
で
は
、
第

１
次
産
業
従
事
者
が
多
く
、
比
較
的
に
晩
婚
よ
り
も
早
期
結
婚
の
割
合
が
高
い
地
域
で
あ
る
ほ
ど
合
計
特
殊
出
生
率
の
ポ
イ
ン

ト
が
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
」

KW
WS
VU

HV
DV
JR
MS

「
厚
生
労
働
省
平
成
２
７
年
（
２
０
１
５
）
人
口
動
態
統
計
（
確
定
数
）
の
概
況

KW
WS

Z
Z
Z
P
KO
Z
JR
MS
WR
XN
HL
VD
LN
LQ
K
Z
MLQ
NR
X
ND
NX
WH
L

【
人
口
の
社
会
増
減
】

出
典
：
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
／
都
道
府
県
別
人
口
移
動
（
最
新
）

（
単
位
：
人
）

年
年

年
年

佐
賀
県

Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
福
岡
県
へ
の
転
出
超
過
が
顕
著
で
あ
り
、
九
州
内
で
の
福
岡
一
極
集
中
の
傾
向
が
あ
り
今
後
も
転
出

超
過
が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

「
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
」
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8 
 

東
京
都

女
有
業
率

全
国
平
均

男
有
業
率

−

女
有
業
率

−

２
０
１
２
年
時
点
で
は
男
女
と
も
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
特
に
女
性
の
就
業
率
は
全
国
よ
り
２
％
ほ
ど
高
く
、
首
都
圏

ほ
ど
で
は
な
い
が
女
性
の
社
会
進
出
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

「
総
務
省
統
計
局
平
成
２
４
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」

KW
WS

Z
ZZ

VW
DW
JR
MS
GD
WD
V
KX
J\
RX

LQ
GH
[K
WP

■
実
質
賃
金
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
各
県
毎
月
勤
労
統
計
調
査

年
年

年
基
準
年

佐
賀
県

人
以
上
規
模

年
人
以
上
規
模

東
京
都

人
以
上
規
模

年
人
以
上
規
模

全
国
平
均

人
以
上
規
模

年
人
以
上
規
模

佐
賀
県
に
お
い
て
は
実
質
賃
金
が
２
０
１
０
年
度
基
準
で
増
加
し
て
お
り
、
横
ば
い
の
状
況
で
は
あ
る
が
、
全
国
平
均
よ
り
高

い
水
準
を
保
っ
て
い
る
。

「
佐
賀
県
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

KW
WS

Z
ZZ

SU
HI
VD
JD
OJ
MS
NL
M
L

LQ
GH
[K
WP
O

■
平
均
所
得
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
厚
生
労
働
省
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
／
平
均
年
収

年
対
東
京
都
比

対
全
国
平
均
比

佐
賀
県

万
円

東
京
都

万
円

全
国
平
均

万
円

佐
賀
県
の
平
均
所
得
は
、
東
京
都
の
比
率
で
６
４
％
に
と
ど
ま
り
、
全
国
平
均
で
見
て
も
８
８
％
と
な
り
、
低
い
水
準
で
あ

る
。 「
厚
生
労
働
省
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

KW
WS

Z
Z
Z
P
KO
Z
JR
MS
WR
XN
HL
OL
VW
FK
LQ
JL
QN
RX
]R
X
KW
P
O

7 
 九
州
内
に
お
け
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
う
ち
に
佐
賀
県
の
占
め
る
割
合
は
６
％
程
度
と
決
し
て
高
く
は
な
い
が
人
口
比
率
で
み
る
と
、
ほ

ぼ
同
程
度
の
比
率
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
佐
賀
県
県
民
経
済
計
算
」

KW
WS

Z
Z
Z
SU
HI
VD
JD
OJ
MS
NL
ML

LQ
GH
[K
WP
O

雇
用
の
状
況

■
産
業
別
雇
用
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
総
務
省
労
働
力
調
査
／
産
業
別
雇
用
状
況
（
最
新
）

（
単
位
：
％
）

年
年

増
減
率

佐
賀
県

第
１
次
産
業

第
２
次
産
業

第
３
次
産
業

東
京
都

第
１
次
産
業

第
２
次
産
業

第
３
次
産
業

全
国
平
均

第
１
次
産
業

第
２
次
産
業

第
３
次
産
業

佐
賀
県
に
お
い
て
は
第
一
次
産
業
が
全
国
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
産
業
別
就
業
者
数
で
は
、
他
の
都

道
府
県
に
比
べ
て
第
一
次
産
業
の
割
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
農
業
県
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
佐
賀
平
野
を
中
心
に
穀
類
を

中
心
と
し
た
農
業
が
、
入
り
江
の
多
い
玄
界
灘
に
面
す
る
北
西
部
で
は
果
樹
農
業
や
畜
産
、
沿
岸
漁
業
が
盛
ん
で
あ
る
。
有
明

海
に
面
し
た
県
南
地
域
で
は
海
苔
の
養
殖
が
盛
ん
で
あ
る
。

「
総
務
省
労
働
力
調
査
」

KW
WS

Z
Z
Z
VW
DW
JR
MS
GD
WD
U
RX
GR
X

KW
P

■
男
女
別
雇
用
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
総
務
省
就
業
構
造
調
査
／
男
女
別
雇
用
状
況
（
最
新
）

（
単
位
：
％
）

年
年

増
減
率

佐
賀
県

男
有
業
率

−

女
有
業
率

−

男
有
業
率

−

88
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台
風
や
地
震
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
も
、
近
隣
都
市
で
多
く
の
被
害
が
出
た
状
況
下
で
も
全
国
的
に
見
て
も
自
然
災
害
に
よ

る
被
害
額
は
こ
れ
ま
で
は
低
い
水
準
を
維
持
し
て
お
り
ま
し
た
。

「
佐
賀
県
の
災
害
の
概
要
」

ht
tp

s:/
/w

w
w

.p
re

f.s
ag

a.
lg

.jp
/k

iji
00

39
89

/in
de

x.
ht

m
l

■
過
去
１
０
年
間
の
主
だ
っ
た
災
害
に
つ
い
て

【
九
州
北
部
豪
雨
災
害

２
０
１
２
年
７
月
１
１
日
〜
７
月
１
６
日
】

２
０
１
２
年
７
月
に
北
部
九
州
を
襲
っ
た
豪
雨
災
害
に
よ
り
、
佐
賀
県
に
お
い
て
も
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
人
的

被
害
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
住
宅
に
お
い
て
は
一
部
損
壊
２
棟
、
床
上
浸
水
１
０
７
棟
、
床
下
浸
水
７
２
４
棟
の
被
害
が
出
て

お
り
、
計
８
３
３
棟
の
住
宅
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、
公
共
土
木
施
設
及
び
農
林
水
産
産
業
施
設
を
中
心
に
県
内
の
施

設
に
も
甚
大
な
被
害
を
お
よ
ぼ
し
ま
し
た
。
約
１
週
間
も
の
間
断
続
的
に
降
り
続
い
た
雨
は
、
７
月
１
３
日
に
佐
賀
に
お
い
て

観
測
史
上
２
位
の
１
時
間
あ
た
り
９
１
．
０
ｍ
ｍ
の
雨
量
を
記
録
す
る
な
ど
し
、
公
共
施
設
、
農
地
な
ど
の
被
害
総
額
は
約
２

１
億
円
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。

9 
 

■
失
業
率
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
総
務
省
労
働
力
調
査
／
都
道
府
県
別
完
全
失
業
者
数
・
完
全
失
業
率

佐
賀
県
に
お
い
て
完
全
失
業
率
は
改
善
傾
向
に
あ
り
、
全
国
平
均
と
比
べ
て
も
低
い
数
値
を
保
っ
て
い
る
。

「
総
務
省
統
計
局
労
働
力
調
査
」

KW
WS

Z
Z
Z
VW
DW
JR
MS
GD
WD
U
RX
GR
X
SU
HI

■
有
効
求
人
倍
率
の
状
況
（
地
域
の
現
状
と
首
都
圏
及
び
全
国
平
均
）

出
典
：
厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」
／
有
効
求
人
倍
率

佐
賀
県
に
お
い
て
も
有
効
求
人
倍
率
は

ポ
イ
ン
ト
を
越
え
て
は
い
る
が
、
東
京
都
と
は
開
き
が
あ
り
、
全
国
平
均
も
下
回
っ

て
い
る
。

「
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
業
務
統
計
」

KW
WS

Z
Z
Z
P
KO
Z
JR
MS
WR
XN
HL
OL
VW

KW
P
O

２
０
１
０
年
以
降
発
災
し
た
災
害
・
疾
病
状
況

■
過
去
１
０
年
の
災
害
被
害
状
況

年
年

年
年

年
年

佐
賀
県

完
全
失
業
者
（
千

人
） 完
全
失
業
率
（
％
）

東
京
都

完
全
失
業
者
（
千

人
） 完
全
失
業
率
（
％
）

全
国

完
全
失
業
者
（
万

人
） 完
全
失
業
率
（
％
）

年
年

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

佐
賀
県

東
京
都

全
国
平

均

89
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 「
総
務
省
防
災
白
書
」

ht
tp

://
w

w
w

.so
um

u.
go

.jp
/h

28
_k

um
am

ot
o_

jis
hi

n/
 

【
九
州
北
部
豪
雨
災
害

２
０
１
７
年
７
月
５
日
〜
７
月
１
０
日
】

２
０
１
７
年
７
月
に
北
部
九
州
を
襲
っ
た
豪
雨
災
害
に
よ
り
鳥
栖
市
を
中
心
と
し
た
県
内
各
地
で
土
砂
災
害
が
発
生
し
ま
し

た
。
特
に
７
月
５
日
か
ら
６
日
に
か
け
て
記
録
的
豪
雨
と
な
り
、
白
石
町
で
は
日
降
水
量
３
１
０
．
５
P
P
（
観
測
史
上
２

位
）
、
川
副
町
で
日
降
水
量
２
５
０
．
５
P
P
（
観
測
史
上
１
位
）
を
記
録
す
る
な
ど
県
内
１
６
市
町
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
報

が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
豪
雨
に
よ
り
軽
傷
者
１
名
、
住
宅
被
害
１
１
２
棟
（
一
部
破
損
１
棟
、
床
上
浸
水
１
棟
、
床
下
浸

水
１
１
０
棟
）
の
被
害
が
お
こ
り
、
被
害
総
額
は
約
４
億
円
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

平
成

年
月

日
〜

日
の
降
水
量
分
布
図

平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
に
対
す
る
九
州
地
方
整
備
局
の
取
り
組
み

11
 

 【
熊
本
地
震

２
０
１
６
年
４
月
１
４
日
〜
４
月
１
６
日
】

２
０
１
６
年
４
月
に
熊
本
県
を
中
心
と
し
た
九
州
全
域
を
襲
っ
た
大
地
震
に
よ
り
、
佐
賀
県
で
も
様
々
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
。
４
月
１
６
日
に
発
生
し
た
本
震
で
は
佐
賀
市
、
神
崎
市
な
ど
で
震
度
５
強
を
記
録
し
、
重
傷
者
４
名
、
軽
傷
者
９
名
が

発
生
し
ま
し
た
。
住
宅
に
お
い
て
も
３
棟
の
損
壊
が
発
生
し
、
有
明
・
八
代
海
の
沿
岸
に
お
い
て
津
波
注
意
報
が
発
令
な
れ
る

（
後
に
解
除
）
な
ど
、
県
内
各
地
に
お
い
て
被
害
、
混
乱
が
生
じ
ま
し
た
。

４
月

日
時

分
の
地
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

）
に
よ
る
市
町
村
別
震
度
一
覧

４
月

日
１
時

分
の
地
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

）
に
よ
る
市
町
村
別
震
度
一
覧

90
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 佐
賀
県
議
会
議
事
録
よ
り
抜
粋

年
々
低
下
す
る
投
票
率
。
２
０
１
９
年
度
の
選
挙
は
現
職
の
圧
勝
と
な
り
、
佐
賀
県
内
の
世
論
も
現
職
か
ら
新
た
な
知
事
に
か

え
よ
う
と
い
う
機
運
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
現
職
濃
厚
の
雰
囲
気
の
中
開
催
さ
れ
た

選
挙
は
選
挙
に
行
っ
て
も
行
か
な
く
て
も
結
果
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
立
ち
込
め
、
過
去
最
低
の
投
票
率
と
な
り
ま

し
た
。
本
年
は
知
事
選
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
首
長
及
び
議
員
選
の
投
票
率
を
上
昇
さ
せ
る
運
動
を
し
て

ま
い
り
ま
す
。

２
０
２
０
年
以
降
の
１
０
市
１
０
町
村
に
お
け
る
首
長
議
員
選
挙
一
覧

自
民
党
佐
賀
県
支
部
へ
の
聞
き
取
り
結
果
よ
り

選
挙

日
投

票
率

19
91

年

19
95

年

19
99

年

20
03

年

20
07

年

20
11

年

20
15

年

20
19

年

首
長

選
挙

議
員

選
挙

 

佐
賀

市
20

2
1年

10
月

20
21

年
10

月

唐
津

市
20

2
1年

2
月

20
21

年
2月

鳥
栖

市
20

2
3年

2
月

20
21

年
11

月

多
久

市
20

2
1年

9
月

20
23

年
4月

伊
万

里
市

20
2
1年

4
月

20
23

年
4月

武
雄

市
20

2
2年

12
月

20
22

年
4月

鹿
島

市
20

2
2年

4
月

20
23

年
4月

小
城

市
20

2
1年

3
月

20
22

年
2月

嬉
野

市
20

2
2年

1
月

20
22

年
1月

神
埼

市
20

2
2年

4
月

20
22

年
4月

吉
野

ヶ
里

町
20

2
2年

3
月

20
22

年
3月

基
山

町
20

2
0年

2
月

20
23

年
4月

上
峰

町
20

2
1年

3
月

20
23

年
1月

み
や

き
町

20
2
1年

4
月

20
22

年
2月

玄
海

町
20

2
2年

7
月

20
21

年
9月

有
田

町
20

2
2年

4
月

20
22

年
4月

大
町

町
20

2
3年

4
月

20
23

年
4月

江
北

町
20

2
0年

2
月

20
23

年
4月

白
石

町
20

2
1年

1
月

20
21

年
1月

太
良

町
20

2
3年

1
月

20
23

年
6月

13
 

 ht
tp

://
w

w
w

.q
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.m
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.g
o.

jp
/b

ou
sa

i_
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ho
/H

29
ho

ku
bu

go
uu

.h
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【
７
月
豪
雨
災
害

２
０
１
８
年
７
月
５
日
〜
７
月
６
日
】

２
０
１
８
年
７
月
に
中
国
四
国
地
方
を
中
心
に
西
日
本
全
体
を
襲
っ
た
豪
雨
災
害
に
お
い
て
、
佐
賀
県
で
も
甚
大
な
損
害
を

被
り
ま
し
た
。
平
成
最
大
の
犠
牲
者
数
を
出
し
た
風
水
害
と
な
っ
た
こ
の
豪
雨
に
お
い
て
、
佐
賀
県
に
お
い
て
は
死
者
２
名
、

負
傷
者
３
名
、
住
宅
被
害
２
７
０
棟
（
全
壊
２
棟
、
半
壊
４
棟
、
一
部
損
壊
４
棟
、
床
上
浸
水
３
３
棟
、
床
下
浸
水
２
２
７

棟
）
の
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
ま
た
、
通
行
止
め
道
路
が
８
か
所
、
公
共
土
木
施
設
の
被
害
が
１
１
２
か
所
、
山
地
・
林
道

の
被
害
が
１
８
１
か
所
で
起
こ
る
な
ど
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
、
物
流
に
も
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
に
よ
る
降
雨
状
況

「
内
閣
府
平
成

年
月
豪
雨
災
害
の
概
要
と
被
害
の
特
徴
」

ht
tp

://
w

w
w

.m
lit

.g
o.

jp
/ri

ve
r//

///
sh

in
ng

ik
ai

_b
lo

g/
ha

za
rd

_r
is

k/
da

i0
1k

ai
/ 

【
令
和
元
年

月
の
前
線
に
伴
う
大
雨

２
０
１
９
年
８
月
２
８
日
〜
】

■
２
０
１
９
年
８
月
に
発
生
し
た
豪
雨
災
害
に
お
い
て
、
佐
賀
県
は
未
曽
有
の
水
害
に
遭
遇
し
て
お
り
ま
す
。
２
０
１
９
年
９

月
９
日
現
在
に
お
い
て
、
死
者
３
名
、
意
識
不
明
１
名
、
住
宅
被
害
４
２
３
８
棟
の
被
害
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
住
宅

被
害
に
関
し
て
は
依
然
被
害
規
模
、
被
害
額
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

選
挙
の
有
無

①
開
催
予
定
選
挙
の
調
査

過
去
の
知
事
選
に
お
け
る
投
票
率
の
推
移

91



16
 

 活
動
内
容
と
し
て
は
以
下
の
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

ⅰ
災
害
現
場
で
の
直
接
支
援
：
被
災
地
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
直
接
支
援
／
迅
速
な
支
援
を
可
能
に
す
る
補
助
業
務

場
所
：
武
雄
市
、
大
町
町
、
小
城
市
、
多
久
市
、
佐
賀
市
等
の
令
和
元
年
８
月
九
州
北
部
豪
雨
に
お
け
る
佐
賀
県
内
の
被
災
地

参
加
者
：
緊
急
支
援
及
び
復
旧
・
復
興
支
援
を
行
う
Ｓ
Ｐ
Ｆ
及
び
同
賛
同
団
体
並
び
に
県
内
外
の
災
害
対
応
支
援
団
体
ま
た
は

個
人

ⅱ
情
報
共
有
会
議
開
催
・
運
営
等
：
被
災
地
支
援
に
係
る
情
報
共
有
会
議
の
開
催
／
迅
速
な
支
援
を
可
能
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
運
営

場
所
：
佐
賀
市
市
民
活
動
プ
ラ
ザ
会
議
室
等

参
加
者
：
Ｓ
Ｐ
Ｆ
及
び
同
賛
同
団
体
並
び
に
県
内
外
の
災
害
対
応
支
援
団
体
（
計
４
０
名
程
度
）

ⅲ
被
災
地
支
援
を
実
施
す
る
県
内
団
体
へ
の
資
金
支
援
：
被
災
地
に
お
い
て
緊
急
支
援
か
ら
復
旧
・
復
興
に
係
る
支
援
活
動
を

す
る
佐
賀
県
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
、
助
成
金
を
交
付

場
所
：
佐
賀
県
内

対
象
：
Ｓ
Ｐ
Ｆ
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
県
内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
へ
の
助
成
金
交
付
の
流
れ
：
下
記
を
想
定

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
寄
附
金
を
財
源
に
災
害
に
係
る
支
援
活
動
へ
の
助
成
金
を
創
設

助
成
金
募
集
要
領
に
基
づ
き
、
助
成
金
の
公
募
開
始

選
考
委
員
に
よ
る
審
査

交
付
先
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
決
定
、
助
成

交
付
先
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
か
ら
の
活
動
報
告
の
提
出

ⅳ
被
災
地
支
援
に
係
る
そ
の
他
の
活
動
：
災
害
支
援
に
係
る
上
記
以
外
の
そ
の
他
の
災
害
支
援
活
動

場
所
：
佐
賀
県
内

主
催
：
Ｓ
Ｐ
Ｆ
及
び
同
賛
同
団
体

２
０
１
９
年
１
月
に
も
佐
賀
県
と
防
災
協
定
を
結
ん
で
お
り
、
現
在
毎
日
開
催
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｐ
Ｆ
会
議
に
は
内
閣
府
、
自
治

体
、
社
協
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
及
び
ス
タ
ッ
フ
と
、
被
災
地
に
関
わ
る
多
く
の
方
々
の
情
報
集
積
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
Ｊ
Ｃ
が
参
画
す
る
こ
と
で
、
Ｊ
Ｃ
の
組
織
力
を
余
す
こ
と
な
く
復
旧
作
業
に
活
用
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
他
青
年
経
済
団
体
の
参
画
を
動
か
す
こ
と
で
、
災
害
時
の
強
固
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
し
ま
す
。

②
災
害
の
対
応
に
つ
い
て

佐
賀
県
に
お
き
ま
し
て
は
、
全
国
で
多
発
す
る
自
然
災
害
を
鑑
み
、
２
０
１
９
年
３
月
２
２
日
に
佐
賀
県
地
域
防
災
計
画
が
修

正
さ
れ
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
災
害
を
想
定
し
、
主
管
道
路
が
被
災
し
た
際
の
交
通
網
を
は
じ
め
、
様
々
な
部
分
に
お
い
て
再
整

備
も
始
ま
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
一
方
で
Ｊ
Ｃ
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
元
来
佐
賀
県
は
災
害
と
は
ほ
ぼ
無
縁
の
地
域
で
あ

り
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
に
て
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
災
害
が
起
き
て
も
そ
の
通
り
に
動
け
る
よ
う
な

整
備
状
況
で
は
な
い
こ
と
を
、
本
年
の
水
害
を
機
に
痛
感
し
ま
し
た
。
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地
域
で
１
０
年
以
内
に
予
定
さ
れ
て
い
る
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
や
イ
ン
フ
ラ
整
備

２
０
１
８
年
６
月
１
３
日
に
、
国
民
体
育
大
会
の
名
称
を
２
０
２
３
年
か
ら
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
変
更
す
る
ス
ポ
ー
ツ
基
本

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
改
正
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
）
が
国
会
に
お
い
て
成
立
し
ま
し
た
。
２
０
２
３
年
に
開
催
さ
れ
る
佐

賀
県
大
会
は
、
国
民
体
育
大
会
の
名
称
が
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
変
わ
る
最
初
の
本
大
会
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
改
正
ス
ポ
ー

ツ
基
本
法
の
成
立
を
受
け
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
は
大
会
の
略
称
を
長
年
親
し
ま
れ
て
き
た
国
体
か
ら
国
ス
ポ
に
変
更
し
ま
し

た
。
英
語
表
記
は
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ

Ｆ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｌ
）
か
ら
（
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ｇ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｓ
）

と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
佐
賀
市
で
は
佐
賀
県
総
合
運
動
場
一
帯
を
（
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ａ
サ
ン
ラ
イ
ズ
パ
ー
ク
）
と
命
名
し
、

８
，
０
０
０
人
収
容
可
能
な
ア
リ
ー
ナ
の
建
設
を
は
じ
め
、
佐
賀
駅
北
側
の
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。

姉
妹
都
市
と
の
連
携
状
況

佐
賀
県
と
し
ま
し
て
は
、
現
在
韓
国
の
全
羅
南
道
県
と
姉
妹
都
市
と
し
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
県
内
の
各
都
市
に
お
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ
姉
妹
締
結
を
結
ん
で
い
る
状
況
で
す
。

ま
た
、
唐
津
Ｊ
Ｃ
と
は
韓
国
の
Ｊ
Ｃ
Ｉ
麗
水
と
、
佐
賀
Ｊ
Ｃ
は
台
湾
の
Ｊ
Ｃ
Ｉ
新
營
と
そ
れ
ぞ
れ
姉
妹
Ｊ
Ｃ
と
し
て
毎
年
お
互

い
の
都
市
を
行
き
来
し
、
交
流
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連
携
状
況

①
防
災
協
定
の
有
無
の
調
査

現
在
佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
お
い
て
社
協
と
の
防
災
協
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
国
で
は
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
防
災
協
定
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
佐
賀
県
に
お
き
ま
し
て
は
地
域
柄
も
あ
り
、
未
だ
協

定
は
結
ば
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
社
協
と
の
日
頃
か
ら
の
連
携
も
重
要
で
は
あ
り
ま
す
が
、
県
に
は
県
内
外
の
民
間
非
営
利
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
で
つ
く
る
【
佐
賀
災
害
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｆ
）
】
が
２
０
１
９
年
１

月
に
佐
賀
県
と
防
災
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。
現
在
連
日
の
よ
う
に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
お
き
ま
し
て
は
、
社
協
、
内
閣
府
、

自
治
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
、
多
く
の
団
体
が
情
報
を
集
約
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
九
州
で
は
同
様
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
実

例
は
少
な
く
、
Ｊ
Ｃ
が
こ
ち
ら
に
参
画
し
、
協
定
を
結
ぶ
こ
と
で
、
全
国
に
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
発
信
で
き
る
も
の
と
考

え
、
佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
と
し
ま
し
て
は
、
２
０
２
０
年
８
月
に
63
)
と
の
防
災
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

■
防
災
、
現
在
に
伴
う
災
害
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
参
画
に
つ
い
て

【
佐
賀
災
害
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
】

佐
賀
災
害
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｆ
）
は
、
被
災
地
支
援
の
た
め
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
い
佐
賀
県
民
ま
た
は

同
県
に
所
縁
の
あ
る
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
動
を
し
、
そ
の
情
報
交
換
や
協
力
を
す
る
た
め
に
集
っ
た
（
想
い
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
）
で
す
。

県
内
外
で
起
こ
り
う
る
災
害
に
対
し
、
防
災
意
識
を
高
め
、
県
民
全
体
で
行
動
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

92
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  現
在
、
佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
青
年
会
議
所
で
は
１
０
市
１
０
町
の
内
、
９
市
６
町
を
主
な
活
動
拠
点
と
し
て
活
動
し
て
お
り
ま

す
。
Ｊ
Ｃ
対
象
年
齢
人
口
に
対
し
て
の
メ
ン
バ
ー
数
の
割
合
と
し
て
は
１
５
３
，
６
０
０
人
に
対
し
、
２
３
７
名
と
、
０
．
１

５
％
の
数
値
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
一
方
で
空
白
地
域
に
お
け
る
対
象
年
齢
人
口
数
は
１
４
，
２
３
７
名
と
な
っ
て
お
り
、
県

内
の
メ
ン
バ
ー
割
合
で
算
出
す
る
と
、
活
動
エ
リ
ア
を
広
げ
る
こ
と
で
２
１
名
程
度
増
加
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
現
存
す
る
メ
ン
バ
ー
数
の
８
．
８
％
に
相
当
し
、
空
白
地
域
へ
の
呼
び
込
み
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
で
近
隣
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の

メ
ン
バ
ー
数
増
加
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

各
種
調
査

●
諸
大
会
の
日
程

①
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
の
日
程
：

６
月
（
予
定
）

主
観
/2
0

（
一
社
）
伊
万
里
Ｊ
Ｃ

●
20
21
年
度

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
組
織
図
（
案
）

●
２
０
２
１
年
度
地
区
協
議
会
出
向
人
数
予
定

会
長

１
名

直
前
会
長

名
副
会
長

４
名

監
査

名
専
務
理
事

名
委
員
長

４
名

局
長
２
名

17
 

 

他
の
状
況

※
空

白
地
域
に
つ
い
て

 
人
口

総
数

７
３
，

９
３
６
名

 
Ｊ
Ｃ

対
象
年
齢
人
口
数

１
４
，

２
３
７
名

 

活
動

エ
リ

ア
人

口
（

活
動

エ
リ

ア
は

表
参

照
）

生
産

年
齢

人
口

（
1
5
か

ら
6
4
歳

）
J
C
対

象
年

齢
人

口
（

2
0
か

ら
4
0
歳

)
メ

ン
バ

ー
数

J
C

対
象

年
齢

人
口

に
対

し
て

の
メ

ン
バ

ー
割

合
（
％

）

伊
万

里
青

年
会

議
所

鹿
島

青
年

会
議

所

唐
津

青
年

会
議

所

佐
賀

青
年

会
議

所

武
雄

青
年

会
議

所

陶
都

有
田

青
年

会
議

所

鳥
栖

青
年

会
議

所

93
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基
本
理
念

新
し
い
時
代
に
立
ち
向
か
い

人
と
人
を
紡
い
で
い
く

持
続
可
能
な
佐
賀
の
実
現

ブ
ロ
ッ
ク
連
携
事
業
の
構
築

連
携
事
業
①

Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
発
展
に
関
す
る
事
業
・
連
携
事
業

【
政
策
手
法
（
ゴ
ー
ル
デ
ン
サ
ー
ク
ル
）
】

Ｗ
ｈ
ｙ

（
理
由
）
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
多
く
の
Ｌ
Ｏ
Ｍ
が
会
員
拡
大
に
苦
戦
し
て
い
る
た
め

Ｈ
ｏ
ｗ

（
手
法
）
：
県
内
で
の
異
業
種
交
流
会
を
実
施
す
る
こ
と
で

:
K
D
W
（
効
果
）
：
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
拡
大
に
寄
与
し
ま
す
。

【
パ
ー
ト
ナ
ー
・
種
別
】

県
内
全
Ｌ
Ｏ
Ｍ
（
参
加
協
力
）

連
携
事
業
②

災
害
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
強
化
事
業

【
政
策
手
法
（
ゴ
ー
ル
デ
ン
サ
ー
ク
ル
）
】

Ｗ
ｈ
ｙ

（
理
由
）
：
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
固
な
防
災
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
た
め
に

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

鹿
島

２
２
人

６
人

１
５
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

唐
津

８
６
人

１
６
人

３
０
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

佐
賀

８
０
人

１
５
人

３
０
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

武
雄

２
８
人

６
人

２
０
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

陶
都
有
田

８
人

０
人

５
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

鳥
栖

１
４
人

１
人

１
０
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

感
染
症
に
よ
る
活
動
の
制
限
事
業

19
 

 ●
佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

９
月
１
２
日
現
在

（
組
織
グ
ル
ー
プ
調
査
項
目
）

２
０
１
６
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
２
８
５
名
】

【
出
向
者
数
：
４
９
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
１
７
％
】

２
０
１
７
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
３
２
６
名
】

【
出
向
者
数
：
５
３
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
１
６
％
】

２
０
１
８
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
２
７
５
名
】

【
出
向
者
数
：
４
６
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
１
６
％
】

２
０
１
９
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
２
７
２
名
】

【
出
向
者
数
：
４
５
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
１
６
％
】

２
０
２
０
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
２
３
９
名
】

【
出
向
者
数
：
４
０
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
１
６
％
】

２
０
２
１
年

【
協
議
会
内
会
員
数
：
２
３
４
名
】
見
込
【
出
向
者
数
：
５
０
名
】

【
出
向
人
数
割
合
：
２
１
％
】

●
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
内

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

ア
カ
デ
ミ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

人
数
規
模
：
３
８
名

●
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
内
の
/2
0
で
の
新
入
会
員
セ
ミ
ナ
ー
開
催
/2
0
数

（
７
/2
0
中
７
/2
0
開
催
）

●
各
ブ
ロ
ッ
ク
、
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
、
事
業
の
調
査

（
ブ
ロ
ッ
ク
の
実
施

有
）

（
７
/2
0
中
６
/2
0
開
催
）

●
２
０
２
０
年

コ
ロ
ナ
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
（
国
家
グ
ル
ー
プ
調
査
項
目
）

事
業
詳
細
：

●
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
内

外
国
人
人
口

：
７
，
２
０
８
人

外
国
人
雇
用
人
口
：
５
，
４
２
３
人

●
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
拡
大
目
標

Ｌ
Ｏ
Ｍ
名

２
０
２
１
年
度

期
首
人
数

２
０
２
１
年
度

卒
業
生
数

拡
大
目
標
数

懸
念
事
項
・
特
記
事
項
ほ
か

伊
万
里

１
０
人

１
人

５
人

Ｌ
Ｏ
Ｍ
人
数
の
減
少

94



22
 

 ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

独
自
の
事
業
（
参
考
資
料
）

※
現
在
予
定
し
て
い
る
事
業
の
概
要
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

独
自
の
事
業
①

広
報
事
業
の
実
施

様
々
な
団
体
と
の
連
携
を
促
し
、
効
率
的
に
運
動
を
発
信
す
る
た
め
に
、
各
メ
デ
ィ
ア
へ
向
け
て
活
動
内
容
の
発
信
を
行
う

こ
と
で
、
県
内
の
Ｌ
Ｏ
Ｍ
活
動
及
び
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
活
動
を
こ
れ
ま
で
以
上
の
大
勢
の
市
民
に
発
信
し
ま
す
。

１
年
後
の
姿

柔
軟
か
つ
開
放
的
な
組
織
改
革
を
ブ
ロ
ッ
ク
が
率
先
し
て
行
う
こ
と
で
、
メ
ン
バ
ー
が
Ｊ
Ｃ
の
組
織
に
対
し
て
冷
静
に
見
つ

め
な
お
せ
る
状
況
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
会
員
拡
大
を
通
じ
て
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
交
流
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
良

循
環
を
生
み
出
せ
る
環
境
を
構
築
し
ま
す
。
ま
た
、
今
日
本
が
掲
げ
る
課
題
に
地
域
な
ら
で
は
の
現
状
を
鑑
み
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と

い
う
新
た
な
テ
ー
マ
と
向
き
合
い
、
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
率
先
し
て
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
を
つ
な
げ
る
事
例
を
一
つ
で
も
多
く
実
現
さ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
内
の
安
全
保
障
や
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー

に
つ
い
て
特
に
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
議
論
の
場
を
設
け
る
こ
と
で
、
当
事
者
意
識
を
も
っ
た
地
域
住
民
を
増
や
し
、
１
０

年
後
の
地
域
に
対
し
、
多
く
の
人
々
が
想
い
を
馳
せ
、
議
論
が
巻
き
起
こ
る
、
活
気
に
満
ち
溢
れ
た
佐
賀
と
な
り
ま
す
。

参
考
資
料

１
．
１

人
口
推
移

「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
２
０
１
３
年

月
推
計
）
」

KW
WS

Z
ZZ

LS
VV
J
RM
S
SS

VK
LF
\R
VR
Q
MV
KL
F\
RV
RQ

J
DL
\R
BK
\R
J
DL
\R
DV
S

１
．

２
人

口
変

化
の

要
因

 
「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
『
日
本
の
世
帯
数
の
将
来
推
計
（
都
道
府
県
別
推
計
）
』
（
２
０
１
４
年
４
月
推

計
）
」

KW
WS

Z
ZZ

LS
VV
J
RM
S
SS

SM
VH
WD
LM
K
SM
S

W
SD
JH
D
VS

「
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
／
日
本
の
地
域
別
将
来
推
計
人
口
（
２
０
１
３
年

月
推
計
）
」

KW
WS

Z
ZZ

LS
VV
J
RM
S
SS

VK
LF
\R
VR
Q
MV
KL
F\
RV
RQ

J
DL
\R
BK
\R
J
DL
\R
DV
S

「
地
域
経
済
分
析
シ
ス
テ
ム
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
」

KW
WS
VU

HV
DV
JR
MS

「
厚
生
労
働
省
平
成
２
７
年
（
２
０
１
５
）
人
口
動
態
統
計
（
確
定
数
）
の
概
況

KW
WS

Z
ZZ

P
KO
Z
JR
MS
WR
XN
HL
VD
LN
LQ
K
Z
MLQ
NR
X
ND
NX
WH
L

１
．
３

*'
3
の
状
況
と
地
域
を
示
す
数
的
指
標

「
佐
賀
県
県
民
経
済
計
算
」

KW
WS

Z
ZZ

SU
HI
VD
JD
OJ
MS
NL
M
L

LQ
GH
[K
WP
O

１
．

４
雇

用
の

状
況

 
「
総
務
省
労
働
力
調
査
」

KW
WS

Z
ZZ

VW
DW
JR
MS
GD
WD
U
RX
GR
X

KW
P

21
 

 

Ｈ
ｏ
ｗ

（
手
法
）
：
県
内
の
防
災
イ
ン
フ
ラ
を
ソ
フ
ト
面
か
ら
強
化
す
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
で

:
K
D
W
（
効
果
）
：
災
害
に
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

【
パ
ー
ト
ナ
ー
・
種
別
】

佐
賀
県
、
災
害
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、
県
社
協
、
県
内
の
防
災
に
関
わ
る
各
種
団
体

連
携
事
業
③

政
治
参
画
と
主
権
者
意
識
を
向
上
さ
せ
る
事
業
の
実
施

【
政
策
手
法
（
ゴ
ー
ル
デ
ン
サ
ー
ク
ル
）
】

Ｗ
ｈ
ｙ

（
理
由
）
：
今
後
を
担
っ
て
い
く
若
者
が
未
来
を
当
事
者
と
し
て
考
え
て
も
ら
う
た
め
に

Ｈ
ｏ
ｗ

（
手
法
）
：
知
事
や
議
員
と
身
近
に
な
っ
て
考
え
話
し
あ
え
る
機
会
を
作
る
こ
と
で

:
K
D
W
（
効
果
）
：
若
者
の
主
権
者
意
識
を
高
め
政
治
参
画
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

【
パ
ー
ト
ナ
ー
・
種
別
】

佐
賀
県
知
事
、
県
内
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
、
佐
賀
県
会
議
員
、
県
内
市
議
会
議
員

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
と
し
て
の
役
割

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
は
佐
賀
県
に
お
け
る
調
整
機
関
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
本
会
が
推
進
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

連
携
事
業
を
地
域
の
現
状
を
加
味
し
た
上
で
実
践
し
、
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に

Ｗ
Ｅ
Ｂ
会
議
や
ア
ウ
ト
ド
ア
会
議
を
は
じ
め
、
組
織
改
革
を
率
先
し
て
行
い
、
会
議
数
の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
組
織
の
活

性
化
を
は
か
り
ま
す
。
ま
た
、
連
携
事
業
に
関
し
て
は
、
自
ら
が
率
先
し
て
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
結
果
を
検
証
し
、
Ｌ

Ｏ
Ｍ
メ
ン
バ
ー
や
地
域
住
民
に
対
し
て
発
信
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
会
員
拡
大
に
お
き
ま
し
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
が
Ｌ
Ｏ
Ｍ

の
垣
根
を
越
え
た
入
会
見
込
み
者
情
報
を
集
積
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
り
、
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
連
携
を
は
か
る
と
と
も
に
ブ

ロ
ッ
ク
全
体
の
活
性
化
に
寄
与
し
ま
す
。

ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
組
織
改
革
の
概
要

佐
賀
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会
に
出
向
し
て
い
た
だ
く
会
員
を
今
後
増
や
し
て
、
一
年
間
を
通
じ
て
成
長
し
た
会
員
を
Ｌ
Ｏ
Ｍ
に
還

元
し
て
各
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
さ
ら
な
る
発
展
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
事
業
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｏ
Ｍ
の
垣
根
を
超
え
た
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ

ト
を
感
じ
れ
る
事
業
構
築
に
注
力
し
ま
す
。
会
議
運
営
に
つ
い
て
、
リ
モ
ー
ト
会
議
の
さ
ら
な
る
活
用
を
推
進
し
、
会
員
の
時

間
的
余
裕
を
作
る
こ
と
で
、
会
員
の
負
担
を
減
ら
し
出
向
し
や
す
い
環
境
構
築
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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 「
総
務
省
統
計
局
平
成
２
４
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」

KW
WS

Z
Z
Z
VW
DW
JR
MS
GD
WD
V
KX
J\
RX

LQ
GH
[K
WP

「
佐
賀
県
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

KW
WS

Z
ZZ

SU
HI
VD
JD
OJ
MS
NL
M
L

LQ
GH
[K
WP
O

「
厚
生
労
働
省
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

KW
WS

Z
ZZ

P
KO
Z
JR
MS
WR
XN
HL
OL
VW
FK
LQ
JL
QN
RX
]R
XK
WP
O

１
．

５
２
０
１
０
年
以
降
発
災
し
た
災
害
・
疾
病
状
況

 

「
佐
賀
県
の
災
害
の
概
要
」

ht
tp

s:/
/w

w
w

.p
re

f.s
ag

a.
lg

.jp
/k

iji
00

39
89

/in
de

x.
ht

m
l 

「
総
務
省
防
災
白
書
」

ht
tp

://
w

w
w

.so
um

u.
go

.jp
/h

28
_k

um
am

ot
o_

jis
hi

n/
 

平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
に
対
す
る
九
州
地
方
整
備
局
の
取
り
組
み

ht
tp

://
w

w
w

.q
sr

.m
lit

.g
o.

jp
/b

ou
sa

i_
jo

ho
/H

29
ho

ku
bu

go
uu

.h
tm

l 
「
内
閣
府
平
成

年
月
豪
雨
災
害
の
概
要
と
被
害
の
特
徴
」

ht
tp

://
w

w
w

.m
lit

.g
o.

jp
/ri

ve
r//

///
sh

in
ng

ik
ai

_b
lo

g/
ha

za
rd

_r
is

k/
da

i0
1k

ai
/ 
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公
益

社
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
　

九
州

地
区

　
佐

賀
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

２
０

２
１

年
度

組
織

図

原
　

大
輔

（唐
津

）

地
域

社
会

で
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
を

達
成

し
て

い
く
た

め
の

事
業

の
実

施

古
賀

　
久

達
　

（
佐

賀
）

玉
置

　
奈

美
子

　
（唐

津
）

ブ
ロ

ッ
ク

ア
カ

デ
ミ

ー
開

催
会

員
拡

大
の

支
援

監
査

担
当

役
員

西
村

　
祐

二
郎

（
佐

賀
）

（一
社

）陶
都

有
田

青
年

会
議

所

（
一

社
）
伊

万
里

青
年

会
議

所

（
一

社
）
佐

賀
青

年
会

議
所

（
一

社
）
唐

津
青

年
会

議
所

（
一

社
）
鹿

島
青

年
会

議
所

会
員

会
議

所

（
一

社
）
武

雄
青

年
会

議
所

山
下

　
貴

好
（
武

雄
）

森
　

公
照

（
佐

賀
）

役
員

会
議

、
会

員
会

議
所

等
諸

会
議

の
効

率
的

な
運

営
・
発

信
柔

軟
か

つ
開

放
的

な
組

織
改

革
を

行
う

た
め

の
事

業
の

実
施

財
政

基
盤

の
充

実
・
財

産
の

管
理

運
営

（
一

社
）
鳥

栖
青

年
会

議
所

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

の
構

築
ブ

ロ
ッ

ク
フ

ァ
イ

ナ
ル

の
開

催

防
災

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

委
員

会

委
員

長
堤

　
雄

史
　

（
佐

賀
）

災
害

支
援

の
実

施
政

治
参

画
向

上
の

支
援

実
施

佐
賀

ビ
ジ

ョ
ン

発
信

グ
ル

ー
プ

担
当

副
会

長

前
田

　
純

次
（武

雄
）

事
務

局
長

役
員

会

矢
野

　
元

英
（
鹿

島
）

直
前

会
長

会
長

江
崎

　
正

徳
（
佐

賀
）

吉
原

　
慎

一
郎

（
鳥

栖
）

事
務

局

組
織

運
営

・
改

革
グ

ル
ー

プ

運
営

専
務

ア
カ

デ
ミ

ー
・
Ｌ

Ｏ
Ｍ

支
援

委
員

会

担
当

副
会

長
玉

置
　

大
輔

　
（
唐

津
）

財
政

局
長

松
本

　
孝

充
(鳥

栖
)

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

運
営

委
員

会

委
員

長

地
方

創
生

実
現

グ
ル

ー
プ

担
当

副
会

長
兵

働
　

将
崇

  
(佐

賀
)

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
推

進
委

員
会

委
員

長
委

員
長

木
原

　
典

克
　

（
佐

賀
）

Ｌ
Ｏ

Ｍ
支

援
・社

会
制

度
発

防
災

支
援

グ
ル

ー
プ

担
当

副
会

長

財
政

局
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年
間

事
業

フ
レ

ー
ム

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
　

会
長

　
吉

原
　

慎
一

郎

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

1 W
2 W

3 W
4 W

Ｌ
Ｏ

Ｍ
の

発
展

に
関

す
る

事
業

連
携

事
業

の
実

施

災
害

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

強
化

事
業

の
実

施

政
治

参
画

と
主

権
者

意
識

を
向

上
さ

せ
る

事
業

の
実

施

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

　
伊

万
里

大
会

の
実

施

11
月

12
月

1月

全 国 大 会 （ 北 海 道 札 幌 ）

世 界 会 議 （ 横 浜 ）

京 都 会 議 （ 京 都 ）

九
州

地
区

運
動

・事
業

名
9月

10
月

2月
3月

4月
5月

6月
12

月

Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ （ 台 中 ）

8月
9月

10
月

11
月

全 国 大 会 （ と ち ぎ 宇 都 宮 ）

7月

世 界 会 議 （ ヨ ハ ネ ス ブ ル グ ）

開
催

Ｌ
Ｏ

Ｍ
と

の
調

整
企

画
・立

案

調
査

研
究

本
会

と
の

連
絡

 調
査

企
画

立
案

企
画

立
案

Ｌ
Ｏ

Ｍ
と

の
連

絡
調

整
企

画
立

案
検

証

本
会

と
の

連
絡

 調
査

調
査

研
究

調
査

研
究

参
加

促
進

開
催

支
援

実
施

事
業

実
施

県
内

団
体

と
の

調
整

参
加

者
募

集
 準

備
検

証
報

告
引

継

引
継

引
継

引
継

報
告

報
告

報
告

検
証

検
証

参
加

者
募

集
 準

備
事

業
実

施
事

業
実

施
検

証
参

加
者

募
集

 準
備

参
加

者
募

集
 準

備
事

業
実

施
検

証
提

言
各

種
団

体
と

の
調

整
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現
在

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

2
6
日

（
火

）
2
5
日

（
木

）
2
4
日

（
水

）
2
6
日

（
月

）
2
７

日
（
木

）
2
8
日

（
月

）
2
6
日

（
月

）
2
7
日

（
月

）
2
6
日

（
火

）
2
6
日

（
金

）
2
3
日

（
木

）

佐
賀

武
雄

有
田

鳥
栖

伊
万

里
鹿

島
唐

津
佐

賀
武

雄
有

田
鳥

栖

6
日

（
水

）
4
日

（
木

）
4
日

（
木

）
5
日

（
月

）
7
日

（
金

）
4
日

（
金

）
5
日

（
月

）
6
日

（
月

）
5
日

（
火

）
4
日

（
木

）
3
日

（
金

）

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

1
4
日

（
木

）
1
6
日

（
火

）
1
1
日

（
木

）
1
3
日

（
火

）
1
8
日

（
火

）
1
6
日

（
水

）
1
4
日

（
水

）
1
6
日

（
木

）
1
6
日

（
土

）
1
8
日

（
木

）
1
6
日

（
木

）

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

ブ
ロ

ッ
ク

フ
ァ

イ
ナ

ル

武
雄

J
C

5
5
周

年
2
2
日

（
日

）

伊
万

里

鹿
島

唐
津

4
日

（
月

）
・
1
9
日

（
火

）
9
日

（
火

）
・
2
6
日

（
金

）
1
7
日

（
水

）
6
日

（
火

）
・
2
7
日

（
火

）
1
4
日

（
金

）
2
日

（
水

）
・
1
8
日

（
金

）
7
日

（
水

）
・
2
7
日

（
火

）
1
8
日

（
水

）
3
日

（
金

）
・
2
2
日

（
水

）
1
4
日

（
木

）
8
日

（
月

）
・
2
4
日

（
水

）
1
0
日

（
金

）

佐
賀

2
0
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
8
日

（
木

）
2
2
日

（
木

）
2
0
日

（
木

）
1
7
日

（
木

）
2
0
日

（
火

）
2
0
日

（
月

）
2
2
日

（
水

）
1
9
日

（
火

）
2
3
日

（
火

）

武
雄

5
日

（
火

）
2
日

（
火

）
2
日

（
火

）
2
日

（
金

）
1
日

（
土

）
2
日

（
水

）
2
日

（
金

）
2
日

（
月

）
2
日

（
木

）
1
日

（
金

）
2
日

（
火

）
1
5
日

（
水

）

陶
都

有
田

鳥
栖

1
5
日

（
金

）
1
5
日

（
月

）
1
5
日

（
月

）
1
5
日

（
木

）
1
4
日

（
金

）
1
5
日

（
火

）
1
5
日

（
木

）
1
6
日

（
月

）
1
5
日

（
水

）
1
5
日

（
金

）
1
5
日

（
月

）
1
5
日

（
水

）

伊
万

里
2
0
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
2
1
日

（
水

）
1
9
日

（
水

）
1
6
日

（
水

）
2
1
日

（
水

）
1
8
日

（
水

）
1
5
日

（
水

）
2
0
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
5
日

（
水

）

鹿
島

9
日

（
土

）
9
日

（
火

）
9
日

（
火

）
9
日

（
金

）
1
0
日

（
月

）
9
日

（
水

）
9
日

（
金

）
9
日

（
月

）
9
日

（
木

）
9
日

（
土

）
9
日

（
火

）
9
日

（
木

）

唐
津

4
日

（
月

）
・
2
9
日

（
金

）
1
7
日

（
水

）
9
日

（
火

）
・
2
5
日

（
木

）
1
5
日

（
木

）
6
日

（
木

）
・
2
5
日

（
火

）
1
0
日

（
木

）
・
2
9
日

（
火

）
1
5
日

（
木

）
5
日

（
木

）
・
2
6
日

（
木

）
1
4
日

（
火

）
6
日

（
水

）
・
2
7
日

（
水

）
1
6
日

（
火

）
2
日

（
木

）
・
1
7
日

（
金

）

佐
賀

4
日

（
月

）
2
日

（
火

）
2
日

（
火

）
1
日

（
木

）
6
日

（
木

）
1
日

（
火

）
1
日

（
木

）
3
日

（
火

）
1
日

（
水

）
4
日

（
月

）
2
日

（
火

）
2
日

（
木

）

武
雄

1
2
日

（
火

）
1
2
日

（
金

）
1
2
日

（
月

）
1
2
日

（
月

）
1
2
日

（
水

）
1
1
日

（
金

）
1
2
日

（
月

）
1
2
日

（
木

）
1
3
日

（
月

）
1
3
日

（
水

）
1
2
日

（
金

）
2
2
日

（
水

）

陶
都

有
田

1
3
日

（
水

）
1
0
日

（
水

）
1
0
日

（
水

）
1
4
日

（
水

）
1
2
日

（
水

）
9
日

（
水

）
1
4
日

（
水

）
1
1
日

（
水

）
8
日

（
水

）
1
3
日

（
水

）
1
0
日

（
水

）
8
日

（
水

）

鳥
栖

7
日

（
木

）
1
日

（
月

）
1
日

（
月

）
1
日

（
木

）
6
日

（
木

）
1
日

（
火

）
1
日

（
木

）
2
日

（
月

）
1
日

（
水

）
1
日

（
金

）
1
日

（
月

）
1
日

（
水

）
、

2
1
日

（
火

）

伊
万

里
1
2
日

（
月

）
8
日

（
月

）
8
日

（
月

）
1
2
日

（
月

）
1
0
日

（
月

）
1
4
日

（
月

）
1
2
日

（
月

）
9
日

（
月

）
1
3
日

（
月

）
1
2
日

（
火

）
8
日

（
月

）
1
3
日

（
月

）

鹿
島

1
8
日

（
月

）
1
7
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
6
日

（
金

）
1
7
日

（
月

）
1
7
日

（
木

）
1
6
日

（
金

）
1
7
日

（
火

）
1
7
日

（
金

）
1
8
日

（
月

）
1
7
日

（
水

）
1
4
日

（
火

）

唐
津

2
1
日

（
木

）
1
9
日

（
金

）
1
9
日

（
金

）
2
1
日

（
水

）
2
1
日

（
金

）
2
1
日

（
月

）
2
1
日

（
水

）
2
0
日

（
金

）
2
1
日

（
火

）
2
1
日

（
木

）
1
9
日

（
金

）
4
日

（
土

）

佐
賀

1
8
日

（
月

）
1
3
日

（
土

）
1
5
日

（
月

）
1
4
日

（
水

）
1
4
日

（
金

）
1
4
日

（
月

）
1
5
日

（
木

）
1
6
日

（
月

）
1
8
日

（
土

）
1
4
日

（
木

）
1
5
日

（
月

）
1
1
日

（
土

）

武
雄

2
2
日

（
金

）
2
2
日

（
月

）
2
3
日

（
月

）
2
2
日

（
木

）
2
1
日

（
金

）
2
2
日

（
火

）
2
2
日

（
木

）
2
1
日

（
土

）
2
2
日

（
水

）
2
2
日

（
金

）
2
2
日

（
月

）
6
日

（
月

）

陶
都

有
田

2
0
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
2
1
日

（
水

）
1
9
日

（
水

）
1
6
日

（
水

）
2
1
日

（
水

）
1
8
日

（
水

）
1
5
日

（
水

）
2
0
日

（
水

）
1
7
日

（
水

）
1
5
日

（
水

）

鳥
栖

9
日

（
土

）
1
0
日

（
水

）
1
0
日

（
水

）
1
2
日

（
月

）
1
0
日

（
月

）
1
0
日

（
木

）
1
2
日

（
月

）
1
0
日

（
火

）
1
2
日

（
日

）
1
2
日

（
火

）
1
1
日

（
木

）
1
0
日

（
金

）

8
日

（
金

）
5
日

（
金

）
8
日

（
月

）
9
日

（
金

）
7
日

（
金

）
7
日

（
月

）
2
日

（
金

）
3
日

（
金

）
4
日

（
月

）
5
日

（
金

）
2
日

（
木

）

八
代

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

w
e
b

2
0
日

（
水

）
1
8
日

（
木

）
2
2
日

（
月

）
2
3
日

（
金

）
2
1
日

（
金

）
2
1
日

（
月

）
2
1
日

（
水

）
2
2
日

（
水

）
2
2
日

（
金

）
2
4
日

（
水

）
1
0
日

（
金

）

飯
塚

八
女

鳥
栖

北
松

浦
山

鹿
西

都
飯

塚
w

e
b

別
府

新
大

隅
八

代

2
2
日

（
金

）
京

都
1
6
日

（
金

）
横

浜
2
5
日

（
木

）
○

○

2
8
日

（
木

）
2
5
日

（
木

）
1
日

（
木

）
2
8
日

（
火

）
3
日

（
木

）
3
0
日

（
水

）
2
日

（
木

）
2
7
日

（
月

）
4
日

（
木

）
6
日

（
月

）

7
日

（
木

）
1
0
日

（
水

）
5
日

（
金

）
8
日

（
木

）
7
日

（
金

）
1
0
日

（
木

）
8
日

（
木

）
9
日

（
木

）
1
日

（
木

）
1
1
日

（
木

）
1
6
日

（
木

）

1
5
日

（
金

）
1
9
日

（
金

）
1
9
日

（
金

）
1
6
日

（
金

）
1
4
日

（
金

）
1
8
日

（
金

）
1
5
日

（
木

）
1
7
日

（
金

）
5
日

（
月

）
2
6
日

（
金

）
1
7
日

（
金

）

2
2
日

（
金

）
2
0
日

（
土

）
2
0
日

（
金

）
1
7
日

（
土

）
1
5
日

（
土

）
1
9
日

（
土

）
1
6
日

（
金

）
1
8
日

（
土

）
8
日

（
金

）
2
7
日

（
土

）
1
8
日

（
土

）

2
3
日

（
土

）
2
7
日

（
土

）
8
日

（
金

）

9
日

（
土

）
1
0
日

（
日

）
1
3
日

（
土

）
1
4
日

（
日

）
1
3
日

（
土

）
1
4
日

（
日

）
1
0
日

（
土

）
1
1
日

（
日

）
8
日

（
土

）
9
日

（
日

）
5
日

（
土

）
6
日

（
日

）
1
0
日

（
土

）
1
1
日

（
日

）
4
日

（
土

）
5
日

（
日

）
3
日

（
土

）
4
日

（
日

）
1
3
日

（
土

）
1
4
日

（
日

）
1
1
日

（
土

）
1
2
日

（
日

）

9
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
0
日

（
土

）
8
日

（
土

）
5
日

（
土

）
1
0
日

（
土

）
4
日

（
土

）
3
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
1
日

（
土

）

9
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
0
日

（
土

）
8
日

（
土

）
5
日

（
土

）
1
0
日

（
土

）
4
日

（
土

）
3
日

（
土

）
1
3
日

（
土

）
1
1
日

（
土

）

ア
メ

リ
カ

地
域

会
議

2
0
日

（
水

）
～

2
3
日

（
土

）

ア
フ

リ
カ

中
東

地
域

会
議

ア
ジ

ア
太

平
洋

地
域

会
議

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
地

域
会

議

J
C

I中
間

常
任

理
事

会
（
J
C

I 
M

Y
E
）

J
C

I世
界

会
議

（
南

ア
フ

リ
カ

）
1
6
日

（
火

）
～

2
0
日

（
土

）

京
都

会
議

1
月

2
1
日

（
木

）
～

2
4
日

（
日

）

国
際

ア
カ

デ
ミ

ー
サ

マ
ー

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
（
横

浜
）

7
月

1
7
日

（
土

）
～

1
8
日

（
日

）

全
国

大
会

（
と

ち
ぎ

宇
都

宮
）

8
日

（
金

）
～

1
1
日

（
月

）

九
州

コ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス

N
O

M

九
州

地
区

財
政

審
査

会
議

公
益

審
査

会
議

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

審
査

会
議

佐
賀

ブ
ロ

ッ
ク

協
議

会
　

２
０

２
１

年
度

年
間

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

令
和

2
年

1
1
月

1
8
日

正
副

会
頭

会
議

 （
月

中
／

Ｗ
Ｅ

Ｂ
）

正
副

会
頭

会
議

N O M

ブ
ロ

ッ
ク

会
長

会
議

地
区

会
員

会
議

所

会
務

役
員

会
議

主 要 行 事

L
O

M
理

事
会

L
O

M
例

会

佐 賀 ブ ロ ッ ク

会
員

会
議

所
会

議

役
員

会
議

正
副

会
長

会
議

ブ
ロ

ッ
ク

委
員

会

主
要

行
事

L
O

M
常

任
・
執

行
部

会
・
役

員
会

議

九 州 地 区

地
区

役
員

会
議

常
任

理
事

会

理
事

会

総
会

J
C

I
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歴代正副理事長

シニア・ ク ラ ブ会員名簿

シニア・ ク ラ ブ規約





歴代正副理事長・ 専務理事

七　 田　 久　 夫

原　 　 　 敬太郎

片　 渕　 善　 之

原　 　 　 敬太郎    

中　 野　 正　 邦  

加　 悦　 康　 雄   

     

村　 岡　 　 　 栄

渋　 江　 義　 朗  

西　 村　 忠　 治

永　 倉　 真一郎

植　 松　 政　 雄

片　 渕　 善　 之

片　 渕　 善　 之

上　 野　 正　 治 

宮　 原　 好　 治  

 

西　 村　 徳　 蔵

高　 倉　 秀　 允

兵　 働　 久　 弥

高　 倉　 秀　 允

稲　 富　 義　 男

兵　 働　 久　 弥

高　 倉　 秀　 允

兵　 働　 久　 弥 

塚　 原　 堅太郎

兵　 働　 久　 弥

塚　 原　 堅太郎

北　 島　 文次郎 

塚　 原　 堅太郎

北　 島　 文次郎

竹　 下　 　 　 忠

片　 渕　 善　 之

竹　 下　 　 　 忠

田　 中　 繁　 之

鳥　 谷　 弘　 美

竹　 下　 　 　 忠

香　 月　 　 　 孝 

鳥　 谷　 弘　 美

北　 島　 文次郎

山　 崎　 昭　 三

鳥　 谷　 弘　 美

片　 渕　 善　 之

片　 江　 正　 則

矢羽田　 立　 身

池　 田　 　 　 実 

鳥　 谷　 弘　 美

内　 山　 敬　 明

内　 山　 敬　 明

岡　 本　 益　 善

伊　 東　 敏　 雄

牛　 島　 征四郎

鳥　 谷　 弘　 美

小城原　 　 　 功 

小　 林　 雅　 治

片　 江　 正　 則

伊　 東　 敏　 雄

池　 田　 　 　 実

七　 田　 秀　 徳

永　 池　 公　 一

池　 田　 　 　 実 

江　 口　 義　 雄

佐　 藤　 博　 司

原　 口　 朝　 光 

江　 口　 義　 雄

小　 林　 雅　 治

川　 崎　 寿　 朗 

楠　 田　 陽志郎 

小　 林　 雅　 治

小城原　 　 　 功

武　 富　 英　 員

安　 永　 　 　 宏

中　 村　 敏　 郎

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

〔 昭和31年度　 1956年〕

〔 昭和32年度　 1957年〕

〔 昭和33年度　 1958年〕

〔 昭和34年度　 1959年〕

〔 昭和35年度　 1960年〕

〔 昭和36年度　 1961年〕

〔 昭和37年度　 1962年〕

〔 昭和38年度　 1963年〕

〔 昭和39年度　 1964年〕

〔 昭和40年度　 1965年〕

〔 昭和41年度　 1966年〕

初代

2代

3代

4代

5代

6代

7代

8代

9代

10代

11代

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

〔 昭和42年度　 1967年〕

〔 昭和43年度　 1968年〕

  

〔 昭和44年度　 1969年〕

〔 昭和45年度　 1970年〕    

〔 昭和46年度　 1971年〕  

〔 昭和47年度　 1972年〕   

〔 昭和48年度　 1973年〕

〔 昭和49年度　 1974年〕

〔 昭和50年度　 1975年〕

12代

13代

14代

15代

16代

17代

18代

19代

20代

101



小城原　 　 　 功

七　 田　 秀　 徳

江　 頭　 　 　 久

松　 原　 良　 治

芦　 原　 清　 彦

永　 池　 公　 一

七　 田　 秀　 徳

江　 田　 良　 孝

土　 井　 　 　 洸

田　 中　 　 　 進  

北　 島　 恭　 一

安　 永　 　 　 宏

松　 原　 良　 治  

吉　 野　 恭　 輔

山　 崎　 嘉　 之

倉　 重　 末　 広

中　 原　 嘉　 男

松　 原　 良　 治

中　 村　 敏　 郎

富　 永　 泰　 樹

佐々木　 三喜郎

中　 村　 敏　 郎

柿　 原　 雄一郎

芦　 原　 清　 彦

宮　 地　 敏　 昭

増　 田　 正　 雄

北　 島　 恭　 一

田　 中　 　 　 進

江里口　 邦　 雄

増　 田　 正　 雄

平　 　 　 龍三郎

田　 中　 洋　 介

宮　 地　 敏　 昭

山　 崎　 雅　 秀

古　 賀　 和　 夫

倉　 重　 末　 広

吉　 川　 笛　 浦

井　 手　 保　 昌

吉　 川　 笛　 浦 

横　 尾　 和　 正

坂　 井　 博　 之

小城原　 　 　 進 

音　 成　 日佐男

古　 賀　 久　 志

井　 手　 保　 昌 

来　 田　 伸　 吾 

村　 岡　 安　 廣

元　 石　 泰　 史

藤　 木　 泰　 則 

中　 原　 　 　 誠

倉　 重　 末　 広 

竹　 下　 豊　 明 

古　 瀬　 英　 治 

古　 賀　 譲　 治

小城原　 　 　 進

小　 原　 嘉　 文 

原　 田　 　 　 親 

小城原　 　 　 進

古　 賀　 譲　 治 

野　 田　 豊　 秋

古　 賀　 久　 志

秀　 島　 宣　 雄

小　 原　 嘉　 文 

清　 水　 信　 弘 

古　 賀　 譲　 治 

円　 田　 　 　 稔

音　 成　 日佐男 

平　 川　 哲　 男

秀　 島　 宣　 雄

笠　 　 　 慶　 宣 

西久保　 孝　 幸 

小　 原　 嘉　 文

小　 川　 洋　 介 

武　 富　 邦　 博 

田　 中　 利　 典

高　 園　 善　 幸

宮　 原　 直　 樹

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 昭和51年度　 1976年〕

〔 昭和52年度　 1977年〕

〔 昭和53年度　 1978年〕

〔 昭和54年度　 1979年〕  

〔 昭和55年度　 1980年〕

〔 昭和56年度　 1981年〕

〔 昭和57年度　 1982年〕

21代

22代

23代

24代

25代

26代

27代

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 昭和58年度　 1983年〕    

〔 昭和59年度　 1984年〕

 

〔 昭和60年度　 1985年〕

〔 昭和61年度　 1986年〕    

〔 昭和62年度　 1987年〕  

〔 昭和63年度　 1988年〕

28代

29代

30代

31代

32代

33代
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田　 中　 利　 典

内　 田　 　 　 健

田　 中　 洋　 介

武　 富　 邦　 博

片　 岡　 新治郎

寺　 田　 和　 正 

秀　 島　 宣　 雄

武　 富　 邦　 博

伊　 原　 政　 行

矢ケ部　 淳　 司

吉　 村　 英　 夫

八　 田　 康　 博 

大　 島　 　 　 隆

江里口　 秀　 次

江里口　 秀　 次

中　 野　 典　 正

寺　 田　 和　 正

高　 園　 善　 幸

橋　 口　 浩　 敏

中　 尾　 清一郎

植　 松　 幹　 博

大　 島　 　 　 隆

野　 口　 　 　 寛

木　 原　 奉　 文

宮　 原　 直　 樹

品　 川　 誠一郎

中　 原　 正　 博

江　 頭　 弘　 美

中　 尾　 清一郎

寺　 田　 和　 正

土　 井　 敏　 弘

板　 谷　 　 　 悟 

橋　 口　 浩　 敏

菅　 　 　 謙一郎

伊　 東　 慎　 也

土　 井　 敏　 弘 

中　 原　 正　 博

嬉　 野　 勝　 利

吉　 松　 潤　 二 

原　 　 　 健　 三

山　 下　 雄　 司

塚　 原　 裕　 一 

嬉　 野　 勝　 利

武　 富　 公　 二

大　 下　 博　 行 

大　 坪　 恵　 介

吉　 田　 裕一郎

山　 下　 雄　 司 

山　 本　 康　 徳 

山　 下　 雄　 司

岩　 井　 　 　 真

武　 富　 公　 二

吉　 田　 裕一郎

竹　 内　 一　 弘

香　 月　 道　 生

千　 綿　 正　 明

武　 富　 公　 二 

中　 山　 晴　 義

井　 福　 幸　 弘

塚　 原　 裕　 一 

大　 坪　 恵　 介

恒　 松　 　 　 勇

香　 月　 道　 生

大　 坪　 恵　 介 

鳥　 屋　 正　 人 

千　 綿　 正　 明 

杉　 町　 利　 朗 

岸　 川　 正　 人

山　 本　 康　 徳 

福　 岡　 龍一郎

鳥　 屋　 正　 人

福　 岡　 龍一郎

伊　 東　 慎　 也

香　 月　 道　 生

川　 原　 常　 宏

小　 宮　 清　 隆

武　 富　 英　 揮

山　 本　 康　 徳

福　 岡　 　 　 桂

古　 賀　 安　 浩

川　 原　 常　 宏

田　 島　 広　 一 

松　 永　 夕　 雅

小　 宮　 清　 隆 

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成元年度　 1989年〕

〔 平成2年度　 1990年〕

〔 平成3年度　 1991年〕

〔 平成4年度　 1992年〕  

 

〔 平成5年度　 1993年〕

〔 平成6年度　 1994年〕

34代

35代

36代

37代

38代

39代

〔 平成7年度　 1995年〕

 

〔 平成8年度　 1996年〕

〔 平成9年度　 1997年〕

〔 平成10年度　 1998年〕

〔 平成11年度　 1999年〕

〔 平成12年度　 2000年〕

40代

41代

42代

43代

44代

45代
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田　 島　 広　 一

小　 宮　 清　 隆

永　 田　 　 　 智

坂　 口　 忠　 久

北　 村　 栄一郎

末　 次　 直　 栄 

太　 田　 博　 幸

坂　 口　 忠　 久

永　 田　 　 　 智

松　 尾　 弘　 志

荒　 木　 孝　 一 

清　 　 　 正　 夫

藤　 崎　 和　 子

末　 次　 直　 栄

真　 崎　 俊　 夫

石　 原　 隆　 英

荒　 木　 孝　 一

伊　 藤　 孝　 志

下津浦　 信　 啓 

松　 永　 夕　 雅

松　 永　 夕　 雅 

松　 尾　 弘　 志

大久保　 孝　 司 

城　 野　 大　 輔 

北　 川　 弘　 樹

下津浦　 信　 啓

北　 川　 弘　 樹 

森　 　 　 裕　 章 

居　 石　 昭　 彦 

大久保　 孝　 司

橋　 詰　 　 　 空

西　 岡　 聖　 師

西　 岡　 聖　 師

森　 　 　 裕　 章

江　 頭　 　 　 勝 

橋　 詰　 　 　 空

古　 賀　 浩　 之 

川　 代　 勇　 一

古　 賀　 満　 美 

福　 田　 真　 也

森　 　 　 裕　 章 

下津浦　 信　 啓

居　 石　 昭　 彦 

服　 巻　 哲　 也

井　 田　 政　 和

川　 代　 勇　 一

小　 原　 晴　 義 

橋　 詰　 　 　 空

古　 賀　 浩　 之

川　 代　 勇　 一

城　 野　 大　 輔

吉　 原　 崇　 己  

井　 田　 政　 和

古　 賀　 浩　 之

合　 瀬　 博　 俊

北　 村　 　 　 悟 

吉　 原　 崇　 己 

村　 塚　 敏　 之 

川　 代　 勇　 一

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

アド バイザー　

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

理　 事　 長 

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成13年度　 2001年〕

〔 平成14年度　 2002年〕

〔 平成15年度　 2003年〕

〔 平成16年度　 2004年〕

 

〔 平成17年度　 2005年〕

〔 平成18年度　 2006年〕

46代

47代

48代

49代

50代

51代

〔 平成19年度　 2007年〕  

〔 平成20年度　 2008年〕

   

〔 平成21年度　 2009年〕

52代

53代

54代

合　 瀬　 博　 俊 

小　 原　 晴　 義

川原田　 浩　 二 

長　 戸　 和　 光

木　 下　 壮太郎

荒　 尾　 　 　 彰

相　 原　 　 　 宏

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成22年度　 2010年〕

55代

小　 原　 晴　 義 

木　 下　 壮太郎

黒　 髪　 清　 尊 

村　 塚　 敏　 之

荒　 尾　 　 　 彰

相　 原　 　 　 宏

吉　 原　 崇　 己

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成23年度　 2011年〕

56代

木　 下　 壮太郎 

荒　 尾　 　 　 彰

木　 下　 直　 哉 

相　 原　 　 　 宏

平　 川　 浩　 司

江　 口　 尚　 登

村　 塚　 敏　 之

理　 事　 長

副 理 事 長

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

　 　 〃

専 務 理 事

〔 平成24年度　 2012年〕

57代
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〔 平成25年度　 2013年〕 〔 令和元年度　 2019年〕

58代 理 事 長 荒　 尾　 　 　 彰 64代 理 事 長 江　 崎　 正　 徳

副 理 事 長 相　 原　 　 　 宏 副 理 事 長 瀧　 本　 　 　 潤

〃 木　 下　 直　 哉 〃 西　 村　 祐二郎

〃 中　 村　 政　 寿 〃 音　 成　 信　 介

〃 江　 口　 尚　 登 〃 島　 内　 陽　 輔

〃 平　 川　 浩　 司 〃 松　 瀬　 寿　 和

専 務 理 事 久　 保　 和　 則 専 務 理 事 前　 田　 博　 己

〔 平成26年度　 2014年〕 〔 令和２ 年度　 2020年〕

59代 理 事 長 相　 原　 　 　 宏 65代 理 事 長 西　 村　 祐二郎

副 理 事 長 中　 村　 政　 寿 副 理 事 長 古　 川　 健太郎

〃 江　 口　 照　 善 〃 川　 上　 大　 輔

〃 関　 　 　 洋太郎 〃 原　 　 　 勇　 太

〃 中　 島　 健太郎 〃 島　 内　 陽　 輔

専 務 理 事 木　 下　 直　 哉 〃 山　 口　 寛　 彰

〔 平成27年度　 2015年〕 専 務 理 事 松　 瀬　 寿　 和

60代 理 事 長 江　 口　 尚　 登

副 理 事 長 中　 島　 健太郎

〃 前　 田　 博　 己

〃 堤　 　 　 雄　 亮

〃 関　 　 　 洋太郎

専 務 理 事 江　 口　 照　 善

〔 平成28年度　 2016年〕

61代 理 事 長 中　 島　 健太郎

副 理 事 長 関　 　 　 洋太郎

〃 堤　 　 　 雄　 亮

〃 米　 田　 国　 生

〃 江　 崎　 正　 徳

専 務 理 事 大　 塚　 　 　 浩

〔 平成29年度　 2017年〕

62代 理 事 長 関　 　 　 洋太郎

副 理 事 長 米　 田　 国　 生

〃 真　 子　 　 　 勝

〃 新　 居　 　 　 武

〃 川　 上　 大　 輔

〃 大　 塚　 　 　 浩

専 務 理 事 瀧　 本　 　 　 潤

〔 平成30年度　 2018年〕

63代 理 事 長 米　 田　 国　 生

副 理 事 長 平　 川　 浩　 司

〃 松　 尾　 隆　 臣

〃 新　 居　 　 　 武

〃 徳　 永　 康　 宏

〃 小　 栁　 敬　 寛

専 務 理 事 江　 崎　 正　 徳
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（一社） 佐賀青年会議所

防災危機管理マニュ アル

0 9 9

２ ０ ０ ９ ．１ １ ．２ 　 　 制定
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被害状況によ り 、 集ま る メ ンバーや時期が異なる 上、 交代要員も 含め多く の人手

が必要と なる が、 揃う ま で待つのではなく 、 対策本部長の指示の下、 集ま っ たメ

ンバーで、 必要な人員を分担し 対応する 柔軟な必要がある と 考える 。

（ 一社）佐賀青年会議所防災危機管理マニュ アル要綱

命を 尊び、 市民と ま ちの為に、 災害に毅然と 立ち向かう （ 一社） 佐賀青年会

議所メ ンバーの危機管理活動をこ こ に定める
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（ 一社） 佐賀青年会議所防災危機管理マニュ アルの定期的な見直し を行う も のと する 。

ま た、 災害訓練等の実施を行う も のと する 。
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一般社団法人佐賀青年会議所の

ソ ーシャ ルメ ディ アの利用に関するガイ ド ラ イ ン

　 ツイ ッ タ ーやフェ イ ス ブッ ク やブロ グに代表さ れる いわゆる ソ ーシャ ルメ ディ アは、

今や生活において欠かすこ と のでき ない重要な情報手段と なり つつあり ま す。

　（ 一社） 佐賀青年会議所活動においても 、 こ れら ソ ーシャ ルメ ディ アを有効に活用す

る こ と で、 LOM内外への情報を 効果的に伝えら れる だけでなく 、 それら を通じ 会員間

の交流の促進や、 市民の意見を聴取する こ と が可能と なっており 、 今後ま すま す会員同

士ま た市民・ 行政と の相互関係の構築に当たっては重要な手段と なる こ と が見込ま れま

す。  

　 一方で、 ソ ーシャ ルメ ディ アには、 匿名性や一方的な記述が可能である と いった特性

も あり 、 不正確な情報や不用意な記述が意図し ない問題を引き 起こ し 、 社会に対し 多大

な影響を及ぼし た企業の例など、 リ ス ク 対策をし っかり 行わなければなら ない面も あり

ま す。 そのため、 ソ ーシャ ルメ ディ アを使いこ なすためには、 その利用者がソ ーシャ ル

メ ディ アの特性や自ら に関わる 社会的規範などを十分理解する 必要があり ま す。  

　 そこ で、（ 一社） 佐賀青年会議所会員各位（ 以下「 LOMメ ン バー」 と いいま す。） に

おいて、 ソ ーシャ ルメ ディ アが適切に利用さ れ、 その有用性を十分に活用でき る よ う 、

LOMメ ンバーがソ ーシャ ルメ ディ アを利用する 際の基本的な考え方や留意点を明ら か

にする「（ 一社） 佐賀青年会議所のソ ーシャ ルメ ディ アの利用に関する ガイ ド ラ イ ン」（ 以

下「 ガイ ド ラ イ ン」 と いいま す。） を策定する こ と と し ま し た。

１  ソ ーシャ ルメ ディ アの定義

　  　 フェ イ ス ブッ ク 、ブロ グ、ツイ ッ タ ー、電子掲示板、ホームページ等に代表さ れる 、

イ ンタ ーネッ ト を利用し てユーザーが情報を発信し 、 ある いは相互に情報をやり と り

する 情報の伝達手段をいいま す。

２  ガイ ド ラ イ ンの必要性及び目的

　  　 ソ ーシャ ルメ ディ アは有効な情報伝達手段である 一方、 その情報が不正確であった

り 、 法令や公序良俗に反し たり 、 さ ら には意図せずし て特定又は不特定の人たちの感

情を害し た場合には、 想定し ない影響を及ぼす場合も ある こ と から 、 事前にそれら リ

ス ク を 回避する ため、 LOMメ ンバーが留意すべき 事項を明ら かにし たも のがこ のガ

イ ド ラ イ ンです。

３  ガイ ド ラ イ ンの適用範囲

　  　 こ のガイ ド ラ イ ンは、（ 一社） 佐賀青年会議所の会員（ LOMメ ンバーと ） と し ての

身分を有する 者に対し て適用さ れま す。
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４  ソ ーシャ ルメ ディ ア利用に当たっ ての基本原則

　（ １ ）  LOM メ ン バーがソ ーシャ ルメ ディ アを 利用し て情報を 発信する 場合には、（ 一

社） 佐賀青年会議所の会員である こ と の自覚と 責任を持たなければなり ま せん。

　（ ２ ）  関係法令およ び佐賀青年会議所の定款を はじ めと する 各種規定等を遵守し なけ

ればなり ま せん。

　（ ３ ）  基本的人権、 肖像権、 プラ イ バシー権、 著作権等に関し て十分留意し なければ

なり ま せん。

　（ ４ ）  発信する 情報は正確に記述する と と も に、 その内容について誤解を 招かぬよ う

留意する 必要があり ま す。 一度ネッ ト ワ ーク 上に公開さ れた情報は完全には削

除でき ないこ と を理解し ておく 必要があり ま す。  

　（ ５ ）  意図せずし て自ら が発信し た情報によ り 他者を傷つけたり 、 誤解を生じ さ せた

場合には、 誠実に対応する と と も に、 正し く 理解さ れる よ う 努めなければなり

ま せん。

　 　 　  ま た、 自ら が発信し た情報に関し 攻撃的な反応があった場合には、 冷静に対応

し 無用な議論と なる こ と は避けなければなり ま せん。  

　（ ６ ） 次に掲げる 情報は発信し てはなり ま せん。  

① 不敬な言い方を含む情報 

② 人種、 思想、 信条等の差別、 又は差別を助長さ せる 情報 

③ 違法行為又は違法行為を煽る 情報 

④ 単なる 噂や噂を助長さ せる 情報 

⑤ わいせつな内容を含むホームページへのリ ンク  

⑥ その他公序良俗に反する 一切の情報 

５  ソ ーシャ ルメ ディ アを 利用し て、（ 一社） 佐賀青年会議所活動に関する 情報を 発信す

る際の留意事項 

　（ １ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所及び佐賀青年会議所に利害関係にある 者は、 団体の秘密

に関する 情報を発信し てはなり ま せん。  

　（ ２ ）  （ 一社）佐賀青年会議所及び他者の権利を侵害する 情報を発信し てはなり ま せん。 

　（ ３ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所のセキュ リ ティ を脅かすおそれのある 情報を発信し ては

なり ま せん。  

　（ ４ ）  （ 一社） 佐賀青年会議所の活動に関する 情報を発信する 場合は、 守秘義務を遵守

する と と も に、 意思形成過程における 情報の取扱いに十分留意する 必要があり

ま す。  

　（ ５ ）  自ら は直接関わら ない事項であっても 、（ 一社） 佐賀青年会議所に関する 情報を

発信する 場合にあっ ては、 読み手側では（ 一社） 佐賀青年会議所の会員と し て

一定の関係者と し て理解し 、 その記述が不正確な場合には誤解さ れる 場合があ

る こ と について十分留意する 必要があり ま す。

122



2020年度　 事業報告





第65代理事長　 西村祐二郎

副 理 事 長　 古川健太郎

副 理 事 長　 川上　 大輔

副 理 事 長　 原　 　 勇太

副 理 事 長　 島内　 陽輔

副 理 事 長　 山口　 寛彰

専 務 理 事　 松瀬　 寿和

　 こ の一年間を振り 返り 一番に思い浮かぶこ と 、 それは皆様に対する 感謝です。 今年は

新型コ ロ ナウ ィ ルス の影響を受け、 国民の生活や働き 方など大き な転換期を迎える こ と

と なり ま し た。 当初予定をし ていた事業の殆どができ なく なり 気持ちが沈む日も 少なく

はあり ま せんでし たが、 でき ないこ と を嘆く よ り 我々にでき る こ と が必ずある はずと 、

今だから こ そやれる こ と がある はずと 考えて行動し てき ま し た。 例年に比べれば少ない

事業ではあり ま し たが、 事業に参加し てく ださ った市民の方々、 事業構築に携わってく

れた佐賀青年会議所のメ ンバーのみんなには心から 感謝し ていま す。

一年間の活動報告を各委員会の職務に沿って報告し ま す。

【 総務委員会】

　 総務委員会では、諸会議の設営運営を中心に活動し ていただき ま し た。新型コ ロ ナウ ィ

ルス の影響で開催でき なかった理事会や例会も あり ま し たが、 いち早く Ｚ ｏ ｏ ｍを使っ

たリ モート 会議を取り 入れ、 会議ができ る 状況を作り 出し てく れま し た。 ま た、 総会で

は、 ハイ ブリ ッ ド な形式で開催し 、 今ま でにない新し い形も 創り 上げてく れま し た。 対

外的な活動と し ても 、 コ ロ ナ禍の中、 献血をさ れる 方が少なく なっている と 聞き 、 献血

センタ ーと 協働し てゆめタ ウ ンで献血キャ ンペーンを行いま し た。 メ ンバーの協力も あ

り 、 一日で８ ０ 名ほどの方に献血にご協力いただき 、 献血センタ ーの方にも 大いに喜ん

２０２０年度 一般社団法人 佐賀青年会議所 

理事長報告
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でも ら いま し た。今後も 佐賀青年会議所の屋台骨と し てし っかり 下支えを行いながら も 、

新たな社会に素直に順応し ていく 柔軟性を持つ組織の在り 方を模索し ていく こ と が必要

です。

【 国際・ ビジネス 委員会】

　 姉妹Ｊ Ｃ である 新營國際青年商會と の交流は今年で３ ６ 年目を迎えま し た。 毎年交互

に訪問と 受け入れを事業と し て行っており ま すが、本来なら ば今年は訪問する 年でし た。

し かし 、新型コ ロ ナウ ィ ルス の影響で４ 月に予定をし ていた訪問は１ ０ 月に延期になり 、

延期になった１ ０ 月も 渡航でき ず、 結局は中止と いう 形になり ま し た。 今年は３ 年に一

度の姉妹締結再調印を行う 年でも あり ま し たので、 会務交流会議をＺ ｏ ｏ ｍで行う こ と

と し 、 初の試みではあり ま し たが、 来年度のお互いの交流の在り 方など、 熱い議論を交

わすこ と ができ ま し た。 再調印式も 無事に執り 行う こ と ができ 、 こ れから の交流も 永く

続いていく こ と をお互いに認識する こ と ができ ま し た。 今後も こ の交流を大切にし なが

ら も お互いの街の発展に寄与する 交流を続けていく こ と が必要です。

【 人財づく り 委員会】

　 新型コ ロ ナウ ィ ルス の影響で、 多く の事業体が打撃を受け、 休業が続き 、 廃業に追い

込ま れている 事業者も 少なく なかった本年、 我々に何かでき ないかと 考え、 佐賀未来創

造基金、 佐賀活性化協議会と 連携し 、 地域で循環する 仕組みづく り を構築し ていく 事業

を行いま し た。 アク ト コ イ ンと いう 社会貢献活動に参加する こ と でポイ ント が付与さ れ

る アプリ を使い、 付与さ れたポイ ント の使用方法を、 特にダメ ージが大き かった飲食店

で使用でき る よ う になら ないかと 考えてき ま し た。 本年以降も こ のアプリ を活かし 、 他

団体と 連携し 、 佐賀青年会議所の活動に参加する こ と でポイ ント が付与さ れる こ と や、

こ のアプリ を市民の方々に周知し ていき 、 市民の方々が気軽に社会貢献活動に参加でき

る 雰囲気を作っていく こ と が必要です。

【 ま ちづく り 委員会】

　 毎年開催さ れている 「 佐賀城下栄の国ま つり 」 も 今年は新型コ ロ ナウ ィ ルス の影響で

中止と なっ てし ま いま し た。 四月に緊急事態宣言が発令さ れ、 集ま る こ と が出来なく

なったと き に、 自分たちが今でき る こ と をやっていこ う と みんなで話し 合い、 佐賀市の

子供たちに手作り のマス ク を作って届ける 事業を行いま し た。 シニア・ ク ラ ブの協力を

得ながら ま ちづく り 委員会のメ ンバーが中心と なって材料集めやマス ク 作成の説明書を

作り 、 メ ンバーが各家庭に持ち帰って自宅で作成し 、 １ ０ ０ ０ 枚以上のマス ク を市役所

を通じ て子供たちに届けま し た。 ま た、 日本青年会議所が主体ではあり ま し たが、 ７ 月

２ ４ 日、 東京オリ ン ピ ッ ク が開会さ れる 予定だっ た日に全国の皆様に少し でも 元気に
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なっても ら えればと いう 想いで花火を打ち上げま し た。 こ れから も 市民の方々に笑顔に

なっても ら える 事業を構築し 、 元気な街佐賀を創っていく こ と が必要です。

【 青少年・ 環境委員会】

　 新型コ ロ ナウ ィ ルス の影響で、 子供たちも 大き な影響を受けま し た。 ス ポーツの大会

や発表会などこ と ごと く 中止と なり 、 ス ト レス を抱える 子も たく さ んいたはずです。 そ

んな中、 ダンス に特化し た事業ではあり ま し たが、 披露する 場を失った子供たちに披露

する 場を 提供し よ う と 、「 コ ロ ナに打ち勝て！主役は君だ！」 と いう 事業を開催し ま し

た。 ３ ０ 分に一度の空気の入れ替えや席の消毒、 ソ ーシャ ルディ ス タ ンス の確保など、

コ ロ ナウ ィ ルス 感染予防対策を徹底し て開催し ま し たが、 参加し てく れた子供たちから

「 開催し てく れてあり がと う 」 と いう 感謝と 喜びの言葉をたく さ んいただき 、 あき ら め

ずに粘り 強く どう し たら でき る のかを考え行動し た結果、 開催する こ と ができ て本当に

よ かったと 思いま す。 今後も どう し たら でき る のかを考え、 新たな社会に順応し 、 子供

たちの笑顔の花を咲かせる よ う な事業を構築し ていく 必要があり ま す。

【 会員拡大委員会】

　 今年は会員拡大目標を３ ０ 名と 掲げて活動を始めま し た。 毎年、 会員拡大については

頭を抱える 課題であり ま すが、 今年一年間、 会員拡大委員会のメ ンバーを筆頭に３ ５ 名

と いう 目標を大き く 上回る 拡大に成功し ま し た。 コ ロ ナ禍の中、 なかなか企業訪問に行

けず今年も 目標に達する こ と は難し いのではと 正直あき ら めそう になる こ と も あり ま し

たが、 絶対に目標を達成する と いう 委員長の強い想いに、 メ ンバーが一丸と なって取り

組んだ結果だと 確信し ていま す。 今後も 熱い気持ちをも って青年会議所の良さ を伝えて

いき 、 会員拡大に取り 組んでいく 必要があり ま す。

　 結びになり ま すが、 一年間理事長と し て活動でき たこ と 、 本当に楽し い時間を過ごさ

せていただき 感謝し ており ま す。 仲間の支えも あり 、 困難に立ち向かっていく こ と も で

き ま し た。「 元気・ やる 気・ 勇気」 をス ロ ーガンに、メ ンバー一丸と なって明る く 元気に、

そし てやる 気・ 勇気をも って事業に取り 組んでき ま し たが、 最後ま でみんなで全う でき

たと 思っていま す。 たく さ んの仲間と 出逢え、 共に成長し 喜びを分かち合える 。 私はそ

んな佐賀青年会議所を誇り に思っていま す。 こ れま で紡いでこ ら れた諸先輩の皆様、 そ

し て、 活動、 運動を支えてく ださ った全ての方々に感謝し 、 ２ ０ ２ ０ 年度の報告と 致し

ま す。

125



総務委員会 事業報告

委 員 長　 松　 尾　 延　 寿

副委員長　 永　 田　 恭　 平

副委員長　 田　 中　 徳　 晃

運営幹事　 髙　 橋　 佑　 輔

運営幹事　 森　 　 　 公　 照

　 ２ ０ ２ ０ 年総務委員会では、 佐賀青年会議所の屋台骨と し て円滑にそし て各委員会が円滑に活

動を行えま すよ う に運営し 、 そし て諸会議のス ムーズな運営を行う ため当日はも ちろん、 常任理

事会、 理事会も し っかり 円滑化でき る よ う ７ ・ ５ ・ ３ シス テムに基づき 運営し ていき ま し た。 　

　 今年度はコ ロ ナ禍の中、 ３ 月から 会館での理事会等がおこ なえず、 WE B 会議と いう 新し い形

の手法を用いて理事会、 常任理事会を 行いま し た。

　 ８ 月、１ ０ 月総会では、WE B と 会場をつないで会場には極力小人数だけ参加し てのハイ ブリ ッ

ト 型総会を執り 行い、 今後に向けての新し い形を示すこ と ができ ま し た。

　 ７ 月に行われた献血活動でも コ ロ ナ禍の中、 過去最高数の献血を集める こ と ができ 、 やれない

ではなく やれる 事見つけ、やれる 形で挑戦し ていく と いう 、本年度西村理事長が例会中何度も 言っ

てあった形を体現する こ と ができ ま し た。 　

　 広報活動ではＳ Ｎ Ｓ を利用し 各種団体がいろいろな手法で連携し あえる 一年にし よ う と 思って

おり ま し たが、 事業等が相次いで中止の中、 なかなか広報活動にも 力を入れら れず反省し ており

ま す。 その中でも 災害支援、 各種例会、 清掃活動など 行われた活動に関し ては、 主にF B と ホー

ムページに発信を し ていき ま し た。

　 担当アテンド のサマーコ ンフ ァ レ ン ス や全国大会など 中止と なり 卒業生の思い出をなかなか作

れない中、 総務委員会の卒業旅行で嬉野に泊り がけで行き 、 朝ま で呑み語り 合っ た時間は本当に

思い出に残る かけがえのない宝物と なり ま し た。 　

　 最後に１ 年間、 し っかり 支えてく れたメ ンバーはも ちろ ん、 たく さ んのご指導やアド バイ ス 時

には厳し いご指摘いただき 、 成長さ せていただいた理事メ ンバーの皆様、 そし てそれを温かく 常

に見守っていただいた西村理事長本当にあり がと う ございま し た。 　

　 １ ０ ０ 年に一度ある かないかの厳し い１ 年間ではあり ま し たが、 皆様の支えの中無事に総務委

員長と し て１ 年を 終える こ と ができ 感謝し かあり ま せん。

　 こ の経験を次に繋げ、 残り のＪ Ｃ 活動をよ り 深く 感謝の気持ちをも って活動し ていき たいと 思

いま す。

　 一年間、 本当にあり がと う ございま し た。 感謝。
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国際・ ビジネス 委員会 事業報告

委 員 長　 福　 田　 将　 也

副委員長　 小　 山　 智　 也

副委員長　 菱　 岡　 英　 貴

運営幹事　 池　 田　 和　 俊

運営幹事　 吉　 田　 匡　 佑

　 ２ ０ ２ ０ 年度の国際・ ビ ジネス 委員会では、「 Wｅ ｂ 会務交流会議、調印式」 をメ イ ン事業と し 、

「 １ １ 月例会の企画・ 運営」 を 行いま し た。 本来であれば本年は社團法人台南市新營國際青年商

會訪問をする 予定でし たが、 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症の影響で今回の新營訪問の中止になり 、

３ 月例会ま でも 開催数日前に中止と なり 、 計画し ており ま し た事業が次々と 無く なってし ま いま

し た。 し かし ながら そんな状況下でも 何か出来る 事はないか模索し ながら 一年間活動を続けてま

いり ま し た。

　 ま ず、 例年通り の新營Ｊ Ｃ と の交流ができ ない状況でWｅ ｂ を活用し た会務交流会議、 調印式

を企画し 開催致し ま し た。 初めての事ですので色々と ト ラ ブルや思う よ う に行かない部分も あり

ま し たが、 事前に記念品や締結書を送ったり と 開催ま での企画、 準備はス ムーズに進める こ と が

出来ま し た。 今後は訪問以外にWｅ ｂ を活用し た新たな新營Ｊ Ｃ と の交流も 企画し ても 良いので

はないかと 感じ ま し た。 ２ 月には西村理事長や私を含めた計５ 名で新營に現地調査と し て訪問し

多く の新營Ｊ Ｃ メ ンバーと の交流を経験する こ と が出来ま し た。 来年も こ のコ ロ ナの影響でど う

なる かわかり ま せんが「 Ａ Ｓ Ｐ Ａ Ｃ 台中大会への参加」「 佐賀Ｊ Ｃ ６ ５ 周年式典における 新營Ｊ

Ｃ の受入れ」 が予定さ れていま す。 ま だ台湾や新營に行かれたこ と がない方、 新營Ｊ Ｃ と の交流

経験がない方は是非と も 参加し て新營Ｊ Ｃ メ ンバーと 親睦を深め国境を越えた仲間を作っても ら

いたいと 思いま す。

　 そし て、 ３ 月例会が中止になったこ と も あり １ １ 月例会の担当を受け持つこ と になり ま し た。

国際と ビ ジネス の委員会と いう 事も あり 『 技能実習制度、 特定技能について学び、 多文化共生の

必要性を考えよ う ＆出向者報告』 を実施致し ま し た。 少子高齢化など 様々な原因で地方労働者の

減少が加速し ていま す。 文化の違いなど 問題点も 多く あり ま すが、 例会内の講演でよ り 豊かな佐

賀県づく り を目指すために、 外国人も 地域の担い手である と 理解を深めて頂けたと 思いま す。 そ

の後には出向者報告と し て代表者の方に登壇し て頂き 各方面での活動についてお話をし て頂き ま

し た。 本年は佐賀Ｊ Ｃ から 九州地区協議会の会長に江口尚登君、 佐賀ブロ ッ ク 協議会の会長に江

崎正徳君が同時に就任する と いう 過去にない年と なり ま し た。 今後も 佐賀Ｊ Ｃ から 多く の方に出

向を経験し て頂き たいと 言う 思いや、 Ｌ Ｏ Ｍでは経験でき ない楽し さ を伝える 事ができ たのでは

と 思いま す。

　 そのほか、 シニア総会、 佐賀ブロ ッ ク 大会、 Ｊ Ｃ Ｉ 世界会議（ 横浜） の参加者への支援を行い、

多く のメ ンバーに参加をし て頂く こ と が出来ま し た。

　 最後に堤顧問、 古川副理事長、 園田室長、 １ 年間ご指導いただき あり がと う ございま し た。 私

自身今年で佐賀Ｊ Ｃ を卒業致し ま す。 １ 年半と 短い期間ではあり ま し たが楽し みながら 最後ま で

全力で駆け抜ける こ と が出来ま し た。 すべてのメ ンバーの皆様に心よ り 感謝を申し 上げま す。
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人財づく り 委員会 事業報告

委 員 長　 岩　 永　 清　 邦

副委員長　 舩　 津　 和　 弥

副委員長　 松　 尾　 陽　 介

運営幹事　 飯　 笹　 壽　 久

運営幹事　 横　 尾　 伸一郎

　 ２ ０ ２ ０ 年度人財づく り 委員会では、 会員の研修、 交流を大き な柱と し て、 一年間、 様々な事

業に取り 組んで参り ま し た。 し かし ながら 、 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症の影響も あり 、 メ イ ン事

業はじ め例会の中止と なり 急遽、 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症に対応し た事業の作り こ みを余儀な

く さ れま し た。

　 ま ず、 一番力を 入れていた研修事業についてですが、 仮会員研修では拡大委員会と 連携し 、 ５

回の研修を実施し ま し た。 研修の中で特に意識し て行ったのは、 短い研修時間の中で同期会員同

士の絆をつく る こ と です。 そのため、 最初にアイ ス ブレ ーク など を入れ、 こ ちら が一方的に話す

のではなく 、 会員同士のコ ミ ュ ニケーショ ンを積極的にと れる よ う プロ グラ ムを 提供し ま し た。

その結果、 正会員になり 、 各委員会に配属さ れた後も 交流が継続し ている 状態を つく る こ と がで

き 、 同期意識の醸成に寄与する こ と ができ ま し た。 ま た、 各回、 各委員長にも 出席し ても ら い、

各委員会の取り 組みなど を直接紹介し ても ら い、 よ り 青年会議所の理解に繋げる こ と ができ ま し

た。

　 そし て、 会員研修と し て例会を９ 月に実施する こ と ができ ま し た。 ただ、 新型コ ロ ナウ ィ ルス

感染症の影響も あり 、 講師の方含め、 完全WE B で開催致し ま し た。 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症

が蔓延し 始め、 例会やメ イ ン等の多く の事業が中止に追い込ま れたため、 こ の９ 月の例会につい

ても 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症に対応し たテーマや運営方法を と り ま し た。 その中で、 ボラ ン

ティ アの見える 化をテーマにアク ト コ イ ン導入の勉強会を 行いま し た。 ボラ ンティ アへ参加し 、

活動をする こ と でポイ ント が貯ま る アプリ と なっており 、 社会貢献活動を毎年実施する 青年会議

所と し ても 親和性が高いアプリ と なっ ていま す。 ま た、 今後の事業に紐づける こ と で青年会議所

事業の広報にも なり 、 ま た、 先々には貯ま ったポイ ント を 換金し 、 課題解決のために寄付など で

き る 仕組みと し て期待さ れていま す。 次年度は実際の活動に移せる 形と し て活用方法など 引継ぎ

を行っていき ま す。 新型コ ロ ナウ ィ ルス 感染症の状況下であっても 、 例会や講演会等ができ る 新

たな形を委員会で提示でき たのではと 思いま す。

　 そのほか、 当委員会では新年会の開催や裸ん行参加、 全国大会札幌大会WE B 会議を担当さ せ

ていただき 、多く のメ ンバーのご協力をいただき ながら 、各種担いを全う する こ と ができ ま し た。

　 最後に、 川上副理事長、 兵働室長におかれま し ては、 人財づく り 委員会を最後ま でご指導、 ご

支援いただき ま し て誠にあり がと う ございま し た。 そし て、 貴重な経験をさ せていただく 機会を

与えてく ださ った西村理事長をはじ めと する 理事の皆様、 様々な場面でご協力いただき ま し た現

役メ ンバーの皆様に心よ り 感謝申し 上げま し て人財づく り 委員会の事業報告と さ せて頂き ま す。

１ 年間本当にあり がと う ございま し た。
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青少年・ 環境委員会 事業報告

委 員 長　 光　 吉　 勝　 助

副委員長　 久　 保　 隆　 佳

副委員長　 水　 町　 範　 広

運営幹事　 黒　 田　 　 　 毅

運営幹事　 国　 友　 　 　 茜

　 ２ ０ ２ ０ 年度青少年・ 環境委員会では、「 青少年・ 環境事業」 を メ イ ン 事業と し 、「 春と 秋の河

川清掃の実施」、「 ６ 月・ １ ２ 月例会の企画・ 運営」、「 卒業生を 送る 会の企画・ 運営」 など の様々

な担いを頂き ま し たが、 １ 月下旬に活発化し た新型コ ロ ナウ イ ルス の影響によ り 実施でき なかっ

た担いも ある 中で感染予防対策を徹底し 、 今年１ 年私たちに何ができ る か考え事業に取り 組んで

参り ま し た。

　 ま ずは、 ６ 月例会において、 環境の分野でフ ード ロ ス の現状を把握し た上で、 一人ひと り が出

来る 事を学んで頂く 機会を皆さ んと 一緒に会場にて構築し たかったのですが、 新型コ ロ ナの影響

でWE B での開催と 急遽変更し 、 佐賀市行政の羽立博文様のご協力によ り WE B での講師例会と

し て開催する こ と ができ ま し た。 その中でメ ンバーの皆様にWE B にてごみの問題について行政

の取り 組みや今後の課題、 消費者と し て出来る 事を発信し て頂き ま し た。 質疑応答の場でも メ ン

バーから の積極的な意見に対し 事細かに説明し て頂き 、 学びを今後の日常生活に活かし 環境問題

に一人ひと り が向き 合えば次世代に繋がる 緑豊かな自然環境を残し ていける と 認識し ま し た。

　 ま た、 １ ０ 月には佐賀市の川を愛する 週間に合わせて河川清掃を行いま し た。 年々増加する 雑

草や水草の対応を 委員会内で話し 合いながら 活動し 、 長年諸先輩から 受け継いでき た佐賀青年会

議所発信の活動を メ ンバーに対し ても 意識向上でき たと 考えま す。

　 そし て、 １ １ 月の青少年メ イ ン事業におき ま し ては、 コ ロ ナウ イ ルス 感染状況が急速に変化す

る なかで状況を把握し 、 ど こ ま でやれる のか決断する こ と が非常に大変でし たが委員会で意見を

出し 合い、 今年１ 年特に披露する 場の少なかった子ど も たちのために、 ダンス イ ベント に絞り 考

えていき ま し た。 その中で、 関係者の方にお話を 聞き 、「 ダン ス イ ベン ト がないのは指導者側と

し ても 辛い」 と 言われる ご 意見や、「 子ど も たちも 披露する 場が長期間ないと 子ど も たちも 練習

に身が入ら ない」 など の意見を聞き ま し た。 私はこ の状況下の中、 一人でも 多く の子ど も たちに

披露する 場を設け、 今後の課題の発見や次に繋げる 気持ちを抱いても ら い、 ま た観覧さ れた周り

の皆様にも 子ど も たちが日頃よ り 練習で積み重ねてき た努力やス テージ上で精一杯踊る 姿を見て

頂き 、 感動を得る こ と で今後のやる 気へと かえても ら い次年度へと 繋いでも ら いたいと 思いま し

たので、 今回こ の事業の構築に努めて参り ま し た。 当日、 会場にて新型コ ロ ナ感染予防対策を各

ブース にて徹底し ておこ ないダンス 参加団体の皆様、観覧に来ら れる 皆様に対し 、横断歩道警備、

受付、 会場内誘導を担当し て頂いたメ ンバーの皆様の柔軟な対応のも と 、 初めは混雑し たと こ ろ

も 有り ま し たが、ス ム ーズに会場内や控室へと 案内ができ たと 思いま す。ま た、イ ベント がス タ ー

ト し 、 会場内のス テージ上、 観客席での除菌も 担当メ ンバーの皆様のご協力によ り 、 安心し て子

ど も たちにも 演技し て頂き 、 観覧者の方々にも 安心し て見て頂く こ と ができ たと 思いま す。 ダン

ス を踊る 前での、各チームのピ ーアールの場面で、「 ９ ヶ 月も 披露する 場がなかったのは辛かった」

や「 こ のチームで踊る 事が今回で最後になる ので披露する 場ができ て良かった」 など 、 話さ れて

いる 事を聞く と 涙が出そう になり ま し た。 こ の事業を通し て、 大人である 私たち一人ひと り が状

況下を把握し 事業のカタ チを柔軟に変えて、「 やら ない」 ではなく「 やる 事」 に力を合わせ努力し 、
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披露する 場を提供する こ と によ り 沢山の子ど も たちが輝き 、 ま た報われた子ど も たちがいる 、 そ

こ には地域で輝き 未来に繋がる 子ど も たちの育成に繋がる と 考えま す。

　 そし て、 １ ２ 月例会並びに卒業生を 送る 会では、 卒業さ れる 先輩方の良き 思い出の日にする た

めにも 、 集ま れる 環境を整え参加者を 募り ま し た。 卒業生の皆さ んは全員出席し て頂き 、 ま たメ

ンバーの皆さ んにも 多数のご参加でと ても 盛り 上がり ま し た。 今ま で青年会議所活動で築き 上げ

てこ ら れた時代を 、 ス ピ ーチを聞いて皆で振り 返り 、 卒業さ れる 先輩一人ひと り が様々な思いで

活動さ れてき た事を知り 、 学びや気づき を次年度へ繋げていけたら と 感じ ま し た。 今年は特にコ

ロ ナ禍の中で集ま る 事が制限さ れ、 何をする にも 大変だっ たと 思いま す。 例会で理事長のス ピ ー

チを聞く 中で振り 返る と 、 新型コ ロ ナの影響や各地域の自然災害で今私たちに出来る 事を考えさ

せら れ、 何をする にも ス ピ ーディ ーさ や決断力が問われる １ 年でし た。 そう いっ た中でも 卒業生

のために最後に何が出来る か考えサプラ イ ズを企画し ま し た。 集ま って頂いたメ ンバー皆でばれ

ないよ う に練習を し 、 皆一生懸命でし た。 本番当日のフ ラ ッ シュ モブあっと いう 間の時間でし た

が卒業さ れる 先輩方のために皆で精一杯盛り 上げま し た。「 本当に今年卒業でき て良かっ た」 と

のお言葉を卒業生から 頂き 、 メ ンバーたちも 喜びを感じ ていま し た。 先輩方が築き 上げら れてき

た佐賀青年会議所を次年度も 負けないく ら いの思いで盛り 上げていき ま す。

　 結びに、 担当し て頂き ま し た渡邉顧問、 原副理事長、 副島室長、 １ 年間ご指導、 ご協力いただ

き 、 心よ り 感謝申し 上げま す。 そし て、 こ のよ う な貴重な機会をいただき ま し た西村理事長はじ

めメ ンバーの皆様に深く 感謝申し 上げま す。 最後にス タ ッ フ ４ 名をはじ めと する 委員会メ ンバー

全員に心から 感謝し ており ま す、 みんなが側にいてく れたから こ そ１ 年間頑張れま し た。 最＆高

の一年間あり がと う ございま し た。

　 以上を２ ０ ２ ０ 年度青少年・ 環境委員会の事業報告と さ せて頂き ま す。 １ 年間あり がと う ござ

いま し た。

【 青少年メ イ ン事業】 【 １ ２ 月例会並びに卒業生を 送る 会】バルーン 係留体験

ダン ス 発表会

「 コ ロ ナに打ち勝て。 主役は君だ！」
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ま ちづく り 委員会 事業報告

委 員 長　 森　 永　 正　 昭

副委員長　 古　 賀　 久　 達

副委員長　 辻　 　 　 安　 隆

運営幹事　 松　 並　 陽　 一

運営幹事　 宮　 原　 　 　 巧

　 ２ ０ ２ ０ 年度ま ちづく り 委員会では、「 ま ちづく り 事業の企画・ 運営」 を メ イ ン 事業と する 予

定でし たが、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影響で、 メ イ ン 事業の佐賀城下栄の国ま つり は中止と

なり ま し た。 そのよ う な状況下でも 、「 布マス ク 配布事業」 や「 全国一斉花火プロ ジェ ク ト 」 を

実施する こ と ができ 、 ま た当初の計画通り 、「 ７ 月例会の企画・ 運営」、「 シニア交流事業の企画・

運営」「 京都会議の参加者への支援」「 ク リ ス マス プレ ゼント 宅配事業」 を実施し ま し た。

　 ま ずは、 １ 月に京都会議のアテンド を担当委員長と し て西村理事長と 松瀬専務と 一緒に行かせ

て頂き ま し た。 二日目から 高熱を出し てご迷惑をおかけし ま し たが、 委員会メ ン バーにフ ォ ロ ー

し ても ら いなんと か滞り なく アテンド が終わり ほっと し ま し た。

そし て　 ５ 　 月には新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症によ り 深刻なマス ク 不足になり ま し たが、 布マス

ク を作成し 配布する 事業を急遽おこ ないま し た。 佐賀青年会議所メ ンバーの協力によ り １ ０ ０ ０

枚以上の布マス ク を制作し 、 ま た一般の方から も 　 ２ ０ ０ 枚以上の寄付をし ても ら い、 支援の和

が拡がったこ と にと ても 感動し ま し た。 布マス ク は佐賀市役所を通し て、 佐賀市の児童ク ラ ブの

３ ４ 箇所に配布し ていただき ま し た。

　 さ ら に、 ７ 　 月には例会を開催し 、 佐賀市南商工会青年部・ 佐賀北商工会青年部・ 小城市商工

会青年部のメ ンバーに参加し ていただき 、 佐賀青年会議所と し て栄の国ま つり に対し ての活動報

告を行いま し た。 他団体から も 地域のま つり への参画の活動報告を行って頂き 、 今後のお互いの

ま ちづく り に対し てディ ス カッ ショ ン をする こ と でお互いに協力し 新たにま ちづく り を連携し て

行える き っかけを 作る こ と が出来ま し た。

　 ま た、 ７ 月末には全国一斉花火プロ ジェ ク ト ーはじ ま り の花火―開催し ま し た。 来年開催予定

の東京オリ ンピ ッ ク ・ パラ リ ンピ ッ ク に向けて全国民が、 前向き な気持ちで新し い日々を送って

頂く こ と へのメ ッ セージ、 ま た新型コ ロ ナウ イ ルス がこ れ以上に感染拡大し ないために花火を打

ち上げま し た。 準備によ り 自治会長に挨拶廻り する こ と で佐賀青年会議所の活動にはも のすごく

感謝し ま すと の言葉を頂き も のすごく 嬉し く おも いま し た。

　 そし て、 １ ０ 月にはシニア交流事業でゴルフ と ミ ニバレ ーを開催し ま し た。 シニアの先輩達と

の現役メ ンバーのプレ ーで交流でき 、 現役メ ンバーがシニアの先輩達と 大いに懇親会で酒を交わ

し ながら 交流ができ ま し た。

　 さ ら に、 １ ２ 月には佐賀青年会議所最後の事業と し てク リ ス マス プレ ゼント 宅配事業を開催し

ま し た。 ２ ５ 名のメ ンバーのご家族にサンタ ク ロ ース ・ ト ナカイ ・ ツ リ ーの格好をし てお菓子・

お花ま た預かったプレ ゼント を宅配する こ と で、 子供のかわいい笑顔や奥様から は感謝の気持ち

をも ら いま し た。 子供から サンタ ク ロ ース にお手紙をも ら い、 嬉し く 泣き そう な気持ちになった

り と メ ンバーの協力のも と 行った最後の事業は最高の事業になり ま し た。

　 最後に、 西村理事長の「 元気・ やる 気・ 勇気」 のも と 今年一年は本当に色んな事を学ばせて頂

き ま し た。 江崎直前、 松永監事、 島内副理事長、 吉村室長、 一年間温かく 見守っ て頂き あり がと

う ございま し た。
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会員拡大委員会 事業報告

委 員 長　 韓　 　 　 冬　 梅

副委員長　 上　 野　 晃　 旗

運営幹事　 川　 崎　 陽一郎

　 ２ ０ ２ ０ 年度会員拡大委員会では、 会員の拡大を大き な柱と し て、 一年間、 様々な事業に取り

組んで参り ま し た。

　 ま ず、 我々の運動・ 活動を対外に向けて発信する と 共に、 メ ンバー間の結束を 高める ために、

地元で活躍する 団体や一般の方々を お招き し て、「 ２ 月公開例会」 を 開催し ま し た。 たく さ んの

方々にご参加頂き 、 交流を深めながら 、 我々の活動内容を 皆様に紹介し 、 協力関係を築き 上げる

と と も に、 沢山の方に青年会議所について、 興味を持っていただき 、 入会へと つなげま し た。

　 次に、 ５ 月の例会は、 コ ロ ナが蔓延し ている 中、 皆様が集ま る のは、 大変厳し い状況でし たの

で、 今年度の活動を進める に当たって必要と なる リ モート での会議力を磨き 上げる ため、 ウ ェ ブ

例会を開催し ま し た。 初めでのウ ェ ブ例会と なり 、 運営面で反省すべき 点も 多数あり ま し たが、

その例会をき っかけに、 効率な例会の進め方を学ぶと 共に、 実際、 リ モート 例会を通じ て、 メ ン

バー達のコ ロ ナ禍の中の大変さ を共有でき 、 仲間意識をよ り 一層高める 事が出来ま し た。

　 次に会員の拡大について当委員会が主導し て行ってま いり ま し た。 候補者にま ずは青年会議所

がど のよ う な所かを知って頂いたう えで入会を検討し て頂ける よ う に、 候補者と 現役メ ンバーと

の交流会を複数回実施し ま し た。 今年はコ ロ ナ禍の中で会社訪問ができ なかった点が一番の難問

でも あり ま し た。 そこ で、 ま ず第一期生と し て、 入会し て頂いた新入会員達に、 青年会議所の活

動・ 運動をたっぷり 堪能し て頂き 、 新し い目線でみた青年会議所の魅力を伝えていく こ と で、 新

入会員達が新たな会員を紹介し ていただき ま し た。 結果と し て、 目標の３ ０ 名を 超えた３ ４ 名の

新入会員を迎える こ と ができ 、 次年度の体制つく り に貢献でき たと 思いま す。

　 最後に、 一年間休みなく 行う 事業に最後ま で伴走し 、 ご指導ご支援頂いた音成監事、 山口副理

事長に心から 感謝いたし ま す。 そし て、一人の外国人と し て、女性委員長と し て不安がある 中で、

担いを全集中、 全力で全う でき たのは委員会メ ンバーの皆様をはじ めと し た新入会員のご協力の

おかげであり 、 委員会メ ンバーの漢気と 知恵と 行動力の賜り も のです。 最高の仲間たちと 一年間

共に活動ができ 、 結果へと つなげた事は私の人生の宝物であり 、 かけがえのない仲間たちに出会

えたこ と は一生の財産でも あり ま す。

　 こ のよ う な成長の機会を与えて頂いた西村理事長をはじ めと する メ ンバーの皆様、 今年佐賀青

年会議所への扉を ノ ッ ク し てく れた３ ４ 人の新入会員の皆様へ感謝を申し 上げ、 会員拡大委員会

の事業報告と さ せて頂き ま す。 一年間本当にあり がと う ございま し た。
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九州地区協議会　 　 　

会長　 江　 口　 尚　 登

　 ま ずは冒頭に、 公益社団法人日本青年会議所２ ０ ２ ０ 年度九州地区協議会　 会長と し て出向さ

せて頂き ま し たこ と に、 佐賀青年会議所先輩諸兄の皆様を はじ め、 ご協力ご支援頂き ま し た多く

の皆様に厚く 御礼申し 上げま す。

　 ２ ０ ２ ０ 年度九州地区協議会は、 軌跡を紡ぎ、 奇跡を起こ そう ～持続可能な新たな九州を創ろ

う ～を基本理念と し 、 大き な覚悟と 責任のも と 、 通年の当たり 前に開催さ れる 京都会議から 始ま

り 、 九州地区協議会第１ 回会員会議所会議では直接対面にて九州地区内各地会員会議所理事長の

熱い情熱が伝わる 中開催し 、 こ れから の１ 年間の運動事業を楽し みし ていま し たが、 新型コ ロ ナ

ウ ィ ルス が世界的に流行し 、 日本でも ３ 月以降外出自粛要請や緊急事態宣言、 ３ 密の回避や新し

い生活様式の推奨など 、 日常生活や青年会議所も 大き く 変化し ま し た。 その中で事業や活動にお

いても 迷い悩み、 事業内容や手法を修正する など 、 ただただ前に進むこ と だけを 考えて、 多く の

こ と を決断し 、 歩んだ１ 年間ではなかったかと 思いま す。 その時、 その時が最善でベス ト の判断

し たこ と だと 思いま す。 私たち青年会議所も イ ンタ ーネッ ト を使った会議や事業など 新たな仕組

みでも 運動活動の在り 方が生ま れてき ま し た。

　 九州地区大会九州コ ンフ ァ レ ンス さ つま 出水大会についても 、 イ ンタ ーネッ ト を使ったオンラ

イ 開催と なり ま し た。 各委員会の集大成と し て事業運動を 展開し ま し た。

　 ま た、 こ の九州で毎年起き ている こ と があり ま す。 それは自然災害です。 令和２ 年７ 月豪雨で

は熊本県を中心に九州全域や日本各地で発生し た集中豪雨であり ま し た。 特に熊本県の人吉市、

球磨村、 八代市など 河川の氾濫や決壊し 、 沢山の地域では大き な被害が発生し ま し た。 その際に

関し ま し ても 「 つながり で」 九州中から 、 ま た日本全国から 救援物資含め心を寄せて頂き 、 心よ

り 御礼申し 上げま す。

　 今も なお新型コ ロ ナウ ィ ルス の感染拡大よ り 、 わたし たちはこ れま で

に経験し たこ と のない状況下にいま す。 そんなコ ロ ナ禍においても 、「 こ

んな時だから こ そ」 と つながり や新し い試み挑戦も 今後も し なければな

り ま せん。

　 ２ ０ ２ ０ 年九州地区協議会の事業運動、 活動にご理解、 ご支援頂き ま

し たこ と に厚く 御礼申し 上げま す。 ま た、 九州地区協議会の役員と し て

佐賀ブロ ッ ク 担当副会長　 江崎正徳君、 総務委員長　 井内政徳君、 事務

局長　 溝口貴将君には常に隣で支援頂き ま し たこ と に御礼申し 上げま す

と と も に、 全ての皆様に感謝申し 上げ出向者報告と さ せて頂き ま す。

　 １ 年間、 本当にあり がと う ございま し た。

公益社団法人 日本青年会議所

２０２０年度 九州地区協議会

 出向者報告
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２ ０ ２ ０ 年度　 佐賀ブロ ッ ク 協議会　

　 会長　 江　 崎　 正　 徳

　 ま ずは、 ブロ ッ ク 協議会の活動、 運動をする 上でご理解、 ご協力を賜り ま し た全ての皆さ ま に

感謝申し 上げま す。

　 ２ ０ ２ ０ 年度の公益社団法人日本青年会議所における 最大のテーマは組織改革でし た。 こ れま

での組織モデルから 脱却し 、 多様性を 受け入れる 組織を作り 上げ、 個人のこ れま でと は違った視

点や形で運動を発信する こ と で、 青年会議所の運動を多く の方々に興味を持っていただける ので

はないか。 ２ ０ ２ ０ 年度はその様な組織における 実験を様々な形で展開し 、 県内における 全ての

会員会議所にフ ィ ード バッ ク する こ と で、 Ｌ Ｏ Ｍから 地域を盛り 上げていく ための原動力になれ

ばと 思いス タ ート し た一年でし た。

　 と こ ろが、 新型コ ロ ナウ イ ルス の感染拡大に伴い、 事態は急変し ま し た。 社会的に制限さ れた

環境下でど のよ う な運動を展開する か誰も が頭を悩ま せ、 様々な場面でこ れま で検討し たこ と も

ないリ ス ク を考慮し 、 中止や延期、 事業そのも のの転換を 迫ら れま し た。 ま た、 会議運営におき

ま し ても 対面が常識であったも のの、 リ モート 会議が急速に広がり 、 新し い会議運営方式へと シ

フ ト し ていき ま し た。Ｌ Ｏ Ｍやブロ ッ ク 協議会においてあり 得ないと 思われていたリ モート 会議。

２ ０ ２ ０ 年度のチャ レ ンジはそこ から 手を付けよ う と 検討し ていた矢先の感染拡大であり ま し た

ので、 急速にそれが当たり 前の環境と なり 、 必要性を説いて進める 改革と 必要に迫ら れた変化の

ス ピ ード 感の違いを実感し ま し た。それでも 、でき る 限り 早い速度で変化の形を示すこ と によ り 、

県内７ Ｌ Ｏ Ｍへの活動、 運動をする 上での参考になれる よ う な組織運営を意識し て活動し てま い

り ま し た。

　 こ の状況下でも 何か地域で活動でき る 方法はないかと 模索し ていた矢先に、 令和２ 年７ 月豪雨

災害が発生し ま し た。 コ ロ ナ禍で活動が制限さ れている 中でも 、 被災地に心を寄せ、 何かでき る

こ と はないかと 動いている メ ンバーの姿を見て、 私自身も 本当に勇気づけら れ、 困難を乗り 切る

ためには、 やはり 志を同じ く する 仲間の存在が必要不可欠だと 再認識さ せら れま し た。

　 ７ 月豪雨の際は、 ６ 月に結んだ災害支援プラ ッ ト フ ォ ームと の防災協定が大き な成果を上げ、

県内での復興支援活動、 ま た、 熊本への支援活動へと つながり ま し た。 Ｓ D G ｓ のイ メ ージキャ

ラ ク タ ー募集を通し たＳ D G ｓ の周知活動に関し ま し ては、 全国よ り １ ５ ７ のエント リ ーをいた

だき 、 最優秀作品を佐賀Ｓ D G ｓ 官民連携円卓フ ォ ーラ ム へ寄贈する こ と が出来ま し た。 １ ０ 月

に開催さ れま し た高校生によ る 政策提言コ ンテス ト では、 高校生によ る 素晴ら し いプレ ゼンをい

く つも 聞かせていただき 、 １ ２ 月２ 日には佐賀市と 受賞さ れた弘学館高等学校をリ モート でつな

ぎ引継ぎ式を行いま し た。ま た、アカデミ ーに関し ま し ても オンラ イ ンでの開催と なり ま し たが、

時にオブザーバーを含め、 ８ ０ 名超と いう 佐賀ブロ ッ ク のおよ そ３ 分の１ と なる メ ンバーの皆さ

ま に出席し ていただき 、 盛大に開催する こ と ができ ま し た。 そし て佐賀ブロ ッ ク 協議会と し ては

初の試みと なる ブロ ッ ク 大会のハイ ブリ ッ ド 開催。 参加人数を制限し 、 現地と WE B にて式典を

行いま し た。 佐賀県知事　 山口　 祥義様、 鳥栖市長　 橋本　 康志様から も メ ッ セージを添えてい

ただき 、 一つの新し いモデルと なる 式典を開催する こ と ができ ま し た。 そのほかにも 政策提言や

全国一斉の花火大会への参画など 、 様々な活動、 運動ができ たと 考えており ま す。

公益社団法人 日本青年会議所

九州地区 ２０２０年度 佐賀ブロ ッ ク 協議会

出向者報告
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　 当初の計画と は変更を余儀なく さ れても 、 明る い豊かな社会づく り 、 ま ちづく り を通し た人材

づく り と いう 、 青年会議所なら ではのテーマを持ち、 活動し 続ける こ と で、 今の環境下だから こ

そ出来る こ と 、 変えら れる こ と が出来たのではないでし ょ う か。 ど んなに環境が変わろう と も 、

青年の活動の灯だけは消し てはなら ないのです。 一人ひと り の郷土に対する 想いこ そが、 組織と

し ての進化の原動力に他なり ま せん。 奇し く も こ のコ ロ ナ禍と いう 環境下でそう せざる を得ない

部分も あり ま し たが、 こ れから も 皆さ ま と と も に進化し 、 こ の困難を乗り 越えていき ま し ょ う 。

　 軌跡を紡ぎ、 奇跡を起こ そう

　 持続可能な新たな佐賀を創ろう

　 結びに今後と も 当協議会へのご理解、 ご協力をお願いする と と も に、 一刻も 早く こ のコ ロ ナと

いう 危機を乗り 越える こ と を心から 祈念し 、 報告に代えさ せていただき ま す。
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２０２０年 LOM内褒賞及び皆勤賞受賞者

〈 個人褒賞〉

委員会名 氏　 名

総 務 委 員 会 髙 橋 　 佑 輔

国 際・ ビ ジ ネ ス

委 員 会
菱 岡 　 英 貴

人財づく り 委員会 舩 津 　 和 弥

青 少 年 ・ 環 境
委 員 会

黒 田 　 　 毅

ま ちづく り 委員会 宮 原 　 　 巧

会 員 拡 大 委 員 会 蒲 原 　 伸 矢

〈 皆勤賞〉

【 ６ 年】

江 口 　 尚 登 江 崎 　 正 徳

【 ５ 年】

松 瀬 　 寿 和

【 ３ 年】

園 田 耕 太 郎

【 ２ 年】

西 村 祐 二 郎 古 川 健 太 郎

島 内 　 陽 輔

【 １ 年】

川 上 　 大 輔 原 　 　 勇 太

船 津 　 貴 之 兵 働 　 将 崇

松 尾 　 延 寿 髙 橋 　 佑 輔

光 吉 　 勝 助 黒 田 　 　 毅

福 田 　 将 也 菱 岡 　 英 貴

韓 　 　 冬 梅

〈 委員会褒賞〉

委員会名 該当なし

〈 理事長特別褒賞〉

役　 職 氏　 名

委 員 長 韓 　 　 冬 梅
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Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ

世界を結ぶ　 若き 団結

新し き 世紀の　 希望と なり て

永遠に栄繁ん　 我等の集い

Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ 　 Ｊ Ｃ

奉仕の理想　 探求めつつ

祖国の進歩の　 力と なり て

先駆けゆかん我等の集い

Ｊ Ｃ ソ ング

１ ． 若さ と 若さ が　 手を結び

　 　 明日にいつも 　 向かう のだ　

　 　 　 　 豊かな未来　 めざし つつ　

　 　 　 　 日本の道を　 創ろう よ 　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ

　 　 　 　 　 　 明日のために

２ ． 心と 心を　 つなぎ合い　

　 　 大き な虹を　 かける のだ　

　 　 　 　 生き てる こ と の　 喜びを　

　 　 　 　 すべての人に　 投げかけて　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ 　

　 　 　 　 　 　 明日のために

３ ． 命と 命が　 満ちあふれ　

　 　 光り と なって　 燃える のだ　

　 　 　 　 世界の窓に　 いつの日も 　

　 　 　 　 希望の夢は　 はばたく よ 　

　 　 　 　 　 　 行こ う 　 　 Ｊ Ａ Ｙ Ｃ Ｅ Ｅ 　

　 　 　 　 　 　 明日のために

明日のために
あ し た

ち か ら

の ぞ みよ

も 　 と

１ ． 若い我等が　 手を取り 合って　

　 　 進む行く 手の　 青い空に　

　 　 輝く Ｊ Ｃ 　 明る い希望　

　 　 足なみをそろえて　 行こ う じ ゃないか

２ ． 世界を結ぶ　 若さ の力　

　 　 互いに尽く す　 楽し さ こ そ　

　 　 Ｊ Ｃ の理想だ　 新し い日だ　

　 　 足なみをそろえて　

　 　 行こ う じ ゃないか

３ ． 若い我等の　 心を集め　

　 　 つく る 集いに　 未来をかけて　

　 　 Ｊ Ｃ の仲間は　 皆信じ あう 　

　 　 足なみをそろえて　 行こ う じ ゃないか　 　

若 い 我 等

　 　
〒8 40 -0 80 5　 佐賀市神野西4丁目3 番1 8号

TEL（ 09 52 ） 3 2-1 56 5　 FAX（ 09 52 ） 3 0-696 4

Ｕ Ｒ Ｌ  h t tp : w w w . sa g a j c . o r . j p /

Em a il  in fo @ sa g a j c .o r . j p

一般社団法人　 佐賀青年会議所事務局
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